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調 査 の 概 要 

 

 

１ 調査の目的 

 

 この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科

名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とす

るものであり、昭和 57 年までは毎年、同年以降は 2 年ごとに実施している。 

 

 

２ 調査の期日 

 

平成 22 年 12 月 31 日現在 

 

 

３ 調査の対象及び客体 

 

 日本国内に住所があって、医師法第 6 条第 3 項により届け出た医師、歯科医師法第 6 条第 3 項に

より届け出た歯科医師及び薬剤師法第 9 条により届け出た薬剤師の各届出票を調査の客体とした。 

 

 

４ 調査の事項 

 

(1) 住所             (6) 主たる業務内容(薬剤師を除く)   

(2) 性別             (7) 従事先の所在地 

(3) 生年月日         (8) 従事する診療科名(薬剤師を除く)                                              

(4) 登録年月日       (9) 取得している広告可能な医師の専門性に関する資格名（医師のみ） 

(5) 業務の種別                                   等 

 

５ 調査の方法及び系統 

 

(1) 調査の方法 

 届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を、保健所でとりまとめ厚生

労働大臣に提出する。 

 

(2) 調査の系統              

 

  厚生労働省     都道府県       保健所       医師・歯科医師・薬剤師 

                保健所設置市 

                特 別 区 

 

６ 結果の集計 

 

厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。 
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７ 用語の説明 

 

「病院」 

 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設を有する

ものをいう。 

 

「医育機関」 

 学校教育法に基づく大学等において、医学又は歯学の教育を行う機関をいう。 

 

「診療所」 

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの、又

は患者 19 人以下の入院施設を有するものをいう。 

 

「介護老人保健施設」 

 介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施

設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び

に日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。 

 

８ 利用上の注意 

 

（１）表章記号の規約 

計数のない場合                              －   

計数不明又は計数を表章することが不適当な場合                 …   

統計項目のあり得ない場合                           ・   

比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の１に達しない場合      0.0                   

減少数または減少率を意味する場合                       △   

 

（２）掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合が

ある。 

 

（３）人口 10 万対比率は、総務省統計局発表「平成 22 年国勢調査人口等基本集計」により算出し

た。 

 

（４）「広告可能な医師の専門性に関する資格名」は、「医療法第六条の五第一項及び第六条の七第

一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に

関して広告することができる事項」（平成１９年厚生労働省告示第１０８号）第１条第２号に

基づき広告することができる医師の専門性に関する資格名（同告示で定める基準を満たすものと

して厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名）である。 

 

（５）本調査における診療科名は、医療法において広告が認められている診療科名である。 

医療機関が標ぼうする診療科名については、従来、医療法施行令に具体的名称を限定列挙して

規定していたところであるが、平成 20 年 4 月 1 日から適切な医療機関の選択と受診を支援す

る観点から、身体の部位や患者の疾患等、一定の性質を有する名称を診療科名とする柔軟な方

式に改められたところである。 

（参照：平成 20 年 3 月 31 日医政発第 0331042 号医政局長通知「広告可能な診療科名の改正について」）

ＵＲＬ(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf) 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf
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この改正を受け、本調査では医師の診療科名について、平成 20 年から調査項目を変更し、

本概況においては以下のとおり表章することとした。 

＜参考＞

平成18年調査

01 内科 01 内科

02 呼吸器内科 02 心療内科

03 循環器内科
 03 呼吸器科

04 消化器内科（胃腸内科） 04 消化器科（胃腸科）

05 腎臓内科 05 循環器科

06 神経内科 06 アレルギー科　

07 糖尿病内科（代謝内科） 07 リウマチ科　

08 血液内科 08 小児科

09 皮膚科 09 精神科

10 アレルギー科 10 神経科

11 リウマチ科 11 神経内科  

12 感染症内科 12 外科

13 小児科 13 整形外科

14 精神科 14 形成外科

15 心療内科 15 美容外科

16 外科 16 脳神経外科

17 呼吸器外科 17 呼吸器外科

18 心臓血管外科 18 心臓血管外科

19 乳腺外科 19 小児外科

20 気管食道外科 20 産婦人科

21 消化器外科（胃腸外科） 21 産科

22 泌尿器科 22 婦人科

23 肛門外科 23 眼科

24 脳神経外科 24 耳鼻いんこう科

25 整形外科 25 気管食道科

26 形成外科 26 皮膚科

27 美容外科 27 泌尿器科

28 眼科 28 性病科

29 耳鼻いんこう科 29 こう門科

30 小児外科 30 リハビリテーション科

31 産婦人科 31 放射線科

32 産科 32 麻酔科

33 婦人科 33 病理

34 リハビリテーション科 34 救命救急

35 放射線科 35 研修医

36 麻酔科 36 全科

37 病理診断科 37 その他

38 臨床検査科

39 救急科

40 臨床研修医

41 全科

42 その他

平成20年・平成22年調査

 

 

なお、診療科別統計表については、上記標ぼう診療科名の改正や臨床研修医の把握（平成 18

年以降）が影響しているところもあると考えられることから、年次推移の単純比較は行わないこ

ととし、参考表（参考２,３）とした。 

                                        

（６）今後、本概況の数値に変更等が生じた場合は、厚生労働省ホームページで更新し、正誤情報

を掲載する。 

ＵＲＬ (http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html) 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html


医 医
医 師 届 出 票

第二号書式（第六条関係） （平成22年12月31日現在）

〒□□□－□□□□
(1) 住 所 都道 市 町 番地

区
府県 郡 村 番 号

ふ り が な 市外局番

(2) 氏 名 電 話 （ ― ― ）

１ 平成
２ 昭和(3) 性 別 １ 男 ・ ２ 女 (4) 生 年 月 日 年 月 日３ 大正
４ 明治

１ 平成
医 籍 医 籍 登 録 ２ 昭和(5) 第 号 (6) 年 月 日登 録 番 号 年 月 日 ３ 大正

４ 明治

施設の種別 業 務 の 種 別

診療所 １ 診療所の開設者又は法人の代表者
２ 診療所の勤務者

(7) 主に従事して 病院 ３ 病院の開設者又は法人の代表者
いる施設及び (医育機関附属の病院を除く。) ４ 病院の勤務者
業務の種別

医育機関 ５ 医育機関の臨床系の教官又は教員
６ 医育機関の臨床系の勤務者で５以外の者又は大学院生

（医員、臨床研修医、臨床系の大学院生、その他）
７ 医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生

業務の種別の１から15
までのうち一つを○で囲 介護老人保健施設 ８ 介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者
むこと。 ９ 介護老人保健施設の勤務者

上記以外の施設 10 医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者
11 行政機関の従事者
12 10及び11以外の産業医
13 上記以外の保健衛生業務の従事者

その他 14 その他の業務の従事者
15 無職の者

(8)主たる業務内容 最も長時間従事している業務内容を○で囲むこと。
(7)欄の1から13までのいずれ

かを○で囲んだ者のみが記入す 1 診療 2 教育・研究 3 管理 4 産業医業務 5 その他
ること。

ふ り が な

(9) 従事先の名称 市外局番
(7)欄の１から13までのいずれ

かを○で囲んだ者のみが記入す 電 話 （ ― ― ）
ること。

(10) 従事先の所在地 〒□□□－□□□□
(7)欄の１から13までのいずれ

かを○で囲んだ者のみが記入す 都道 市 町
ること。 区

府県 郡 村

(11) 従 事 す る Ⅰ 01 内科 02 呼吸器内科 03 循環器内科
診 療 科 名 等 04 消化器内科(胃腸内科) 05 腎臓内科 06 神経内科

07 糖尿病内科(代謝内科) 08 血液内科 09 皮膚科
(7)欄の１から6までのいずれ 10 アレルギー科 11 リウマチ科 12 感染症内科

かを○で囲んだ者のみが記入す 13 小児科 14 精神科 15 心療内科
ること。

Ⅱ 16 外科 17 呼吸器外科 18 心臓血管外科
また、二つ以上○で囲んだ者 19 乳腺外科 20 気管食道外科 21 消化器外科(胃腸外科)

は右欄に主たる診療科名の番号 22 泌尿器科 23 肛門外科 24 脳神経外科
を１つ記入のこと。 25 整形外科 26 形成外科 27 美容外科

28 眼科 29 耳鼻いんこう科 30 小児外科
31 産婦人科 32 産科 33 婦人科

主たる診療科名
Ⅲ 34 リハビリテーション科 35 放射線科 36 麻酔科 の番号（１つ）

37 病理診断科 38 臨床検査科 39 救急科

Ⅳ 40 臨床研修医 41 全科

Ⅴ 42 その他（ ）

裏面へ続く
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医 医
(12) 取得している広告 Ⅰ 01 総合内科専門医 02 呼吸器専門医 03 循環器専門医

可能な医師の専門 04 消化器病専門医 05 腎臓専門医 06 肝臓専門医

性に関する資格名 07 神経内科専門医 08 糖尿病専門医 09 内分泌代謝科専門医

10 血液専門医 11 皮膚科専門医 12 アレルギー専門医

13 リウマチ専門医 14 感染症専門医 15 小児科専門医

取得しているすべての資格名 16 心療内科専門医
の番号を○で囲むこと。

Ⅱ 17 外科専門医 18 呼吸器外科専門医 19 心臓血管外科専門医

20 乳腺専門医 21 気管食道科専門医 22 消化器外科専門医

23 泌尿器科専門医 24 脳神経外科専門医 25 整形外科専門医

26 形成外科専門医 27 眼科専門医 28 耳鼻咽喉科専門医

29 小児外科専門医 30 産婦人科専門医

Ⅲ 31 リハビリテーション科専門医 32 放射線科専門医 33 麻酔科専門医

34 病理専門医 35 救急科専門医

Ⅳ 36 超音波専門医 37 細胞診専門医 38 透析専門医

39 老年病専門医 40 消化器内視鏡専門医 41 臨床遺伝専門医

42 漢方専門医 43 レーザー専門医 44 気管支鏡専門医

45 核医学専門医 46 大腸肛門病専門医 47 婦人科腫瘍専門医

48 ペインクリニック専門医 49 熱傷専門医 50 脳血管内治療専門医

51 がん薬物療法専門医 52 周産期（新生児）専門医 53 生殖医療専門医

54 小児神経専門医 55 一般病院連携精神医学専門医

(13) 本届出票の 各都道府県における医師確保対策の検討等に活用するため、本届出票に 同 意 欄

活用に対する 記載した情報の全部又は一部を、従事先の所在地の都道府県に提供される

同意確認 ことに同意する場合には、右欄に○を付けること。

(14) 備 考

提 出 期 限

翌年1月15日
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歯 歯
歯 科 医 師 届 出 票

第二号書式（第六条関係） （平成22年12月31日現在）

〒□□□－□□□□
(1) 住 所 都道 市 町 番地

区
府県 郡 村 番 号

ふ り が な 市外局番
(2) 氏 名 電 話 （ ― ― ）

１ 平成
２ 昭和(3) 性 別 １ 男 ・ ２ 女 (4) 生 年 月 日 年 月 日３ 大正
４ 明治

１ 平成
歯 科 医 籍 歯 科 医 籍 ２ 昭和(5) 第 号 (6) 年 月 日登 録 番 号 登 録 年 月 日 ３ 大正

４ 明治

施設の種別 業 務 の 種 別

診療所 １ 診療所の開設者又は法人の代表者
２ 診療所の勤務者

(7) 主に従事して 病院 ３ 病院の開設者又は法人の代表者
いる施設及び (医育機関附属の病院を除く。) ４ 病院の勤務者
業務の種別

医育機関 ５ 医育機関の臨床系の教官又は教員
６ 医育機関の臨床系の勤務者で５以外の者又は大学院生

（医員、臨床研修医、臨床系の大学院生、その他）
７ 医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生

業務の種別の１から
14までのうち一つを 介護老人保健施設 ８ 介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者
○で囲むこと。 ９ 介護老人保健施設の勤務者

上記以外の施設 10 医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者
11 行政機関の従事者
12 上記以外の保健衛生業務の従事者

その他 13 その他の業務の従事者
14 無職の者

(8)主たる業務内容 最も長時間従事している業務内容を○で囲むこと。
(7)欄の1から12までのいず
れかを○で囲んだ者のみが １ 診療 ２ 教育・研究 ３ 管理 ４ その他
記入すること。

ふ り が な

(9) 従事先の名称 電 話 市外局番
(7)欄の１から12までのい
ずれかを○で囲んだ者のみ （ ― ― ）
が記入すること。

(10)従事先の所在地 〒□□□－□□□□
(7)欄の１から12までのい 都道 市 町
ずれかを○で囲んだ者のみ 区
が記入すること。 府県 郡 村

(11)従事する診療
科名等

(7)欄の１から6 までのい くう 主たる診療科名
ずれかを○で囲んだ者のみ １ 歯科 ２ 矯正歯科 ３ 小児歯科 ４ 歯科口腔外科 の番号（１つ）
が記入すること。
また、二つ以上○で囲んだ ５ 臨床研修歯科医
者は右欄に主たる診療科名
の番号を１つ記入のこと。

(12) 備 考

提 出 期 限
翌年1月15日
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薬 薬
薬 剤 師 届 出 票

様式第六(第七条関係) （平成22年12月31日現在）

〒□□□－□□□□
(1) 住 所 都道 市 町 番地

区
府県 郡 村 番 号

ふ り が な
市外局番

(2) 氏 名 電 話 （ ― ― ）

１ 平成
２ 昭和

(3) 性 別 １ 男 ・ ２ 女 (4) 生 年 月 日 年 月 日
３ 大正
４ 明治

１ 平成
薬 剤師 名 簿 薬剤師名簿 ２ 昭和

(5) 第 号 (6) 年 月 日
登 録 番 号 登録年月日 ３ 大正

４ 明治

施設の種別 業 務 の 種 別

薬局 １ 開設者又は法人の代表者
２ 勤務者

(7) 主に従事して 病院・診療所 ３ 調剤
いる施設及び ４ 検査
業務の種別 ５ その他

大学 ６ 勤務者（研究・教育）
７ 大学院生又は研究生

業務の種別の１から 医薬品関係企業 ８ 医薬品製造販売業・製造業（研究・開発、営業、その他）
12までのうち一つを ９ 医薬品販売業（薬種商を含む。）
○で囲むこと｡

上記以外の施設 10 衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者

その他 11 その他の業務の従事者
12 無職の者

ふ り が な

(8) 従事先の名称 市外局番

(7)欄の１から11ま 電 話
でのいずれかを○で （ ― ― ）
囲んだ者のみが記入
すること。

(9)従事先の所在地 〒□□□－□□□□

(7)欄の１から11ま 都道 市 町
でのいずれかを○で 区
囲んだ者のみが記入 府県 郡 村
すること。

(10) 備 考

提 出 期 限

翌年1月15日
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医薬品・医療機器産業実態調査要綱 

（平成２３年度分） 

 

 

１．調査の目的 

  本調査は、医薬品製造販売業及び卸売業、医療機器製造販売業及び卸売業の経営実態を把

握し、医薬品並びに医療機器産業の健全な発展に必要な施策を講ずるための基礎資料を得る

ことを目的とする。 

 

２．調査の対象  

    本調査の対象は平成２４年３月３１日現在において、次の要件に該当する者とする。 

 （１）薬事法（昭和３５年法律第１４５号。以下「薬事法」という。）に基づき、医薬品製

造販売業の許可を受けて、医薬品を製造販売している者 

 （２）薬事法に基づき、卸売一般販売業の許可を受けて、薬局の開設者、病院若しくは診療

所の開設者等に対して医薬品を販売し、又は授与している者 

 （３）薬事法に基づき、医療機器の製造販売業の許可を受けて、医療機器を製造販売してい

る者 

 （４）薬事法に基づき、医療機器の販売業の許可を受け、又は届け出をし、医療機器を販売

している者 

 

３．調査の時点 

  調査対象者の平成２３年度分の決算実績（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日

 までの間に行われた直近の決算）を調査する。 

    なお、合併等により合併前の会社でそれぞれ決算を行っている場合は、合併前の決算につ

 いて調査票を記入する。 

 

４．調査票の区分 

  本調査の区分は、２の調査対象者をもとに次の区分によるものとする。 

 （１）医薬品（製造販売業）調査票 

     調査の対象（１）に該当するものの本社(本店)。 

    ※ 日本製薬団体連合会の業態別１４団体に加盟する企業会員のみ。 

 （２）医薬品（卸売業）調査票 

       調査の対象（２）に該当するものの本社(本店)。 

     ※ (社)日本医薬品卸業連合会及び日本ジェネリック販社協会に加盟する企業会員のみ。 

 （３）医療機器（製造販売業）調査票 

     調査の対象（３）に該当するものの本社（本店）。 

    ※ 日本医療機器産業連合会に加盟する２０団体の企業会員のみ。 

 （４）医療機器（卸売業）調査票 

       調査の対象（４）に該当するものの本社(本店)。 

     ※ 日本医療機器販売業協会の企業会員のみ。 

 

 

 

 



５．調査方法 

  （１）医薬品（製造販売業）調査は日本製薬団体連合会の業態別１４団体に加盟する企業会

員、医薬品（卸売業）調査は(社)日本医薬品卸業連合会及び日本ジェネリック販社協会

に加盟する企業会員、医療機器（製造販売業）調査は日本医療機器産業連合会に加盟す

る２０団体の企業会員、医療機器（卸売業）調査は日本医療機器販売業協会の企業会員

にに対し、それぞれ該当調査票を直接配布、直接回収する。 

       なお、調査対象者に対する調査票の作成について説明し、記入方法等について指導す

    るものとする。 

 （２）調査対象者は、調査票１部を作成する。 

 

６．調査票の提出期限 

  調査対象者は作成した調査票を平成２４年１０月５日までに厚生労働省医政局経済課あて

 提出するものとする。 

 

７．調査結果の公表 

  この調査の集計結果は、集計後速やかに公表する。 

   ただし、個々の調査対象者にかかる内容については、秘密を厳守し、公表しない。 



統計法に基づく一般統計調査 

 

〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医薬品製造販売業調査票 

厚生労働省医政局 

調 査 時 点 

貴社の平成 23 年度分の決算実績（平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日までの間に行われ

た直近の決算）を記入して下さい。 

なお、直近の決算期末１年以内に合併等により、合併前の会社でそれぞれ決算を行っている場合

は、調査票を請求されるか、又は適宜コピーして記入していただきますようお願いします。 

 

調査票提出期限 

  作成した調査票（回答票のみ）１部を平成 24年 10月５日までに厚生労働省医政局経済課あてに

提出して下さい。 

 

記載上の注意事項 

(1) 調査票は、本社、本店等の管理者が作成して下さい。 

(2) 調査票は、質問票と回答票に分かれていますので、質問票の「問」をよく読んで回答票に「答」

を記入して下さい。 

(3) 回答票は２枚複写となっておりますので、送付に当たっては「提出用」と記載されている用紙を

送付して下さい。 

複写の方は貴社の控えですので、提出後半年間は保存していただきますようお願いいたします。 

(4) 調査票に記入する数字は、すべて算用数字（例：１・２・３・…）を使用し、単位未満は各質問

の指示に従い、記入して下さい。 

(5) この調査票に関する問い合わせは、次のとおりです。 

    厚生労働省医政局経済課（電話 03-5253-1111 内線 4111） 

 

 

※ お答えいただいた内容につきましては、かたく秘密を守り、統計の目的以

外には使用いたしません。 



〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医薬品製造販売業調査票【質問票】 
○ 当該調査において「医薬品」とは、 

・ 医療用医薬品…医家、調剤薬局向け医薬品 

・ 一般用医薬品…薬局・薬店向け医薬品 

・ 体外診断薬…医家向け臨床検査用の試薬 

・ 原料その他…製造原料、小分け用製剤、自社製品他社販売品（自社で製造した最終製品を他

社に販売した売上高）等 

をいう。 

○ 当該調査において「後発医薬品」とは、診療報酬における後発医薬品の使用環境整備の対象と

なる後発品に該当する医薬品をいう。 

 

１． 会社の概要について 

(1) 資本金（出資金） 

平成 23 年度決算期末における払込み済みの資本金（出資金）を記入して下さい。（百万円未満四

捨五入） 

(2) 資本上の区分（内資・外資の別） 

内資系企業・外資系企業のどちらか該当する番号を囲んでください。 

なお、外資系企業とは、会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第２号に規定する外国会社の場

合、あるいは外国会社が同条第４号に規定する親会社として貴社の経営を支配（財務及び事業の方

針の決定を支配）している場合をいいます。 

(3) 従業者の状況 

平成 23 年度決算期末における貴社全体の従業者数及びその内訳として医薬品関係従業者数を各

部門別に、それぞれ記入して下さい。 

従業者とは、平成 23年度決算期末現在、貴社に所属して働いているすべての人をいいます。した

がって、他の会社や下請先などの別経営の会社へ派遣している人も含まれます。また、貴社で働い

ている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の会社から派遣されているなど、貴社から賃

金・給与（現物給与を含む。）を支給されていない人は従業者に含めません。 

注）兼務等により各部門別に把握することが困難な場合は、その従業者の主たる業務を考慮して、

適宜記入して下さい。 

 

２． 経営成績及び財政状態について 

連結財務諸表を作成している場合は、本項の各質問について、連結・単体ともに記入して下さい。

連結財務諸表を作成していない場合は、単体の欄にのみ記入して下さい。 

(1) 損益計算書項目及び貸借対照表項目 

      平成 23年度決算における貴社の損益計算書及び貸借対照表の各項目を記入して下さい。 

 



  注１）上場企業（ジャスダック上場を含む。）については、決算短信をインターネットで公開し

ている場合にはチェック欄の「有」にチェックするだけで記入の必要はありません。公開

していない場合には、チェック欄の「無」にチェックのうえ、調査票に記入して下さい。 

  注２）貸借対照表項目については、資産合計と負債及び純資産合計が同数となるよう適宜、資産

負債、純資産の各項目を切り上げ、切り捨ての上、記入して下さい。 

(2) セグメント情報 

  ａ．医薬品売上高及び営業利益 

    平成 23 年度決算における貴社の売上高のうち、医薬品の売上高及びその営業利益を記入し

て下さい。 

  ｂ．地域別医薬品売上高 

    (2)ａで記入した医薬品売上高について、地域別に各売上高を記入して下さい。その際に、

合計は(2)ａと同数となるよう適宜各項目を切り上げ、切り捨ての上、記入して下さい。 

ｃ．取扱品目別医薬品売上高 

        (2)ａで記入した医薬品売上高について、取扱品目別に各売上高を記入して下さい。その際

に、合計は(2)ａと同数となるよう適宜各項目を切り上げ、切り捨ての上、記入して下さい。 

    また、取扱品目別医薬品売上高のうち、海外売上高を記入してください。その際に、合計は

ｂ．地域別医薬品売上高の「海外」と同数となるよう適宜各項目を切り上げ、切り捨ての上、

記入してください。 

 

３． 研究開発費及び設備投資について 

連結財務諸表を作成している場合は、本項の各質問について、連結・単体ともに記入して下さい。

連結財務諸表を作成していない場合は、単体の欄にのみ記入して下さい。 

(1) 医薬品事業に係る研究開発費                                              

平成 23 年度決算及び平成 24 年度期（見込み）における貴社の医薬品事業に係る研究開発費を

記入して下さい。 

  (2) 税制の適用を受ける研究開発費（単体のみ） 

   平成 23年度決算における貴社の医薬品事業に係る研究開発費のうち、研究開発税制の適用を受

ける研究開発費について記入して下さい。 

   ※税制についての詳細は国税庁のホームページを参照して下さい。 

    ・試験研究費の総額に係る税額控除制度 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5442.htm 

    ・中小企業技術基盤強化税制 

     http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5444.htm 

   ※税制の適用を受けていない事業所につきましては記入の必要はありません。 

 

 

 

 



(3) 医薬品事業に係る設備投資                                                

平成 23 年度決算及び平成 24 年度期（見込み）における貴社の医薬品事業に係る設備投資を記

入して下さい。 

  (4) 税制の適用を受ける設備投資額（単体のみ） 

   平成 23 年度決算における貴社の医薬品事業に係る設備投資のうち、「中小企業投資促進税制」

及び「中小企業等基盤強化税制」の適用を受ける設備投資額について、取得分及びリース分それ

ぞれについて記入して下さい。 

   ※税制についての詳細は中小企業庁のホームページを参照して下さい。 

    ・中小企業投資促進税制 

     http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/gb136.html 

    ・中小企業等基盤強化税制 

     http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/gb139.html 

  ※税制の適用を受けていない事業所につきましては記入の必要はありません。 

 

４． パイプラインの状況について 

医療用医薬品の新薬開発状況について記入して下さい。なお、ホームページ等において公表して

いる場合はチェック欄の「有」にチェックするだけで記入の必要はありません。 

(1) 新規化合物のパイプラインについて 

    平成 23年度決算期末における貴社の新規化合物のパイプラインについて、開発コード等ごと

に記入して下さい。 

    薬効番号については、別添の「薬効一覧」より当てはまる番号を記入して下さい。 

 

    なお、決算時における状況を把握できない場合は、平成 22年度中の直近の状況を記入して下

さい。 

    また、開発段階の項目については、次の中から該当するものの番号を記入して下さい。 

      １．第１相  ２．第２相  ３．第３相  ４．申請準備中・申請 

(2) 剤型・効能追加のパイプラインについて 

    平成 23年度決算期末における貴社の剤型・効能追加のパイプラインについて、開発コード等

ごとに記入して下さい。 

    薬効番号については、別添の「薬効一覧」より当てはまる番号を記入して下さい。 

    なお、決算時における状況を把握できない場合は、平成 23年度中の直近の状況を記入して下

さい。 

    また、開発段階の項目については、次の中から該当するものの番号を記入して下さい。 

      １．第１相  ２．第２相  ３．第３相  ４．申請準備中・申請 

   

５． 後発医薬品のある先発医薬品の売上高について 

後発医薬品のある先発医薬品の売上高を記入して下さい。なお、売上高は消費税を含めません。 

 



６． 販売先別の医療用医薬品売上高について 

医療用医薬品について、販売先の状況及び販売先別の売上高を記入して下さい。その際に、医療

用医薬品売上高の合計は 2(2)aの医療用医薬品売上高と、後発医薬品売上高の合計は 2(2)cの取扱

品目別医薬品売上高のうちの後発医薬品売上高と同数となるよう、適宜各項目を切り上げ、切り捨

ての上、記入して下さい。 

 

 

７．事業継続計画（ＢＣＰ）について 

(1) 事業継続計画の策定 

事業継続計画の策定について、策定している場合は１を、策定していない場合は２～４の該

当する番号を記入して下さい。 

   １ 策定している  ２ 策定中である  ３ 策定予定である  ４ 策定予定はない 

 

 (2) 事業継続計画の内容 

   ａ．事業継続計画を策定している場合、策定内容について該当する番号を記入して下さい(複数選

択可)。 

    １ 事業所の被害軽減対策（事業所の耐震化等） ２ 資材の確保（調達先被災時の代替方法） 

    ３ 人員の確保方法  ４ 緊急連絡体制の整備  ５ 目標復旧時間   

６  情報システム停止時の対応策  ７  生産ライン停止時の対応策 ８  訓練の実施   

９ その他 

 

  ｂ．災害等が発生した際に、生産体制を維持するために確保しておくべき原材料等はどれくらい

の期間分必要と考えていますか。 

    １ 一週間分未満  ２ 一週間分以上二週間分未満  ３ 二週間分以上三週間分未満 

    ４ 三週間分以上一ヶ月分未満  ５ 一ヶ月分以上  ６ 確保する必要がない 

 

  ｃ．貴社において、災害発生の際に生産体制を維持するために、実際に確保してある原材料等は

どれくらいの期間分でしょうか。 

     １ 一週間分未満  ２ 一週間分以上二週間分未満  ３ 二週間分以上三週間分未満 

     ４ 三週間分以上一ヶ月分未満  ５ 一ヶ月分以上  ６ 確保していない 

 

 

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan) 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃、新型インフルエンザ発生などの緊急事態に遭遇した場合に

おいて、事業資金の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能

とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り

決めておくこと。 



○秘   提 出 用                                                     その１ 

〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医薬品製造販売業調査票【回答票】 
 

会社名                          

〒 

所在地                              （   ）     

 

調査票作成者氏名              所属部課名                 

 

１． 会社の概要について 

(1) 資本金 

 

百万円 

(2) 資本上の区分 

１ 内資系企業    ２ 外資系企業 

(3) 従業者の状況                          

全従業者数 

万 千 百 十 一 

          
人 

    （内訳）医薬品関係従業者数(1)+(2)+(3)+(4)           
人 

    (1) 管理部門           
人 

    (2) 製造部門           
人 

    (3) 研究開発部門           
人 

    (4) 営業部門           
人 

       うち医薬情報担当者（ＭＲ）           
人 

注） 医薬品関係従業者数は(1)～(4)の合計として下さい。   

 

２． 経営成績及び財政状態について 

(1)損益計算書項目及び貸借対照表項目 

ホームページでの公開の有無 有 □ 無□ ※ホームページで公開している場合は記入は不要です。 

損益計算書項目                       （百万円） 

  
連結ベース 単体ベース 

十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

売上高                                 

売上総利益                                 

営業利益                                 

経常利益                                 

当期純利益                                 

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

       



貸借対照表項目              （百万円） 

  
連結ベース 単体ベース 

十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

(1) 流動資産                                 

(2) 固定資産                                 

(3) 繰延資産                                 

合計 (1)+(2)+(3)                                 

(4) 流動負債                                 

(5) 固定負債                                 

(6) 純資産                                 

合計 (4)+(5)+(6)                                 

注）合計(1)+(2)+(3)と合計(4)+(5)+(6)は同数として下さい。         

(2) セグメント情報 

a.医薬品売上高及び営業利益                                                  （百万円） 

 
  

連結ベース 単体ベース 

 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

  医薬品売上高                               

    うち自社製品売上高                               

  営業利益                               

b.地域別医薬品売上高 （百万円） 

 
  

連結ベース 単体ベース 

 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

  日本                               

  海外                 

 

 

アジア（日本を除く）                               

 欧州                               

 米州                               

 その他                               

     合  計                               

注）合計は ａ．「医薬品売上高及び営業利益」の医薬品売上高と同数としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 



 

○秘   提 出 用                                                      その２ 

ｃ.取扱品目別医薬品売上高 

ア）全体 

 

 

 

（百万円） 

 
  

連結ベース 単体ベース 

 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

  (1) 医療用医薬品                               

    うち後発医薬品                               

  (2) 一般用医薬品                               

    うち配置家庭薬                               

  (3) 体外診断薬                               

  (4) 原料その他                               

  合計 (1)+(2)+(3)+(4)                               

 注） (4)原料その他とは、製造原料、小分け用製剤、自社製品他社販売等(1)～(3)以外を指す。 

注）合計は ａ．「医薬品売上高及び営業利益」の医薬品売上高と同数としてください。  

 

イ）うち海外売上高 （百万円） 

 
  

連結ベース 単体ベース 

 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

  (1) 医療用医薬品                               

    うち後発医薬品                               

  (2) 一般用医薬品                               

    うち配置家庭薬                               

  (3) 体外診断薬                               

  (4) 原料その他                               

  合計 (1)+(2)+(3)+(4)                               

 
注） (4)原料その他とは、製造原料、小分け用製剤、自社製品他社販売等(1)～(3)以外を指す。 

注）合計は ｂ．「地域別医薬品売上高」の「海外」と同数としてください。 

 

３． 研究開発費及び設備投資について 

(1) 医薬品事業に係る研究開発費 

平成 23年度実績         （百万円） 

  
連結ベース 単体ベース 

千億 百億 十億 億 千万 百万 千億 百億 十億 億 千万 百万 

研究開発費                         

  探索研究                         

  開発研究                         

  臨床開発研究                         

  市販後臨床                         

 

 



平成 24年度見込         （百万円） 

  
連結ベース 単体ベース 

千億 百億 十億 億 千万 百万 千億 百億 十億 億 千万 百万 

研究開発費                         

  探索研究                         

  開発研究                         

  臨床開発研究                         

  市販後臨床                         

 

(2) 税制の適用を受ける研究開発費 

 ア）試験研究費の総額に係る税制控除制度を利用する場合（単体ベース） 

制度利用の有無  有 □ 無□                （百万円） 

  千億 百億 十億 億 千万 百万 

当期の損金算入試験研究費の額（受託分除く） ①             

増加試験研究費の額 ②             

当 

期 

基 

準 

額 

試験研究費割合が 10%以上の 

場合の支出基準額(①×10%) ③ 
            

 
 

増加試験研究費の税額 

控除限度額(②×5%) ④ 
            

当期基準額合計（③＋④） ⑤             

試験研究費割合が 10%未満の場合の 

支出基準額(①×(試験研究費割合× 

0.2%+8%)) ⑥ 

            

 
 

増加試験研究費の税額 

控除限度額(②×5%) ⑦ 
            

当期基準額合計（⑥＋⑦） ⑧             

特別試験研究費の額             

特
別
研
究
税
額 

控
除
限
度
額 

試験研究費割合が 10%以上の 

場合の支出基準額 
            

試験研究費割合が 10%未満の 

場合の支出基準額 
            

当期の法人税額 ⑨             

税額基準額（⑨×30%）             

税額控除額               

 注）②の欄には損金の額に算入した試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した金額を記載してください。 

 

   イ）中小企業技術基盤強化税制を利用する場合（単体ベース） 

   制度利用の有無  有 □ 無□                （百万円） 

  千億 百億 十億 億 千万 百万 

当期の損金算入試験研究費の額（受託分除く） ①             

増加試験研究費の額 ②             

当
期
基
準
額 

中小企業者等の支出基準額(①×12%) ③             

 
 

増加試験研究費に係る税額 

控除限度額(②×5%) ④ 
            

当期基準額合計（③＋④）             

当期の法人税額 ⑤             

税額基準額（⑤×30%）             

税額控除額             

   注）②の欄には損金の額に算入した試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した金額を記載してください。 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 



 

○秘   提 出 用                                                      その３ 

 

(3) 医薬品事業に係る設備投資                                  （百万円） 

  
連結ベース 単体ベース 

千億 百億 十億 億 千万 百万 千億 百億 十億 億 千万 百万 

平成 23年度実績                         

平成 24年度見込                         

    

(4) 税制の適用を受ける設備投資額 

  ア）中小企業投資促進税制（単体ベース） 

 制度利用の有無  有 □ 無□                 （百万円） 

 

 
  区分 中小企業者 

項目   年度 千億 百億 十億 億 千万 百万 

取
得
分 

取得価額 
H23             

H24（見込）             

特償実施額 
H23             

H24（見込）             

税額控除実施額 
H23             

H24（見込）             

リ
ー
ス
分 

リース費用の総額 
H23             

H24（見込）             

税額控除実施額 
H23             

H24（見込）             

 

イ） 中小企業等基盤強化税制（単体ベース） 

制度利用の有無  有 □ 無□ 

 

 
  区分 中小企業新事業活動促進法に規定する中小企業者 

    
経営革新事業を行う中小企業

者 

異分野連携新事業分野開拓 

事業を行う中小企業者 
設立後 5年以内の中小企業 

項目   年度 
千

億 

百

億 

十

億 
億 

千

万 

百

万 

千

億 

百

億 

十

億 
億 

千

万 

百

万 

千

億 

百

億 

十

億 
億 

千

万 

百

万 

取
得
分 

取得価額 
H23                                     

H24（見込）                                     

特償実施額 
H23                                     

H24（見込）                                     

税額控除 

実施額 

H23                                     

H24（見込）                                     

リ
ー
ス
分 

リース費用の総額 
H23                                     

H24（見込）                                     

税額控除 

実施額 

H23                                     

H24（見込）                                     

 



４． パイプラインの状況について 

(1)新規化合物のパイプラインについて 

ホームページでの公開の有無 有 □ 無□  ※ホームページで公開している場合は記入は不要です。 

 

開発コード等 薬効番号 
開発段階 自社／導入 

日本 米国 欧州 （○で囲んで下さい） 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

  注）薬効番号欄については、別添の薬効一覧より選択してください。 

   注）開発段階欄については、質問票より番号を選択して記入してください。 

 

 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 



○秘   提 出 用                                                      その４ 

 (2) 剤型・効能追加のパイプラインについて 

開発コード等 薬効番号 
開発段階 自社／導入 

日本 米国 欧州 （○で囲んで下さい） 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

          １．自社 ２．導入 

   注）薬効番号については、別添の薬効一覧より選択してください。 

   注）開発段階欄については、質問票より番号を選択して記入してください。 

 

５． 後発医薬品のある先発医薬品の売上高について 

 

百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

       



６． 販売先別の医療用医薬品売上高について 

 (1)医療用医薬品 

  

医療用医薬品 

連結ベース 単体ベース 

販売先数 売上高（百万円） 販売先数 売上高（百万円） 
百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

医療機関 

病院(20床以上)                                                        

診療所(20床未満)                                                         

薬局                                                         

卸売業者                                                         

その他                                                         

合計                                                         

  注）合計は２(2)ｃ「取扱品目別売上高」の(1)「医療用医薬品」と同数としてください。 

 

(2)医療用医薬品のうち後発医薬品 

  

医療用医薬品のうち後発医薬品 

連結ベース 単体ベース 

販売先数 売上高（百万円） 販売先数 売上高（百万円） 
百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

医療機関 

病院(20床以上)                                                        

診療所(20床未満)                                                         

薬局                                                         

卸売業者                                                         

その他                                                         

合計                                                         

注）合計は２(2)ｃ「取扱品目別売上高」の(1)「医療用医薬品売上高」の「うち後発医薬品売上高」と同数としてください。 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 

 

 

 

 



○秘   提 出 用                                                      その５ 

７． 事業継続計画について 

(1) 事業継続計画の策定 

   策定の有無 

   

  注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 

 (2) 事業継続計画の内容 

  ａ．事業継続計画の策定 

 

     注）質問票より番号を選択して記入してください。 

  ｂ．生産体制を維持するために確保すべき原材料等の必要量 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

  ｃ．生産体制を維持するために実際に確保してある原材料等の量 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 

 

 

 

御協力ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

                             



統計法に基づく一般統計調査 

 

〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医薬品卸売業調査票 

厚生労働省医政局 

調 査 時 点 

貴社の平成 23 年度分の決算実績（平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日までの間に行われ

た直近の決算）を記入して下さい。 

なお、直近の決算期末１年以内に合併等により、合併前の会社でそれぞれ決算を行っている場合

は、調査票を請求されるか、又は適宜コピーして記入していただきますようお願いします。 

 

調査票提出期限 

  作成した調査票（回答票のみ）１部を平成 24年 10月５日までに厚生労働省医政局経済課あてに

提出して下さい。 

 

記載上の注意事項 

(1) 調査票は、本社、本店等の管理者が作成して下さい。 

(2) 調査票は、質問票と回答票に分かれていますので、質問票の「問」をよく読んで回答票に「答」

を記入して下さい。 

(3) 回答票は２枚複写となっておりますので、送付に当たっては「提出用」と記載されている用紙を

送付して下さい。 

複写の方は貴社の控えですので、提出後半年間は保存していただきますようお願いいたします。 

(4) 調査票に記入する数字は、すべて算用数字（例：１・２・３・…）を使用し、単位未満は各質問

の指示に従い、記入して下さい。 

(5) この調査票に関する問い合わせは、次のとおりです。 

    厚生労働省医政局経済課（電話 03-5253-1111 内線 4111） 

 
 

※ お答えいただいた内容につきましては、かたく秘密を守り、統計の目的以外

には使用いたしません。 



〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医薬品卸売業調査票【質問票】 
○ 当該調査において「医薬品」とは、 

・ 医療用医薬品…医家、調剤薬局向け医薬品 

・ 一般用医薬品…薬局・薬店向け医薬品（配置用医薬品を含む。） 

・ 体外診断薬…医家向け臨床検査用の試薬 

・ 原料その他…製造原料、小分け用製剤等 

をいう。 

○ 当該調査において「後発医薬品」とは、診療報酬における後発医薬品の使用環境整備の対象と

なる後発品に該当する医薬品をいう。 

 

１． 会社の概要について 

(1) 資本金（出資金） 

平成 23 年度決算期末における払込み済みの資本金（出資金）を記入して下さい。（百万円未満四

捨五入） 

(2) 従業者の状況 

平成 23 年度決算期末における貴社全体の従業者数及びその内訳として医薬品卸売販売事業従業

者数を各部門別に、それぞれ記入して下さい。 

従業者とは、平成 23年度決算期末現在、貴社に所属して働いているすべての人をいいます。した

がって、他の会社や下請先などの別経営の会社へ派遣している人も含まれます。また、貴社で働い

ている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の会社から派遣されているなど、貴社から賃

金・給与（現物給与を含む。）を支給されていない人は従業者に含めません。 

注）兼務等により各部門別に把握することが困難な場合は、その従業者の主たる業務を考慮して、

適宜記入して下さい。 

 

２． 経営成績及び財政状態について 

 (1) 損益計算書項目及び貸借対照表項目 

      平成 23年度決算における貴社の損益計算書及び貸借対照表の各項目を記入して下さい。 

  注１）上場企業（ジャスダック上場を含む。）については、決算短信をインターネットで公開し

ている場合にはチェック欄の「有」にチェックするだけで記入の必要はありません。公開

していない場合には、チェック欄の「無」にチェックのうえ、調査票に記入して下さい。 

注２）連結財務諸表を作成している場合は、連結・単体ともに記入して下さい。連結財務諸表を作

成していない場合は、単体の欄にのみ記入して下さい。 

注３）貸借対照表項目については、資産合計と負債及び純資産合計が同数となるよう適宜、資産負

債、純資産の各項目を切り上げ、切り捨ての上、記入して下さい。 

 

 



(2) セグメント情報 

   連結財務諸表を作成している場合は、本項の各質問につき、連結・単体ともに記入して下さい。

連結財務諸表を作成していない場合は、単体の欄にのみ記入して下さい。 

ａ．医薬品卸売販売事業の売上高及びその営業利益 

平成 23 年度決算における貴社の売上高のうち、医薬品卸売販売事業の売上高及びその営業利

益を記入して下さい。 

ｂ．取扱品目別医薬品売上高 

        ２．ａで記入した医薬品卸売販売事業の売上高について、取扱品目別に各売上高を記入して

下さい。その際に、合計は２．ａの医薬品卸売販売事業の売上高と同数となるよう適宜各項目

を切り上げ、切り捨ての上、記入して下さい。 

ｃ．販売先別の医療用医薬品売上高 

     ２．ｂで記入した取扱品目別医薬品売上高のうち医療用医薬品について、販売先の状況及び

販売先別の売上高を記入して下さい。その際に、医療用医薬品及び後発医薬品の合計は２．ｂ

の医療用医薬品の連結、単体の各売上高と同数となるよう適宜各項目を切り上げ、切り捨ての

上、記入して下さい。 

ｄ．販売先別の医療用医薬品未妥結売上高 

     ２．ｃで記入した販売先別の医療用医薬品売上高のうち、平成 23 年度決算期末において取

引が未妥結の売上高等について、平成 23 年度決算の財務諸表に計上した金額を記入して下さ

い。なお、調査時点においてすでに妥結し、平成 23 年度決算における未妥結分の売上高が確

定しているものは、妥結後の確定売上高を記載して下さい。 

ｅ．医療用医薬品の仕入状況 

        平成 23 年度決算期末において、医薬品卸売販売事業のうち医療用医薬品の仕入状況につい

て各項目に記入して下さい。 

    注）当期商品純仕入高には、仕入戻、仕入値引を除いた額を記入して下さい。 
 

 

３． 税制の適用を受ける設備投資額（単体のみ） 

    平成 23 年度決算における貴社の医薬品事業に係る設備投資のうち、「中小企業投資促進税制」

及び「中小企業等基盤強化税制」の適用を受ける設備投資額について、取得分及びリース分それ

ぞれについて記入して下さい。 

    ※税制についての詳細は中小企業庁のホームページを参照して下さい。 

・中小企業投資促進税制 

 http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/gb136.html 

        ・中小企業等基盤強化税制 

      http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/gb139.html 

    ※税制の適用を受けていない事業所につきましては記入の必要はありません。 
 

 

 

 

 

 



４．事業継続計画（ＢＣＰ）について 

(1) 事業継続計画の策定 

   事業継続計画の策定について、策定している場合は１を、策定していない場合は２～４の該当

する番号を記入して下さい。 

   １ 策定している  ２ 策定中である  ３ 策定予定である  ４ 策定予定はない 

 

 (2) 事業継続計画の内容 

  ａ．事業継続計画を策定している場合、策定内容について該当する番号を記入して下さい（複数選

択可）。 

    １ 事業所の被害軽減対策（事業所の耐震化等） ２ 調達先被災時の代替方法 

    ３ 人員の確保方法  ４ 緊急連絡体制の整備  ５ 目標復旧時間   

６ 情報システム停止時の対応策  ７ 物流ライン停止時の対応策 ８ 訓練の実施   

９ その他 

 

  ｂ．災害等が発生した際に、流通体制を維持するために確保しておくべき物資等はどれくらいの期

間分必要と考えていますか。 

１ 一週間分未満  ２ 一週間分以上二週間分未満  ３ 二週間分以上三週間分未満 

    ４ 三週間分以上一ヶ月分未満  ５ 一ヶ月分以上  ６ 確保する必要がない 

 

  ｃ．貴社において、災害発生の際に流通体制を維持するために、実際に確保してある物資等はどれ

くらいの期間分でしょうか。 

    １ 一週間分未満  ２ 一週間分以上二週間分未満  ３ 二週間分以上三週間分未満 

    ４ 三週間分以上一ヶ月分未満  ５ 一ヶ月分以上  ６ 確保していない 

    ７ 分からない 

 

 

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan) 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃、新型インフルエンザ発生などの緊急事態に遭遇した場合に

おいて、事業資金の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能

とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り

決めておくこと。 

 



○秘   提 出 用                                                       その１ 

〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医薬品卸売業調査票【回答票】 
 

会社名                          

〒 

所在地                              （   ）     

 

調査票作成者氏名              所属部課名                 

 

１． 会社の概要について 

(1) 資本金 

 

百万円 

(2) 従業者の状況                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 経営成績及び財政状態について 

(1) 損益計算書項目及び貸借対照表項目 

ホームページでの公開の有無  有□ 無□  ※ホームページで公開している場合は記入は不要です。 

損益計算書項目              （百万円） 

  
連結ベース 単体ベース 

十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

売上高                                 

売上総利益                                 

営業利益                                 

経常利益                                 

当期純利益                                 

 

 

 

 

 

 

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

       

全従業者数 
万 千 百 十 一 

          人 

   （内訳）医薬品卸売事業従業者数(1)+(2)           
人 

    (1) 管理部門           
人 

    (2) 営業部門           
人 

       うち医薬販売担当者（ＭＳ）           
人 

注） 医薬品卸売販売関係従業者数は(1)と(2)の合計として下さい。   



 

貸借対照表項目 
（百万円） 

 
連結ベース 単体ベース 

十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

(1) 流動資産                                 

  現金及び預金                                 

  営業債権                                 

  有価証券                                 

  棚卸資産                                 

  その他流動資産                                 

(2) 固定資産                                 

(3) 繰延資産                                 

合計 (1)+(2)+(3)                                 

(4) 流動負債                                 

(5) 固定負債                                 

(6) 純資産                                 

合計 (4)+(5)+(6)                                 

注１）合計(1)+(2)+(3)と合計(4)+(5)+(6)は同数として下さい。 

注２）営業債権とは、受取手形、売掛金をいいます。 

(2) セグメント情報 

ａ．医薬品卸売販売事業の売上高及び営業利益       （百万円） 

 
  

連結ベース 単体ベース 

 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

 医薬品卸売販売事業の売上高                               

      〃       営業利益                               

ｂ.取扱品目別医薬品売上高 （百万円） 

 
  

連結ベース 単体ベース 

 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

  (1) 医療用医薬品                               

    うち後発医薬品                               

  (2) 一般用医薬品 
  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  （配置家庭薬含む） 

  (3) 体外診断薬                               

  (4) 原料その他                               

  合計 (1)+(2)+(3)+(4)                               

 
注） (4)原料その他とは、製造原料、小分け用製剤等(1)～(3)以外を指す。 

注）合計は ａ．「医薬品卸売販売事業の売上高及び営業利益」の医薬品卸売販売事業の売上高と同数としてください。 
 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 



○秘   提 出 用                                                      その２ 

ｃ．販売先別の医療用医薬品売上高 

 ア．医療用医薬品 

  

医療用医薬品 

連結ベース 単体ベース 

販売先数 売上高（百万円） 販売先数 売上高（百万円） 
百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

医療機関 

病院(20床以上)                                                         

診療所(20床未満)                                                         

薬局                                                         

卸売業者                                                         

その他                                                         

合計                                                         

注） 合計は、２(2)b「取扱品目別医薬品売上高」の(1)「医療用医薬品」と同額になるよう記入して下さい。 

 

  イ．医療用医薬品のうち後発医薬品 

  

医療用医薬品のうち後発医薬品 

連結ベース 単体ベース 

販売先数 売上高（百万円） 販売先数 売上高（百万円） 
百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

医療機関 

病院(20床以上)                                                         

診療所(20床未満)                                                         

薬局                                                         

卸売業者                                                         

その他                                                         

合計                                                         

注） 合計は、２(2)b「取扱品目別医薬品売上高」の(1)「医療用医薬品」の「うち後発医薬品」と同額になるよう記入して下さい。 

 



d.販売先別の医療用医薬品未妥結売上高 

 未妥結の有無  有□ 無□ 

（医療用医薬品） 

  

医療用医薬品 

連結ベース 単体ベース 

販売先数 売上高（百万円） 販売先数 売上高（百万円） 

百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

医療機関 

病院(20床以上)                                                         

診療所(20床未満)                                                         

薬局                                                         

卸売業者                                                         

その他                                                         

合計                                                         

 

 

 

  （医療用医薬品のうち後発医薬品） 

  

医療用医薬品のうち後発医薬品 

連結ベース 単体ベース 

販売先数 売上高（百万円） 販売先数 売上高（百万円） 

百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

医療機関 

病院(20床以上)                                                         

診療所(20床未満)                                                         

薬局                                                         

卸売業者                                                         

その他                                                         

合計                                                         

 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 

 



 

○秘   提 出 用                                                      その３ 

 

ｅ．医療用医薬品の仕入状況 （百万円） 

  

医療用医薬品 
  

うち後発医薬品 

連結ベース 単体ベース 連結ベース 単体ベース 

兆 
千

億 

百

億 

十

億 
億 

千

万 

百

万 
兆 

千

億 

百

億 

十

億 
億 

千

万 

百

万 
兆 

千

億 

百

億 

十

億 
億 

千

万 

百

万 
兆 

千

億 

百

億 

十

億 
億 

千

万 

百

万 

(1) 期首商品棚卸高                                                         

(2) 当期商品純仕入高                                                         

(3) 期末商品棚卸高                                                         

(4) 仕入割戻高 

(ﾘﾍﾞｰﾄ･ｱﾛｰｱﾝｽ） 
                                                        

当期売上原価 (1)+(2)-(3)-(4)                                                         

 

 

３． 税制の適用を受ける設備投資額（単体のみ） 

(1) 中小企業投資促進税制（単体ベース） 

制度利用の有無  有 □  無□ 

 

 
  区分 中小企業者 

項目   
年度 

兆 
千

億 

百

億 

十

億 
億 

千

万 

百

万 

取
得
分 

取得価額 

H23              

H24（見込）              

特償実施額 

H23              

H24（見込）              

税額控除実施額 

H23              

H24（見込）              

リ
ー
ス
分 

リース費用の総額 

H23              

H24（見込）              

税額控除実施額 

H23              

H24（見込）              

 

 

 

 

 

 

 



(2) 中小企業等基盤強化税制（単体ベース） 

制度利用の有無  有 □  無□ 

 

 
  区分 

卸売業・小売業・特定のサー

ビス業を営む中小企業 

項目   
年度 

兆 
千

億 

百

億 

十

億 
億 

千

万 

百

万 

取 
 

得 
 

分 

取得価額 

H23              

H24（見込）              

特償実施額 

H23              

H24（見込）              

税額控除実施額 

H23              

H24（見込）              

リ 

ー 

ス 

分 

リース費用の総額 

H23              

H24（見込）              

税額控除実施額 

H23              

H24（見込）              

 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 
 



○秘   提 出 用                                                      その４ 

４．事業継続計画について 

(1) 事業継続計画の策定 

   策定の有無 

   

  注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 

 (2) 事業継続計画の内容 

  ａ．事業継続計画の策定 

 

 

注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 ｂ．流通体制を維持するために確保すべき物資等の必要量 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

ｃ．流通体制を維持するために実際に確保してある物資等の量 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 
 

御協力ありがとうございました。 
 

                             



統計法に基づく一般統計調査 

 

〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医療機器製造販売業調査票 

厚生労働省医政局 

調 査 時 点 

貴社の平成 23 年度分の決算実績（平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日までの間に行われ

た直近の決算）を記入して下さい。 

なお、直近の決算期末１年以内に合併等により、合併前の会社でそれぞれ決算を行っている場合

は、調査票を請求されるか、又は適宜コピーして記入していただきますようお願いします。 

 

調査票提出期限 

  作成した調査票（回答票のみ）１部を平成 24年 10月５日までに厚生労働省医政局経済課あてに

提出して下さい。 

 

記載上の注意事項 

(1) この調査でいう「医療機器」とは、薬事法（昭和 35年法律第 145号）第２条第４項に定めるもの

をいい、人若しくは動物用の疾病の診断、治療又は予防等に使用される機械器具等（歯科材料、

医療用品及び衛生用品を含む。）を指します。 

(2) この調査でいう「特定保険医療材料」とは、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」

（平成 20年厚生労働省告示第 61号）に掲げられる医療材料を指します。 

(3) 調査票は、本社、本店等の管理者が作成して下さい。 

(4) 調査票は、質問票と回答票に分かれていますので、質問票の「問」をよく読んで回答票に「答」

を記入して下さい。 

(5) 回答票は２枚複写となっておりますので、送付に当たっては「提出用」と記載されている用紙を

送付して下さい。 

複写の方は貴社の控えですので、提出後半年間は保存していただきますようお願いいたします。 

(6) 調査票に記入する数字は、すべて算用数字（例：１・２・３・…）を使用し、単位未満は各質問

の指示に従い、記入して下さい。 

(7) この調査票に関する問い合わせは、次のとおりです。 

    厚生労働省医政局経済課（電話 03-5253-1111 内線 4111） 
 

※ お答えいただいた内容につきましては、かたく秘密を守り、統計の目的以外

には使用いたしません。 



〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医療機器製造販売業調査票【質問票】 
 

１． 会社の概要について 

(1) 資本金（出資金） 

平成 23 年度決算期末における払込み済みの資本金（出資金）を記入して下さい。（百万円未満四

捨五入） 

(2) 資本上の区分（内資・外資の別） 

内資系企業・外資系企業のどちらか該当する番号を囲んでください。 

なお、外資系企業とは、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第２号に規定する外国会社の場

合、あるいは外国会社が同条第４号に規定する親会社として貴社の経営を支配（財務及び事業の方

針の決定を支配）している場合をいいます。 

(3) 従業者の状況 

平成 23 年度決算期末における貴社全体の従業者数及びその内訳として医療機器関係従業者数を

各部門別に、それぞれ記入して下さい。 

従業者とは、平成 23年度決算期末現在、貴社に所属して働いているすべての人をいいます。した

がって、他の会社や下請先などの別経営の会社へ派遣している人も含まれます。また、貴社で働い

ている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の会社から派遣されているなど、貴社から賃

金・給与（現物給与を含む。）を支給されていない人は従業者に含めません。 

注）兼務等により各部門別に把握することが困難な場合は、その従業者の主たる業務を考慮して、

適宜記入して下さい。 

 

２． 経営成績及び財政状態について 

平成 23年度決算における貴社の損益計算書及び貸借対照表の各項目を記入して下さい。 

  注１）上場企業（ジャスダック上場を含む。）については、決算短信をインターネットで公開し

ている場合にはチェック欄の「有」にチェックするだけで記入の必要はありません。公開

していない場合には、チェック欄の「無」にチェックのうえ、調査票に記入して下さい。 

注２）連結財務諸表を作成している場合は、連結・単体ともに記入して下さい。連結財務諸表を

作成していない場合は、単体の欄にのみ記入して下さい。 

注３）貸借対照表項目については、資産合計と負債及び純資産合計が同数となるよう適宜、資産、

負債、純資産の各項目を切り上げ、切り捨ての上、記入して下さい。 

 

３． 医療機器売上高について（製品区分別、国内製品・輸入製品別、国内・海外別） 

平成 23年度決算における貴社の売上高のうち、医療機器の売上高について、製品区分別、国内売

上高及び海外売上高（輸出額を含む。）を記入して下さい。また、国内売上高については、国内製品、

輸入製品に分けて売上高を記入して下さい。 

 １）国内売上高のうち国内製品の売上高 



 ２）国内売上高のうち輸入製品の売上高 

 ３）海外売上高（輸出額を含む。） 

 ４）上記１）から３）の売上高合計 

注１）「医療機器の売上高」とは、医療機器製造販売業者として自社製の最終製品、他社製の最終

製品を製造販売元として自社名により販売業者、賃貸業者等に販売した売上高をいいます。 

注２）製品区分については、別添の「医療機器製品分類表」をもとに記入してください。 

注３）連結財務諸表を作成している場合は、連結・単体ともに記入してください。連結財務諸表を

作成していない場合は、単体の欄にのみ記入してください。 

 

４． 医療機器の販売状況について 

国内の医療機器販売先について医療機器売上高に占める割合を記入して下さい。 

注１）小数点第１位まで算出する。 

注２）直販とは、医療機器の販売業及び賃貸業の許可を受け又は届出を行い、直接ユーザーに販

売又は賃貸するもの。 

 

５． 事業所の状況について 

平成 23 年度決算期末における医療機器を取り扱う貴社の事業所数（うち海外）、工場数（うち海

外）及び研究所数（うち海外）を記入して下さい。 

 

６． 研究開発費及び設備投資について 

連結財務諸表を作成している場合は、本項の各質問について、連結・単体ともに記入して下さい。

連結財務諸表を作成していない場合は、単体の欄にのみ記入して下さい。 

(1) 医療機器事業に係る研究開発費                                              

平成 23 年度決算及び平成 24 年度期（見込み）における貴社の医療機器事業に係る研究開発費

を記入して下さい。 

(2) 医療機器事業に係る設備投資                                                

平成 23 年度決算及び平成 24 年度期（見込み）における貴社の医療機器事業に係る設備投資を

記入して下さい。 



７．事業継続計画（ＢＣＰ）について 

(1)事業継続計画の策定 

事業継続計画の策定について、策定している場合は１を、策定していない場合は２～４の該当

する番号を記入して下さい。 

   １ 策定している  ２ 策定中である  ３ 策定予定である  ４ 策定予定はない 

 

 (2)事業継続計画の内容 

  ａ．事業継続計画を策定している場合、策定内容について該当する番号を記入して下さい（複数選

択可）。 

    １ 事業所の被害軽減対策（事業所の耐震化等） ２ 資材の確保（調達先被災時の代替方法） 

    ３ 人員の確保方法  ４ 緊急連絡体制の整備  ５ 目標復旧時間   

６ 情報システム停止時の対応策  ７ 生産ライン停止時の対応策 ８ 訓練の実施 

９ その他 

  ｂ．災害等が発生した際に、生産体制を維持するために確保しておくべき原材料等はどれくらいの

期間分必要と考えていますか。 

    １ 一週間分未満  ２ 一週間分以上二週間分未満  ３ 二週間分以上三週間分未満 

    ４ 三週間分以上一ヶ月分未満  ５ 一ヶ月分以上  ６ 確保する必要がない 

 

  ｃ．貴社において、災害発生の際に生産体制を維持するために、実際に確保してある原材料等はど

れくらいの期間分でしょうか。 

     １ 一週間分未満  ２ 一週間分以上二週間分未満  ３ 二週間分以上三週間分未満 

     ４ 三週間分以上一ヶ月分未満  ５ 一ヶ月分以上  ６ 確保していない 

  

 

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan) 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃、新型インフルエンザ発生などの緊急事態に遭遇した場合に

おいて、事業資金の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能

とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り

決めておくこと。 

 

  



○秘   提 出 用                                                      その１ 

〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医療機器製造販売業調査票【回答票】 
 

会社名                          

〒 

所在地                              （   ）     

 

調査票作成者氏名              所属部課名                 

 

１． 会社の概要について 

(1) 資本金 

 

百万円 

(2) 資本上の区分 

１ 内資系企業    ２ 外資系企業 

(3) 従業者の状況                             (人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 経営成績及び財政状態について 

ホームページでの公開の有無 有□ 無□  ※ホームページで公開してる場合は記入は不要です。 

損益計算書項目              （百万円） 

  
連結ベース 単体ベース 

十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

売上高                                 

売上総利益                                 

営業利益                                 

経常利益                                 

当期純利益                                 

 

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

       

全従業者数 
万 千 百 十 一 

          人 

   （内訳）医療機器関係従業者数(1)+(2)+(3)+(4)           
人 

    (1) 管理部門           
人 

    (2) 製造部門           
人 

    (3) 研究開発部門           
人 

    (4) 営業部門           
人 

       うち医療機器情報担当者           
人 

注） 医療機器関係従業者数は(1)～(4)の合計として下さい。    



貸借対照表項目              （百万円） 

  
連結ベース 単体ベース 

十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

(1) 流動資産                                 

(2) 固定資産                                 

(3) 繰延資産                                 

合計 (1)+(2)+(3)                                 

(4) 流動負債                                 

(5) 固定負債                                 

(6) 純資産                                 

合計 (4)+(5)+(6)                                 

注）合計(1)+(2)+(3)と合計(4)+(5)+(6)は同数として下さい。 

 

３．医療機器売上高の状況について（製品区分別、国内製品・輸入製品別、国内・海外別） 

（連結ベース）                                                                      （百万円） 

区      分 

国内売上高 

(1)国内製品 (2)輸入製品 

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

１ 画像診断システム                             

２ 画像診断用Ｘ線関連装置及び用具                             

   うち特定保険医療材料                             

３ 生体現象計測・監視システム                             

   うち特定保険医療材料                             

４ 医用検体検査機器                             

５ 処置用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

６ 施設用機器                             

７ 生体機能補助・代行機器                             

   うち特定保険医療材料                             

８ 治療用又は手術用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

９ 歯科用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

10 歯科材料                             

   うち特定保険医療材料                             

11 鋼製器具                             

   うち特定保険医療材料                             

12 眼科用品及び関連製品                             

13 衛生材料及び衛生用品                             

14 家庭用医療機器                             

合     計                             

    

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 
 



○秘   提 出 用                                                                         その２ 

   （連結ベース）                                    （百万円） 

区      分 

(3)海外売上高 

（輸出を含む） 
(4)売上高合計 

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

１ 画像診断システム                             

２ 画像診断用Ｘ線関連装置及び用具                             

   うち特定保険医療材料                             

３ 生体現象計測・監視システム                             

   うち特定保険医療材料                             

４ 医用検体検査機器                             

５ 処置用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

６ 施設用機器                             

７ 生体機能補助・代行機器                             

   うち特定保険医療材料                             

８ 治療用又は手術用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

９ 歯科用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

10 歯科材料                             

   うち特定保険医療材料                             

11 鋼製器具                             

   うち特定保険医療材料                             

12 眼科用品及び関連製品                             

13 衛生材料及び衛生用品                             

14 家庭用医療機器                             

合     計                             

注）右下合計欄は、貴社の医療機器売上高と同額になります。 

 

   （単体ベース）                                                        （百万円） 

区      分 

国内売上高 

(1)国内製品 (2)輸入製品 

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

１ 画像診断システム                             

２ 画像診断用Ｘ線関連装置及び用具                             

   うち特定保険医療材料                             

３ 生体現象計測・監視システム                             

   うち特定保険医療材料                             

４ 医用検体検査機器                             

５ 処置用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

６ 施設用機器                             

７ 生体機能補助・代行機器                             

   うち特定保険医療材料                             

８ 治療用又は手術用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

９ 歯科用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

10 歯科材料                             

   うち特定保険医療材料                             

11 鋼製器具                             

   うち特定保険医療材料                             

12 眼科用品及び関連製品                             

13 衛生材料及び衛生用品                             

14 家庭用医療機器                             

合     計                             

 

 

 



   （単体ベース）                                                        （百万円） 

区      分 

(3)海外売上高 

（輸出を含む） 
(4)売上高合計 

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

１ 画像診断システム                             

２ 画像診断用Ｘ線関連装置及び用具                             

   うち特定保険医療材料                             

３ 生体現象計測・監視システム                             

   うち特定保険医療材料                             

４ 医用検体検査機器                             

５ 処置用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

６ 施設用機器                             

７ 生体機能補助・代行機器                             

   うち特定保険医療材料                             

８ 治療用又は手術用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

９ 歯科用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

10 歯科材料                             

   うち特定保険医療材料                             

11 鋼製器具                             

   うち特定保険医療材料                             

12 眼科用品及び関連製品                             

13 衛生材料及び衛生用品                             

14 家庭用医療機器                             

合     計                             

 注）右下合計欄は、貴社の医療機器売上高と同額になります。 

 

４．医療機器の販売状況について 

  
販売状況           

          うち特定保険医療材料 

販売業者 

（販売代理店を含む） 
    

. 

  

％ 
    

. 

  

％ 

賃貸業者     
. 

  

％ 
    

. 
  

％ 

直販     
. 

  

％ 
    

. 
  

％ 

その他     
. 

  

％ 
    

. 
  

％ 

 

５．事業所の状況について 

事業所数   箇所 

   うち海外   箇所 

工場数   箇所 

   うち海外   箇所 

研究所数   箇所 

   うち海外   箇所 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複

写分は貴社の控えです。



○秘  提 出 用                                                                     その３ 

 

６．研究開発費及び設備投資について 

 (1) 医療機器事業に係る研究開発費                    （百万円） 

  
連結ベース 単体ベース 

千億 百億 十億 億 千万 百万 千億 百億 十億 億 千万 百万 

平成 23年度実績                         

平成 24年度見込                         

 (2) 医療機器事業に係る設備投資                     (百万円) 

  
連結ベース 単体ベース 

千億 百億 十億 億 千万 百万 千億 百億 十億 億 千万 百万 

平成 23年度実績                         

平成 24年度見込                         

 

７．事業継続計画について 

（１） 事業継続計画の策定 

    策定の有無 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 

(2) 事業継続計画の内容 

  ａ．事業継続計画の策定 

 

     注）質問票より番号を選択して記入してください。 

  ｂ．生産体制を維持するために確保すべき原材料等の必要量 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

  ｃ．生産体制を維持するために実際に確保してある原材料等の量 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複

写分は貴社の控えです。 

 

 

御協力ありがとうございました。 
 

                             



統計法に基づく一般統計調査 

 

〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医療機器卸売業調査票 

厚生労働省医政局 

調 査 時 点 

貴社の平成 23 年度分の決算実績（平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日までの間に行われ

た直近の決算）を記入して下さい。 

なお、直近の決算期末１年以内に合併等により、合併前の会社でそれぞれ決算を行っている場合

は、調査票を請求されるか、又は適宜コピーして記入していただきますようお願いします。 

 

調査票提出期限 

  作成した調査票（回答票のみ）１部を平成 24年 10月５日までに厚生労働省医政局経済課あてに

提出して下さい。 

 

記載上の注意事項 

(1) この調査でいう「医療機器」とは、薬事法（昭和 35年法律第 145号）第２条第４項に定めるもの

をいい、人若しくは動物用の疾病の診断、治療又は予防等に使用される機械器具等（歯科材料、

医療用品及び衛生用品を含む。）を指します。 

(2) この調査でいう「特定保険医療材料」とは、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」

（平成 20年厚生労働省告示第 61号）に掲げられる医療材料を指します。 

(3) 調査票は、本社、本店等の管理者が作成して下さい。 

(4) 調査票は、質問票と回答票に分かれていますので、質問票の「問」をよく読んで回答票に「答」

を記入して下さい。 

(5) 回答票は２枚複写となっておりますので、送付に当たっては「提出用」と記載されている用紙を

送付して下さい。 

複写の方は貴社の控えですので、提出後半年間は保存していただきますようお願いいたします。 

(6) 調査票に記入する数字は、すべて算用数字（例：１・２・３・…）を使用し、単位未満は各質問

の指示に従い、記入して下さい。 

(7) この調査票に関する問い合わせは、次のとおりです。 

    厚生労働省医政局経済課（電話 03-5253-1111 内線 4111） 
 

 

※ お答えいただいた内容につきましては、かたく秘密を守り、統計の目的以外

には使用いたしません。 



〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医療機器卸売業調査票【質問票】 
 

１．会社の概要について 

(1) 経営組織 

次の中から該当するものの番号を記入して下さい。 

１ 株式会社  ２ 合名会社  ３ 合資会社  ４ 合同会社  ５ 協同組合 

６ その他の団体  ７ 個人 

(2) 資本金（出資金） 

平成 23 年度決算期末における払込み済みの資本金（出資金）を記入して下さい。（百万円未満四

捨五入） 

(3) 従業者の状況 

平成 23 年度決算期末における貴社全体の従業者数及びその内訳として医療機器販売業関係従業

者数を各部門別に、それぞれ記入して下さい。 

従業者とは、平成 23年度決算期末現在、貴社に所属して働いているすべての人をいいます。した

がって、他の会社や下請先などの別経営の会社へ派遣している人も含まれます。また、貴社で働い

ている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の会社から派遣されているなど、貴社から賃

金・給与（現物給与を含む。）を支給されていない人は従業者に含めません。 

注１） 兼務等により各部門別に把握することが困難な場合は、その従業者の主たる業務を考慮し

て、適宜記入して下さい。 

注２） 販売管理者とは薬事法施行規則（昭和 36年厚生省令第１号）第 162条に定める管理者をい

います。 

(4) 仕入方法 

仕入方法からみて貴社が該当する番号を記入して下さい。 

１ 一次卸：全売上高のうち卸売部門の売上高の占める割合が 50％以上であり、そのうち、医療

機器売上高の占める割合が 50％以上で、かつ、医療機器の総仕入高の 50％以上をメ

ーカーから直接仕入れている企業をいいます。なお、同一企業集団の企業から仕入

れる場合でも、その企業がメーカーから直接仕入れた場合には、メーカーから直接

仕入れたものとみなします。 

２ 一次卸以外：上記以外の企業をいいます。 

(5) 兼業の状況 

平成 23年度における貴社の兼業の状況について、該当する全ての番号を記入して下さい。 

１ 兼業していない 

２ 医薬品製造販売業 ３ 医療機器製造販売業 ４ 医薬品卸売業 ５ 医療機器修理業 

６ 医療機器賃貸業  ７ その他 

 

 



(6) 事業所の状況 

平成 23年度決算期末における、医療機器販売業の許可を受け、又は届出を出している事業所の

総数を記入して下さい。 

さらに、そのうち配送センター（主たる業務が、集積・配送業務である事業所をいいます。）の

数も記入して下さい。 

 

２． 医療機器の販売先状況等について（医療機器の販売先別売上高を記載して下さい。） 

(1)  「(1)～(6)」欄については、医療機器販売業としての売上高（以下「医療機器売上高」という。）

及び販売先数を記入して下さい。 

(2)  「(6)その他」欄については、医療機器売上高で「(1)～(5)」欄に当てはまらない売上高（大

学、研究所等への売上高）及び販売先数を記入して下さい。 

  注１）売上高とは総売上高から売上値引・売上戻り額、売上割戻額を差し引いた額です。 

注２）合計額は損益計算書の売上高と同額になるようにして下さい。 

注３）売上高には、消費税を含みません。 

注４）連結財務諸表を作成している場合は、連結・単体ともに記入してください。連結財務諸表を

作成していない場合は、単体の欄にのみ記入してください。 

 

３． 売上高状況等について 

(1) 別添「医療機器製品分類表」をもとに、医療機器売上高を記入して下さい。 

(2) 「15 修理業としての売上」欄については、医療機器の修理業としての売上を記入して下さい。 

(3) 「16 その他の売上高」欄については、「１～15」欄に該当しない医療機器以外の売上高全てを記

入して下さい。 

注１）合計額は損益計算書の売上高と同額になるようにして下さい。 

注２）売上高には、消費税を含みません。 

注３）連結財務諸表を作成している場合は、連結・単体ともに記入してください。連結財務諸表を

作成していない場合は、単体の欄にのみ記入してください。 

 

４．仕入の状況について（医療機器の仕入先数） 

貴社の医療機器の仕入先数を業種別に記入して下さい。 

注）仕入先数は、本社（本店）単位で計算して下さい。 

 

５．決算状況について 

貴社における簡易貸借対照表及び損益計算書を記入して下さい。なお、連結財務諸表を作成して

いる場合は、連結・単体ともに記入して下さい。連結財務諸表を作成していない場合は、単体の欄

にのみ記入して下さい。 

（記入内容） 

・貸借対照表：流動資産、固定資産、繰延資産、資産合計（総資産）、流動負債、固定負債、負債合

計、純資産 



・損益計算書：売上高、売上総利益、営業利益（損失）、経常利益（損失）、当期純利益（損失）                                              

(ア) 上場企業（ジャスダック上場を含む。）については、決算短信をインターネットで公開して

いる場合にはチェック欄の「有」にチェックするだけで記入の必要はありません。公開してい

ない場合には、チェック欄の「無」にチェックのうえ、調査票に記入して下さい。 

(イ) 売上高は「２．医療機器販売先別売上高状況等の(9)合計額」及び「３．売上高状況等の合

計額」と同額になるようにして下さい。 

 

 

６．事業継続計画（ＢＣＰ）について 

(1)事業継続計画の策定 

 事業継続計画の策定について、策定している場合は１を、策定していない場合は２～４の該当 

する番号を記入して下さい。 

   １ 策定している  ２ 策定中である  ３ 策定予定である  ４ 策定予定はない 

 

 (2)事業継続計画の内容 

  ａ．事業継続計画を策定している場合、策定内容について該当する番号を記入して下さい（複数選

択可）。 

    １ 事業所の被害軽減対策（事業所の耐震化等） ２ 調達先被災時の代替方法 

    ３ 人員の確保方法  ４ 緊急連絡体制の整備  ５ 目標復旧時間   

６ 情報システム停止時の対応策  ７ 物流ライン停止時の対応策 ８ 訓練の実施   

９ その他 

 

  ｂ．災害が発生した際に、流通体制を維持するために確保しておくべき物資等はどれくらいの期間

分必要と考えていますか。 

１ 一週間分未満  ２ 一週間分以上二週間分未満  ３ 二週間分以上三週間分未満 

    ４ 三週間分以上一ヶ月分未満  ５ 一ヶ月分以上  ６ 確保する必要がない 

 

  ｃ．貴社において、災害発生の際に流通体制を維持するために、実際に確保してある物資等はどれ

くらいの期間分でしょうか。 

    １ 一週間分未満  ２ 一週間分以上二週間分未満  ３ 二週間分以上三週間分未満 

    ４ 三週間分以上一ヶ月分未満  ５ 一ヶ月分以上  ６ 確保していない 

    ７ 分からない 

 

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan) 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃、新型インフルエンザ発生などの緊急事態に遭遇した場合に

おいて、事業資金の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能

とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り

決めておくこと。 



○秘   提 出 用                                                                         その１ 

〔平成 23年度分〕医薬品・医療機器産業実態調査 

医療機器卸売業調査票【回答票】 
 

会社名                          

〒 

所在地                              （   ）     

 

調査票作成者氏名              所属部課名                 

 

１．会社の概要について 

(1) 経営組織 

 

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

(2) 資本金 

 

百万円 

(3) 医療機器販売業関係従業者数 

区  分 
従業者数 

十万 万 千 百 十 一 

Ａ 管理部門             
人 

Ｂ 営業部門             
人 

Ｃ 合計 (A)+(B)=(C)             
人 

Ｄ 臨床工学技士             
人 

Ｅ 販売管理者             
人 

 

 

(4) 仕入方法 

 

注）質問票より番号を選択して記入してください。 

(5) 兼業の状況 

   

 

注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 

(6) 事業所状況 

医療機器販売業の許可を受け、又は届出を出している事業所総数            

そのうち、配送センター数 

  

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

       

                      

   箇所 

   箇所 



２．医療機器の販売先状況等について 

                                                                            

 区     分 

医療機器 

連結ベース 単体ベース 

販売先数 売上高（百万円） 販売先数 売上高（百万円） 
百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 百万 十万 万 千 百 十 一 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

医療機関 

(1)病院(20床以上)                                                         

(2)診療所(20床未満)                                                         

(3)卸売業者                                                         

(4)小売業                                                         

(5)賃貸業者                                                         

(6)その他                                                         

(7)医療機器売上高(小計）                                                         

(8)医療機器以外の売上高                                                         

合計                                                         

注） (7)医療機器売上高（小計）は、３．売上高状況等の医療機器売上高（小計）と同額になるよう記入して下さい。 

 

 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 



○秘   提 出 用                                                                         その２

３．売上高状況等について                                                                     （百万円） 

区      分 

売上高 

連結ベース 単体ベース 

兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

１ 画像診断システム                             

２ 画像診断用Ｘ線関連装置及び用具                             

   うち特定保険医療材料                             

３ 生体現象計測・監視システム                             

   うち特定保険医療材料                             

４ 医用検体検査機器                             

５ 処置用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

６ 施設用機器                             

７ 生体機能補助・代行機器                             

   うち特定保険医療材料                             

８ 治療用又は手術用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

９ 歯科用機器                             

   うち特定保険医療材料                             

10 歯科材料                             

   うち特定保険医療材料                             

11 鋼製器具                             

   うち特定保険医療材料                             

12 眼科用品及び関連製品                             

13 衛生材料及び衛生用品                             

14 家庭用医療機器                             

医療機器売上高（小計）                             

15 修理業としての売上                             

16 その他の売上                             

合     計                             

注１）合計欄は、それぞれ貴社の損益計算書における売上高と同額となるよう記入して下さい。 

注２）医療機器売上高（小計）欄は、それぞれ２．医療機器の販売先状況等の(7)医療機器売上高 

   （小計）の売上高の欄と同額となるよう記入して下さい。 

 

 

 



４．仕入の状況について 

医療機器の仕入先数     

区分 
仕入先業種別内訳 

製造販売業 卸売業 

仕入先数 

千 百 十 一 千 百 十 一 

                

 

５．決算状況について 

 ホームページでの公開の有無  有□ 無□  ※ホームページで公開している場合は記入は不要です。 

損益計算書項目       
（百万円） 

  

  

連結ベース 単体ベース 

十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

売上高                                 

売上総利益                                 

営業利益                                 

経常利益                                 

当期純利益                                 

 

貸借対照表項目       
（百万円） 

  

  
連結ベース 単体ベース 

十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 

(1) 流動資産                                 

(2) 固定資産                                 

(3) 繰延資産                                 

合計 (1)+(2)+(3)                                 

(4) 流動負債                                 

(5) 固定負債                                 

(6) 純資産                                 

合計 (4)+(5)+(6)                                 

注１）合計(1)+(2)+(3)と合計(4)+(5)+(6)は同数として下さい。 

注２）上記金額がマイナスの場合は、数字の頭に△印を記入して下さい。 

注３）売上高は「２．医療機器の販売先別売上高状況等の(9)合計額」及び「３．売上高状況等 

   の合計額」と同額になるよう記入して下さい。 

 

 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 



○秘   提 出 用                                                                         その３ 

 

６．事業継続計画について 

（１） 事業継続計画の策定 

    策定の有無 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 

 (2) 事業継続計画の内容 

  ａ．事業継続計画の策定 

 

 

注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 ｂ．流通体制を維持するために確保すべき物資等の必要量 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

ｃ．生産体制を維持するために実際に確保してある物資等の量 

   

 注）質問票より番号を選択して記入してください。 

 

 

 

 

 

注：回答票は２枚複写となっておりますので、１枚目の「提出用」を御送付願います。複写分は貴社

の控えです。 

 

御協力ありがとうございました。 
 

                             







（別紙） 

 

平成２３年度医薬品価格調査実施要領 
 

 

１ 調査の目的 

健康保険法の規定により厚生労働大臣が定める「使用薬剤の薬価(薬価基準)」

の改正の基礎資料等を得ることを目的とする。 

 

 

２ 調査対象品目 

薬価基準に収載されている全ての医薬品。 

ただし、使用医薬品告示の別表に掲げられている医薬品（経過措置品目）につ

いては、調査対象品目としない。 

調査対象品目数：約１７，０００品目（告示品目数） 

約１８，０００品目（銘柄品目数） 

 

 

３ 調査項目 

   医薬品の包装単位、価格、数量等 

 

 

４ 調査客体 

(1) 販売サイド 

保険医療機関（病院又は診療所）及び保険薬局に直接医薬品を販売する薬局及

び卸売販売業者（改正前の薬事法に基づく特例販売業者を含む。以下「販売業者」

という。）の全数を対象及び客体とする。 

ただし、医薬品の取引が帳簿上だけであり、販売業者としての実態がなく、主

として、特定の医療機関等とのみ取引を行っている販売業者は対象としない。 

（調査対象客体数 約６，０００客体） 

 

(2) 購入サイド 

ア 病院の全数から、層化無作為抽出法により１０分の１の抽出率で抽出された

病院を客体とする。 

（調査対象客体数    約９００客体） 

 

イ 診療所（歯科診療所を除く。）の全数から、層化無作為抽出法により１００

分の１の抽出率で抽出された診療所を客体とする。  

（調査対象客体数  約１，０００客体） 

 

ウ 保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により３０分の１の抽出率で抽出さ

れた保険薬局を客体とする。 

（調査対象客体数  約１，６００客体） 

 



５ 東日本大震災の影響による調査票配布時等の配慮 

    （１）調査客体となる医薬品販売営業所等及び病院等のうち、下記の区域等 

に所在するものに対しては、調査票の発送は行わない。 

①（社）日本損害保険協会が津波や火災によって甚大な被害（流失や焼 

失）のあった街区として認定した全損地域 

②郵便事業（株）によって郵便物等の配達困難地域となっている区域 

③原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156号）第 15条第 3項 

の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣 

の指示の対象地域となった地域 

      ④同法第 20条第 3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区 

域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域 

    （２）調査客体となる医薬品販売営業所等及び病院等のうち、東日本大震災 

に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23年法律 

第 40号）第 2条第 3項に規定する特定被災区域に所在するものに対して 

は、調査協力の了承を得た上で調査を実施する。 

 （３）有効回答の集計・分析の際に、被災区域に所在する調査客体からのデ 

ータを除いた集計を別途行うなどの措置を必要に応じ講ずる。 

 

 

６ 調査の実施方法 

調査は、次の手順で実施するものとする。 

(1)  厚生労働省が作成した調査票等を都道府県に送付 

(2)  都道府県より調査客体へ調査票等を配布 

(3)  調査客体は調査票等に必要事項を記入 

(4)  都道府県は調査客体から調査票等を回収 

(5)  都道府県は回収した調査票等を厚生労働省へ送付 

(6)  厚生労働省は調査票等を集計 

 

 

７ 調査期間及び提出期限 

   平成２３年９月取引分を調査対象とし、調査客体のうち、販売サイドについて

 は平成２３年１０月１８日までの間に、購入サイドについては平成２３年１１月

 １日までの間に調査票等を記入する。 

   なお、販売サイドについては平成２３年１０月１９日までに調査票等を都道府

県に提出し、都道府県は平成２３年１０月２６日までに厚生労働省に提出するこ

ととする。 

また、購入サイドについては平成２３年１１月２日までに調査票等を都道府県

に提出し、都道府県は平成２３年１１月９日までに厚生労働省に提出することと

する。 

    

 





 







　秘

※

※

※都道府県で記入すること

　 厚生労働省医政局

調査票提出先

※ ※

局 課
部 室 ※

※都道府県で記入すること

　秘

※

※都道府県で記入すること

統 計 法 に 基 づ く 一 般 統 計 調 査

都道府県番号

客 体 番 号 調査票の提出状況　　

１　調査票第ⅠとＣＤ－Ｒを提出

２　調査票第Ⅰと第Ⅱを提出（第Ⅱの枚数　　　　　枚）

客 体 番 号 調査票の提出状況　　

２　調査票第Ⅰと第Ⅱを提出（第Ⅱの枚数　　　　　枚）

１　調査票第ⅠとＣＤ－Ｒを提出

本調査（医療機関用調査票（控））

平成２３年９月分調査（第４３回）

医 薬 品 価 格 調 査

都道
府県

管理者各位

　この調査は、医療機関(病院又は診療所(歯科診療所を除く｡))
が購入した医薬品の価格を調査するために行うものであり、薬
価基準改正のための基礎資料となるものでありますから、必ず
正確に記入して下さい。
　なお、統計資料として用いる以外、例えば、税金の算定等に
利用することはありません。
　御多忙中恐れ入りますが、御協力下さるようお願い申し上げ
ます。

医 薬 品 価 格 調 査

本調査（医療機関用調査票・第Ⅰ）

平成２３年９月分調査（第４３回）

（切り取らずに提出して下さい。）

電 話 番 号 　　（　　　　　

調査担当吏員













院内感染対策サーベイランス事業実施要綱  

 

 

第１ 趣旨及び目的  

院内感染対策サーベイランス事業（以下「本サーベイランス」という。）につい

ては、平成１２年から本サーベイランスの趣旨に賛同して参加を希望した医療機関

（以下「参加医療機関」という。）の協力を得て、医療機関における院内感染対策

を支援するため実施されてきたところである。 

 平成１８年６月に「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一

部を改正する法律」が成立し、平成１９年４月より医療法第６条の１０に基づき、

安全管理や院内感染対策のための体制整備がすべての医療機関に義務づけられる

こととなる。 

本サーベイランスは、各医療機関内において実施される感染症の発生状況の報告

その他の院内感染対策の推進を目的とした改善方策を支援するため、全国の医療機

関における院内感染の発生状況、薬剤耐性菌の分離状況及び薬剤耐性菌による感染

症の発生状況等に関する情報を提供することを目的として実施するものである。  

 

第２ 実施主体  

実施主体は、国とする。ただし、その業務の一部を適当な者に委託することがで

きる。 

 

第３ 実施体制の整備 

１  厚生労働省医政局指導課 

厚生労働省医政局指導課は、参加医療機関より提出されたデータを集計し、解

析評価を加えた情報を参加医療機関に定期的に還元する。また、院内感染対策に

関する学識経験者からなる院内感染対策サーベイランス運営委員会を組織する。 

 

 ２  院内感染対策サーベイランス運営委員会  

本サーベイランスの適切な運営を図るため、参加医療機関より提出されたデー

タの精査等を行う。 

 

 ３  国立感染症研究所 

 解析評価において、国立感染症研究所が厚生労働省医政局指導課及び院内感染

対策サーベイランス運営委員会に対し、助言及び支援を行う。 

 

 ４  参加医療機関  



 参加医療機関は定められたデータの提出を行い、また、本サーベイランスによ

り還元のあった解析評価情報を基に、当該各医療機関における院内感染対策の推

進を図る。 

 

第４ 事業の実施  

１  参加医療機関の募集  

厚生労働省医政局指導課は、本サーベイランスへの参加を希望する医療機関

（当分の間は、原則として２００床以上の病院に限る。）を、都道府県を通じて

募集する。  

 

 ２  医療機関の参加登録 

医療機関は参加を希望するサーベイランス部門及び担当者に関する必要事項

を都道府県を通じて、厚生労働省医政局指導課に登録する。  

なお、本サーベイランスの実施形態は、以下の（１）から（５）であり、参加

医療機関は、参加を希望するそれぞれについて登録を行う。 

  （１）検査部門サーベイランス  

（２）全入院患者部門サーベイランス 

（３）手術部位感染(SSI)部門サーベイランス 

（４）集中治療室(ICU)部門サーベイランス  

（５）新生児集中治療室(NICU)部門サーベイランス  

 

 ３  実施方法等  

  （１）参加医療機関 

各部門のサーベイランスにおいて医療機関が提出するデータ及び提出期

間、提出方法等は別途配布する「院内感染対策サーベイランスマニュアル」

による。 

  （２）解析評価情報の還元 

厚生労働省医政局指導課は、参加医療機関より提出されたデータを集計

し、解析評価を加えた情報を定期的に還元する。解析評価及び還元におい

ては国立感染症研究所が技術的助言及び支援を行う。 

 

４  参加医療機関の脱退 

本サーベイランスからの脱退を希望する参加医療機関は、病院長名で厚生労働

省医政局指導課に対し届出を行うものとする。 

 

 ５  個人情報の保護 



  本サーベイランスによって得られたデータ及び解析評価情報については、全国

の医療機関における院内感染対策を支援する目的以外には使用しない。参加医療

機関の名称及び参加部門名は原則として公開するが、個別の医療機関等の同定を

可能とするデータ及び解析評価情報は、参加医療機関の了承を得ることなくこれ

を公開しない。個人情報保護のための措置の詳細については、別途配布する「院

内感染対策サーベイランスマニュアル」による。 

 

第５ 本サーベイランスの見直し 

 本サーベイランスは、事業開始後の運用実績等を踏まえ、院内感染対策サーベイ

ランス運営委員会において、サーベイランス項目の見直し、追加等の必要な検討を行

うこととする。 

 

第６ その他 

本実施要綱の制定に伴い、院内感染対策サーベイランス実施要綱（「院内感染対

策サーベイランス」にかかる参加医療機関の募集について（平成１２年５月１日医

薬安発第６２号安全対策課長通知）の別添）は廃止する。 

 

 

改訂履歴 

制定 ２００７年２月２２日 ver1.0 

改訂 ２０１０年１１月２５日 ver1.1 



 

 

 

 
院内感染対策サーベイランス 

検査部門 調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

必須/推奨 No 項目名 属性 項目長 開始位置 仕様

1 調査対象 数字 1 1 1:検査部, 2:国立病院, 3:ICU

◎ 2 医療機関 数字 5 2 医療機関コード県コード2桁、県内連番3桁

◎ 3 ID 英数記号 15 7 15バイト（必ず暗号化）

4 入院日 数字 8 22 YYYYMMDD（西暦年月日）

○ 5 性別 英字 1 30 M:男, F:女

○ 6 生年月日（西暦） 数字 8 31 YYYYMMDD（西暦年月日）

◎ 7 入院外来 〃 1 39 1:外来, 2:入院

○ 8 診療科 〃 3 40 別紙資料｢診療科コード｣参照

○ 9 病棟 英数字 15 43 自由入力（英数字のみ）

10 検査の目的 数字 1 58 1:モニターリング, 2:新規感染症, 3:フォローアップ, 4:その他, 5:不明

11 感染症名 英数字/ﾊｲﾌﾝ 9 59 別紙資料｢疾病分類コード｣参照

12 感染症ICD-10 英数字 5 68 ICD-10

13 体温 数字/ﾋﾟﾘｵﾄﾞ 4 73 □□.□（小数点位置固定）

14 白血球数 数字 6 77 整数右寄せ

15 CRP（定量） 数字/ﾋﾟﾘｵﾄﾞ 5 83 □□.□□（小数点位置固定）

16 CRP（定性） 数字 1 88 1:－, 2:±, 3:＋, 4:＋＋, 5:＋＋＋, 6:＋＋＋＋以上

17 抗菌薬投与の有無 数字 1 89 1:なし, 2:あり, 3:不明

18 (1)抗菌薬名 数字 4 90 別紙資料｢抗菌薬コード｣参照

19 (1)抗菌薬の1日投与量 数字/ﾋﾟﾘｵﾄﾞ 7 94 □□□□.□□（小数点位置固定）

20 (1)抗菌薬の投与量単位 数字 1 101 1:g, 2:mg

21 (1)投与日数 数字 2 102 日

22 (1)投与方法 数字 1 104 1:静注, 2:点滴静注, 3:経口, 4:点鼻点眼, 5:その他の局所, 9:不明

23 (2)抗菌薬～(20)抗菌薬 285 105

118 基礎疾患名(1) 英数字/ﾊｲﾌﾝ 9 390 別紙資料｢疾病分類コード｣参照

119 基礎疾患(1)ICD-10 英数字 5 399 ICD-10

120 基礎疾患名(2) 英数字/ﾊｲﾌﾝ 9 404 別紙資料｢疾病分類コード｣参照

121 基礎疾患(2)ICD-10 英数字 5 413 ICD-10

122 基礎疾患名(3) 英数字/ﾊｲﾌﾝ 9 418 別紙資料｢疾病分類コード｣参照

123 基礎疾患(3)ICD-10 英数字 5 427 ICD-10

124 免疫抑制剤(1ヶ月以内) 数字 1 432 1:なし, 2:あり, 3:不明

125 ステロイド(1ヶ月以内) 〃 1 433 1:なし, 2:あり, 3:不明

126 抗癌剤(1ヶ月以内) 〃 1 434 1:なし, 2:あり, 3:不明

127 放射線治療(1ヶ月以内) 〃 1 435 1:なし, 2:あり, 3:不明

128 放射線治療部位 〃 3 436 別紙資料｢治療部位コード｣参照

129 手術(1ヶ月以内) 〃 1 439 1:なし, 2:あり, 3:不明

130 手術部位 〃 3 440 別紙資料｢治療部位コード｣参照

131 Kコード 〃 7 443

132 標準手術処置コード 〃 5 450 ICD-9-CM

133 透析 〃 1 455 1:なし, 2:あり, 3:不明

134 膀胱尿路カテーテル 数字 1 456 1:なし, 2:あり, 3:不明

135 中心静脈カテーテル 〃 1 457 1:なし, 2:あり, 3:不明

136 SGカテーテル 〃 1 458 1:なし, 2:あり, 3:不明

137 末梢血管内留置カテーテル 〃 1 459 1:なし, 2:あり, 3:不明

138 ドレーン 〃 1 460 1:なし, 2:あり, 3:不明

139 ドレーン（部位） 〃 1 461 1:胆嚢胆管(含むPTCD), 2:腹腔, 3:胸腔, 4:VP.VAｼｬﾝﾄ, 9:その他

140 気管内挿管 〃 1 462 1:なし, 2:あり, 3:不明

141 人工材料（体内留置） 〃 1 463 1:なし, 2:あり, 3:不明

142 人工材料（体内留置）種類 〃 1 464 1:人工血管, 2:人工弁, 3:ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ, 4:人工骨頭関節, 9:その他

143 経鼻経管栄養 〃 1 465 1:なし, 2:あり, 3:不明

144 デバイスデータその他 〃 1 466 1:なし, 2:あり, 3:不明
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◎ 145 検査材料名 数字 3 467 別紙資料｢検査材料コード｣参照

◎ 146 検体提出日（受付日） 〃 8 470 YYYYMMDD（西暦年月日）

○ 147 検体採取日 数字 8 478 YYYYMMDD（西暦年月日）

148 Miller&Jones分類(喀痰) 〃 1 486 1:実施, 2:未実施

149
Miller&Jones分類による評価

結果(喀痰)
〃 1 487 1:P1, 2:P2, 3:P3, 4:M1, 5:M2

150 Geckler分類(喀痰) 〃 1 488 1:実施, 2:未実施

151
Geckler分類による評価結果

(喀痰)
〃 1 489 1～6: Geckler分類のグループ番号

152 その他(喀痰) 〃 1 490 1:実施, 2:未実施

153 その他による評価結果(喀痰) 〃 1 491 1:適当, 2:中間, 3:不適, 4:不明

154 貪食像（喀痰） 〃 1 492 1:なし, 2:あり, 3:不明

155
貪食されている菌の種類(喀

痰)GPC
〃 1 493 1:なし, 2:あり

156
貪食されている菌の種類(喀

痰)GPR
〃 1 494 1:なし, 2:あり

157
貪食されている菌の種類(喀

痰)GNC
〃 1 495 1:なし, 2:あり

158
貪食されている菌の種類(喀

痰)GNR
〃 1 496 1:なし, 2:あり

159 膿尿の有無評価法の種類(尿) 〃 1 497 1:沈渣白血球数, 2:白血球数, 3:白血球ｴｽﾃﾗｰｾﾞ活性, 4:その他, 9:未実施

160 膿尿の有無評価結果(尿) 〃 1 498 1:なし, 2:中間, 3:あり, 4:不明

○ 161 培養結果 1、ｽﾍﾟｰｽ 1 499 1:陰性, 陽性の場合は半角スペース

（◎） 162 A菌名 数字 4 500 別紙資料｢菌名コード｣参照

（○） 163 A菌量 〃 1 504 1:半定量, 2:定量, 9:その他

（○） 164 A菌数 〃 1 505
1:10^2/ml以下, 2:10^3/ml, 3:10^4/ml, 4:10^5/ml, 5:10^6/ml, 6:10^7/ml以上,

7:10^3～10^4/ml, 8:10^5～10^6/ml

165 A菌起炎性 〃 1 506 1:なし, 2:あり, 3:不明

（◎） 166 B菌 〃 7 507

（◎） 170 C菌 〃 7 514

（◎） 174 D菌 〃 7 521

（◎） 178 E菌 〃 7 528

（◎） 182 A-1薬剤名 〃 4 535 別紙資料｢抗菌薬コード｣参照

（◎） 183 A-1検査方法 〃 2 539 別紙資料｢薬剤感受性検査測定法コード｣参照

（◎） 184 A-1仕切法 〃 1 541
1:<（より小）, 2:>（より大）, 3:<=（より小さい又は等しい）, 4:>=（より大きい

又は等しい）, ＝（等しい）は半角スペース

（◎） 185 A-1MIC 数字/ﾋﾟﾘｵﾄﾞ 5 542 □□□□□整数（右寄せ）または□.□□□（小数点位置固定）

（○） 186 A-1阻止円径 数字 2 547 整数（mm）

（◎） 187 A-1判定(SIR) 英字 1 549 S 又は I 又は R

（◎） 188 A-1判定(+) 数字 1 550 1:-, 2:+, 3:++, 4:+++

（◎） 189 A-2からA-30 464 551

（◎） 392 B 480 1015

（◎） 602 C 480 1495

（◎） 812 D 480 1975

（◎） 1022 E 480 2455

1232 退院日 数字 8 2935 YYYYMMDD（西暦年月日）

1233 転帰 〃 1 2943 別紙資料｢転帰コード｣参照

1234 退院時最終診断名 英数字/ﾊｲﾌﾝ 9 2944 別紙資料｢疾病分類コード｣参照

1235 最終診断名ICD-10 英数字 5 2953 ICD-10

1236 検体番号付加フラグ１ 〃 1 2958 “(”固定

◎ 1237 検体番号 英数字/ﾊｲﾌﾝ 15 2959 各医療機関内でユニークな番号

1238 検体番号付加フラグ２ 〃 1 2974 “)”固定

1239 共通利用予備領域 ｽﾍﾟｰｽ 22 2975 本システムバージョンアップ用

◎ 1240 バージョン情報 英数字/ﾋﾟﾘｵﾄﾞ 4 2997 「JANIS検査部門提出データの概要」を参照

1241 各医療機関利用領域 50 3001 各医療機関が独自に使用可能
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院内感染対策サーベイランス 

ICU 部門 調査票 
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衛生行政報告例の概要について 

 
 
１ 報告の目的 

衛生行政報告例は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市にお
ける行政の実態を把握し、国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得るこ
とを目的とする。 

 
 
２ 報告の対象 

都道府県、指定都市及び中核市 
 
 
３ 報告の種類 

年度報（４７表）及び隔年報（１１表）とする。 
 
 
４ 報告の事項 

精神保健福祉関係 
栄養関係 
衛生検査関係 
生活衛生関係 
食品衛生関係 
乳肉衛生関係 
医療関係 
薬事関係 
母体保護関係 
特定疾患（難病）関係 
狂犬病予防関係 

 
 
５ 報告の方法及び系統 
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、所定の報告事項について定められた期限
までに、厚生労働省大臣官房統計情報部長に報告する。 

 
(2) 報告の経路は次のとおりである。 

 
厚生労働省      都道府県・指定都市・中核市 

 
 
６ 報告の時期 

年度報（国への提出期限 翌年５月末日） 
隔年報（国への提出期限 翌年２月末日） 

 
 
７ 集計及び結果の公表 

集計及び結果の公表は、厚生労働省大臣官房統計情報部が行い、調査結果は、衛生行政
報告例として公表するとともに厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び
政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載する。 



年度報　提出期限　平成24年５月末

第１
精神障害者申請・通報・届
出及び移送の状況

第15

第２
精神障害者措置入院・仮退
院状況

第16

第３
医療保護入院・応急入院及
び移送による入院届出状況

第17

第４ 精神医療審査会の審査状況 第18

第５
精神障害者保健福祉手帳交
付台帳登載数

第19

第６
精神保健福祉センターにお
ける相談等

第20

第７
精神保健福祉センターにお
ける技術指導等

第21

第８
精神保健福祉センターにお
ける職種別職員配置状況

第22

第９ 栄養士免許交付 第23

第10 調理師免許交付 第24

第12 給食施設 第25

第13
特定給食施設に対する指
導・監督

第26

第14 衛生検査 第27

平成23年度の標記報告表を別添の通り提出する。

建築物環境衛生に係る登録
営業所

特定建築物における環境衛
生

地方衛生研究所における職
種別職員配置状況

衛生検査機関における機器
設備状況

第 号
平成 年 月 日

都 道 府 県 知 事
市（指定都市）長
市 （ 中 核 市 ） 長

送　　　付　　　票

殿

衛生行政報告例について

美容所

クリーニング

許可を要する食品関係営業
施設

ホテル営業、旅館営業、簡
易宿所営業及び下宿営業

公衆浴場

理容所

未提出表の
提出予定日

提出

墓地、火葬場及び納骨堂

埋葬及び火葬並びに改葬

興行場

報告表 提出
未提出表の
提出予定日

報告表



第28
許可を要しない食品関係営
業施設

第49

第29 食品衛生管理者 第50

第30 製菓衛生師免許交付状況 第51

第31 食品等の収去試験 第52

第32 乳の収去試験 第53

第33 乳処理量 第54

第34
環境衛生及び食品衛生関係
職員

第55

第35
医療法第２５条の規定に基
づく立入検査

第56

第36
医療法人に対する指導・監
督

第57

第42 准看護師の免許交付 第58

第48 助産所

 (注）提出する表は「提出」欄に「○印」を記入し、未提出表については「未提出表の提出予定日」欄に予定日を記入すること。

薬局及び登録販売者

薬事監視

毒物劇物監視

不妊手術

特定疾患（難病）登録者証
所持者数

特定疾患（難病）医療受給
者証・登録者証の変更状況

特定疾患（難病）医療受給
者証所持者の状況

狂犬病予防

人工妊娠中絶

特定疾患（難病）医療受給
者証所持者数

提出
未提出表の

提出予定日
報告表 提出

未提出表の

提出予定日
報告表



衛生行政報告例

都道府県　

指定都市

2 3 1 0 1 0 平 成 　　  23

措 置 以 外
の 入 院

入 院 以 外
の 処 遇

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

第 １　精神障害者申請・通報・届出及び移送の状況

名

年度分

 申 請 通 報
 

 届 出 件 数

調査により診察
の必要がないと
認 め た 者

診 察 を 受 け た 者 移  送  を  行  っ  た  件  数

１ 次 診 察
の み 実 施

２ 次 診 察 実 施

調 査 か ら １ 次
診 察 場 所 ま で

１ 次 診 察 場 所
か ら ２ 次 診 察
場 所 ま で

２ 次 診 察 場 所
か ら 病 院 ま で法 第 29 条

該 当 症 状 の 者

法第29条該当症状でなかった者

(1)

警 察 官 か ら の 通 報

一 般 か ら の 申 請

保 護 観 察 所 の 長 か ら の 通 報

検 察 官 か ら の 通 報

精神科病院の管理者からの届出

矯 正 施 設 の 長 か ら の 通 報

心身喪失等の状態で重大な他害
行 為 を 行 っ た 者 に 係 る 通 報

計

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県　

指定都市

2 3 1 0 2 0 平 成 　　         　   　23 年度分

(01)

(02)

（措置患者の転帰状況）

(03)

(04)

(05)

(06)

（緊急措置入院状況）

(1) (2) (3) (4) (5)

(07)

仮 退 院 患 者
（ 「 措 置 患 者 」 の 再 掲 ）

第 ２　精神障害者措置入院・仮退院状況

名

前年度末患者数 本年度中新規患者数 本年度中解除患者数 本年度末患者数

(1) (2) (3) (4)

措 置 患 者

(4) (5) (6)

前年度10月中
の措置患者数

本年度10月1日
までの症状消退

届提出者数

症状消退届提出時の転帰状況

入院継続 通院医療 転医 死亡 その他

措置入院以外の入院 入院以外の処遇

診 察 を 受 け た 者

(7)

一 般 か ら の 申 請
に よ る 措 置 患 者

警 察 官 か ら の 通 報
に よ る 措 置 患 者

検 察 官 か ら の 通 報
に よ る 措 置 患 者

矯 正 施 設 の 長 か ら の
通 報 に よ る 措 置 患 者

計
緊急措置入院の必要
なしと診察された者

緊急措置入院の必要ありと診察された者のその後の処遇

措置入院

(1) (2) (3)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県　

指定都市

2 3 1 0 3 0 平 成 23

第 ３　医療保護入院・応急入院及び移送による入院届出状況

名

年度分

医 療 保 護 入 院 応　　急　　入　　院

特 定 医 師 の 診 察 に
基 づ く 応 急 入 院

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

指 定 医 の 診 察 に
基 づ く 保 護 者 の
同 意 に よ る 入 院

指 定 医 の 診 察 に
基 づ く 扶 養 義 務 者 の
同 意 に よ る 入 院

特 定 医 師 の 診 察 に
基 づ く 保 護 者 の
同 意 に よ る 入 院

特 定 医 師 の 診 察 に
基 づ く 扶 養 義 務 者 の
同 意 に よ る 入 院

退 院
指 定 医 の 診 察 に
基 づ く 応 急 入 院

届　出　数 (01)

移送による
（再掲）

(02)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県　

指定都市

2 3 1 0 4 0 平成 23 年度分

（定期の報告等）

医療保護入院時の届出

計

（退院等の請求）

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

（01）

第 ４　精神医療審査会の審査状況

名

審査結果件数

審査件数 現在の入院形態が
適当

他の入院形態への
移行が適当

入院継続不要 審査中

(1) (2) (3) (4) (5)

入院中の
定期報告等

任 意 入 院 （02）

医 療 保 護 入 院 （03）

措 置 入 院 （04）

（05）

請求件数
請求者

審査件数

２回以上１回 ２回以上 １回 ２回以上 １回

審査結果等要旨の通知時期

審査中本人 代理人 保護者 扶養義務者等 入院又
は処遇
は適当

入院又
は処遇

は不適当
１月以内 １月超

審査結果件数

その他
１回 ２回以上 １回 ２回以上

(12)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16) (17)

計

処
遇
改
善
の
請
求

任意入院者

医療保護入院者

措置入院者

その他

計

退
院
の
請
求

任意入院者

医療保護入院者

措置入院者

その他

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

2 3 1 0 5 0 23

(8) (9) (10)

第５  精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数

都道府県　
名

指定都市

平 成 年度分

年 度 末 現 在
認定更新

の 変 更 有 効 期 限

（年度中） （年度中）  （年度中） （年度中） （年度中） 切 れ

新 規 交 付 転 入 転 出 返 還
障 害 の 等 級

（年度中）

（(8)の再掲）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

前年度末現在

(7)

１ 級 （01）

増 減

２ 級 （02）

３ 級 （03）

計 （04）

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

2 3 1 0 6 0 平　成 23 年 度 分

（０１）

（０２）

（０３）

（０４）

（０５）

（０６）

（０７）

（再掲）
自殺者の

遺族

（８）

（再掲）
自殺者の

遺族

（５）の再掲

（再　掲）　　訪　問　指　導

（１３）

（再掲）
自殺者の

遺族

（９）の再掲

電　話　相　談　等　延　人　員

（１３）

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （９）

う　つ　・
うつ状態

その他 計
ひきこもり 発達障害 自殺関連

その他

（１） （２） （３） （４） （５）

　第６　精神保健福祉センターにおける相談等

都 道 府 県
名

指 定 都 市

相談、デイ・ケア、訪問指導

実人員
（（１）の再掲）　新規者の受付経路

保健所 市町村 医療機関

う　つ　・
うつ状態

その他 計

ひきこもり 発達障害 自殺関連 犯罪被害

被 指 導 人 員

実人員

老人精神
保　　　健

社会復帰 アルコール 薬　物 思春期
心の健康
づ　く　り

（１０）の再掲

(再　　掲)　　　　　　　相                　談

延　　　　　人　　　　　員

（１５）

被 指 導 人 員

（再　掲）　　デイ ・ ケア

実人員 延人員 実人員 延人員ひきこもり
（２）の再掲

（７） （８） （９） （１０） （１１） （１２）（１） （２） （３） （４） （５） （６）

ひきこもり 自殺関連 犯罪被害

（１４）

被 指 導 人 員

老人精神
保　　　健

社会復帰 アルコール 薬　物 思春期
心の健康
づ　く　り

（４） （５） （６）（２） （３）

犯罪被害

（１） （２） （３） （４） （５）

開 催 回 数

（１４）

電 話 に よ る 相 談

電 子 メ ー ル に よ る 相 談

普　　及　　啓　　発

地域住民
への講演
、交流会

精神障害者
（家族）に対
する教室等

精神ボラン
ティア育成

（再掲）薬物関
連問題（アル

コールを除く。）

（再掲）薬物関
連問題（アル

コールを除く。）

（７） （８） （９） （１０） （１１） （１２）（１）

延 人 員

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

2 3 1 0 7 0 23

第 ７　精神保健福祉センターにおける技術指導等

都 道 府 県
名

指 定 都 市

平 成 年 度 分

技　術　指　導　・　援　助　（　延　件　数　） 教　育　研　修

老人精神
保　　　健

社会復帰 アルコール 薬　　　　　物 思　　春　　期
心の健康
づ　く　り

ひ き こ も り 自 殺 関 連 犯 罪 被 害 そ　　の　　他 計 延　　件　　数 参加延人員

（１） （２） （３） （４） （５） （１２） （１３）

保 健 所 （０１）

（６） （７） （８） （９） （１０） （１１）

市 町 村 （０２）

医 療 施 設 （０４）

福 祉 事 務 所 （０３）

社 会 復 帰 施 設 （０６）

介 護 老 人 保 健 施 設 （０５）

そ の 他 （０８）

社 会 福 祉 施 設 （０７）

組　　　織　　　育　　　成

実 施 件 数 （０９）

患　　者　　会 家　族　会 断　酒　会 職　親　会 そ　の　他 計

支 援 件 数 （１０）

（１） （２） （３） （４） （５） （６）

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

　　　第 ８　精神保健福祉センターにおける職種別職員配置状況

都道府県　

指定都市

2 3 1 0 8 0 平 成　  　  　 　　23 年度末現在

(2) (3) (4) (５)

精 神 保 健 福 祉 士

（（01）の再掲）

(01)

（（01）の再掲）

精 神 保 健 福 祉 相 談 員
(03)

(02)

実 人 員

名

保 健 師 看 護 師 作 業 療 法 士 精 神 保 健 福 祉 士 そ の 他 計

(６) (７)

医師

(1)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名

平 成 23 年度分

2 3 1 0 9 0

第 ９　栄　養　士　免　許　交　付

栄 養 士 免 許 交 付 数

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名

2 3 1 1 0 0 平 成 　　　23　     　年度分

　

(4) (5) (6) (7)

第 10　調　理　師　免　許　交　付

免　　　許　　　交　　　付　　　数 免　許　の　取　消　し

登録の消除

指定養成施設卒業者 講 習 課 程 修 了 者
都道府県知事試験

合 格 者
附則第３項による

講 習 認 定
計

法第６条第１号
に該当する者

法第６条第２号
に該当する者

計

(1) (2) (3) (8) (9)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県　　　　　　　　
指定都市 名　 　　　　　
中 核 市　

2 3 1 1 2 0 平 成     23  年度末現在

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

指

定

施

設

①

病 院 (02)

介 護 老 人 保 健 施 設 (03)

老 人 福 祉 施 設

第 12　給　　食　　施　　設

管理栄養士のみいる施設 管理栄養士・栄養士どちらもいる施設 栄養士のみいる施設
管 理 栄 養 士 ・
栄養士どちらも
い な い 施 設 数施 設 数 管理栄養 士数 施 設 数 管理栄養 士数 栄 養 士 数

(04)

児 童 福 祉 施 設 (05)

社 会 福 祉 施 設 (06)

事 業 所 (07)

施 設 数 栄 養 士 数

学 校 (01)

一 般 給 食 セ ン タ ー (11)

そ の 他 (12)

計 (13)

寄 宿 舎 (08)

矯 正 施 設 (09)

自 衛 隊 (10)

児 童 福 祉 施 設 (18)

社 会 福 祉 施 設 (19)

事 業 所 (20)

１
回
３
０
０
食
以
上
又
は
１
日
７
５
０
食
以
上

学 校 (14)

（

指

定

施

設

①

を

除

く

）

 
②

病 院 (15)

介 護 老 人 保 健 施 設 (16)

老 人 福 祉 施 設 (17)

一 般 給 食 セ ン タ ー (24)

そ の 他 (25)

計 (26)

寄 宿 舎 (21)

(36)

矯 正 施 設 (22)

自 衛 隊 (23)

児 童 福 祉 施 設 (31)

社 会 福 祉 施 設 (32)

事 業 所 (33)

社 会 福 祉 施 設 (45)

事 業 所

１
回
１
０
０
食
以
上
又
は
１
日
２
５
０
食
以
上

学 校 (27)

（
①

、
 

②
を
除
く

）

病 院 (28)

介 護 老 人 保 健 施 設 (29)

老 人 福 祉 施 設 (30)

一 般 給 食 セ ン タ ー (37)

そ の 他 (38)

計 (39)

寄 宿 舎 (34)

矯 正 施 設 (35)

自 衛 隊

(46)

寄 宿 舎 (47)

そ

の

他

の

給

食

施

設

学 校 (40)

病 院 (41)

介 護 老 人 保 健 施 設 (42)

老 人 福 祉 施 設 (43)

児 童 福 祉 施 設

そ の 他 (51)

計 (52)

矯 正 施 設 (48)

自 衛 隊 (49)

一 般 給 食 セ ン タ ー (50)

(44)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県
指定都市名
中 核 市

2 3 1 1 3 0 平 成　　　　　 　23

栄

養

管

理

管

理

栄

養

士

配

置

栄

養

管

理

管

理

栄

養

士

配

置

栄

養

管

理

管

理

栄

養

士

配

置

栄

養

管

理
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)(1)

第 13　特定給食施設に対する指導・監督

年度末現在

指 定 施 設
指定施設以外の
特 定 給 食 施 設

指 導 ・ 助 言
件 数

立

入

検

査

件

数

勧告件数 命令件数
罰 則 処 分
件 数

指

導

・

助

言

件

数

立

入

検

査

件

数

勧

告

件

数

命

令

件

数

罰

則

処

分

件

数

管

理

栄

養

士

配

置

学 校 (01)

病 院 (02)

介 護 老 人 保 健 施 設 (03)

老 人 福 祉 施 設 (04)

児 童 福 祉 施 設 (05)

社 会 福 祉 施 設 (06)

事 業 所 (07)

寄 宿 舎 (08)

矯 正 施 設 (09)

自 衛 隊 (10)

計 (13)

一般給食センター (11)

そ の 他 (12)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

第 14　衛　　生　　検　　査
都道府県　　　　　　　　
指定都市 名　 　　　　　
中 核 市

2 3 1 1 4 0 平 成　　23 年度分

(1) (2) (3) (4) (5) （1） （2） （3） （4） （5）

依 頼 に よ る も の

依 頼 に
よ ら な い も の

依 頼 に よ る も の

依 頼 に
よ ら な い も の住 民 保 健 所

保健所以外の
行 政 機 関

そ の 他 （ 医 療
機 関 、 学 校 、
事 業 所 等 ）

住 民 保 健 所

化 粧 品 (44)

化学療法剤に対する耐性検査 (03) 医 療 機 器 (45)

保健所以外の
行 政 機 関

そ の 他 （ 医 療
機 関 、 学 校 、
事 業 所 等 ）

結
核

分 離 ・ 同 定 ・ 検 出 (01)
医
薬
品
･
家
庭

用
品
等
検
査

医 薬 部 外 品 (43)

核 酸 検 査 (02)

性
病

梅 毒 (04) 毒 劇 物 (46)

そ の 他 (05) 家 庭 用 品 (47)

ウ
イ
ル
ス
･
リ
ケ

ッ

チ
ア
等
検
査

分
離
･
同

定
･
検
出

ウ イ ル ス (06) そ の 他 (48)

リ ケ ッ チ ア (07) 栄 養 関 係 検 査 (49)

クラミジア･マイコプラズマ (08)
水
道
等
水
質
検
査

水 道 原 水

細 菌 学 的 検 査 (50)

(11)
飲 用 水

細 菌 学 的 検 査 (53)

抗
体
検
査

ウ イ ル ス (09) 理 化 学 的 検 査 (51)

リ ケ ッ チ ア (10) 生 物 学 的 検 査 (52)

クラミジア･マイコプラズマ

病 原 微 生 物 の 動 物 試 験 (12) 理 化 学 的 検 査 (54)

原
虫
･

寄
生
虫
等

原 虫 (13) 利用水等（プー
ル水等を含む）

細 菌 学 的 検 査 (55)

寄 生 虫 (14) 理 化 学 的 検 査 (56)

そ 族 ・ 節 足 動 物 (15) 廃
棄
物
関
係
検
査

一 般 廃 棄 物

細 菌 学 的 検 査 (57)

真 菌 ・ そ の 他 (16) 理 化 学 的 検 査 (58)

食
　
中
　
毒

病 原 微
生 物 検

査

細 菌 (17) 生 物 学 的 検 査 (59)

ウ イ ル ス (18)

産 業 廃 棄 物

細 菌 学 的 検 査 (60)

核 酸 検 査 (19) 理 化 学 的 検 査 (61)

理 化 学 的 検 査

臨
　
　
床
　
　
検
　
　
査

血 液 検 査 （ 血 液 一 般 検 査 ） (23) 降 下 煤 塵 (65)

血
清
等

検
査

エ イ ズ （ Ｈ Ｉ Ｖ ） 検 査

(20) 生 物 学 的 検 査 (62)

動 物 を 用 い る 検 査 (21)

環
　
境
　
・
　
公
　
害
　
関
　
係
　
検
　
査

大
　
気
　
検
　
査

SO2 ・ NO2 ・ OX 等 (63)

そ の 他

(24) 有 害 化 学 物 質 ・ 重 金 属 等 (66)

Ｈ Ｂ ｓ 抗 原 、 抗 体 検 査 (25) 酸 性 雨 (67)

(22) 浮 遊 粒 子 状 物 質 (64)

そ の 他 (26) そ の 他 (68)

生 化 学
検 査

先 天 性 代 謝 異 常 検 査 (27)
水
質
検
査

公 共 用 水 域 (69)

そ の 他 (28) 工 場 ・ 事 業 場 排 水 (70)

尿 検 査

尿 一 般 (29) 浄 化 槽 放 流 水 (71)

神 経 芽 細 胞 腫

アレルギー検査（抗原検査・抗体検査） (32) 悪 臭 検 査 (74)

そ の 他 (33) 土 壌 ・ 底 質 検 査 (75)

(30) そ の 他 (72)

そ の 他 (31) 騒 音 ・ 振 動 (73)

動 物 を 用 い る 検 査 (36) 一 般 室 内 環 境 (78)

そ の 他 (37) そ の 他 (79)

食
品
等
検
査

微 生 物 学 的 検 査 (34) 環 境 生
物 検 査

藻類･プランクトン･魚介類 (76)

理 化 学 的 検 査 （ 残 留 農 薬 ･ 食 品 添 加 物 等 ） (35) そ の 他 (77)

（
上
記
以
外

）

細
菌
検
査

分 離 ・ 同 定 ・ 検 出 (38) 放
射
能

環境試料（ 雨水･空気･土壌等） (80)

核 酸 検 査 (39) 食 品 (81)

医 薬 品 (42) そ の 他 (84)

抗 体 検 査 (40) そ の 他 (82)

化学療法剤に対する耐性検査 (41) 温 泉 （ 鉱 泉 ） 泉 質 検 査 (83)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県　

指定都市名

中 核 市

2 3 1 1 5 0

 
Ｄ
Ｎ
Ａ
シ
ー

ク
エ
ン
サ
ー

 
Ｐ
Ｃ
Ｒ
遺
伝
子
増
幅
装
置

 
定
量
Ｐ
Ｃ
Ｒ
装
置

 
ブ
ロ

ッ
テ
ィ
ン
グ
装
置

 
パ
ル
ス
フ
ィ
ー

ル
ド
電
気
泳
動
装
置

 
電
子
顕
微
鏡

 
Ｉ
Ｃ
Ｐ
ー

Ｍ
Ｓ

 
Ｌ
Ｃ
ー

Ｍ
Ｓ

 
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装
置

 
キ
ャ
ピ
ラ
リ
ー

電
気
泳
動
装
置

 
Ｔ
Ｏ
Ｃ
全
有
機
炭
素
分
析
計

 
溶
出
試
験
機

 
赤
外
分
光
光
度
計
 

（
Ｆ
Ｔ
Ｉ
Ｒ

）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(01)

(02)

(03)

第 15　衛生検査機関における機器設備状況

平 成　      23 年度末現在

保
有
台
数

地 方 衛 生 研 究 所

保 健 所

そ の 他 の 公 的 研 究 機 関 等

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県　

指定都市名

中 核 市

2 3 1 1 6 0 平 成　 　 23  　   年度末現在

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(15) (16) (17) (18)

実 人 員 (01)

第 16　地方衛生研究所における職種別職員配置状況

医　　師 歯科医師 獣医師 薬剤師 保健師 看護師
診療放射
線 技 師

臨床検査
技      師

衛生検査
技      師

管    　理
栄 養 士

栄養士
保健医療関
係の資格を
有する職員
（左記以外）

(1) (2)

そ の 他 計
化 学 系
技術職員

理工学系
技術職員

農 学 系
技術職員

その他の
技術職員

(13) (14)

実 人 員 (01)

主に研究及び検査を行う職員 （上記以外）

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

第17　特定建築物における環境衛生
都道府県　　　　　　　　
指定都市 名　 　　　　　
中 核 市

2 3 1 1 7 0 平 成　　　  　 　　23 年度分

興行場
(1)

百貨店
(2)

店舗
(3)

事務所
(4)

学校
(5)

旅館
(6)

その他
(7)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

調査件数
(1)

不適件数
(2)

調査件数
(3)

不適件数
(4)

調査件数
(5)

不適件数
(6)

調査件数
(7)

不適件数
(8)

調査件数
(9)

不適件数
(10)

調査件数
(11)

不適件数
(12)

調査件数
(13)

不適件数
(14)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

調査件数
(1)

不適件数
(2)

調査件数
(3)

不適件数
(4)

調査件数
(5)

不適件数
(6)

調査件数
(7)

不適件数
(8)

調査件数
(9)

不適件数
(10)

調査件数
(11)

不適件数
(12)

調査件数
(13)

不適件数
(14)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

調査件数
(1)

不適件数
(2)

調査件数
(3)

不適件数
(4)

調査件数
(5)

不適件数
(6)

調査件数
(7)

不適件数
(8)

調査件数
(9)

不適件数
(10)

調査件数
(11)

不適件数
(12)

調査件数
(13)

不適件数
(14)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

調査件数
(1)

不適件数
(2)

調査件数
(3)

不適件数
(4)

調査件数
(5)

不適件数
(6)

調査件数
(7)

不適件数
(8)

調査件数
(9)

不適件数
(10)

調査件数
(11)

不適件数
(12)

調査件数
(13)

不適件数
(14)

(44)

(45)

(46)

(47)

大 掃 除

ね ず み 等 の 防 除

帳 簿 書 類 の 備 付 け

店 舗 事 務 所 学 校 旅 館 そ の 他

排 水 設 備 の 清 掃

外 観

大 腸 菌

濁 度

その他
興 行 場 百 貨 店

臭 気

学 校 旅 館 そ の 他

中 央 式 給 湯 設 備 に お け る
給 湯 水 質 検 査 実 施 ((27) を 除 く )

中 央 式 給 湯 設 備 に お け る
給 湯 水 質 基 準 ((28) を 除 く )

貯 水 槽 の 清 掃 ((34) を 除 く )

貯 湯 槽 の 清 掃

雑用水の管理
興 行 場

遊 離 残 留 塩 素 の 含 有 率 の 検 査 実 施

遊 離 残 留 塩 素 の 含 有 率

雑 用 水 の 水 槽 点 検

水 質 検 査 実 施

ｐ Ｈ 値

百 貨 店 店 舗 事 務 所

遊 離 残 留 塩 素 の 含 有 率 ((28) を 除 く )

中 央 式 給 湯 設 備 に お け る
給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施

中 央 式 給 湯 設 備 に お け る
給 湯 水 の 遊 離 残 留 塩 素 含 有 率

水 質 検 査 実 施 ((25) 、 (27) 、 (31) を 除 く )

水 質 基 準 ((26) 、 (28) 、 (32) を 除 く )

旅 館 そ の 他

冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと）

加 湿 装 置 の 汚 れ 点 検 （ １ 月 以 内 ご と ）

加 湿 装 置 の 清 掃 （ １ 年 以 内 ご と ）

排 水 受 け の 汚 れ 、 閉 塞 の 状 況 点 検

飲料水の管理
興 行 場 学 校百 貨 店 店 舗 事 務 所

遊 離 残 留 塩 素 の 含 有 率
の 検 査 実 施 ((27) を 除 く )

旅 館 そ の 他

処 分 件 数
（年 度 中）

改 善 命 令

使 用 停 止 ・ 使 用 制 限

改 善 の 勧 告

空気環境・空気調和の調整
興 行 場

相 対 湿 度

空 気 環 境 の 測 定 実 施 ((10) を 除 く )

ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 量 の 測 定 実 施

浮 遊 粉 じ ん の 量

一 酸 化 炭 素 の 含 有 率

二 酸 化 炭 素 の 含 有 率

温 度

特 定 建 築 物 施 設 数 （ 年 度 末 現 在 ）

管 理 技 術 者 選 任 建 築 物 数 （ 年 度 末 現 在 ）

立 入 検 査 等 回 数
報 告 徴 収

立 入 検 査

説 明 又 は 資 料 の 要 求

百 貨 店 店 舗 事 務 所 学 校

気 流

ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 量

冷 却 塔 へ の 供 給 水 に 必 要 な 措 置

加 湿 装 置 へ の 供 給 水 に 必 要 な 措 置

冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと）

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

第18　建築物環境衛生に係る登録営業所

都道府県　　　　　　　　

2 3 1 1 8 0 平 成　　      　        　 　23 年度分

報告徴収
(6)

立入検査
(7)

調査件数
(8)

不適件数
(9)

調査件数
(10)

不適件数
(11)

調査件数
(12)

不適件数
(13)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

登録営業所数
（年度末現在）

(1)

登録件数
（年度中）

(2)

設　　　　　　　　備 帳　簿　書　類 そ　の　他　の　検　査

計

建 築 物 飲 料 水 水 質 検 査 業

建 築 物 排 水 管 清 掃 業

立入検査等回数（年度中）登録有効期間
満了件数
（年度中）

(5)

登録廃止件数
（年度中）

(3)

登録取消件数
（年度中）

(4)

建 築 物 貯 水 槽 清 掃 業

建 築 物 ね ず み 昆 虫 等 防 除 業

建 築 物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業

建 築 物 空 気 調 和 用 ダ ク ト 清 掃 業

建 築 物 清 掃 業

建 築 物 空 気 環 境 測 定 業

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県

指定都市名

中 核 市

2 3 1 1 9 0

（再掲）恒常的に使用している火葬場

(2) (3)

第 19　墓 地、  火 葬 場 及 び 納 骨 堂

墓                    地 火          葬          場 納          骨          堂

(1) (4)

平 成 23 年 度 末 現 在

地 方 公 共 団 体 (01)

民 法 法 人 (02)

宗 教 法 人 (03)

個 人 (04)

そ の 他 (05)

計 (06)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県
指定都市名
中 核 市

2 3 1 2 0 0 平 成 23        年度分

火                    葬

(2)

改                    葬
無 縁 墳 墓 等 の 改 葬

（ (4) の 再 掲 ）

第 20　埋　葬　及　び　火　葬　並　び　に　改　葬

埋　　　　　　　　　　葬 計

(1) (3)

死 体 (01)

(4) (5)

死 胎 (02)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県

指定都市名

中 核 市

2 3 1 2 1 0 平 成 23       年度分

常    設    の 仮    設    の

興    行    場 興    行    場

(4) (5) (6) (8)

第 21　　興　　　行　　　場

常　設　の　興　行　場　数  （年度末現在） 営 業 許 可 件 数  （年度中）
営   業   廃   止
件               数

（年度中）

処   分 　件 　数  （年度中）

映     画     館
ス   ポ   ー   ツ

そ     の     他
営  業  許  可

営  業  停  止
施              設 取            消

(1) (2) (3) (7)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県
指定都市名
中 核 市

2 3 1 2 2 0 平 成 23     年度分

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

営業許可
取      消

営業停止

(1) (2) (3) (4)

第 22　ホテル営業、 旅館営業、 簡易宿所営業及び下宿営業

ホテル営業 （年度末現在） 旅館営業 （年度末現在） 簡 易 宿 所
営業施設数
（年度末現

在）

下 宿 営 業
施   設   数
（年度末現

在）

営 業 許 可
件         数
（年度中）

営 業 廃 止
件         数
（年度中）

処　分　件　数 （年度中）

施  設  数 客  室  数 施  設  数 客  室  数

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県
指定都市名
中 核 市

2 3 1 2 3 0 年度分

(5) (6) (7) (8) (9) (11) (12)

第 23　　公　　　衆　　　浴　　　場

平 成       23   

公　　　　　　　衆　　　　　　　浴　　　　　　　場　　　　　　  （年度末現在）

営 業 許 可
件         数
（年度中）

営 業 廃 止
件         数
（年度中）

処 分 件 数 （年度中）

公   　　       営 私                                                     営

営 業 許 可
取         消

営 業 停 止
ス ポ ー ツ
施        設

そ　の　他
ヘ  ル  ス
セ ン タ ー

サウナ風呂一般公衆浴場 そ　の　他 一般公衆浴場 個室付浴場

(10)(1) (2) (3) (4)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

2 3 1 2 4 0 平 成 23 年度分

使   用   確   認   件   数

 （ 年  度  中 ）

(3)

施        設        数 従   業   理   容   師   数 閉   鎖   命   令   件   数

第 24　　理　　　容　　　所

都道府県
指定都市名
中 核 市

 （ 年 度 末 現 在 ）  （ 年 度 末 現 在 ）  （ 年  度  中 ）

(1) (2) (4)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

2 3 1 2 5 0 平 成 23 年度分

使   用   確   認   件   数

 （ 年  度  中 ）

(3)

施        設        数 従   業   美   容   師   数 閉   鎖   命   令   件   数

第 25　　美　　　容　　　所

都道府県
指定都市名
中 核 市

 （ 年 度 末 現 在 ）  （ 年 度 末 現 在 ）  （ 年  度  中 ）

(1) (2) (4)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

23 年度分

2 3 1 2 6 0

従事クリーニ 使用確認件数

ン グ 師 数 閉鎖・停止命令

（年度末現在） （年度中）

(4) (5) (6) (7) (9)

措 置 命 令 停 止 命 令

(13) (14)

（年度末現在） 指定洗たく物を
取り扱う施設数

取 次 所 数
措 置 命 令

第 26　　ク リ ー ニ ン グ

都道府県
指定都市名
中 核 市

平 成        

クリーニング師 （年度中） ク　　　リ　　　ー　　　ニ　　　ン　　　グ　　　所

施   設   数
処　分　件　数　（年度中）

免 許 件 数 免許取消件数 (3)　　の　　再　　掲

(1) (2) (3) (8)

無　　店　　舗　　取　　次　　店

営  業  者  数 従事クリーニ
ン グ 師 数

（年度末現在）

処　分　件　数　（年度中） 

指 定 洗 た く 物 を
取り扱う営業者数
（ (10) の 再 掲 ）

（年度末現在） 

(10) (11) (12)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県　　　　　　　　 
指定都市名　　　　　　　 
中 核 市

2 3 1 2 7 0 平 成 23 年度分

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

第 27　 許可を要する食品関係営業施設

営業施設数
（年度末現在）

営業許可施設数 （年度中）

廃業施設数
（年　度　中）

処 分 件 数 （ 年 度 中 ） 告発件数（年度中）

調査・監視指導施設数
（年　度　中）

継　　　続 新　　　規
営業許可
取消命令

そ の 他改善命令
物品廃棄
命　　令

そ の 他
無 許 可
営　　業

営業停止
命　　令

特 別 牛 乳 さ く 取 処 理 業

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋

旅 館

そ の 他

営業禁止
命　　令

菓 子 （ パ ン を 含 む。 ） 製 造業

乳 処 理 業

(1)

飲
食
店
営
業

一 般 食 堂 ･ レ ス ト ラ ン 等

乳 製 品 製 造 業

集 乳 業

食 肉 製 品 製 造 業

魚 介 類 せ り 売 り 営 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

食 品 の 冷 凍 ま た は 冷 蔵 業

か ん 詰 ま た は び ん 詰 食 品 製 造
業 （ 上 記 お よ び 下 記 以 外 ）

喫 茶 店 営 業

（ 再 掲 ） 自 動 販 売 機

あ ん 類 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業

乳 類 販 売 業

食 肉 処 理 業

食 肉 販 売 業

魚 介 類 販 売 業

添 加 物 （ 法 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り
規 格 が 定 め ら れ た も の に 限 る 。 ） 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

マ ー ガ リ ン 又 は
シ ョ ー ト ニ ン グ 製 造 業

み そ 製 造 業

醤 油 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

豆 腐 製 造 業

納 豆 製 造 業

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

氷 雪 販 売 業

計

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県
指定都市名 
中 核 市 

2 3 1 2 8 0 平 成　　     23       年度分

営 業 施 設 数 告 発 件 数

（年度末現在） 営業禁止命令 営業停止命令 物品廃棄命令 そ   の   他 （年度中）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

（01）

（02）

（03）

（04）

（05）

（06）

（07）

（08）

（09）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

食 品 販 売 業 （ 上 記 以 外 。 ）

第 28 　許可を要しない食品関係営業施設

処　　　分　　　件　　　数　　 （年度中） 監 視 指 導
施 　設 　数
 （年 度 中）

給 食 施 設

学 校

病 院 ・ 診 療 所

事 業 所

そ の 他

乳 さ く 取 業

食 品 製 造 業

野 菜 果 物 販 売 業

そ う ざ い 販 売 業

菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 販 売 業

添加物（法第11条第1項の規定により規格
が 定 め ら れ た も の を 除 く 。 ） の 製 造 業

添 加 物 の 販 売 業

氷 雪 採 取 業

器 具 ･ 容 器 包 装 、 お も ち ゃ の
製 造 業 又 は 販 売 業

計

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県
指定都市名 
中 核 市 

2 3 1 2 9 0 平 成

医 学 ･ 歯
学･薬学･
獣 医 学

畜 産 学 水 産 学 農芸化学

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

（01）

（02）

（03）

（04）

（05）

（06）

（07）

（08）

第 29  　食　品　衛　生　管　理　者

23    年度末現在

医  師  ・
歯科医師

薬剤師 獣医師

大 学 ・ 旧 制 大 学 又 は 旧 制 専 門 学 校 で
下 記 の 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者 登録養成

施 設 を 修
了 し た 者

登録講習
会 を 修了
し た 者

計

添加物 （法第11条第１項の規定により規格が定められている
ものに限る。） の製造業又は加工業

計

全粉乳 （その容量が1,400グラム以下であるかんに収められる
ものに限る。）、 加糖粉乳又は調製粉乳の製造業又は加工業

食肉製品 （ハム・ソーセージ・ベーコンその他これらに類する
ものをいう。） の製造業又は加工業

魚肉ハム又は魚肉ソーセージの製造業又は加工業

食品の放射線照射業

食用油脂 （脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限
る。） の製造業又は加工業

マーガリン又はショートニングの製造業又は加工業

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名　　　 　　　  

2 3 1 3 0 0 平 成  23      年度分

(1) (2)

第 30　　製菓衛生師免許交付状況

本 年 度 中 免 許 交 付 者 数 本 年 度 末 現 在 免 許 交 付 者 数

     

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

2 3 1 3 1 0 平 成 23 年度分

保 健 所
地 方 衛
生 研 究

所
そ の 他

登 録 検
査 機

関
そ の 他 細 菌 ウイルス そ の 他 残留農薬

食 品
添 加 物

残留動物
用医薬品

ｱﾚﾙｷﾞｰ
物 質

遺 伝 子
組換え食
品

そ の 他

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

中 核 市 

第 31　　食 品 等 の 収 去 試 験

都道府県
指定都市名 

試 験 し た 場 所 試 験 の 内 容

不     良
検 体 数

不　　　　良　　　　理　　　　由　　　　（延　 数）
暫定的規
制値の定
め ら れ て
い る も の
の 試 験 し
た 収 去検
体 数
（ 実 数 ）

そ の 他 大腸菌群 異 物
添 加 物
使用基準

法 定 外
添 加 物

残 留
農 薬 基

準

残留動
物用医
薬品

そ の 他
動 物 を
用いる検
査

収去した
も の
（ 実 数 ）

管 下 の 機 関 で 他 に 試 験 を
微 生 物 学 的 検 査 理 化 学 的 検 査

試 験 し た も の 依 頼 し た も の

(1)

魚 介 類

冷

凍

食

品

無 加 熱 摂 取 冷 凍 食 品

凍結直前に加熱された加熱後
摂取冷凍食品

凍結直前未加熱の加熱後摂
取冷凍食品

生 食 用 冷 凍 鮮 魚 介 類

魚介類加工品（かん詰・びん詰を除
く。）

肉卵類及びその加工品（かん詰・び
ん詰を除く。）

乳 製 品

乳類加工品（アイスクリーム類を除
き、マーガリンを含む。）

ア イ ス ク リ ー ム 類 ・ 氷 菓

穀類及びその加工品（かん詰・びん
詰を除く。）

野菜類・果物及びその加工品（かん
詰・びん詰を除く。）

菓 子 類

清 涼 飲 料 水

酒 精 飲 料

氷 雪

水

か ん 詰 ・ び ん 詰 食 品

そ の 他 の 食 品

計

添 加 物 及 び そ の 製 剤

器 具 及 び 容 器 包 装

お も ち ゃ

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県
指定都市名 

中 核 市 

2 3 1 3 2 0 平 成 23 年度分

（延　数）

地方衛生
研 究 所

そ の 他
登 録 検
査 機 関

そ の 他
残 留
農 薬

残 留
動 物 用
医 薬 品

そ の 他 保 健 所
地方衛生
研 究 所

そ の 他
登 録 検
査 機 関

そ の 他

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

第 32　　乳　の　収　去　試　験

収去した
も の
（ 実 数 ）

乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規 格 の 定 め の あ る 事 項 に 関 す る 検 査
乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規 格 の
定 め の な い 事 項 に 関 す る 検 査

試 験 し た 場 所 試 験 の 内 容

不 適
検 体 数

不 適 理 由 試 験 し た 場 所

検 査
件 数

管 下 の 機 関 で 他 に 試 験 を

微生物学
的 検 査

理化学的検査
他 に 試 験 を

試 験 し た も の

牛 乳

保 健 所

(1) (2)

生 乳

依 頼 し た も の 試 験 し た も の 依 頼 し た も の

酸 度 細 菌 数
大 腸
菌 群

残 留
農 薬
基 準

残 留
動 物 用
医 薬 品

管 下 の 機 関 で

そ の 他
無 脂 乳
固 形 分

乳 脂 肪 比 重

加

工

乳

乳 脂 肪 分
３ ％ 以 上

乳 脂 肪 分
３ ％ 未 満

そ の 他 の 乳

低 脂 肪 牛 乳

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県

指定都市名 
中 核 市 

2 3 1 3 3 0 平 成 23 年 度 分

無 殺 菌 乳

（キロリットル） 
63 ℃ ～ 65 ℃

（低温長時間殺菌法）
75 ℃ 以 上

（高温短時間殺菌法）

(1) (2) (3) (5)(4)

第33　　乳　　　処　　　理　　　量

殺　　　　菌　　　　乳　　 （キロリットル）

計
瞬 間

特 別 牛 乳 （01）

牛 乳 （02）

低 脂 肪 牛 乳 （03）

加
工
乳

乳 脂 肪 分 ３ ％ 以 上 （04）

乳 脂 肪 分 ３ ％ 未 満 （05）

そ の 他 の 乳 （06）

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県
指定都市名 
中 核 市 

2 3 1 3 4 0 平　成   23      年度末現在

農　　学 畜産学 水産学 その他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

（01）
専 （02）

（03）
従 （04）

（05）
者 （06）

計 （07）
（08）
（09）
（10）
（11）
（12）
（13）
（14）

計 （15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

狂犬病予防員のうち主に狂犬病予防
業務に従事している者

と 畜 検 査 員
狂 犬 病 予 防 員
家 庭 用 品 衛 生 監 視 員

兼
　
　
　
務
　
　
　
者

環 境 衛 生 監 視 員
水 道 法 第 39 条 職 員
食 品 衛 生 監 視 員
と 畜 検 査 員
食 鳥 検 査 員
狂 犬 病 予 防 員

家庭用品衛生監視員のうち主に家庭用品
衛生監視業務に従事している者

家 庭 用 品 衛 生 監 視 員

食品衛生監視員のうち主に食品衛生
監視業務に従事している者

再
　
　
　
掲

と畜検査員のうち主にと畜検査業務に
従事している者

食鳥検査員のうち主に食鳥検査業務
に従事している者

養成施設
で所定の
課程を修
了した者

その他 計

環 境 衛 生 監 視 員
水 道 法 第 39 条 職 員
食 品 衛 生 監 視 員

第 34 環 境 衛 生 及 び 食 品 衛 生 関 係 職 員

 （第　　2　　表）

医  師 歯科医師 薬剤師 獣医師 栄養士

大学・高等専門学校等で所定の課程を
修 め て 卒 業 し た 者

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名

2 3 1 3 5 0 平 成         23  　　　　　年度分

改 善 使 用 制 限 管 理 者 許 可 の 閉 鎖

命 令 又 は 禁 止 変 更 取 消 命 令

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

第 35　　医療法第25条の規定に基づく立入検査

立 入 検 査

延 件 数

処 分 件 数
告 発

件 数

新 規 開 設
に 伴 う 使
用許可件数

構 造 設 備
の 変 更 に
伴 う 使 用
許 可 件 数

増 員 又 は
業 務 の

停 止 命 令

(8)

病 院 （01）

診
療
所

一　　　　　　　　　　　　　般 （02）

歯　　　　　　　　　　　　　科 （03）

助 産 所 （04）

計 （05）

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名 

2 3 1 3 6 0 平 成         23       　　　年度分

第65条によるもの 第66条によるもの

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

第 36　　医療法人に対する指導・監督

指 導 ・ 監 督 の 状 況

報 告 徴 収 立 入 検 査 改 善 命 令
業 務 停 止
（ 一 部 ）

業 務 停 止
（ 全 部 ）

役 員 解 任
勧 告

設 立 認 可 取 消

(1) (2)

医 療 法 人

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名 

2 3 1 4 2 0 平 成 23 年度分

第 42　 准看護師の免許交付

男 女

(1) (2)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名　　　　　　　　

2 3 1 4 8 0 平 成 23 年度末現在

第 48　 助産所

(1)

分娩を取り扱う助産所数（(1)の再掲）

(2)

助産所数

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名 

2 3 1 4 9 0 平 成 23 年度末現在

開設者が自ら管理していない薬局 計

(2) (3)

(5)

第 49　　薬　局　及　び　登　録　販　売　者

開設者が自ら管理している薬局

(1)

登録販売者数

無薬局町村

(4)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名

平 成 23 年度分

2 3 1 5 0 0

無

許

可

無

届

業

無

承

認

品

不

良

品

不

正

表

示

品

虚

偽

・

誇

大

広

告

等

毒

劇

薬

の

譲

渡

等

毒

劇

薬

の

貯

蔵

陳

列

処

方

せ

ん

医

薬

品

の

譲

渡

記

録

等

制

限

品

目

の

販

売

構

造

設

備

の

不

備

販

売

体

制

等

の

不

備

郵

便

等

販

売

に

係

る

違

反

医
薬
品
販
売
業
者
の
管
理
者

に

係

る

違

反

製

造

販

売

後

安

全

管

理

の

不

備

品

質

管

理

の

不

備

指

定

薬

物

の

製

造

指

定

薬

物

の

輸

入

指

定

薬

物

の

販

売

・

授

与

等

指

定

薬

物

の

広

告

そ

の

他

許

可

取

消

・

業

務

停

止

改

善

命

令

等

検

査

命

令

等

廃

棄

等

そ

の

他

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)
総 計 (39)

小 計

指  定  薬  物  を  取  り  扱  う  施  設

一 般 医 療 機 器

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

賃
貸
業

管 理 医 療 機 器

一 般 医 療 機 器

高 度 管 理 医 療 機 器 等

第 ２ 種

管 理 医 療 機 器

第 ３ 種

知 事 許 可 分

医

療

機

器

修
理
業

大 臣 許 可 分

製

造

販

売

業

第 １ 種

販
売
業

高 度 管 理 医 療 機 器 等

知 事 許 可 分

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

製
造
業

大 臣 許 可 分

化

粧

品

製 造 業

製 造 販 売 業

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

販 売 業

従 事 者

製 造 販 売 業

業 務 上 取 り 扱 う 施 設

配
置

販 売 業

医
薬
部
外

品

製 造 業

販 売 業

薬 種 商 販 売 業

特 例 販 売 業

卸 売 販 売 業

第 ２ 種

医

薬

品

薬 局

製

造

販

売

業

第 １ 種

薬 局

店 舗 販 売 業

(1) (2) (3) (４)

知 事 許 可 分

薬 局

製
造
業

専

業

大 臣 許 可 分

第50　　薬　　事　　監　　視

 

（
年
度
末
現
在

）

許

可

・

届

出

施

設

数

 

（
年
　
度
　
中

）

立

入

検

査

施

行

施

設

数

 

（
年
　
度
　
中

）

違

反

発

見

施

設

数

 

（
年
度
末
現
在

）

郵

便

等

販

売

届

出

施

設

数

違　　反　　発　　見　　件　　数　（年　　度　　中） 処 分 件 数 ( 年 度 中 ）
告
 
　
発
 
　
件
 
　
数

（
年
 

度
 

中

）

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

2 3 1 5 1 0 平成 23 年度分

登録違反 取扱違反 表示違反
譲渡手続
違 反

そ の 他

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１） （１２） （１３） （１４） （１５） （１６） （１７） （１８） （１９） （２０）

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

第51　毒物劇物監視

都道府県名

違　　反　　発　　見　　件　　数　　（年　　度　　中）
毒物劇物又
は政令で定
める毒物劇
物含有物の
疑 い の あ る
もの の 収去

試験の結果
毒物劇物又
は政令で定
める毒物劇
物含有物で
あ っ た も の

処　　　　分　　　　件　　　　数　　（　年　　度　　中　）

告 発 件 数

登 録 ・届 出・
許 可 施 設 数
(年度末現在)

そ　 　の　　 他
立 入 検 査
施 行 施 設 数
( 年 度 中 )

違 反 発 見
施 設 数
( 年 度 中 ) 登 録 違 反 取 扱 違 反 表 示 違 反

設備改善
命 令

製 造 業

大 臣 登 録 分

知 事 登 録 分

輸 入 業

大 臣 登 録 分

知 事 登 録 分

譲 渡 手 続
違 反

そ の 他

無 登 録 ・
無 届 ・ 無
許可施設
発見件数

登 録 ・
許可取消

業務停止

し ろ あ り 防 除 事 業

法 第 ２ ２ 条 第 ５ 項 の 者

計

特 定 毒 物 研 究 者

一 般 販 売 業

農 業 用 品 目 販 売 業

特 定 品 目 販 売 業

電 気 め っ き 事 業

金 属 熱 処 理 事 業

毒 物 劇 物 運 送 事 業

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名 

2 3 1 5 2 0 平 成 23 年度分

20 ～ 24 歳 25 ～ 29 歳 30 ～ 34 歳 35 ～ 39 歳 40 ～ 44 歳 45 ～ 49 歳 50 歳 以 上 不 詳 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

第 52　　不　妊　手　術

男

第 １ 号 該 当

第 ２ 号 該 当

計

女

第 １ 号 該 当

第 ２ 号 該 当

計

合 計

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名
2 3 1 5 3 0 平成 23 年度分

１５歳
未満

１５歳 １６歳 １７歳 １８歳 １９歳
２０～
２４歳

２５～
２９歳

３０～
３４歳

３５～
３９歳

４０～
４４歳

４５～
４９歳

５０歳
以上

不詳 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

第53　人工妊娠中絶

満 以 第 １ 号 該 当 (01)

　７ 第 ２ 号 該 当 (02)

週 前 計 (03)

満 満 第 １ 号 該 当 (04)

８ ～ 11 第 ２ 号 該 当 (05)

週 週 計 (06)

満 満 第 １ 号 該 当 (07)

12～15 第 ２ 号 該 当 (08)

週 週 計 (09)

満 満 第 １ 号 該 当 (10)

16～19 第 ２ 号 該 当 (11)

週 週 計 (12)

満 満 第 １ 号 該 当 (13)

20 ・ 21 第 ２ 号 該 当 (14)

週 週 計 (15)

合 計 (19)

週 不 第 １ 号 該 当 (16)

第 ２ 号 該 当 (17)

数 詳 計 (18)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名
2 3 1 5 4 0 平成

０ ～ ９ 歳 １０～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上 ０ ～ ９ 歳 １０～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

再 生 不 良 性 貧 血

第54　特定疾患（難病）医療受給者証所持者数

23     年度末現在

男 女

ベ ー チ ェ ッ ト 病

多 発 性 硬 化 症

重 症 筋 無 力 症

全 身 性 エ リ テ マ ト ー デ ス

ス モ ン

難 治 性 の 肝 炎 の う ち の 劇 症 肝 炎

サ ル コ イ ド ー シ ス

筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症

強 皮 症 、 皮 膚 筋 炎 及 び 多 発 性 筋 炎

特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病

結 節 性 動 脈 周 囲 炎

潰 瘍 性 大 腸 炎

大 動 脈 炎 症 候 群

ビ ュ ル ガ ー 病

天 疱 瘡

脊 髄 小 脳 変 性 症

ク ロ ー ン 病

広 範 脊 柱 管 狭 窄 症

悪 性 関 節 リ ウ マ チ

パ ー キ ン ソ ン 病 関 連 疾 患 （ 進 行 性 核 上 性 麻 痺 、
大 脳 皮 質 基 底 核 変 性 症 、 パ ー キ ン ソ ン 病 ）

ア ミ ロ イ ド ー シ ス

後 縦 靱 帯 骨 化 症

ハ ン チ ン ト ン 病

モ ヤ モ ヤ 病 （ ウ ィ リ ス 動 脈 輪 閉 塞 症 ）

ウ ェ ゲ ナ ー 肉 芽 腫 症

特 発 性 拡 張 型 （ う っ 血 型 ） 心 筋 症

多 系 統 萎 縮 症 （ 線 条 体 黒 質 変 性 症 、 オ リ ー ブ
橋 小 脳 萎 縮 症 、 シ ャ イ ・ ド レ ー ガ ー 症 候 群 ）

表 皮 水 疱 症 （ 接 合 部 型 及 び 栄 養 障 害 型 ）

膿 疱 性 乾 癬

バ ッ ド ・ キ ア リ （ Budd-Chiari ） 症 候 群

原 発 性 胆 汁 性 肝 硬 変

重 症 急 性 膵 炎

特 発 性 大 腿 骨 頭 壊 死 症

混 合 性 結 合 組 織 病

原 発 性 免 疫 不 全 症 候 群

特 発 性 間 質 性 肺 炎

網 膜 色 素 変 性 症

プ リ オ ン 病

肺 動 脈 性 肺 高 血 圧 症

神 経 線 維 腫 症

亜 急 性 硬 化 性 全 脳 炎

重 症 多 形 滲 出 性 紅 斑 （ 急 性 期 ）

慢 性 血 栓 塞 栓 性 肺 高 血 圧 症

ライソゾーム病（フ ァブリー [Fabry]病含む。）

副 腎 白 質 ジ ス ト ロ フ ィ ー

家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）

脊 髄 性 筋 萎 縮 症

球 脊 髄 性 筋 萎 縮 症

慢 性 炎 症 性 脱 髄 性 多 発 神 経 炎

肥 大 型 心 筋 症

拘 束 型 心 筋 症

ミ ト コ ン ド リ ア 病

リ ン パ 脈 管 筋 腫 症 （ LAM ）

黄 色 靱 帯 骨 化 症

間 脳 下 垂 体 機 能 障 害
（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、
ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、
クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症）

(56)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名
2 3 1 5 5 0 平成

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

23     年度末現在

第55　特定疾患（難病）登録者証所持者数

男

ベ ー チ ェ ッ ト 病

重 症 筋 無 力 症

全 身 性 エ リ テ マ ト ー デ ス

再 生 不 良 性 貧 血

サ ル コ イ ド ー シ ス

強 皮 症 、 皮 膚 筋 炎 及 び 多 発 性 筋 炎

黄 色 靱 帯 骨 化 症

間 脳 下 垂 体 機 能 障 害
（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌
異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨
大 症 、 下 垂 体 機 能 低 下 症 ）

特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病

結 節 性 動 脈 周 囲 炎

潰 瘍 性 大 腸 炎

大 動 脈 炎 症 候 群

ビ ュ ル ガ ー 病

天 疱 瘡

ク ロ ー ン 病

悪 性 関 節 リ ウ マ チ

後 縦 靱 帯 骨 化 症

モ ヤ モ ヤ 病 （ ウ ィ リ ス 動 脈 輪 閉 塞 症 ）

ウ ェ ゲ ナ ー 肉 芽 腫 症

表 皮 水 疱 症 （ 接 合 部 型 及 び 栄 養 障 害 型 ）

バ ッ ド ・ キ ア リ （ Budd-Chiari ） 症 候 群

慢 性 炎 症 性 脱 髄 性 多 発 神 経 炎

肥 大 型 心 筋 症

拘 束 型 心 筋 症

ミ ト コ ン ド リ ア 病

膿 疱 性 乾 癬

広 範 脊 柱 管 狭 窄 症

特 発 性 大 腿 骨 頭 壊 死 症

混 合 性 結 合 組 織 病

特 発 性 間 質 性 肺 炎

女

ベ ー チ ェ ッ ト 病

重 症 筋 無 力 症

全 身 性 エ リ テ マ ト ー デ ス

再 生 不 良 性 貧 血

サ ル コ イ ド ー シ ス

強 皮 症 、 皮 膚 筋 炎 及 び 多 発 性 筋 炎

特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病

結 節 性 動 脈 周 囲 炎

潰 瘍 性 大 腸 炎

大 動 脈 炎 症 候 群

ビ ュ ル ガ ー 病

天 疱 瘡

ク ロ ー ン 病

悪 性 関 節 リ ウ マ チ

後 縦 靱 帯 骨 化 症

ミ ト コ ン ド リ ア 病

黄 色 靱 帯 骨 化 症

間 脳 下 垂 体 機 能 障 害
（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌
異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨
大 症 、 下 垂 体 機 能 低 下 症 ）

モ ヤ モ ヤ 病 （ ウ ィ リ ス 動 脈 輪 閉 塞 症 ）

ウ ェ ゲ ナ ー 肉 芽 腫 症

表 皮 水 疱 症 （ 接 合 部 型 及 び 栄 養 障 害 型 ）

膿 疱 性 乾 癬

広 範 脊 柱 管 狭 窄 症

特 発 性 大 腿 骨 頭 壊 死 症

混 合 性 結 合 組 織 病

特 発 性 間 質 性 肺 炎

バ ッ ド ・ キ ア リ （ Budd-Chiari ） 症 候 群

慢 性 炎 症 性 脱 髄 性 多 発 神 経 炎

肥 大 型 心 筋 症

拘 束 型 心 筋 症

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名　 　　　　　　　

2 3 1 5 6 0 平成 23 年度分

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

第56　特定疾患（難病）医療受給者証・登録者証の変更状況

特定疾患医療受給者証から特定疾患登録者証への変更 特定疾患登録者証から特定疾患医療受給者証への変更

モ ヤ モ ヤ 病 （ ウ ィ リ ス 動 脈 輪 閉 塞 症 ）

サ ル コ イ ド ー シ ス

強 皮 症 、 皮 膚 筋 炎 及 び 多 発 性 筋 炎

特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病

結 節 性 動 脈 周 囲 炎

潰 瘍 性 大 腸 炎

大 動 脈 炎 症 候 群

ビ ュ ル ガ ー 病

天 疱 瘡

ク ロ ー ン 病

悪 性 関 節 リ ウ マ チ

後 縦 靱 帯 骨 化 症

ミ ト コ ン ド リ ア 病

ウ ェ ゲ ナ ー 肉 芽 腫 症

表 皮 水 疱 症 （ 接 合 部 型 及 び 栄 養 障 害 型 ）

膿 疱 性 乾 癬

広 範 脊 柱 管 狭 窄 症

特 発 性 大 腿 骨 頭 壊 死 症

混 合 性 結 合 組 織 病

特 発 性 間 質 性 肺 炎

バ ッ ド ・ キ ア リ （ Budd-Chiari ） 症 候 群

慢 性 炎 症 性 脱 髄 性 多 発 神 経 炎

肥 大 型 心 筋 症

拘 束 型 心 筋 症

ク ロ ー ン 病

黄 色 靱 帯 骨 化 症

間 脳 下 垂 体 機 能 障 害
（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH
分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング
病 、 先 端 巨 大 症 、 下 垂 体 機 能 低 下 症 ）

女

ベ ー チ ェ ッ ト 病

重 症 筋 無 力 症

全 身 性 エ リ テ マ ト ー デ ス

再 生 不 良 性 貧 血

サ ル コ イ ド ー シ ス

強 皮 症 、 皮 膚 筋 炎 及 び 多 発 性 筋 炎

特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病

男

ベ ー チ ェ ッ ト 病

重 症 筋 無 力 症

全 身 性 エ リ テ マ ト ー デ ス

再 生 不 良 性 貧 血

結 節 性 動 脈 周 囲 炎

潰 瘍 性 大 腸 炎

大 動 脈 炎 症 候 群

ビ ュ ル ガ ー 病

天 疱 瘡

慢 性 炎 症 性 脱 髄 性 多 発 神 経 炎

悪 性 関 節 リ ウ マ チ

後 縦 靱 帯 骨 化 症

モ ヤ モ ヤ 病 （ ウ ィ リ ス 動 脈 輪 閉 塞 症 ）

ウ ェ ゲ ナ ー 肉 芽 腫 症

表 皮 水 疱 症 （ 接 合 部 型 及 び 栄 養 障 害 型 ）

膿 疱 性 乾 癬

広 範 脊 柱 管 狭 窄 症

特 発 性 大 腿 骨 頭 壊 死 症

混 合 性 結 合 組 織 病

特 発 性 間 質 性 肺 炎

バ ッ ド ・ キ ア リ （ Budd-Chiari ） 症 候 群

肥 大 型 心 筋 症

拘 束 型 心 筋 症

ミ ト コ ン ド リ ア 病

黄 色 靱 帯 骨 化 症

間 脳 下 垂 体 機 能 障 害
（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH
分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング
病 、 先 端 巨 大 症 、 下 垂 体 機 能 低 下 症 ）

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県名 

2 3 1 5 7 0 平 成　      23        年度分

家 事 労 働 在 宅 療 養 入 院 入 所 そ の 他 計
（ 再 掲 ）
治 癒 等

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

男　　　（01)

女　　　（02)

計　　　（03)

第 57　 特定疾患 （難病） 医療受給者証所持者の状況

就 労 就 学

(1) (2)

統計法に基づく 

一般統計調査 



衛生行政報告例

都道府県
指定都市名 
中 核 市 

2 3 1 5 8 0 平 成            23   　　　年度分

抑 留 返 還

(4) (5) (6) (7) (8)

第 58　　狂　 犬　 病　 予　 防

登 録 申 請 数
登 録 頭 数

（ 年 度 末 現 在 ）

予　防　注　射　済　票　交　付　数
徘 徊 犬 の 抑 留 及 び 返 還 頭 数

犬 の 死 亡
届 出 件 数区 市 町 村 の

注 射 実 施
そ の 他 の
注 射 実 施

計

(1) (2) (3)

統計法に基づく 

一般統計調査 







看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査要綱 

 

 １．目的 

   保健師、助産師、看護師及び准看護師学校養成所の入学状況及び卒業生の就業状  

況等を把握し、看護行政上の基礎資料として活用する。 

 

 ２．調査対象 

  (1) 保健師学校養成所（大学院、大学及び短期大学専攻科を含む。） 

  (2) 助産師学校養成所（大学院、大学及び短期大学専攻科を含む。） 

  (3) 看護師学校養成所  ３年課程及び２年課程（大学、短期大学及び５年一貫教育に

よる養成課程を含む。） 

  (4) 准看護師学校養成所（高等学校衛生看護科を含む。） 

 

 ３．調査期日 

  (1) 入学状況調査票、選択者調査票 

    平成２４年４月入学現在 

  (2) 卒業生就業状況調査票 

    平成２４年３月卒業後１ヶ月程度経過した現在 

 

 ４．調査の方法 

看護師等学校養成所が、厚生労働省の運営する看護師等養成所報告管理システムに

よりオンラインで都道府県看護主管課に報告 

 

 ５．調査票作成要領等 

    (1)「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査票入力要領」（報告システ

ムからダウンロード）に基づき、所定事項を全て記入し報告 

   (2)募集中止の看護師等学校養成所であっても、入学状況調査票は必要事項を記入し報

告 

   (3)卒業生就業状況調査票は、卒業生がいない場合は報告不要 

   

 ６．調査の系統 

   厚生労働省 ⇔ 地方厚生(支)局 ⇔ 都道府県看護主管課 ⇔ 看護師等学校養成所 

 

 ７．提出期日等 

看護師等学校養成所：平成２４年６月１５日(金)までに都道府県看護主管課へ報告 

都道府県看護主管課：平成２４年６月２２日(金)までに確認及び承認  

地方厚生 (支 )局：平成２４年６月２９日(金)までに確認及び承認 

別 紙 





















××××× 



××××× 
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Ⅰ 調査の概要

１ 調査の目的

被爆者（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、被爆者

健康手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ ）の生活、健康等の現。

状などを把握することを目的とする。

２ 調査の種類及び対象者

（１）国内調査

国内に居住している被爆者（平成１７年９月１日現在）のうち、抽出

率１／４で無作為に抽出した者とする。

（２）国外調査

国外に居住している被爆者及び在外被爆者渡日支援等事業（平成１６

年１２月２１日健発第１２２１００３号）の３の（６）のアに基づく

被爆確認証の交付を受けている者（以下「手帳関係被爆確認証交付者」

という ）とする （いずれも平成１７年９月１日現在）。 。

３ 調査基準日

平成１７年１１月１日（火）とする。

４ 調査の内容

（１）国内調査

別紙１の調査票のとおりとする。

（２）国外調査

別紙２の調査票のとおりとする。

５ 調査機関



厚生労働省が各都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長に委託し、そ

れぞれの原爆被爆者対策主管部（局 （以下「主管部（局 」という ）が） ） 。

調査票の送付及び回収を行う。

６ 調査方法等

（１）主管部（局）が調査対象者に調査票を郵送し、調査対象者がこれに記

入して主管部（局）に返送する。

（２）主管部（局）は、返送された調査票を整理・点検の上、平成１８年２

月２８日（火）までに厚生労働省（健康局総務課）に提出する。

（３）厚生労働省（健康局総務課）において集計を行い、その結果は、平成

１７年度原子爆弾被爆者実態調査結果として公表する。



別紙１

厚生労働省総務省承認No.26229

秘 承認期限平成18年 3月 31日まで

平 成 １ ７ 年 度 原 子 爆 弾 被 爆 者 実 態 調 査

調 査 票 （ 国 内 用 ）

平成１７年１１月１日（火）現在

【記入上の注意】
● 黒 ま た は 青 の ボ ー ル ペ ン ま た は イ ン ク を 用 い て 、 は っ き り 記 入 し
てください。

● 番 号 を 選 ぶ 質 問 に つ い て は 、 当 て は ま る 番 号 を ○ で 囲 ん で く だ さ
い。

● 文字を記入する場合は かい書で 数字を記入する場合は １.２ .、 、 、
、 。３・・・のように算用数字を用いて ていねいに記入してください

● こ の 調 査 票 は 、 統 計 以 外 の 目 的 に は 使 用 し ま せ ん か ら 、 あ り の ま
まを記入してください。

● ご 自 分 で 記 入 で き な い 方 は 、 ご 家 族 な ど に 手 伝 っ て も ら っ て 記 入
してください。なお、その場合は、あなたからみた記入者の続柄に
ついて を○で囲んでください。当てはまる番号ひとつ

（ ）１ ２ ３ ４配偶者 子 兄弟姉妹 その他

【被爆者健康手帳を見て記入してください 】。

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号

ふりがな 男 明治

・ 大正 年 月 日生

氏 名 女 昭和

居 住 地

（ ）現在地

電話番号（ ） －



あなたは、広島、長崎のどちらで被爆しましたか。 を質問１ 当てはまる番号

○で囲んでください。

広 島 長 崎１ ２

【被爆者健康手帳を見て記入してください 】。

あなたは、被爆者健康手帳の の欄で第何号に質問２ 「法第１条による区分」

なっていますか。 を○で囲んでください。当てはまる番号すべて

を○で囲んだ場合には、 について、 ～「１ 第１号」 被爆した距離 １

のうち、 を○で囲んでください。６ 当てはまる番号ひとつ

第１号 あなたは、爆心地から何キロメートルの場所で１ 問１

「被爆の場被爆しましたか （被爆者健康手帳の。

の欄を参考にしてください ）所」 。

第２号２

0.0～ 0.5ｷﾛﾒｰﾄﾙ 1.6～ 2.0ｷﾛﾒｰﾄﾙ１ ４

第３号 0.6～ 1.0ｷﾛﾒｰﾄﾙ 2.1～ 3.0ｷﾛﾒｰﾄﾙ３ ２ ５

1.1～ 1.5ｷﾛﾒｰﾄﾙ 3.1ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上３ ６

第４号４

あなたは、現在どんな に住んでいますか。質問３ 住居

～ のうち、 を○で囲んでください。１ ５ 当てはまる番号ひとつ

持ち家１

民間賃貸住宅２

公営・公団・公社の賃貸住宅または社宅等３

老人ホーム（原爆養護ホームを含む ）４ 。

借間・その他５



あなたの世帯には、あなたを含めて何人の世帯員が されています質問４ 同居

か。

また、その世帯員について、 を教えてください。あなたとの続柄

を○で囲んでください。当てはまる番号すべて

人世 帯 員 数

（あなたを含めた）

配偶者 孫の配偶者 兄弟姉妹01 05 09

子 父母 その他の親族02 06 10

子の配偶者 配偶者の父母 その他03 07 11

孫 祖父母04 08

（注 と は 、 平 成 17年 11月 1日 現 在 、 同 じ 住 居 に 住 ん で お り 、）「 世 帯 」

かつ、 人々の集まりとします。生計を共にしている

同じ住居に住んでいても、あなたとは別に を維持して独立の生計

いる場合は、別の世帯になります。

あなたの世帯に、 に の交付を受けている方質問５ あなた以外 被爆者健康手帳

被爆者健康手がいましたら、この調査票の最初の頁と同様に、その方の

を記入してください。帳番号

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号



質問６ 収入を伴う仕事 当てあなたは、平成１７年１０月中に をしましたか。
を○で囲んでください。はまる番号

「１ した」 １ ３ 当てはまる番号すを○で囲んだ場合には、 ～ のうち
を○で囲んでください。べて

した 自営業主として仕事をした１ １
（自営業の手伝いを含む ）。

しなかった 常雇者として仕事をした２ ２

臨時的な仕事をした３

（注１） 自営業主とは、商店主、工場主、農業主など一定の店舗、工場、
事務所などにおいて、事業を行っている者をいいます。

（注２） 常雇者とは、雇用契約期間が１年を超える者または雇用契約期間
に定めのない者（役員を含みます。なお、正社員・パートなどの形
態は問いません ）をいいます。。

（注３） 臨時的な仕事とは、雇用契約期間が１年以内のものや内職などを
いいます。

あなたの世帯の世帯員全員の平成１６年の （総収入額）質問７ 税込み所得額
の合計はどのくらいですか。

～ のうち を○で囲んでください。１ ５ 当てはまる番号ひとつ

100万円未満１

100万円以上300万円未満２

300万円以上500万円未満３

500万円以上1,000万円未満４

1,000万円以上５

質問８ 手当あなたは 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」による、
を平成１７年１０月現在受けていますか。 を○で囲んで当てはまる番号
ください。

「１ 受けている」 １ ８ 当てはまるを○で囲んだ場合には、 ～ のうち
を○で囲んでください。番号すべて

受けている 医療特別手当１ １
特 別 手 当２
原子爆弾小頭症手当３

受けていない 健康管理手当２ ４
保 健 手 当 （一般分）５
保 健 手 当 （増額分）６
家族介護手当７
介 護 手 当８



あなたの世帯は、 を受けていますか。 を○で質問９ 生活保護 当てはまる番号

囲んでください。

受けている 受けていない１ ２

質問10 公的な年金・恩給 当てあなたは、どんな種類の を受給していますか。

を○で囲んでください。はまる番号

「１ 受けている」 年を○で囲んだ場合には、あなたが現在お持ちの

を確認したうえで、 ～ のうち を○で金証書等 １ ９ 当てはまる番号すべて

囲んでください。

受けている 基礎年金１ １

基礎年金と厚生年金２

基礎年金と共済年金３

受けていない 国民年金２ ４

福祉年金５

厚生年金６

共済年金７

恩 給８

そ の 他９

あなたは、どんな種類の に加入していますか。質問11 公的な医療保険

医療保険の被保険証 １ ５あなたが現在お持ちの を確認したうえで、 ～

のうち を○で囲んでください。当てはまる番号ひとつ

市町村１

国民健康保険

組 合２

本 人３

被 用 者 保 険

家 族４

そ の 他５

（ ）「 」 、 、 、注 被用者保険 とは 職場で加入する医療保険の総称で 具体的には

、 、 、 。政府管掌健康保険 組合管掌健康保険 共済組合 船員保険をいいます



あなたは、次の をお持ちですか。 を○で囲質問12 手帳 当てはまる番号すべて

んでください。

「１ 身体障害者手帳」 １ ６ 当てはまる番をお持ちの方は、 ～ のうち

を○で囲んでください。号ひとつ

また をお持ちの方は、 ～ のう、「３ 精神障害者保健福祉手帳」 １ ３

ち を○で囲んでください。当てはまる番号ひとつ

身体障害者手帳 一 級１ １

二 級２

三 級３

四 級４

五 級５

六 級６

戦 傷 病 者 手 帳２

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 一 級３ １

二 級２

三 級３

１、２、３の手帳は持っていない４



以質問13は、現在 「病院、老人ホームなど、自宅以外のところに入院または入所中」、
にお聞きします （入院または入所中の方は質問１４へ進んでください ）外の方 。 。

質問13 手助け 見守り 当てはあなたは、日常生活を送る上で、だれかの や が必要ですか。
を○で囲んでください を○で囲んまる番号 「１ 手助けや見守りを必要とする」。

だ場合には、 、 にもお答えください。問１ 問２

手助けや見守りを必要とする１

２ 質問１５へ手助けや見守りは必要としない

はどのような状況・状態ですか。また、そのような状況・問１ 日常生活
当てはまる番号状態になってからどのくらいになりますか。それぞれ

を○で囲んでください。ひとつ

何らかの障害等を有する 1月未満１ １
が、日常生活はほぼ自立し
ており独力で外出できる 1月～3月未満２

屋内での生活はおおむね 左の ～ のう 3月～6月未満２ １ ４ ３
自立しているが、介助なし ち○をつけた状況
には外出できない 状態になってか 6月～1年未満・ ４

期間らの
屋内での生活は何らかの 1年～3年未満３ ５

介助を要し、日中もベッド
上での生活が主体であるが 3年～5年未満６
座った姿勢を保つことはで
きる 5年～10年未満７

１日中ベッド上で過ごし 10年～20年未満４ ８
排せつ、食事、 着替えに介
助を要する 20年以上９

主に手助けや見守りをしてくれるのは ですか。問２ だれ
について、 を○で囲んでくア、イ、ウすべて 当てはまる番号ひとつ

ださい。
２人以上いる場合には、 、お１人についてお答中心になっている方

えください。

配偶者 その他の親族ア １ ５
子 介護ｻｰﾋﾞｽの事業者２ ６
子の配偶者 その他３ ７
父母４

同居者 男イ １ ウ １
同居者以外 女２ ２



入院または入質問14は、現在、病院、老人ホームなど、自宅以外のところに
と、 に所中の方 質問13で「１ 手助けや見守りを必要とする」と回答された方

お聞きします。

質問14 原因 当て入院や入所、手助けや見守りが必要となった は、何ですか。
を○で囲み、２つ以上ある場合には、 の番はまる番号すべて 主たる原因

号を１つだけ に記入してください。

脳血管疾患（脳出血、脳梗塞、脳卒中等）０１
心臓病０２
がん（悪性新生物）０３
呼吸器疾患（肺気腫、肺炎等）０４
関節疾患（リウマチ等）０５
認知症０６
パーキンソン病０７
糖尿病０８
視覚・聴覚障害０９
骨折・転倒１０
脊髄損傷１１
高齢による衰弱１２
その他（ ）１３
不明１４

主たる原因

あなたは、平成１７年１１月１日現在、 または質問15 介護保険制度の要支援
の認定を受けていますか。 ～ のうち を要介護 １ ４ 当てはまる番号ひとつ

○で囲んでください。
を○で囲んだ場合に「４ 要支援または要介護の認定を受けている」

は、あなたが現在お持ちの を確認したうえで、 ～介護保険被保険者証 １
のうち を○で囲んでください。６ 当てはまる番号ひとつ

認定を申請していない１

２ 質問１７へ認定を申請中

自立と認定された３

要支援または要介護 要支援４ １
の認定を受けている

要介護１２

要介護２３

要介護３４

要介護４５

要介護５６



質問15で「４ 要支援または要介護の認定を受けている」と回答質問16は、

にお聞きします。された方

あなたは、平成１７年１０月中に を利用質問16 介護保険制度によるサービス

しましたか。 を○で囲んでください。当てはまる番号

「１ 利用した」 １ ５ 当てはまる番を○で囲んだ場合には、 ～ のうち

を○で囲んでください。号すべて

利用した 訪問系のサービス１ １

訪問介護（ ）ホームヘルプサービス

利用しなかった 訪問入浴介護２

訪問看護（ ）病院・診療所・訪問看護ステーション

訪問リハビリテーション

通所系のサービス２

通所介護（ ）デイサービス

通所リハビリテーション（ ）デイケア

短期入所サービス３

特別養護老人ホーム等で短期入所生活介護（

）のショートステイ

老人保健施設等でのショ短期入所療養介護（

）ートステイ

入所・入院サービス４

介護老人福祉施設（ ）特別養護老人ホーム

介護老人保健施設（ ）老人保健施設

介護療養型医療施設（ ）療養病床等

認知症高齢者グループホーム

その他（ ）５



あなたは、平成 16年 11月 1日から平成 17年 10月 31日までの１年間に、質問 17
。 。被爆者健康診断 当てはまる番号を受けましたか を○で囲んでください

（被爆者健康手帳の の欄を参考にしてください ）一般検査 。
また、矢印にしたがって もしくは につい「受診状況」 「未受診理由」

てお答えください。

１ 問 １ 何 回 当て は ま る 番 号 ひ と受けた 受 け ま し た か 。
を○で囲んでください。つ

（がん検診は、何種類受けても１回と数え
てください ）。

受診状況
一 回 三 回１ ３
二 回 四 回２ ４

そ の １ 年 間 の 被 爆 者 健 康 診 断 の 結 果 で 、問 ２
要 精 密 検 査 当 て一 度 で も に な り ま し た か 。

を○で囲んでください。はまる番号ひとつ
（被爆者健康手帳の一般検査の の「判定」
欄を参考にしてください ）。

要精密検査になった１
要精密検査にはならなかった２
未判定（検査中）３

被 爆 者 健 康 診 断 の を 受 け ま し た問 ３ 精 密 検 査
。 。か を○で囲んでください当てはまる番号

ま た 、 そ の 結 果 、 一 度 で も があ り ま し異常
１ ３ 当 て は ま る 番 号 ひ と つた か 。 ～ の う ち

を○で囲んでください。
「 」（被爆者健康手帳の精密検査 異常の有無

の欄を参考にしてください ）。

受けた 異常があった１ １
異常はなかった２
未判定（検査中）３

受けなかった２

２ 問 １ どの よ う な 理 由受けなかった 受 け な か っ た の は 、 主 に
からですか。
当 て は ま る 主 な 番 号 を 、 ひ と つ だ け ○ で

囲んでください。
未受診理由

健康だと思ったから１
職場で健康診断を受けたから２
老人保健の健康診査を受けたから３
通院または入院・入所中だから４
時間・場所等を知らなかったから５
その他６



あなたは、平成１７年１０月中に病院・診療所（医院）に または質問18 入院

していましたか。あるいは、 （往診を含む ）を受けまし通院 在宅医療 。

たか。

を○で囲んで下さい。当てはまる番号すべて

入院していた１

在宅医療を受けていた（在宅酸素療法、経管栄養等）２

病院（歯科以外 ・診療所（医院）へ通院した３ ）

歯科診療所・病院の歯科へ通院した４

。 、 。５ 入院も通院もしなかった また 在宅医療も受けなかった

被爆者であることから、現在 していたり、 していることはあ質問19 苦労 心配

りますか。 を○で囲んでください。当てはまる番号

「１ ある」 １ ７ 当てはまる番号すを○で囲んだ場合には、 ～ のうち

を○で囲んでください。べて

ある 自分や家族の健康１ １

仕事のこと２

ない２

経済上の困窮３

老後の生活４

肉親の日常の世話５

家族の将来（就職、結婚など）６

その他（ ）７

質問はこれで終わりです。

ご協力ありがとうございました。



別紙２

厚生労働省総務省承認No.26230

秘 承認期限平成18年 3月 31日まで

平 成 １ ７ 年 度 原 子 爆 弾 被 爆 者 実 態 調 査
調 査 票 （ 国 外 用 ）
２００５年１１月１日（火）現在

【記入上の注意】
● 黒 ま た は 青 の ボ ー ル ペ ン ま た は イ ン ク を 用 い て 、 は っ き り 記 入 し

てください。
● 番号または記号を選ぶ質問については、当てはまる番号または記

号を○で囲んでください。
● 文字を記入する場合は、かい書で、数字を記入する場合は１ .２ .

、 。３・・・のように算用数字を用いて ていねいに記入してください
● こ の 調 査 票 は 、 統 計 以 外 の 目 的 に は 使 用 し ま せ ん か ら 、 あ り の ま

まを記入してください。
● ご 自 分 で 記 入 で き な い 方 は 、 ご 家 族 な ど に 手 伝 っ て も ら っ て 記 入

してください。なお、その場合は、あなたからみた記入者の続柄に
ついて を○で囲んでください。当てはまる番号ひとつ

（ ）１ ２ ３ ４配偶者 子 兄弟姉妹 その他

【被爆者健康手帳を持っている方は、その被爆者健康手帳を見て記入してください 】。

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号

【 、 。】被爆者健康手帳を持っていない方は 被爆確認証を見て記入してください

番 号

ふりがな 男 西暦

・ 明治

氏 名 女 大正 年 月 日生

昭和

居住国

国 籍

居 住 地

電話番号



あなたは、広島、長崎のどちらで被爆しましたか。 を質問１ 当てはまる番号

○で囲んでください。

広 島 長 崎１ ２

【被爆者健康手帳を見て記入してください。

なお、被爆確認証を持っている方は、その被爆確認証を見て、質問３に記入

してください 】。

を持っている方で の欄は第質問２ 被爆者健康手帳 「法第１条による区分」、

何号になっていますか。 を○で囲んでください。当てはまる番号すべて

（１９９５年以前に被爆者健康手帳を取得された場合は「法第２条によ

る区分」と記載されていることがあります ）。

を○で囲んだ場合には、 について、 ～「１ 第１号」 被爆した距離 １

のうち、 を○で囲んでください。６ 当てはまる番号ひとつ

第１号 あなたは、爆心地から何キロメートルの場所１ 問１

「被爆で被爆しましたか （被爆者健康手帳の。

の欄を参考にしてください ）の場所」 。

第２号２

0.0～ 0.5ｷﾛﾒｰﾄﾙ 1.6～ 2.0ｷﾛﾒｰﾄﾙ１ ４

第３号 0.6～ 1.0ｷﾛﾒｰﾄﾙ 2.1～ 3.0ｷﾛﾒｰﾄﾙ３ ２ ５

1.1～ 1.5ｷﾛﾒｰﾄﾙ 3.1ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上３ ６

第４号４

を持っている方で、 はどれに該当しますか。質問３ 被爆者確認証 被爆の状況

を○で囲んでください。当てはまる番号すべて

を○で囲んだ場合には、 について、「１ 直接被爆」 被爆した距離

～ のうち、 を○で囲んでください。１ ６ 当てはまる番号ひとつ

直接被爆 あなたは、爆心地から何キロメートルの場所１ 問１

「 」で被爆しましたか 被爆確認証の。（ 被爆の状況

の欄を参考にしてください ）。

入市被爆 0.0～ 0.5ｷﾛﾒｰﾄﾙ 1.6～ 2.0ｷﾛﾒｰﾄﾙ２ １ ４

0.6～ 1.0ｷﾛﾒｰﾄﾙ 2.1～ 3.0ｷﾛﾒｰﾄﾙ２ ５

その他の 1.1～ 1.5ｷﾛﾒｰﾄﾙ 3.1ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上３ ３ ６

被爆



あなたの世帯には、あなたを含めて何人の世帯員が されています質問４ 同居

か。

また、その世帯員について、 を教えてください。あなたとの続柄

を○で囲んでください。当てはまる番号すべて

人世 帯 員 数

（あなたを含めた）

配偶者 配偶者の父母01 07

子 祖父母02 08

子の配偶者 兄弟姉妹03 09

孫 その他の親族04 10

孫の配偶者 その他05 11

父母06

（注 とは、 2005年 11月 1日現在、同じ住居に住んでおり、かつ、）「世帯」

人々の集まりとします。生計を共にしている

同じ住居に住んでいても、あなたとは別に を維持してい独立の生計

る場合は、別の世帯になります。



あなたの世帯に、 に または の交質問５ あなた以外 被爆者健康手帳 被爆確認証

付を受けている方がいましたら、この調査票の最初の頁と同様に、その

方の を記入してください。被爆者健康手帳または被爆確認証の番号

【被爆者健康手帳の交付を受けている方がいる場合】

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号

公費負担者番号

公費負担医療の

受 給 者 番 号

【被爆確認証の交付を受けている方がいる場合】

番 号

番 号

質問６ 収入を伴う仕事 当てはまる番号あなたは、ふだん、 をしていますか。

を○で囲んでください。

している していない１ ２



以質問７は、現在 「病院、老人ホームなど、自宅以外のところに入院または入所中」、
にお聞きします （入院または入所中の方は質問８へ進んでください ）外の方 。 。

質問７ 手助け 見守り 当てはあなたは、日常生活を送る上で、だれかの や が必要ですか。
を○で囲んでください を○で囲んまる番号 「１ 手助けや見守りを必要とする」。

だ場合には、 、 にもお答えください。問１ 問２

手助けや見守りを必要とする１

２ 質問９へ手助けや見守りは必要としない

はどのような状況・状態ですか。また、そのような状況・問１ 日常生活
当てはまる番号状態になってからどのくらいになりますか。それぞれ

を○で囲んでください。ひとつ

何らかの障害等を有する 1月未満１ １
が、日常生活はほぼ自立し
ており独力で外出できる 1月～3月未満２

屋内での生活はおおむね 左の ～ のう 3月～6月未満２ １ ４ ３
自立しているが、介助なし ち○をつけた状況
には外出できない 状態になってか 6月～1年未満・ ４

期間らの
屋内での生活は何らかの 1年～3年未満３ ５

介助を要し、日中もベッド
上での生活が主体であるが 3年～5年未満６
座った姿勢を保つことはで
きる 5年～10年未満７

１日中ベッド上で過ごし 10年～20年未満４ ８
排せつ、食事、 着替えに介
助を要する 20年以上９

主に手助けや見守りをしてくれるのは ですか。問２ だれ
について、 を○で囲んでくア、イ、ウすべて 当てはまる番号ひとつ

ださい。
２人以上いる場合には、 、お１人についてお答中心になっている方

えください。

配偶者 その他の親族ア １ ５
子 親族以外のもの２ ６
子の配偶者３
父母４

同居者 男イ １ ウ １
同居者以外 女２ ２



入院または入質問８は、現在、病院、老人ホームなど、自宅以外のところに

と、 に所中の方 質問７で「１ 手助けや見守りを必要とする」と回答された方

お聞きします。

質問８ 原因 当て入院や入所、手助けや見守りが必要となった は、何ですか。

を○で囲み、２つ以上ある場合には、 の番はまる番号すべて 主たる原因

号を１つだけ に記入してください。

脳血管疾患（脳出血、脳梗塞、脳卒中等）０１

心臓病０２

がん（悪性新生物）０３

呼吸器疾患（肺気腫、肺炎等）０４

関節疾患（リウマチ等）０５

認知症０６

パーキンソン病０７

糖尿病０８

視覚・聴覚障害０９

骨折・転倒１０

脊髄損傷１１

高齢による衰弱１２

その他（ ）１３

不明１４

主たる原因

あなたは、２００５年１０月中に病院・診療所（医院）に または質問９ 入院

していましたか。あるいは、 （往診を含む ）を受けまし通院 在宅医療 。

たか。

を○で囲んでください。当てはまる番号すべて

入院していた１

在宅医療を受けていた（在宅酸素療法、経管栄養等）２

病院（歯科以外 ・診療所（医院）へ通院した３ ）

歯科診療所・病院の歯科へ通院した４

入院も通院もしなかった。また、在宅医療も受けなかった。５



質問10 日本国外に住んでいる被爆者の方々を支援するための事業あなたは、

が実施されていることを知っていますか。 を○で囲んで当てはまる番号

ください。

「１ 知っている」 １ ６ 当てはまるを○で囲んだ場合には、 ～ のうち

を○で囲んでください。番号すべて

知っている 渡日して被爆者健康手帳等の交付を受ける１ １

ことを支援する事業

知らない 将来渡日した際の被爆者健康手帳等の円滑２ ２

な交付に役立てるために、被爆確認証を交付

する事業

渡日して治療を受けることを支援する事業３

日本から専門医を派遣して、被爆者が住ん４

でいる国で健康相談等を実施する事業

被爆者が住んでいる国で医療機関にかかっ５

たときの医療費等に対して助成する事業

被爆者が住んでいる国の医師を日本に受け６

、 、入れたり 日本から専門医を派遣したりして

研修等を実施する事業

質問10の１～６についてひとつでも「１ 知っている」と回答さ質問11は、

にお聞きします。れた方

質問11 日本国外に住んでいる被爆者の方々を支援するための事業あなたは、

について、何によって知りましたか。

を○で囲んでください。当てはまる番号すべて

また を○で囲んだ場合には、具体的に記入してくだ、「６ その他」

さい。

厚生労働省や自治体からのお知らせ等１

住んでいる国にある日本の在外公館（大使館・領事館等）２

住んでいる国にある関係団体３

住んでいる国にいる親族や友人・知人４

日本にいる親族や友人・知人５

その他（ ）６



質問 12 「渡日して被爆者健康手帳の交付を受けることを支援するあなたは、

事業（渡日旅費等を支給する事業 」 当） を利用したことがありますか。

を○で囲んでください。てはまる番号

「２ 利用していない」 １ ３ 当てはを○で囲んだ場合には、 ～ のうち

を○で囲んでください。まる番号ひとつ

また を○で囲んだ方は、その具、「３ 今後も利用する考えはない」

体的な も記入してください。理由

利用した１

利用していない ２００２年５月以前に手帳を取得した２ １

今後、手帳取得の際には利用したい２

今後も利用する考えはない３

：理由

（注）この事業は、２００２年６月から実施されています。

質問 13 「渡日して治療を受けることを支援する事業（渡日旅費等あなたは、

を利用したことがありますか。 を○を支給する事業 」 当てはまる番号）

で囲み、 に利用回数を記入してください。

を○で囲んだ場合には、 または のう「３ 利用したことはない」 １ ２

ち を○で囲んでください。当てはまる番号

また を○で囲んだ方は、その具、「２ 今後も利用する考えはない」

体的な も記入してください。理由

利用したことがある 利用回数は、何回ですか。１ 問１

回

利用を申請中２

利用したことはない 今後、利用したいと考えている３ １

今後も利用する考えはない２

：理由

（注）この事業は、２００２年６月から実施されています。



質問 14 「日本から専門医を派遣して、被爆者が住んでいる国で健あなたは、

康相談等を実施する事業」 当てはまる番を利用したことがありますか。

を○で囲み、 に利用回数を記入してください。号

を○で囲んだ場合には、 または のう「２ 利用したことはない」 １ ２

ち を○で囲んでください。当てはまる番号

また を○で囲んだ場合には、そ、「２ 今後も利用する考えはない」

の具体的な も記入してください。理由

利用したことがある 利用回数は、何回ですか。１ 問１

回

利用したことはない 今後、利用したいと考えている２ １

今後も利用する考えはない２

：理由

質問 15 「被爆者が住んでいる国で医療機関にかかったときの医療あなたは、

費等に対して助成する事業」 当てはが始まったことを知っていますか。

を○で囲んでください を○で囲んだ場合まる番号 「１ 知っている」。

には、 にもお答えください。問１

知っている 何を通じて知りましたか。１ 問１

を○で囲んでくださ当てはまる番号すべて

い。

知らない ま た を ○ で 囲 ん だ 場 合 に２ 「 ６ そ の 他 」、

は、具体的に記入してください。

厚生労働省や自治体からのお知らせ１

住んでいる国にある日本の在外公館（大使２

館・領事館等）

住んでいる国にある関係団体３

住んでいる国にいる親族や友人・知人４

日本にいる親族や友人・知人５

（ ）６ その他



あなたは、２００４年１１月１日から２００５年１０月３１日までの質問16

１年間に、医療機関で を受けましたか。 を○で囲ん治療 当てはまる番号

でください を○で囲んだ場合には、 にもお答えく。「１ 受けた」 問１

ださい。

受けた その際に支払った は、お１ 問１ 自己負担の金額

お む ね い く ら ぐ ら い で す か （ あ な た 自 身。

の治療にかかった分のみを記入してくださ

受けなかった い ）２ 。

で ぐらい合計

（注）住んでいる国の通貨単位で記入して

ください。

質問17 医療保険 当てはまるあなたは、民間保険会社の に加入していますか。

を○で囲んでください を○で囲んだ場合に番号 「１ 加入している」。

は、 、 にもお答えください。問１ 問２

加入している １年間の の額は、おおむねいくら１ 問１ 保険料

ぐらいですか

加入していない ぐらい２

（注）住んでいる国の通貨単位で記入して

ください。

その保険で の方が医療を受けられる問２ 何名

ようになっていますか。

名



質問 18 「被爆者が住んでいる国で医療機関にかかったときの医療あなたは、

を利用しましたか。 を○で費等に対して助成する事業」 当てはまる番号

囲んでください を○で囲んだ場合には、 にもお。「１ 利用した」 問１

答えください。

「２ 利用しなかった」 １ ２ 当を○で囲んだ場合には、 または のうち

を○で囲んでください。てはまる番号

また を○で囲んだ場合には、そ、「２ 今後も利用する考えはない」

の具体的な も記入してください。理由

利用した これまでに は、いくら１ 問１ 助成を受けた金額

ですか。

（ 注 ） 住 ん で い る 国 の 通 貨 単 位 で 記 入 し て

ください。

利用しなかった 今後、利用したいと考えている２ １

今後も利用する考えはない２

：理由

被爆者であることから、現在 していたり、 していることはあ質問19 苦労 心配

りますか。 を○で囲んでください。当てはまる番号

「１ ある」 １ ７ 当てはまる番号すを○で囲んだ場合には、 ～ のうち

を○で囲んでください。べて

ある 自分や家族の健康１ １

仕事のこと２

ない２

経済上の困窮３

老後の生活４

肉親の日常の世話５

家族の将来（就職、結婚など）６

その他（ ）７

質問はこれで終わりです。

ご協力ありがとうございました。







平成２４年国民健康・栄養調査実施要綱 

 

１．調査の目的 

 この調査は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に基づき実施するものであ

り、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の

増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るために実施する。本年（大規模年）

は、全国の代表値に加えて都道府県別の状況を把握するための資料とする。 

  

２．調査方法 

（１）調査客体 

  平成２２年国勢調査の一般調査区から各道府県あたり１０地区、東京都のみ１５

地区を無作為抽出した全国４７５地区内の世帯（約 23,750世帯）及び当該世帯の

１歳以上の世帯員（約 61,000人）を調査客体とする。 

  なお、岩手県、宮城県及び福島県においては、東日本大震災の影響により調査実

施が不可能な調査区が抽出された場合、代替調査区を再抽出する。 

 

（２）調査時期 

 調査時期は、11月中及びその前後一週間（10月 25日～12月７日）とする。 

１) 身体状況調査 

調査地区の実状を考慮して、最も高い受診率をあげうる日時を選定して行う。 

２) 栄養摂取状況調査 

日曜日及び祝日を除く任意の１日に行う。 

３) 生活習慣調査 

調査期間中（10 月 25 日～12 月７日）に行う。 

 

（３）調査方法 

 １）身体状況調査 

   世帯員を会場に集めて医師等が調査項目の計測及び問診を実施する。 

２）栄養摂取状況調査 

  調査員である管理栄養士等が世帯を訪問して、世帯の代表者及び食事づくり担

当者に面接の上、記入方法を指導して作成する。 

３）生活習慣調査 

   栄養摂取状況調査票と併せて配付し、対象となる世帯員本人が記入する。 

 

（４）調査項目 

 １）身体状況調査票 

 ア．身長、体重（満１歳以上） 

 イ．腹囲（満６歳以上） 



 ウ．血圧測定（満２０歳以上） 

 エ．血液検査（満２０歳以上） 

 オ．問診〈服薬状況、運動〉（満２０歳以上） 

 

 ２）栄養摂取状況調査票 

ア．世帯状況 世帯員番号、氏名、性別、生年月日、妊婦（週数）・授乳婦別、

仕事の種類 

イ．食事状況 朝・昼・夕別 家庭食、外食、欠食の区別   

ウ．食物摂取状況 料理名、食品名、使用量、廃棄量、世帯員ごとの案分比率 

エ．１日の身体活動量〈歩数〉（満２０歳以上） 

  

 ３）生活習慣調査票 

   休養の状況、喫煙の状況、飲酒の状況、歯科検診の受診率、糖尿病の診断・治

療の状況、健康づくりのための活動の実施状況、高齢者の就業又は地域活動への

参加状況を把握する。 

 

（５）調査実施体制 

  １）厚生労働省は、平成２４年国民健康・栄養調査企画解析検討会を設置し、本調

査の調査設計及びその解析について専門的な立場から意見を聞く。 

 ２）厚生労働省健康局（がん対策・健康増進課）が大臣官房統計情報部の協力を得

て企画立案を行い、都道府県、保健所設置市及び特別区に実施を委託する。 

 ３）都道府県、保健所設置市、特別区では衛生主管部（局）が管内を統括し、実際

の調査は調査地区を管轄する保健所が行う。 

 ４）保健所では、保健所長を班長とする国民健康・栄養調査班を編成し、医師、管

理栄養士、保健師、臨床検査技師及び事務担当者等の調査員が調査の実施にあた

る。 

 

（６）調査票等の提出期限 

  平成２４年１２月２７日（木）までに、独立行政法人国立健康・栄養研究所に提

出する。 

 

（７）結果の集計及び公表 

 １）集計は、独立行政法人国立健康・栄養研究所が行う。 

 ２）解析は、平成２４年国民健康・栄養調査企画解析検討会が行う。 

 ３）結果の公表は、集計完了後速やかに行う。 



平成24年国民健康・栄養調査

都道
府県 保健所

　　　　　　（平成24年11月１日現在）

　[身体計測] [問診]  （２０歳以上）

(１) 身長 　　　(６) 現在、ａからeの薬の使用の有無

　　(ａ) 血圧を下げる薬 　有・無
(２) 体重 

　(ｂ) 脈の乱れを治す薬 　有・無

(３) 腹囲 　(ｃ) インスリン注射または 　有・無
　　 　血糖を下げる薬

　（へその高さ）
　(ｄ) コレステロールを下げる薬 　有・無

　　 　(ｅ) 中性脂肪（ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ） 　有・無
を下げる薬

(４) 血圧 （２０歳以上）

　１回目

　　　　(７) 運動

　　１　健康上の理由で運動が出来ない

　　２　上記以外の理由で運動が出来ない

　２回目 　　３　運動の習慣有り
※

 ３に回答した方

　　　(ａ) １週間の運動日数 　　　日

(５) 血液検査実施の有無 （２０歳以上）

　　　（検査項目は裏面に記載） 　　　(ｂ) 運動を行う日の平均運動時間

１　有　　　 ２　無 時間 分  

　　　

　　　(ｃ) 運動の強さ

　　　　１　高強度(かなり息の乱れる運動)

　　　　２　中強度(少し息の乱れる運動)

　　　　３　低強度(あまり息の乱れない運動)

※　「運動の習慣有り」とは、現在、継続的に
　　　次の３項目全てに該当する者をいう。
　　　運動の実施頻度として、週２日以上　　
　　　運動の持続時間として、３０分以上　　　　　　　　　　　　　
　　　運動の継続期間として、１年以上

身 体 状 況 調 査 票

．

ｃｍ

地区番号

世帯番号

性別

年齢

．

ｋｇ．

厚 生 労 働 省

世帯員番号

ｃｍ

mmHg

mmHgmmHg

mmHg

収縮期(最高) 拡張期(最低)

収縮期(最高) 拡張期(最低)

統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護

に万全を期します。

１ 男 ２ 女

（１歳以上）

（１歳以上）

（６歳以上）

計測方法
１ 調査員が測定
２ 被調査者が測定（自己申告）

調査地区ＱＲシール貼付欄

受付ＱＲシール貼付欄



1 　ヘモグロビンＡ1Ｃ

2 　総コレステロール

3 　ＨＤＬ－コレステロール

4 　ＬＤＬ－コレステロール

血液検査項目



都道府県　 保健所
　　

調査員氏名

確認者氏名

栄 養 摂 取 状 況 調 査 票

平成24年国民健康・栄養調査

厚 生 労 働 省

地 区 番 号

世 帯 番 号

統計法に基づく国

の統計調査です。

調査票情報の秘密

の保護に万全を期

調 査 日 平成２４年

調査地区ＱＲシール貼付欄

受付ＱＲシール貼付欄

月 日



　　　　　　Ⅰ　　　　世　　　　帯　　　　状　　　　況

1．世帯員

　 番号

 1 明治  2 大正  1 男 1 妊娠している　 　　　　　週

 3 昭和  4 平成 2 分娩後満６か月未満で現在授乳している

 2 女 3 分娩後満６か月未満で現在授乳していない

4 分娩後満６か月以上で現在授乳している

 1 明治  2 大正  1 男 1 妊娠している　 　　　　　週

 3 昭和  4 平成 2 分娩後満６か月未満で現在授乳している

 2 女 3 分娩後満６か月未満で現在授乳していない

4 分娩後満６か月以上で現在授乳している

 1 明治  2 大正  1 男 1 妊娠している　 　　　　　週

 3 昭和  4 平成 2 分娩後満６か月未満で現在授乳している

 2 女 3 分娩後満６か月未満で現在授乳していない

4 分娩後満６か月以上で現在授乳している

 1 明治  2 大正  1 男 1 妊娠している　 　　　　　週

 3 昭和  4 平成 2 分娩後満６か月未満で現在授乳している

 2 女 3 分娩後満６か月未満で現在授乳していない

4 分娩後満６か月以上で現在授乳している

 1 明治  2 大正  1 男 1 妊娠している　 　　　　　週

 3 昭和  4 平成 2 分娩後満６か月未満で現在授乳している

 2 女 3 分娩後満６か月未満で現在授乳していない

4 分娩後満６か月以上で現在授乳している

 1 明治  2 大正  1 男 1 妊娠している　 　　　　　週

 3 昭和  4 平成 2 分娩後満６か月未満で現在授乳している

 2 女 3 分娩後満６か月未満で現在授乳していない

4 分娩後満６か月以上で現在授乳している

 1 明治  2 大正  1 男 1 妊娠している　 　　　　　週

 3 昭和  4 平成 2 分娩後満６か月未満で現在授乳している

 2 女 3 分娩後満６か月未満で現在授乳していない

4 分娩後満６か月以上で現在授乳している

 1 明治  2 大正  1 男 1 妊娠している　 　　　　　週

 3 昭和  4 平成 2 分娩後満６か月未満で現在授乳している

 2 女 3 分娩後満６か月未満で現在授乳していない

4 分娩後満６か月以上で現在授乳している

 1 明治  2 大正  1 男 1 妊娠している　 　　　　　週

 3 昭和  4 平成 2 分娩後満６か月未満で現在授乳している

 2 女 3 分娩後満６か月未満で現在授乳していない

4 分娩後満６か月以上で現在授乳している

　　　　　　　　　　　　　　

Ⅱ　食事状況 身体状況

１日の身体活動量（歩数）
（２０歳以上）

歩数計の装着状況 朝起きてから
寝るまで、ほぼずっと着けていまし
たか。（入浴、水泳中などを除く）

－１－

Ⅰ 世帯状況・Ⅱ 食事状況

2. 氏 名 3．生 年 月 日 5．妊娠・授乳4.性別
6．仕事の

種類※１ 分娩後の区分 参照

「栄養摂取状況調査票の書き方」に沿って、
記入してください。

年 月 日

朝 昼 夕

はい いいえ

（いずれかに、レ印をつけて下さい）

はい いいえ

（いずれかに、レ印をつけて下さい）

はい いいえ

（いずれかに、レ印をつけて下さい）

はい いいえ

（いずれかに、レ印をつけて下さい）

はい いいえ

（いずれかに、レ印をつけて下さい）

はい いいえ

（いずれかに、レ印をつけて下さい）

はい いいえ

（いずれかに、レ印をつけて下さい）

はい いいえ

（いずれかに、レ印をつけて下さい）

は いいえ

（いずれかに、レ印をつけて下さい）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※１ 分娩後の区分

１か月分娩 ２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６か月 ７か月以降

分娩後満６か月未満（１８０日以内） 分娩後満６か月以上（１８１日以降）

０ １

０ ２

０ ３

０ ４

０ ５

０ ６

０ ７

０ ８

０ ９



【朝食】    食 物 摂 取 状 況 調 査

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 残
使用量 名 名 名 名 名 名 名 名 名 食

料　理　名 食　品　名 (重量または 廃棄量 分  食 品 番 号 案　　分　　比　　率
 目安量と
その単位)

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 残 1 2 3 4 5 6 7 8 9 残

－２－

家族が食べたもの、飲んだものは全て記載してください
（錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル類は除きます）

その料理は、誰がどの割合で食べましたか？
（残した分があれば「残食分」に書いてください）

１

調査員記入欄（ここには、記入しないで下さい）

料
理
・
整
理
番
号

調
理
コ
ー
ド

摂取量
（左記の家庭記
録欄の使用量－
廃棄量を記入。
外食の場合は、
「人前」）



【昼食①】    食 物 摂 取 状 況 調 査

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 残
使用量 名 名 名 名 名 名 名 名 名 食

料　理　名 食　品　名 (重量または 廃棄量 分  食 品 番 号 案　　分　　比　　率
 目安量と
その単位)

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 残 1 2 3 4 5 6 7 8 9 残

－３－

家族が食べたもの、飲んだものは全て記載してください
（錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル類は除きます）

その料理は、誰がどの割合で食べましたか？
（残した分があれば「残食分」に書いてください）

２－１

調査員記入欄（ここには、記入しないで下さい）

調
理
コ
ー
ド

料
理
・
整
理
番
号

摂取量
（左記の家庭記
録欄の使用量－
廃棄量を記入。
外食の場合は、
「人前」）



【昼食②】    食 物 摂 取 状 況 調 査

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 残
使用量 名 名 名 名 名 名 名 名 名 食

料　理　名 食　品　名 (重量または 廃棄量 分  食 品 番 号 案　　分　　比　　率
 目安量と
その単位)

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 残 1 2 3 4 5 6 7 8 9 残

－４－

家族が食べたもの、飲んだものは全て記載してください
（錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル類は除きます）

その料理は、誰がどの割合で食べましたか？
（残した分があれば「残食分」に書いてください）

２－２

調査員記入欄（ここには、記入しないで下さい）

調
理
コ
ー
ド

料
理
・
整
理
番
号

摂取量
（左記の家庭記
録欄の使用量－
廃棄量を記入。
外食の場合は、
「人前」）



【夕食】    食 物 摂 取 状 況 調 査

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 残
使用量 名 名 名 名 名 名 名 名 名 食

料　理　名 食　品　名 (重量または 廃棄量 分  食 品 番 号 案　　分　　比　　率
 目安量と
その単位)

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 残 1 2 3 4 5 6 7 8 9 残

－５－

家族が食べたもの、飲んだものは全て記載してください
（錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル類は除きます）

その料理は、誰がどの割合で食べましたか？
（残した分があれば「残食分」に書いてください）

３

調
理
コ
ー
ド

料
理
・
整
理
番
号

調査員記入欄（ここには、記入しないで下さい）

摂取量
（左記の家庭記
録欄の使用量－
廃棄量を記入。
外食の場合は、
「人前」）



【間食】    食 物 摂 取 状 況 調 査

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 残
使用量 名 名 名 名 名 名 名 名 名 食

料　理　名 食　品　名 (重量または 廃棄量 分  食 品 番 号 案　　分　　比　　率
 目安量と
その単位)

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 残 1 2 3 4 5 6 7 8 9 残

－６－

家族が食べたもの、飲んだものは全て記載してください
（錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル類は除きます）

その料理は、誰がどの割合で食べましたか？
（残した分があれば「残食分」に書いてください）

４

調査員記入欄（ここには、記入しないで下さい）

調
理
コ
ー
ド

料
理
・
整
理
番
号

摂取量
（左記の家庭記
録欄の使用量－
廃棄量を記入。
外食の場合は、
「人前」）



【予備】    食 物 摂 取 状 況 調 査

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 残
使用量 名 名 名 名 名 名 名 名 名 食

料　理　名 食　品　名 (重量または 廃棄量 分  食 品 番 号 案　　分　　比　　率
 目安量と
その単位)

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 残 1 2 3 4 5 6 7 8 9 残

－７－

家族が食べたもの、飲んだものは全て記載してください
（錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル類は除きます）

その料理は、誰がどの割合で食べましたか？
（残した分があれば「残食分」に書いてください） 調査員記入欄（ここには、記入しないで下さい）

料
理
・
整
理
番
号

調
理
コ
ー
ド

食
事
番
号

食
事
の
種
類

摂取量
（左記の家庭記
録欄の使用量－
廃棄量を記入。
外食の場合は、
「人前」）



 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年国民健康・栄養調査 

 

 

生 活 習 慣 調 査 票 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

地 区 番 号     

 

世 帯 番 号     

 

世 帯 員 番 号           

 

性  別  １ 男   ２ 女 

 

年  齢     （平成24年11月１日現在） 

 

 

都道府県          保健所           

 

 

 

 

厚 生 労 働 省  

統計法に基づく国の

統計調査です。調査票

情報の秘密の保護に

万全を期します。 

 

調査地区ＱＲシール貼付欄 

 

受付ＱＲシール貼付欄 



 

問１ ここ１ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはま 

る番号を１つ選んで○印をつけて下さい。 
１ 充分とれている                  

２ まあまあとれている 

３ あまりとれていない 

４ まったくとれていない 

 

問２ あなたはこれまでに、たばこを習慣的に吸っていたことがあります

か。あてはまる番号を１つ選んで○印をつけて下さい。            

        １ 吸っていたことがある 

    ２ 吸っていたことがない      問４へ   

 

問３ あなたは現在(この１ヶ月間)、たばこを吸っていますか。あてはまる

番号を１つ選んで○印をつけて下さい。 

     １ 毎日吸う 

       ２ ときどき吸っている 

     ３ 今は（この１ヶ月間）吸っていない      

 

 

問４ あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲み 

ますか。あてはまる番号を１つ選んで○印をつけて下さい。 
 

１ 毎日 

２ 週５～６日 

３ 週３～４日 

４ 週１～２日 

５ 月に１～３日  

６ やめた（１年以上やめている） 

７ ほとんど飲まない（飲めない）           

 

 

（問４で１，２，３，４，５と答えた方にお聞きします。） 

 （問４-１）お酒を飲む日は１日あたり、どれくらいの量を飲みますか。 

清酒に換算し、あてはまる番号を１つ選んで○印をつけて下さい。 

１ １合（180ml）未満     

２ １合以上２合（360ml）未満 

３ ２合以上３合（540ml）未満     

４ ３合以上４合（720ml）未満 

５ ４合以上５合（900ml）未満     

６ ５合（900ml）以上 

問５へ 

清酒１合（180m l）は、次の量にほぼ

相当します。  

ビール・発泡酒中瓶１本（約 500m l）、

焼 酎 ２ ０ 度 （ 135m l ） 、 焼 酎 ２ ５ 度

（110ｍｌ）、焼酎３５度（80m l）、

チュウハイ７度（350m l）、ウィスキ

ー ダ ブ ル １ 杯 （ 60m l ） 、 ワ イ ン ２ 杯

（240m l）  



 

問５ あなたはこの１年間に、歯科検診を受けましたか。あてはまる番号を 

１つ選んで○印をつけて下さい。 

１ 受けた   ２ 受けていない 

 

問６ あなたはこれまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがあり

ますか。どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。 

（「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、

「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。）         

１ あ り        ２ な し     問７へ  

（問６-１）糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善 

指導を含む）を受けたことがありますか。あてはまる番号を

１つ選んで○印をつけて下さい。 

１ 過去から現在にかけて継続的に受けている 

２ 過去に中断したことがあるが、現在は受けている 

３ 過去に受けたことがあるが、現在は受けていない 

４ これまでに治療を受けたことがない 

 

問７ あなたがこの１年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け

・支援を含む）のうち、健康づくりに関係したものはありますか。 

あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。※ここでは、必ず

しも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。 

１ 食生活などの生活習慣の改善のための活動 

２ スポーツ・文化・芸術に関係した活動 

３ まちづくりのための活動 

４ 子どもを対象とした活動 

５ 高齢者を対象とした活動 

６ 防犯・防災に関係した活動 

７ 自然や環境を守るための活動 

８ 上記以外の活動 

９ 健康づくりに関係したものはない・ボランティア活動はしていない 
 

 

 

問８ あなたは現在働いていますか。または、ボランティア活動、地域社会

活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事を行っていますか。

どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。 

１ 働いている・何らかの活動を行っている ２ いずれも行っていない 

６０歳未満の方は質問終了です。６０歳以上の方は続けてお答えください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ご協力ありがとうございました。 
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調 査 の 概 要 

 

○調査の目的 

この調査は、わが国の歯科保健状況を把握し、8020 運動(歯科保健推進事業等)

の種々の対策の効果についての検討や、健康日本 21 において設定した目標の達

成度等の判定を行い、今後の歯科保健医療対策の推進に必要な基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

 

 

○調査の対象 

全国を対象として、平成 23 年国民生活基礎調査により設定された単位区から無

作為に抽出した 300 単位区内の満 1 歳以上の世帯員を調査客体とする。ただし、東

日本大震災に伴い、岩手県、宮城県及び福島県の全域を除く。 

 

 

○主な調査事項 

1) 被調査者数 

2) う蝕とその処置状況 

3) 歯肉の状況  

4) 歯列・咬合の状況 

5) フッ化物の塗布状況 

6) 歯ブラシの使用状況 

7) 顎関節の状況 

8) インプラントの状況 

9) かみあわせの状況 

 

 

○調査票等 

調査票は、次の 2 種類とし、あらかじめ厚生労働省医政局歯科保健課長から各都

道府県、政令市、特別区の保健福祉主管部(局)長に送付し、都道府県、政令市並

びに特別区から調査地区を管轄する保健所長に歯科疾患実態調査送付票を含め

て送付する。 

(1) 歯科疾患実態調査被調査者名簿(第 1 号様式。以下「調査名簿」という。) 

(2) 歯科疾患実態調査票(第 2 号様式。以下「調査票」という。) 
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○調査の時期 

平成 23 年 11 月(国民健康・栄養調査の身体状況調査と共に実施) 

 

 

○調査の方法 

(1) この調査は、厚生労働大臣が都道府県知事、政令市長並びに特別区長に

委託して実施する。都道府県知事、政令市長並びに特別区長は、調査対象

地区の保健所長の協力を得て、口腔診査に経験の深い歯科医師および診

査補助員を調査員に委嘱または任命して実施する。 

(2) 本調査の具体的な実施方法については、事前に調査地区ごとに保健所長お

よび調査員等の間で、十分な打ち合わせを行うとともに、調査地区の歯科関

係者の協力を得て本調査を円滑に実施できるように努める。 

(3) 調査対象地区の世帯に対しては、事前に本調査の趣旨、方法等の周知徹底

を図り、調査に対する協力体制の確保に配慮する。 

 

 

  

調査の実施および診査基準 

 
○調査の実施 

調査票記入要領の定めるところにより、次の事項を調査票に記入した。 
 
1) 受診者に質問して記入する事項 

低年齢児については保護者等に質問し記入した。 
2) 口腔診査を実施して、その結果を記入する事項 

調査の実施にあたっては次の点に留意した。 
（ア） 診査に用いる器具材料等は清潔に取り扱い、特に繰り返し使用する器

具は消毒を完全に行う。 

（イ） 診査にあたっては、一時的な混雑で性急に診査がされることのないよう

注意する。 

（ウ） 混合歯列においては、永久歯と乳歯を同時に診査することになるので、

注意深く診査し、間違いなく記録を行う。 

（エ） 歯に付着物が存在し診査が困難と考えられる時は、歯の清掃をするな

どした上で診査する。また、義歯装着者については、義歯を外してから口

腔内診査を行う。 



 

- 3 - 

（オ） 可撤性補綴物の鉤歯や隣接歯に発生したう蝕は、見落としやすいので

注意する。また、これらの場合は、補綴物を離脱させて残根の有無など、十

分に注意して診査する。 

 

なお、調査年次による調査項目の差異については表１に示した。 

 
 

○診査基準 

診査は、次に掲げる基準に従った。 
1) 現在歯 

(1) 現在歯は、(ⅰ)健全歯 (ⅱ)未処置歯 (ⅲ)処置歯の 3 種に分類する。   

現在歯とは、歯の全部または一部が口腔に現れているものをいう。 

(2) 過剰歯は含めないこととし、癒合歯は 1 歯として取り扱い、その場合の歯

種名は上位歯種名をもってこれにあてる。(例：乳中切歯と乳側切歯の癒合

歯は、乳中切歯とする。) 

(3) 現在歯の診査は、視診を原則とするが、充分な照明が得られない等の診    

査環境の場合には、レジン充填等の確認などに際し、適宜歯科用探針を    

用いること。 

 

(ⅰ) 健全歯 

 健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置の認められないもの(以下に記す

未処置歯および処置歯の項に該当しないもの)をいう。 

 咬耗、摩耗、着色、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周炎、形態異常、エナ

メル質形成不全等の歯であっても、それにう蝕のないものは健全歯とす

る。 

(注) 歯質の変化がなく、単に小窩裂溝が黒褐色に着色しているもの、平

滑面で表面的に淡褐色の着色を認めるが歯質は透明で滑沢なもの、

エナメル質形成不全と考えられるものなどは、すべて健全歯とする。 

 健全歯のうち、脱灰、再石灰化等に関連し白濁、白斑、着色部が認め

られる歯は、白濁・白斑・着色歯とする。 

(注) 白濁・白斑・着色歯にはテトラサイクリン、ニコチン、金属、外来性色

素等による着色等は含まないものとする。 

 健全歯を予防填塞の有無により、次のように分類する。 

ア．健全歯 0                                 

予防填塞(フィッシャー・シーラント)がされていない歯 

イ．健全歯ｔ                                 
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予防填塞(フィッシャー・シーラント)がされている歯 

(注) 予防填塞と処置歯との鑑別を行う場合、一般的に予防填塞はレジ

ン充填に比べ 

① 色調が異なること 

② 填塞物の辺縁の形態が裂溝状で細く、不揃いなこと 

③ 填塞物表面の粗ぞう感が少ないこと 

が多いことを考慮する。 

 

(ⅱ) 未処置歯 

 未処置歯は乳歯、永久歯とも次のとおり分類する。なお、調査年次によ

るう蝕の診断基準の差異については表２に示した。 

ア．軽度う蝕(Ｃi：Caries incipient) 

イ．重度う蝕(Ｃh：Caries high grade) 

(注)1．同一歯の歯冠部に 2 か所以上にう蝕のある場合には、病状の進

んでいる方をとること。 

   2． フッ化ジアンミン銀(サホライド)のみを塗布したと考えられる歯は

未処置歯とする。 

 

ア．軽度う蝕(Ｃi) 

歯冠部のう蝕については、明らかなう窩、脱灰･浸食されたエナメル質、

軟化底、軟化壁が探知できる小窩裂溝、平滑面の病変をう蝕とする。また、

根面部のう蝕については、病変部を CPI プローブで触診し、ソフト感あるい

はざらついた感じがあればう蝕とする。 

イ．重度う蝕(Ｃh) 

重度う蝕とは、歯髄まで病変が波及しているものまたは、それ以上に病

変が進行しているものをいう。 

 

(ⅲ) 処置歯 

 処置歯とは歯の一部または全部に充てん、クラウン等を施しているもの

をいう。 

 歯周炎の固定装置、矯正装置、矯正後の保定装置、保隙装置および

骨折副木装置は含まれない。 

 治療が完了していない歯並びに処置歯でも 2 次う蝕または他の歯面等

で未処置う蝕が認められる場合、未処置歯として取り扱う。 

 予防填塞(フィッシャー・シーラント)の施してある歯については、可能な

限り問診してう蝕のない歯に予防填塞を施したものは健全歯ｔとするが、
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明らかにう蝕のあった歯に填塞したものは処置歯とする。 

 根面板は処置歯とする。 

 

ア．充てん歯 

セメント充てん、レジン充てん、アマルガム充てん、ポーセレンインレー、

合金(インレー、アンレーおよび 3／4 冠を含む)等により、充てんまたは一部

歯冠修復しているものはこれに含める。架工義歯の支台歯であっても、一

部修復しているものはこれに含める。 

イ．クラウン等 

全部鋳造冠、陶材焼付鋳造冠、レジン前装鋳造冠、ジャケットクラウン等、

歯冠のすべてを修復しているものをいい、架工義歯の支台歯であってもこ

れに含める。 

 

2) 喪失歯 

(1) 抜去または脱落により喪失した永久歯をいう。ただし、智歯は含めない。 

(注)・ 受診者の年齢を考慮すること 

・ 乳歯は診査対象としない。 

・ インプラントは喪失歯とする。 

 
3) 補綴の状況 

永久歯の欠損部における補綴物装着の有無を診査する。補綴物は、架工義

歯、部分床義歯および全部床義歯に分類する。補綴物にクラスプ等による鉤歯

がある場合は記録する。架工義歯については、支台歯を診査する。部分床義

歯および全部床義歯については日常使用しているものであれば、診査時に装

着していなくてもよい。また、一部破損している、あるいは欠損部の状況と一致し

ていないものは装着していないものとする。なお、乳歯の義歯・保隙装置は含ま

ない。 

  

4) 歯肉の状況 

永久歯列について          76    1       67 

                           76        1     67 

    の各歯の歯肉の状況(20 歳未満の場合、第 2 大臼歯を除外 )をＷＨＯのＣＰＩ

(Community Periodontal Index,地域歯周疾患指数)によりＣＰＩプローブを用い

て上顎、下顎とも頬側面(近・遠心)および舌側面(近・遠心)の 4点について以下

の基準で診査し、最高コード値を記入する。ただし、同顎、同側の第 1、第 2 大

臼歯については、両歯の最高点を記入する。なお、コード 3 またはコード 4 で歯
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石の沈着が認められる場合は、コード数の数字を○で囲む。 

 

0：歯肉に炎症の所見が認められない。             

1：プロービング後に出血が認められる。           

2：歯石の沈着(歯肉縁下 4 ㎜までのプロービングによる検出を含む) 

3：ポケットの深さが 4㎜以上 6㎜未満(ＣＰＩプローブの黒い部分が歯肉縁にかか

っている) 

4：ポケットの深さが 6 ㎜以上(ＣＰＩプローブの黒い部分がみえない) 

 

(1) 5～14 歳未満の者の場合、プロービングは行うが、ポケットの深さの記録は   

行わないものとする。 

(2) 対象中切歯の欠損により診査が不能な際は、反対側同名歯を診査する。 

(3) プロービングは、ＣＰＩプローブ先端の球を歯の表面に沿って滑らせる程度

の軽い力で操作し、遠心の接触点直下から、やさしく上下に動かしながら近

心接触点直下まで移動させる。 

 

5)歯列・咬合の状況(12 歳から 20 歳の者を対象とする) 

   12 歳から 20 歳の者に対して、次の(1)から(5)の内容について診査をする。 

(1) 前歯部の叢生および空隙                                 

上下顎の前歯 12 歯について、捻転歯や正常な位置からの転移歯の有

無 

を診査し、前歯部の叢生の有無および空隙の有無を上下顎それぞれにつ

いて、以下により記録する。叢生には、側切歯の舌側転移、犬歯の低位お

よび唇側転移を含む。    

0：なし 

1：上顎のみにあり 

2：下顎のみにあり 

3：上下顎ともにあり 

 

(2) オーバージェット                             

中心咬合位における上下顎中切歯の切端間の水平的な距離を診査す

るため、ＣＰＩプローブを用いて切歯の最大突出部から対応する切歯唇面ま

での距離を咬合平面に対して平行に保ちながら計測し、mm(ミリメートル)単

位で記録する。反対咬合の場合は、マイナスの測定値となる。なお、±

0.5mm(プローブの小球の直径を参照)以内は、0mm とする。 

(例：3mm → 3、－2mm → －2) 
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(3) オーバーバイト                               

中心咬合位における上下顎中切歯の切端間の垂直的な距離を診査す

るため、ＣＰＩプローブを用いて上下顎中切歯の切端間の距離を計測し、

mm(ミリメートル)単位で記録する。開咬の場合は、マイナスの測定値となる。

なお、±0.5mm(プローブの小球の直径を参照)以内は、0mm とする。 

(例：3mm → 3、－2mm → －2)                                         

 

(4) 正中のずれ 

中心咬合位における上下顎中切歯正中のずれを診査するため、上下顎

中切歯の正中の距離を計測し、mm(ミリメートル)単位で記録する。なお、±

0.5mm(プローブの小球の直径を参照)以内は、0mm とする。 

(例：3mm → 3)  

 

6)かみあわせの状況 

  左右臼歯部について、必要に応じてミラー等を用いて、上下顎臼歯部同士

の接触の有無について診査を行う。義歯を使用中の者については、「義歯不

装着の状態」および「義歯装着の状態」の双方について診査を行う。冠、架工

義歯およびインプラントにおける接触は、かみあわせによる接触があるものとす

る。なお、著しい歯冠の崩壊が認められる歯牙における接触については、かみ

あわせによる接触がないものとして扱うものとする。また、本診査において歯牙

の動揺度は考慮せず、接触の有無のみを診査する。 
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１ 調査の目的 

   全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を調査す

ることにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得る

ことを目的とした。 

 

 

２ 調査対象及び客体 

   全国（岩手県、宮城県及び福島県を除く。）の一般病院を利用する患者（外来・入院）を対象と

して、層化無作為抽出した一般病院（500 施設）を利用する患者を調査の客体とした。 

   ただし、外来患者については、通常の外来診療時間内に来院した患者を調査の客体とし、往診、

訪問診療等を受けている在宅患者は調査対象から除いた。 

 

 

３ 調査の期日 

    平成 23 年 10月 18日(火)～20 日(木)の３日間のうち医療施設ごとに指定した１日。 

 

 

４ 調査事項 

  外来患者票 

      診察までの待ち時間、診察時間、予約の状況、病院を選んだ理由、心身の状態、自覚症状、

説明の理解度、セカンドオピニオン、満足度、病院で請求された金額、複数科受診の状況、

医療機関に対する丌満感、世帯の収入 等 

  入院患者票 

      病院を選んだ理由、心身の状態、説明の理解度、医師から受けた説明に対する行動、セカン

ドオピニオン、入院中の他医療機関の受診状況、今後の治療・療養の希望、退院の許可が出

た場合の自宅療養の見通し、同居の有無、満足度、医療機関に対する丌満感 等 

 

 

５ 調査の方法 

   患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに調査員が行った。 

   記入は、原則として患者本人の記入方式としたが、記入できない場合については、家族の方な

どが補助して記入した。 

   調査票は、患者が回収用封筒に密封し、回収箱等により医療施設の調査員が回収した。なお、

郵送による提出も可とした。 

 

 

６ 調査の系統 

厚生労働省 都道府県 保健所 調査員 患者

保健所を設置

する市・特別区

（一部郵送回収）
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７ 集計及び結果の公表 

  集計は厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。 

   この概況は、受療行動調査の基本集計の結果をとりまとめたものである。 

平成 23年受療行動調査の概況 

数  値：概数 

（病院報告（平成 23年 10月分概数）の外来患者延数

と在院患者数を用いて全国推計を行ったもの） 

 

 

掲載内容：基本集計 

（受療行動調査の調査項目のみで集計したもの） 

 

 平成 23年受療行動調査（確定数）の概況 

数  値：確定数 

（平成 23 年医療施設静態調査の外来患者延数と在院

患者数及び平成 23年患者調査の外来患者、入院患者

の年齢構成を用いて全国推計を行ったもの） 

 

掲載内容：基本集計 

（受療行動調査の調査項目のみで集計したもの） 

掲載内容：関連集計 

（平成 23年医療施設静態調査及び平成 23年患者調査

とデータ・リンケージを行った上で必要項目を集計

したもの） 

 

   なお、病院の表章区分は以下のとおりとした。 

  ・特定機能病院………………医療法第４条の２に規定する特定機能病院として厚生労働大臣の 

承認を得ている病院 

  ・大病院………………………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、 

病床規模が 500床以上の病院 

  ・中病院………………………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、 

病床規模が 100床～499床の病院 

  ・小病院………………………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、 

病床規模が 20床～99床の病院 

  ・療養病床を有する病院……医療法第７条第２項第４号に規定する病院の病床であって、主として長

期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床を有する病院 

 

概況に用いた有効回答数の状況及び調査実施施設数は次のとおりであった。 

◆調査票配布数、回収数、有効回答数

◆病院の種類別調査実施施設数、有効回答数

485

35

69

143

120

118

 総　　　  数

　　外　　   　来

　　入　　   　院

調査票配布数

(A)

192,885

126,939

65,946

有効回答数

150,620

98,988

51,632

回収数

(B)

152,455

99,886

52,569

回収率（％）

(B)/(A)

79.0

78.7

79.7

入院
150,620 51,632 総　　　  数

特 定 機 能 病 院

98,988

25,178

7,630

施設数 有効回答数 外来

大 病 院

中 病 院

小 病 院

療 養 病 床 を 有 す る 病 院

39,247

46,803

40,338

12,225

12,007 4,377

14,069

29,422 17,381

27,001 13,337

9,757 2,468

 

 

８ 利用上の注意 

（１）推計値、比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の１に達しない場合は「0.0」で

表している。 

（２）概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。 

（３）今回の調査では、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については調

査を実施していないため、集計した数値は岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。 

   なお、前回（平成 20年）調査の岩手県、宮城県及び福島県を除外した数値は、31 ページ

の参考表のとおりである。 
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（平成２３年１０月）

　この調査は、今後の医療のあり方を検討するために行うもので、今日来院された患者さん全員に、ご記入をお
願いしています。お子さんの場合や、病状により記入が困難な方は、ご家族の方などと協力してご記入をお願い
します。ご記入にあたっては、あてはまる番号に○をつけてください。
　ご記入後は、一緒にお渡しした封筒に調査票のみを入れて密封の上、病院に設置された回収箱、または切手を
貼らずに郵便ポストへ投函してください。

保健所符号 施設番号

平成２３年　受療行動調査
外　来　患　者　票

統計法に基づく

一 般 統 計 調 査

厚　生　労　働　省

 Ｈ－

　調査票の入った封筒は厚生労働省にて開封され、内容については厳密に守秘され、統計目的以外に用いること
はありませんので、率直なご意見をお聞かせください。

■調査票の記入者はどなたですか。 ■今日の受診は予約をしてきましたか。

１ 患者さんご本人 ２ ご家族の方など １ 予約をした

月 日生
２ 女 ２ 大正 ４ 平成

２ 予約をしていない

■患者さんご本人の性別を選んで、生年月日を記入してください。

１ 男 １ 明治 ３ 昭和
年

２ 家族・友人・知人からのすすめ 12 専門性が高い医療を提供している
３ 自宅や職場・学校に近い 13 様々な症状に対応できる医療を提供している

問1 この病院を選んだ理由は何ですか。（○はいくつでも）

１ 医師による紹介 11 技術のすぐれた医師がいる

６ 以前に受診した医療機関に満足できなかった 16 受診にかかる経済的負担が少ない
７ 大きな病院で安心そう 17 連携している医療機関・福祉施設が充実

４ 交通機関の便がよい 14 受けたい検査や治療をおこなっている
５ 以前に来たことがある 15 生存率、合併症発生率などの治療成績が良い

10 医師や看護師が親切

１ ２ ３病院を選んだ理由（○をつけたもの）の中で、重視した順に、
３つまで番号を記入してください。

８ 診療日、診療時間の都合がよい 18 その他
９ 待ち時間が短い 19 特に理由はない

２ 病院が発信するインターネットの情報 ７ 病院・行政機関以外が発信するインターネットの情報
３ 病院の看板やパンフレットなどの広告 ８ 新聞・雑誌・本の記事やテレビ・ラジオの番組

問2 この病院を選ぶにあたり、どこから情報を入手しましたか。（○はいくつでも）

１ 医療機関の相談窓口 ６ 行政機関が発行する広報誌やパンフレット

（医療機能情報提供制度など）
（注） 行政機関とは、都道府県・市区町村・保健所などのことです。

４ 行政機関の相談窓口 ９ その他
５ 行政機関が発信するインターネットの情報 10 特に情報は入手していない

秘 

裏面（次のページ）にも記入してください 

Ｓ
Ａ
Ｍ

Ｐ
ＬＥ
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問3 今日の診察までの待ち時間（予約をした場合は、予約時刻から）はどれくらいでしたか。
（○はひとつだけ）

３ 30分～1時間未満 ７ 3時間以上
４ 1時間～1時間30分未満 ８ 医師に診てもらっていない

１ 15分未満 ５ 1時間30分～2時間未満
２ 15分～30分未満 ６ 2時間～3時間未満

２ 3分～10分未満 ４ 20分～30分未満 ６ 医師に診てもらっていない

問4 今日の診察時間（診察室で医師に診てもらった時間）はどれくらいでしたか。（○はひとつだけ）

１ 3分未満 ３ 10分～20分未満 ５ 30分以上

補問7-1 最初はどこで受診しましたか。 補問7-2 自覚症状はなかったが、受診した理由はなん
（○はひとつだけ） ですか。（○はいくつでも）

問7 今日受診した病気や症状を初めて医師に診てもらった時、自覚症状はありましたか。(○はひとつだけ)

１ あった ２ なかった ３ 覚えていない

３ 診療所・クリニック・医院 ４ その他

補問7-3 症状を自覚したときから、受診までにどのくらいの期間がありましたか。（○はひとつだけ）

１ 今日来院した病院 １ 健康診断（人間ドック含む）で指摘された
２ 他の医療機関等で受診を勧められた２ 他の病院
３ 病気ではないかと不安に思った

問8（次のページ）へお進みください。

【「４～６」のいずれかを回答した方にお聞きします。】
補問7-4 受診までに時間がかかった理由はなんですか。（○はいくつでも）

１ まず様子をみようと思った ５ 経済的に負担に感じた

７ 覚えていない
２ 1～3日 ４ 1週間～1ヶ月未満 ６ 3ヶ月以上
１ 24時間未満 ３ 4～6日 ５ 1ヶ月～3ヶ月未満

４ 医療機関に行くのが怖かった ８ その他

２ 医療機関に行く時間の都合がつかなかった ６ 医療機関の都合（予約が取れないなど）
３ 医療機関に行くのが面倒だった ７ 医療機関が近くになかった

４

気持ちがつらい １ ２ ３ ４

問5 現在の心身の状態についてお聞かせください。（それぞれ○はひとつだけ）

そう ややそう どちらとも あまりそう そう内　　　　容
思う 思う いえない 思わない 思わない

５

５
痛みがある

３ ４ ５

歩くのが大変だ １ ２ ３ ４ ５

からだの苦痛がある １ ２ ３

問6 ふだんの自分の健康をどのように思いますか。（○はひとつだけ）

１ よい ２ まあよい ３ ふつう ４ あまりよくない ５ よくない

１ ２ ３ ４ ５

身の回りのことをするのに介助が必要だ １ ２

次のページにも記入してください 

Ｓ
Ａ
Ｍ

Ｐ
ＬＥ
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３ セカンドオピニオンを知らない

補問9-1 セカンドオピニオンを受けたことはありますか。（○はひとつだけ）

問9 今日受診した病気や症状について、他の医師の意見（セカンドオピニオン）は必要だと思いますか。
（○はひとつだけ）

１ 思う ２ 思わない

２ だいたいわかった ５ 説明を受けていない
３ あまりわからなかった 問9へお進みください

問8 今日診察を受けた病気や症状に対する診断や治療方針について、今日までに、この病院で医師から受
けた説明は、よくわかりましたか。（○はひとつだけ）

１ よくわかった ４ まったくわからなかった

２ 質問しにくい雰囲気だったので、十分には伝えられなかった
３ 的外れな疑問や意見のような気がして、十分には伝えられなかった
４ その他の理由で、十分には伝えられなかった

【この病院で医師から説明を受けた方にお聞きします。（問8で「１～４」のいずれかを回答した方）】
補問8-1 医師から受けた診断や治療方針の説明に対して、あなたの疑問や意見を医師に十分に伝えられ

ましたか。（○はひとつだけ）

１ 十分に伝えられた

５ 疑問や意見は特になかった

問10 この病院における受診についての感想をお聞かせください。（それぞれ○はひとつだけ）

非常に やや やや 非常に
内　　　　容 満足 満足 ふつう 不満 不満 その他

している している である である
６

診察時間に満足していますか １ ２ ３ ４ ５ ６
診察までの待ち時間に満足していますか １ ２ ３ ４ ５

６
医師との対話に満足していますか １ ２ ３ ４ ５ ６
医師による診療・治療内容に満足していますか １ ２ ３ ４ ５

６
痛みなどのからだの症状をやわらげる対応に満足し １ ２ ３ ４ ５ ６ていますか

医師以外の病院スタッフの対応に満足していますか １ ２ ３ ４ ５

６
診察時のプライバシー保護の対応に満足していますか １ ２ ３ ４ ５ ６
精神的なケアに満足していますか １ ２ ３ ４ ５

６全体としてこの病院に満足していますか １ ２ ３ ４ ５

２ 良くなかった

１ 受けたことがある
２ 受ける予定がある

３ どちらともいえない

補問9-2 受けて良かったと思いますか。（○はひとつだけ）

２ 主治医に受けたいと言いづらい ５ 手続きが面倒そう
３ どうすれば受けられるのかわからない ６ 費用がかかる

１ 受けた方がいいのか判断できない ４ 受けられる医療機関が近くにない ７ その他

３ 受けたことがない

補問9-3 セカンドオピニオンを必要だと思うが、受けなかった理由はなんですか。（○はいくつでも）

良かった１

裏面（次のページ）にも記入してください 

Ｓ
Ａ
Ｍ

Ｐ
ＬＥ
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問11 今日、病院で請求された金額は負担に感じますか。（○はひとつだけ）

１ 負担に感じない ２ あまり負担に感じない ３ ふつう ４

5千円～1万円未満
２ 1円～1千円未満 ４ 3千円～5千円未満 ６ 1万円以上

やや負担に感じる ５ 負担に感じる

問12 今日、病院で請求された金額はどのくらいでしたか。（○はひとつだけ）

１ 0円 ３ 1千円～3千円未満 ５

問14 今日の受診にかかわらず、これまでのおよそ３年間にかかったことのある医療機関で、不満を感じた

１ ある ２ ない

問13 今日はこの病院の診療科をいくつ受診しましたか。（○はひとつだけ）

１ １つ ２ ２つ ３ ３つ ４ ４つ以上

ことはありますか。

なかったなかった でもない
主治医（担当していた医師） １ ２ ３ ４

補問14-1 不満を感じて、誰（どこ）かに相談をしたことはありますか。相談をした場合には、不満を
相談した相手ごとにその結果をお聞かせください。（それぞれ○はひとつだけ）

相談相手
相談をした結果 相談を

したことは役立た どちら役立った

別の医師（セカンドオピニオンなど） １ ２ ３ ４

医師以外の病院スタッフ（相談窓口を含む） １ ２ ３ ４

家族・友人・知人 １ ２ ３ ４

行政機関（都道府県・市区町村・保健所など） １ ２ ３ ４

補問14-2 どのような不満について相談をしましたか。（○はいくつでも）

１ 診療・治療内容に関すること ５ カルテの開示

第三者機関、団体（医師会を含む） １ ２ ３ ４

その他 １ ２ ３ ４

800万円以上
２ 200～400万円未満 ４ 600～800万円未満 ６ わからない

生計を共にしている人数（患者さんご本人を含む）
人

補問15-1 昨年一年間（平成22年1月1日～平成22年12月31日）の世帯の収入は、おおよそどのくらい
ですか。（○はひとつだけ）

１ 200万円未満 ３ 400～600万円未満 ５

調査にご協力いただきありがとうございました。
回収用封筒に入れて密封の上、病院に設置された回収箱へ。
または、切手を貼らずに郵便ポストへ投函してください。

４ 医師以外の病院スタッフの対応

問15 患者さんご本人と生計を共にしている方は、患者さんご本人を含めて何人かを記入してください。

２ 薬に関すること ６ 費用に関すること
３ 医師の対応 ７ その他

【「主治医（担当していた医師）」に相談した方にお聞きします。】

Ｓ
Ａ
Ｍ

Ｐ
ＬＥ



-　1 / 4　-

統計法に基づく

一 般 統 計 調 査

３ 病院の看板やパンフレットなどの広告 ８ 新聞・雑誌・本の記事やテレビ・ラジオの番組
４ 行政機関の相談窓口 ９ その他
５ 行政機関が発信するインターネットの情報 10 特に情報は入手していない

問1 この病院を選んだ理由は何ですか。（○はいくつでも）

１ 医師による紹介 10 技術のすぐれた医師がいる
２ 家族・友人・知人からのすすめ 11 専門性が高い医療を提供している

２ 女 ２ 大正 ４ 平成

■患者さんご本人の性別を選んで、生年月日を記入してください。

１ 男 １ 明治 ３ 昭和
年 月 日生

１ 患者さんご本人 ２ ご家族の方など

（平成２３年１０月）

　この調査は、今後の医療のあり方を検討するために行うもので、入院されている患者さん全員に、ご記入をお
願いしています。お子さんの場合や、病状により記入が困難な方は、ご家族の方などと協力してご記入をお願い
します。ご記入にあたっては、あてはまる番号に○をつけてください。
　ご記入後は、一緒にお渡しした封筒に調査票のみを入れて密封の上、調査員にお渡しいただくか、切手を貼ら
ずに郵便ポストへ投函してください。

保健所符号 施設番号

平成２３年　受療行動調査
入　院　患　者　票

　調査票の入った封筒は厚生労働省にて開封され、内容については厳密に守秘され、統計目的以外に用いること
はありませんので、率直なご意見をお聞かせください。

■調査票の記入者はどなたですか。

 Ｈ－

厚　生　労　働　省

３ 自宅や職場・学校に近い 12 様々な症状に対応できる医療を提供している
４ 交通機関の便がよい 13 受けたい検査や治療をおこなっている
５ 以前に来たことがある 14 生存率、合併症発生率などの治療成績が良い
６ 以前に受診した医療機関に満足できなかった 15 入院にかかる経済的負担が少ない
７ 大きな病院で安心そう 16 連携している医療機関・福祉施設が充実
８ 病室などがきれいな病院だから 17 その他
９ 医師や看護師が親切 18 特に理由はない

１ ２ ３病院を選んだ理由（○をつけたもの）の中で、重視した順に、
３つまで番号を記入してください。

問2 この病院を選ぶにあたり、どこから情報を入手しましたか。（○はいくつでも）

１ 医療機関の相談窓口 ６ 行政機関が発行する広報誌やパンフレット
２ 病院が発信するインターネットの情報 ７ 病院・行政機関以外が発信するインターネットの情報

（医療機能情報提供制度など）
（注） 行政機関とは、都道府県・市区町村・保健所などのことです。

秘 

裏面（次のページ）にも記入してください 
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５ 疑問や意見は特になかった

補問6-1 セカンドオピニオンを受けたことはありますか。（○はひとつだけ）

１ 受けたことがある
補問6-2 受けて良かったと思いますか。（○はひとつだけ）２ 受ける予定がある

４ まったくわからなかった

２ 質問しにくい雰囲気だったので、十分には伝えられなかった

３ 的外れな疑問や意見のような気がして、十分には伝えられなかった

４ その他の理由で、十分には伝えられなかった

【この病院で医師から説明を受けた方にお聞きします。（問5で「１～４」のいずれかを回答した方）】

補問5-1 医師から受けた診断や治療方針の説明に対して、あなたの疑問や意見を医師に十分に伝えられ
ましたか。（○はひとつだけ）

１ 十分に伝えられた

問6 入院の原因となった病気や症状について、他の医師の意見（セカンドオピニオン）は必要だと思いま
すか。（○はひとつだけ）

１ 思う ２ 思わない ３ セカンドオピニオンを知らない

２ だいたいわかった ５ 説明を受けていない

３ あまりわからなかった 問6へお進みください

問5 入院の原因となった病気や症状に対する診断や治療方針について、今日までに、この病院で医師から
受けた説明は、よくわかりましたか。（○はひとつだけ）

１ よくわかった

２ 主治医に受けたいと言いづらい ５
３ どうすれば受けられるのかわからない ６

どちらともいえない

補問6-3 セカンドオピニオンを必要だと思うが、受けなかった理由はなんですか。（○はいくつでも）

１ 受けた方がいいのか判断できない ４ 受けられる医療機関が近くにない ７ その他

３ 受けたことがない １ 良かった ２ 良くなかった ３

手続きが面倒そう
費用がかかる

問3 現在の心身の状態についてお聞かせください。（それぞれ○はひとつだけ）

そう ややそう どちらとも あまりそう そう内　　　　容
思う 思う いえない 思わない 思わない

からだの苦痛がある １ ２ ３ ４ ５
痛みがある １ ２ ３ ４ ５

気持ちがつらい １ ２ ３ ４ ５
歩くのが大変だ １ ２ ３ ４ ５
身の回りのことをするのに介助が必要だ １ ２ ３ ４ ５

問4 ふだんの自分の健康をどのように思いますか。（○はひとつだけ）

１ よい ２ まあよい ３ ふつう ４ あまりよくない ５ よくない

次のページにも記入してください 
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８ 孫 10

補問10-1 同居している方は、患者さんご本人とはどのような関係ですか。（○はいくつでも）

１ 夫又は妻 ３ 息子 ５ 息子の妻 ７ 兄弟姉妹 ９ その他の親族
その他２ 父母 ４ 娘 ６ 娘の夫

問10 患者さんご本人と同居している方はいますか。

１ いる ２ いない 問11（次のページ）へお進みください

４ 医師、看護師などの定期的な訪問 ９ その他
５ 緊急時の病院や診療所への連絡体制 10 どの条件が整えばいいのかわからない

２ 入浴や食事などの介護が受けられるサービス ７ 療養のための改築（手すりの設置など）
３ 通院手段の確保 ８ 療養に必要な用具（車いす、ベッドなど）

補問9-1 どの条件が整えば、自宅で療養できますか。（○はいくつでも）

１ 家族の協力 ６ 療養のための指導（服薬・リハビリ指導など）

問9 今後、退院を許可された場合に、自宅で療養できますか。（○はひとつだけ）

１ 自宅で療養できる ２ 自宅で療養できない ３ 療養の必要がない ４ わからない

問8 今後の治療・療養はどうしたいと思いますか。（○はひとつだけ）

１ 完治するまでこの病院に入院していたい

５ 自宅で医師や看護師などの定期的な訪問を受けて、治療・療養したい
６ 自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい
７ その他

２ より高度な医療を受けられる病院に転院したい
３ 他の病院や診療所に転院したい
４ 介護を受けられる施設などで治療・療養したい

問7 入院中に他の医療機関を受診することがありますか。

１ ある ２ ない 問8へお進みください

２ 1週間に2回 ４ 2週間に1回 ６ 3ヶ月に１回

補問7-1 どのくらいの頻度で受診しますか。（○はひとつだけ）

１ 1週間に3回以上 ３ 1週間に1回 ５ 1ヶ月に１回 ７ 不定期

裏面（次のページ）にも記入してください 
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【「主治医（担当していた医師）」に相談した方にお聞きします。】
補問12-2 どのような不満について相談をしましたか。（○はいくつでも）

１ 診療・治療内容に関すること ５ カルテの開示

第三者機関、団体（医師会を含む） １ ２ ３ ４

その他 １ ２ ３ ４

家族・友人・知人 １ ２ ３ ４

または、切手を貼らずに郵便ポストへ投函してください。

４ 医師以外の病院スタッフの対応

調査にご協力いただきありがとうございました。

回収用封筒に入れて密封の上、調査員にお渡しください。

２ 薬に関すること ６ 費用に関すること
３ 医師の対応 ７ その他

行政機関（都道府県・市区町村・保健所など） １ ２ ３ ４

別の医師（セカンドオピニオンなど） １ ２ ３ ４

医師以外の病院スタッフ（相談窓口を含む） １ ２ ３ ４

なかったなかった でもない
主治医（担当していた医師） １ ２ ３ ４

補問12-1 不満を感じて、誰（どこ）かに相談をしたことはありますか。相談をした場合には、不満を

相談相手
相談をした結果 相談を

したことは役立た どちら役立った

相談した相手ごとにその結果をお聞かせください。（それぞれ○はひとつだけ）

６

問12 今回の入院にかかわらず、これまでのおよそ３年間にかかったことのある医療機関で、不満を感じた

１ ある ２ ない

全体としてこの病院に満足していますか １ ２ ３ ４ ５

ことはありますか。

６

食事の内容に満足していますか １ ２ ３ ４ ５ ６

病室・浴室・トイレなどに満足していますか １ ２ ３ ４ ５

６

病室でのプライバシー保護の対応に満足していますか １ ２ ３ ４ ５ ６

精神的なケアに満足していますか １ ２ ３ ４ ５

６

痛みなどのからだの症状をやわらげる対応に満足し １ ２ ３ ４ ５ ６ていますか

医師以外の病院スタッフの対応に満足していますか １ ２ ３ ４ ５

６

医師との対話に満足していますか １ ２ ３ ４ ５ ６

医師による診療・治療内容に満足していますか １ ２ ３ ４ ５

問11 この病院における入院についての感想をお聞かせください。（それぞれ○はひとつだけ）

非常に やや やや 非常に
内　　　　容 満足 満足 ふつう 不満 不満 その他

している している である である

Ｓ
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Ｍ
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食肉検査等情報還元調査要綱

１．調査の目的

本調査は、と畜場等における食用に供するために行う獣畜の処理事業、食鳥処理

の事業の実態を把握し、都道府県等を通して、データを家畜生産段階に還元するこ

とにより、食肉の安全性を確保するとともに、都道府県等の衛生行政の推進に当た

って、全国的な状況等を随時利用できる体制を構築し、円滑な行政推進を図るため

の基礎資料を得るものである。

２．調査報告者の範囲

都道府県、保健所を設置する市及び特別区（ただし、報告を求める事項のうち、

と畜場、と畜場外とさつ頭数、と畜場内とさつ頭数、処分別実頭数及び疾病別頭数

については、都道府県及び保健所を設置する市のみ報告を行う。）

３．調査報告の方法

各都道府県等は、食中毒調査支援システム（NESFD）を利用し、食肉検査等情報

処理還元システムに予め用意された報告表に基づいて報告することとする。

なお、システムの操作説明書については、食肉検査等情報処理還元システムから

ダウンロードすること。

４．調査の項目

別紙報告表（調査業務名）一覧のとおり。

５．報告の周期及び期限

報告はすべて年度報とし、調査対象年度の翌年度の４月末日を報告期限とする。

６．集計及び調査結果の公表

集計及び結果の公表は、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課が行い、調

査結果は、調査対象年度の翌年６月を目処に公表することとする。

別添



別紙

報告表一覧

項番 報告表

１ 第１ と畜場

２ 第２ と畜場外とさつ頭数

３ 第３の１ と畜場内とさつ頭数

４ 第３の２ 処分別実頭数

５ 第３の３ 疾病別頭数

６ 第４ 食鳥処理場

７ 第５ 食鳥処理衛生管理者

８ 第６ 届出食肉販売業者

９ 第７の１ 食鳥検査羽数

１０ 第７の２ 処分実羽数

１１ 第７の３ 疾病別羽数

１２ 第８ 化製場及び魚介類鳥類等製造貯蔵施設

１３ 第９ 死亡獣畜取扱場

１４ 第10 畜舎及び家きん舎

１５ 第11 化製場等



第１　と畜場

機関

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

一
般

簡
易

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計

使用制限件数

国
・
都

道
府
県

市
町
村

会
社

組
合
・

そ
の
他

計

許可取消件数

国
・
都

道
府
県

市
町
村

会
社

組
合
・

そ
の
他

計

廃止件数

国
・
都

道
府
県

市
町
村

会
社

組
合
・

そ
の
他

計

許可件数

国
・
都

道
府
県

市
町
村

会
社

組
合
・

そ
の
他

市
町
村

会
社

組
合
・

そ
の
他

計

施設数（年度末現在）

国
・
都

道
府
県

統計法に基づく一般統計調査

年分平成

都道府県



第２　と畜場外と殺頭数 平成 年　第 四半期分

都道府県 機関

牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊

0 0 0 0 0 0

不慮の災害で救うことのできない状態 難産

切迫と殺

 統計法に基づく一般統計調査

総計

不慮の災害による負傷

自家用と殺

２号によるもの産褥麻痺 急性鼓脹症 １号によるもの

政令第３条によると殺



統計法に基づく一般統計調査

第３の１表　と畜場 平成 年

牛 とく 馬 豚 めん羊

都道府県 機関

月分

山羊



第３の２ 処分別実頭数 平成 年 月分

都道府県 機関

禁止 全部廃棄 一部廃棄 禁止 全部廃棄 一部廃棄 禁止 全部廃棄 一部廃棄 禁止 全部廃棄 一部廃棄 禁止 一部廃棄 一部廃棄全部廃棄

山羊

全部廃棄禁止

統計法に基づく一般統計調査

豚 めん羊牛 とく 馬



第３の３　疾病別頭数

平成 年 月分

都道府県 機関

炭疽 豚丹毒
サルモネ

ラ病
結核病

ブルセラ
病

破傷風 放線菌病 その他 豚コレラ その他
トキソプラ
ズマ病

その他 のう虫病 ジストマ病 その他 膿毒症 敗血症 尿毒症 黄疸 水腫 膿瘍 中毒諸症

炎症又は
炎症産物
による汚

染

変性又は
萎縮

その他

禁止
0

全部廃棄
0

一部廃棄
0

禁止
0

全部廃棄
0

一部廃棄
0

禁止
0

全部廃棄
0

一部廃棄
0

禁止
0

全部廃棄
0

一部廃棄
0

禁止
0

全部廃棄
0

一部廃棄
0

禁止
0

全部廃棄
0

一部廃棄
0

めん羊

山羊

牛

とく

馬

豚

統計法に基づく一般統計調査

疾病別頭数

細菌病 ｳｨﾙｽ･ﾘｹｯﾁｱ病 原虫病 寄生虫病 その他の疾病

総数



第４　食鳥処理場 平成 年分

都道府県 機関

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

事業許可取消命令

再開件数

統計法に基づく一般統計調査

施設数

その他

処分件数（年度中）

その他

施設数

無許可事業停止命令 整備改善命令（年度中） 禁止命令

施設数

（年度末現在）

許可件数

（年度中）

休廃止件数

（年度中）



第５　食鳥処理衛生管理者 平成 年分

都道府県 機関

計

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

計

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

計

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

計

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

計

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

計

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場を除
く）

食鳥処理
場（法第１
６条第１
項の規定
による認
定を受け
た食鳥処
理場）

指定講習会を修了したもの

獣医学 畜産学

大学・旧制大学又は旧制専門学校で下記の過程を修めて卒業し
た者

統計法に基づく一般統計調査

総計 獣医師 指定養成施設を修了したもの



統計法に基づく一般統計調査

第６　届出食肉販売業者 平成 年分

都道府県 機関

業者数
（年度末現在）

告発件数
（年度中）

届出数
（年度中）



統計法に基づく一般統計調査

第７　食鳥検査羽数 平成 年 月分

都道府県 機関

総計 ブロイラー 成鶏

0

七面鳥あひる



第７の２　処分実羽数 平成 年 月分

都道府県 機関

禁
止

全
部
廃
棄

一
部
廃
棄

禁
止

全
部
廃
棄

一
部
廃
棄

禁
止

全
部
廃
棄

一
部
廃
棄

禁
止

全
部
廃
棄

一
部
廃
棄

禁
止

全
部
廃
棄

一
部
廃
棄

0 0 0

統計法に基づく一般統計調査

七面鳥総計 ブロイラー 成鶏 あひる



第７の３　疾病別羽数

鶏痘
伝染性気
管支炎

伝染性喉
頭気管炎

ニューカッ
スル病

鶏白血病
封入体肝

炎
マレック病 その他 大腸菌症

伝染症コ
リーザ

サルモネラ
病

ブドウ球菌
症

その他 毒血病 膿毒症 敗血症 真菌症

原虫病（ト
キソプラズ
マ病を除

く）

寄生虫病

禁
止

全
部
禁
止

一
部
禁
止

禁
止

全
部
禁
止

一
部
禁
止

禁
止

全
部
禁
止

一
部
禁
止

禁
止

全
部
禁
止

一
部
禁
止

成
鶏

統計法に基づく一般統計調査

あ
ひ
る

七
面
鳥

ブ
ロ
イ
ラ
ー

ウィルス・クラミジア病 細菌病



平成 年 月分

都道府県 機関

変性
尿酸塩沈
着症

水腫 腹水症 出血 炎症 萎縮 腫瘍
臓器の異
常な形等

異常体温 黄疸 外傷 中毒諸症
削痩及び
発育不良

放血不良 湯漬過度 その他

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

総数

その他の疾病



第８　化製場及び魚介類鳥類等製造貯蔵施設 平成 年分

都道府県 機関

施設実数 皮革 油脂 にかわ 肥料 飼料

統計法に基づく一般統計調査

魚介類鳥類等製造貯蔵施設

製造施設

化製場

貯蔵施設その他



統計法に基づく一般統計調査

第９　死亡獣畜取扱場 平成 年分

都道府県 機関

総計 解体場

0

埋却場 焼却場



第１０　畜舎及び家きん舎 平成 年分

都道府県 機関

総計 牛 馬 豚 めん羊・山羊

0

統計法に基づく一般統計調査

その他犬 鶏・あひる



第１１　化製場等 平成 年分

都道府県 機関

化製場
魚介類鳥
類等製造
貯蔵施設

死亡獣畜
取扱場

畜舎及び
家きん舎

化製場
魚介類鳥
類等製造
貯蔵施設

死亡獣畜
取扱場

畜舎及び
家きん舎

化製場
魚介類鳥
類等製造
貯蔵施設

死亡獣畜
取扱場

畜舎及び
家きん舎

化製場
魚介類鳥
類等製造
貯蔵施設

死亡獣畜
取扱場

畜舎及び
家きん舎

化製場
魚介類鳥
類等製造
貯蔵施設

死亡獣畜
取扱場

畜舎及び
家きん舎

統計法に基づく一般統計調査

許可件数（年度中）

許可取消 使用制限・使用禁止

処分件数

設備改善命令

廃止件数（年度中）







 

地域保健・健康増進事業報告の概要について 

 
 
１ 報告の目的 
    地域保健・健康増進事業報告は、地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域 

の特性に応じた保健施策の展開等を、実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握
し、国及び地方公共団体の地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を
得ることを目的とする。 

 
 
２ 報告の対象 
    全国の保健所及び市区町村 
 
 
３ 報告の種類 
    年度報とする。 
 
 
４ 報告の主な事項 
  母子保健等のサービスの実施状況                                     
   保健所の連絡調整等の実施状況 
  職員の設置状況及び保健所職員の市町村への援助状況 
   健康増進事業の実施状況 
 
 
５ 報告の方法及び系統 
  (1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、所定の報告事項について定められ 
   た期限までに、厚生労働省大臣官房統計情報部長に報告する。 
   (2) 報告の経路は次のとおりである。 

 
厚生労働省    都道府県    保健所    市町村 

 
保健所を設置する市・特別区 

 
指定都市・中核市 

 
６ 報告の時期 
  国への提出期限 翌年６月末日 
 
 
７ 集計及び結果の公表 
  集計及び結果の公表は、厚生労働省大臣官房統計情報部が行い、調査結果は、地域

保健・健康増進事業報告として公表するとともに厚生労働省ホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/）及び政府統計の総合窓口（e-Stat）に掲載する。 

  



定　　期 定期外 悪性新生物 循環器疾患 そ　の　他

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺

受　　　診（01）

延　人　員　　　

妊　　婦 産　　婦 乳　　児
（療育を除く。）

幼　　児
（療育を除く。）

⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂

受　　　診（01）

延　人　員　　　

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

母　　　　　　　子

一　　般 その他 計
（再掲）

事業所から
の　受　託

結　　　核
精　　神 療　　育

生　活　習　慣　病

都道府県名         保健所名       

平成 22 年度分 

種別 １ 都道府県が設置する保健所 

保 健 所 符 号 表番号 

０１０００ 

１ 健康診断 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



実 人 員 （再掲） 延 人 員 実 人 員 （再掲） 延 人 員 実 人 員 （再掲） 延 人 員 実 人 員 （再掲） 延 人 員 実 人 員 （再掲） 延 人 員 延 人 員
健 診 の 健 診 の 健 診 の 健 診 の 健 診 の
事後指導 事後指導 事後指導 事後指導 事後指導

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃

個　別（01）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

そ　　　の　　　他
電話相談

妊　　　　　　　婦 産　　　　　　　婦 乳　　　　　　　児 幼　　　　　　　児

統計法に基づく

一般統計調査

種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０２３００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

２(3)　母子保健（保健指導） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁

（再掲）  （02）

医療機関等へ委託

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

妊　　　　婦 新　　生　　児 そ　 の 　他幼　　　　児産　　　　婦
（未熟児を除く。）

未　　熟　　児 乳　　　　児

実　 施　 数（01）

（新生児･未熟児を除く。）

統計法に基づく

一般統計調査

種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０２４００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

２(4)　母子保健（訪問指導） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

し 体 不 自 由 （01）

視 覚 障 害 （02）

聴覚・平衡機能障害 （03）

機 能 障 害 （04）

心 臓 機 能 障 害 （05）

腎 臓 機 能 障 害 （06）

そ の 他 （07）

計 （08）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

医 療 相 談 延 人 員 補 装 具 相 談 延 人 員

治療不能 治療不要 計
(2)～(4)

要 交 付 装着指導 不　　要

音声・言語・そしゃく

要 修 理 計
(6)～(9)

本年度初回

被　指　導

実　人　員
要治療

種別 １ 都道府県が設置する保健所 

保 健 所 符 号 表番号 

０２５００ 

２(５) 母子保健（療育指導－身体障害児） 

都道府県名         保健所名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



市町村 医療機関 その他 申請等 医　療 家　庭 福　祉 就　学 食事・ 歯　科 その他 計
の相談 看　護 制　度 栄　養

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂

人　員　　　　（01）

実人員 延人員 実人員 延人員 延 人 員

⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇

人　員　　　　（01）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

　相談、機能訓練、訪問指導 （再掲）　　　　　相　　　　　　　　　談

実人員

（再掲）
　新 規 者 の 受 付 経 路

（再掲）
医療受診
券所持者 実人員

（再掲） 機能訓練 （再掲） 訪問指導
電話相談

延　　　　　　　人　　　　　　　員

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０２６００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

２(6)　母子保健（療育指導－長期療養児－相談等） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



妊　産　婦 乳　幼　児 そ　の　他 計 実　人　員 延　人　員 （再掲）身体障害者（児）
　　　　知的障害者（児）
　　　　精神障害者

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑺

（01）

（再掲） （02）

医療機関等へ委託

（03）

（再掲） （04）

医療機関等へ委託

実　人　員 延　人　員

妊　産　婦 乳　幼　児 そ　の　他 計
⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒃

（05）

（06）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

健診・保健指導延人員（訪問によるものを除く。）

（再掲）身体障害者（児）
　　　　知的障害者（児）
　　　　精神障害者

⑹ ⑻

医療機関等へ委託

予　　　防　　　処　　　置

⒂

個
　
　
別

集
　
　
団

実 施 数

実 施 数

訪 問 に よ る 健 診 ・ 保 健 指 導 人 員

予防処置・治療延人員（訪問によるものを除く。） 訪 問 に よ る 予 防 処 置 ・ 治 療 人 員

実 施 数

（再掲）

⒄

治　　　療 （再掲）身体障害者（児）
　　　　知的障害者（児）
　　　　精神障害者

（再掲）身体障害者（児）
　　　　知的障害者（児）
　　　　精神障害者

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０３０００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

３　歯科保健 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



栄養指導 （再掲） （再掲） 運動指導 （再掲） 休養指導 禁煙指導 そ の 他 栄養指導 （再掲） 運動指導 （再掲）休養指導 禁煙指導 そ の 他
病 態 別 訪問による 病 態 別 病 態 別 病 態 別
栄養指導 栄養指導 運動指導 栄養指導 運動指導

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂

妊 産 婦 （01）

乳 幼 児 （02）

20 歳 未 満
(妊産婦・乳幼児を除く。)

（03）

20 歳 以 上
( 妊 産 婦 を 除 く 。 )

（04）

妊 産 婦 （05）

乳 幼 児 （06）

20 歳 未 満
(妊産婦・乳幼児を除く。)

（07）

20 歳 以 上
( 妊 産 婦 を 除 く 。 )

（08）

（再掲）
医療機関
等へ委託

個　　別　　指　　導　　延　　人　　員 集　　団　　指　　導　　延　　人　　員

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

実
　
　
　
施
　
　
　
数

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０４１００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

４(1)　健康増進（栄養・運動等指導） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



　 　１回100食以上又は 　 　１回300食以上又は

　 　１日250食以上 　 　１日750食以上

⑴ ⑵ ⑶ ⑷

栄養管理指導延施設数（01）

 喫食者への栄養・運動指導
　　　 　　（延人員）（02）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

特 定 給 食 施 設

その他の給食施設 計

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０４２００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

４(2)　健康増進（給食施設等指導） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

市　町　村 医 療 機 関 そ　の　他

(1) (2) (3) (4)

人　　員      （01）

保　　　 健 づ く り ひきこもり 自 殺 関 連 　 犯 罪 被 害

自殺者の遺族

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

人　　員      （02）

ひきこもり

(2) の 再 掲

(1) (2) (3)

人　　員      （03）

保　　　 健 づ く り ひきこもり 自 殺 関 連 　 犯 罪 被 害

自殺者の遺族

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

人　　員      （04）

保　　　 健 づ く り ひきこもり 自 殺 関 連 　 犯 罪 被 害

自殺者の遺族

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

電話による相談　 (05)

電子ﾒｰﾙによる相談(06)

(1) (2) (3)

開催回数      （07）

延 人 員      （08）

精神障害者
(家族 )に対
する教室等

うつ病に関
する教室等
(1)の再掲

地域住民と
精神障害者
との地域交
流会

普　及　啓　発

(9)　の　再掲

（再掲）　訪　　問　　指　　導

延　　　　　人　　　　　員

電　　話　　相　　談　　等　　延　　人　　員

社 会 復 帰

(9)　の　再掲

心 の 健 康
そ　の　他 計

計
心 の 健 康

そ　の　他

計

(8)　の　再掲

アルコール
老 人 精 神 心 の 健 康

そ　の　他

相談、デイ・ケア、訪問指導

実　人　員
（(1)の再掲）新規者の受付経路

（再掲）　相　　談

延　　　　人　　　　員

（再掲）デイ・ケア

実　人　員 延　人　員

実　人　員
思　春　期社 会 復 帰 薬　　　 物

実　人　員 老 人 精 神
アルコール 思　春　期薬　　　 物

老 人 精 神
社 会 復 帰 アルコール 思　春　期薬　　　 物

種別 １ 都道府県が設置する保健所 

保 健 所 符 号 表番号 

０５１００ 

５(1) 精神保健福祉（相談等） 

都道府県名         保健所名 

平成  22 年度分 

 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



患　　者　　会 家　　族　　会 断　　酒　　会 職　　親　　会 そ　　の　　他 計

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹

支　援　件　数　（01）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告 統計法に基づく

一般統計調査

種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０５２００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

５(2)　精神保健福祉（組織育成） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



実人員 実人員 申請等 食事・

の相談 栄　養

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄

人　員（01）

実人員 延人員 実人員 延人員

⒅ ⒆ ⒇ (21) (22)

人　員（01）

延　　　　　　人　　　　　　員

医療機関 歯　科

延人員

（再掲）機能訓練 （再掲）訪問指導

福祉制度 計就　労 就　学

（再掲）
特定疾患
医療受給
者証所持
者

　相談、機能訓練、訪問指導

（再掲）
特定疾患
登録者証
所持者

（再掲）　相　　　　　　　　談

その他

(23)

その他

（再掲）新規者の受付経路

家庭看護

(24)

患者・家族に対する学習会
電話相談
延 人 員

医　療市町村

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

開催回数

統計法に基づく

一般統計調査

種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０６０００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

６　難病 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



電　　　　話 来　　　　所 （再掲） 実　　人　　員 延　　人　　員 スクリーニング検査 確　 認 　検　 査

　医療社会事業員が

　関与した件数

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

相　　　談　　　件　　　数 訪　　問　　指　　導 ＨＩＶ抗体検査のための採血件数

陽　 性　 件　 数

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０７０００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

７　エイズ 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



精　神 難　病 成人・ 栄　養・ 歯　科 医事・ 食　品 環　境 その他 計

思春期・ 婚　前・ 両(母) 育　児 その他 計 老　人 健康増進 薬　事

結　核 エイズ 未婚女性 新婚学級 親学級 学　級 地区組 健康危
 学級 織活動 機管理

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ (21)

回　数（01）

延人員（02）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

（再　掲）

感染症

（再　掲）

母　　　　子

統計法に基づく

一般統計調査

種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

０８０００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

８　衛生教育 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



事 業 者 学 校 長 施 設 の 長 患 者 家 族 そ の 他

６ ヶ 月 未 満
６ ヶ 月 以 上
１ 歳 未 満

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼

被 注 射 者 数 （01）

被 判 定 者 数 （02）

陰 性 者 数 （03）

陽 性 者 数 （04）

（05）

（06）

（07）

（08）

（09）

結 核 患 者 （10）

潜 在 性 結 核 感 染 者 （11）

結 核 発 病 の お そ れ が
あ る と 診 断 さ れ た 者

（12）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

市 町 村 長 又 は 特 別 区 の 区 長

乳 児

定　　　期　　　外

計

そ の 他

Ｑ Ｆ Ｔ 検 査 者 数

被
発
見
者
数

反

　
応

　
検

　
査

ツ

ベ

ル

ク

リ

ン

Ｂ Ｃ Ｇ 接 種 者 数

間 接 撮 影 者 数

直 接 撮 影 者 数

か く た ん 検 査 者 数

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

１０１００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

10(1)　結核予防（健康診断及び予防接種の実施状況） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



電 話 来 所

（ 再 掲 ）
Ｄ Ｏ Ｔ Ｓ

（ 再 掲 ）
Ｄ Ｏ Ｔ Ｓ

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹

人　　　　　員

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

相 談

訪 問 指 導

実 人 員 延 人 員延 人 員 延 人 員

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

１０２００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

10(2)　結核予防（相談等） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



旅　館　等 興　行　場 公 衆 浴 場 理　容　所 美　容　所  クリーニング
 所

無店舗取次店

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺

調 査 ・ 監 視 指 導
延 施 設 数

 水 道 事 業
 (簡易水道事業
 を除く。)

簡 易 水 道
事　　　 業

水 道 用 水
供 給 事 業

専 用 水 道 簡 易 専 用
水 　　　道

そ の 他 の
水　　　 道

井　戸　等

⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁

調 査 ・ 監 視 指 導
延 施 設 数

化製場(準ずる
施設を含む。)

畜 舎 ・
家 き ん 舎

火　葬　場 墓　地　・
納　骨　堂

特定建築物 一般プール

⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ (21) (22)

調 査 ・ 監 視 指 導
延 施 設 数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

営　　業　　関　　係　　施　　設

計

飲　　料　　水　　施　　設

そ　　の　　他　　の　　施　　設

そ　の　他

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

１１０００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

11　生活衛生 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



住　民 市町村
市 町 村
以 外 の
行政機関

そ　の　他
(医療機関、
学校等)

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸

（01）

（02）

（03）

（04）

（05）

 微生物学的検査 （06）

 理化学的検査 （07）

 そ　の　他 （08）

 微生物学的検査 （09）

 理化学的検査 （10）

 そ　の　他 （11）

（12）

 HBs抗原、抗体検査 （13）

 梅毒血清検査 （14）

 そ　の　他 （15）

 生化学検査 （16）

 先天性代謝異常検査 （17）

 尿一般等 （18）

 神経芽細胞腫 （19）

 潜血反応 （20）

 寄生虫卵 （21）

 そ の 他 （22）

食
品
衛
生
関
係
検
査

 血液一般検査

臨
 
床
 
学
 
的
 
検
 
査

食
中
毒

検
　
査

血
清
等

糞
便
検
査

 そ　の　他

検
　
査

生
化
学

尿
検
査

検
　
査

食
品
等

　　　地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

依 頼 等 に よ る 試 験 検 査
依頼等に
よらない
もの

細
菌
学
的
検
査

 赤　　　痢

 コ　レ　ラ

 チ　フ　ス

 結　　　核

統計法に基づく

一般統計調査

種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

１２０００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

12　試験検査 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

住　民 市町村
市 町 村
以 外 の
行政機関

そ　の　他
(医療機関、
学校等)

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸

 心電図 （23）

 眼　底 （24）

 間接撮影 （25）

 直接撮影 （26）

 断層撮影 （27）

（28）

 細菌学的検査 （29）

 理化学的検査 （30）

 生物学的検査 （31）

 細菌学的検査 （32）

 理化学的検査 （33）

 細菌学的検査 （34）

 理化学的検査 （35）

（36）

（37）

（38）

（39）

（40）

（41）

（42）

（43） そ　　の　　他

環
境
・
公
害
関
係
検
査

 等排水、浄化槽放流水等）

 騒音・振動

 利用水等
 (プール
 水等を含
 む。)

水
　
質
　
検
　
査

飲 用 水

 そ　の　他

 土壌・底質検査

 廃棄物関係検査

 悪臭検査

 大気検査

 水質検査（公共用水域、工場

依頼等に
よらない
もの

臨
床
学
的
検
査

生理学的
検　　査

胸部Ｘ線
検　　査

 そ　の　他

依 頼 等 に よ る 試 験 検 査

水　　道
原　　水

SA
M
PL

E



（ 再 掲 ）
福 祉 関 係
機 関

基本的実施
方 針 に 関
す る 事 項

実施体制の
確 保 に 関
す る 事 項

サービス提
供の指針に
関する事項

事 業 評 価
に 関 す る
事 項

そ の 他 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 保健所運営協議会 （01）

 保健所保健事業連絡協議会 （02）

 母子保健推進協議会 （03）

 保健所保健福祉サービス調整推進会議 （04）

 地域保健医療協議会等 （05）

 地域・職域連携推進協議会 （06）

 健康危機管理関連会議等 （07）

 そ　の　他 （08）

 都道府県主催の会議への参加 （09）

 市町村主催の会議への参加 （10）

 その他関係機関・団体主催の会議への参加 （11）

 （再掲）介護保険関連の会議 （12）

※「参加機関・団体数⑵」は延件数である。

保
 
健
 
所
 
主
 
催

参
　
　
加

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

参 加 機 関
・ 団 体 数

※

開 催 回 数

議　　　事　　　内　　　容　　　 （延 件 数）

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

１３１００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

13(1)　連絡調整に関する会議 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



保 健 計 画 介 護 予 防 ・

の 策 定 ・ 母 子 保 健 健 康 増 進 生 活 支 援 歯 科 保 健 感 染 症

地 域 診 断 結 核 エ イ ズ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

実  施  回  数（01）

参 加 延 人 員（02）

精神保健 福祉 （再掲） 難 病 介 護 保 険 健康危機 管理 そ の 他 計

ヘルパー 養成

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

実  施  回  数（01）

参 加 延 人 員（02）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

（再掲）

統計法に基づく

一般統計調査

種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

１３２００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

13(2)　研修等（市町村の職員に対する研修・指導） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



結　　核 エ イ ズ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  

件　　　　数（01）

（再掲）

健康危機

管　　理

(13) (14) (15) (16) (17) (18)

件　　　　数（01）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

全　　　　　般

精神保健
福　　祉

対　　　　人　　　　保　　　　健

情　　報
システム地域診断

食品衛生

難　　病

環境衛生
医　　事
・ 薬 事

母子保健 健康増進 歯科保健

そ の 他

感 染 症

対　　物　　保　　健
計

（再　掲）
介護保険 そ の 他

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

１３３００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

13(3)　調査・研究 平成　22　年度分

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



常勤（実人員）
（年度末現在）

⑴

非常勤（延人員）
（年度活動分）

⑵

常勤（実人員）
（年度末現在）

⑴

非常勤（延人員）
（年度活動分）

⑵

（01） （15）

（02） （16）

（03） （17）

（04） （18）

（05） （19）

 市町村駐在 （06） （20）

 交　　流 （07） （21）

（08） （22）

 精神保健福祉士 （23）

（10）  精神保健福祉相談員 （24）

（11）  栄養指導員 （25）

（12）  食品衛生監視員 （26）

（13）  環境衛生監視員 （27）

（14）  医療監視員 （28）

計 助 産 師

（再掲）

 歯科衛生士

 診療放射線技師

 准看護師

 理学療法士

 作業療法士

 看 護 師 （09）

（再掲）
 （再掲）医療社会事業員

 診療エックス線技師

 保 健 師

 臨床検査技師

 管理栄養士

 栄 養 士

 そ の 他

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

職　　　　　種 職　　　　　種

 衛生検査技師

 医　　師

 歯科医師

 獣 医 師

 薬 剤 師

統計法に基づく

一般統計調査
種別 １ 都道府県が設置する保健所

表番号

１４１００
都道府県名　　　　　　　　　保健所名　

14(1)　職員設置状況 平成　22　年度分（年度末現在）

保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



母　　子
保　　健

健　　康
増　　進

介護予防
・

生活支援

歯　　科
保　　健

感 染 症
介　　護
保　　険

健 康 危
機 管 理

精 神 保
健 福 祉

そ の 他 計

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽

（01）

（02）

（03）

（04）

（05）

（06）

（07）

（08）

（09）

（10）

（11）

（ 再 掲 ） 医 療 社 会 事 業 員 （12）

（13）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

延　　　　人　　　　員　 （年度援助分）

医 師

歯 科 医 師

保 健 師

栄 養 士

そ の 他

計

助 産 師

看 護 師 (准看護師を含む。 )

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

歯 科 衛 生 士

管 理 栄 養 士

保 健 所 符 号 表番号 

１４２００ 

14(2) 市町村への援助状況 
都道府県名         保健所名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

種別 １ 都道府県が設置する保健所

SA
M
PL

E



結　　核 そ　の　他 計

肝 臓 が ん 前立腺がん

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼

（01）

 （再掲） （02）

 医療機関等へ委託

 受　診　延　人　員

悪性新生物 循環器疾患 そ　の　他

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

生　　活　　習　　慣　　病

（再 掲） （再掲）
骨粗しょう症

統計法に基づく

一般統計調査
種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

０１０００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

１　健康診断 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



２(1)　母子保健（妊娠の届出）

満 11 週 以 内 満 12 週 ～ 19 週 満 20 週 ～ 27 週 満 28 週 ～ 分 娩 ま で
（ 第 ３ 月 以 内 ） （第４月～第５月） （第６月～第７月） （第８月～分娩まで）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

妊 娠 の 届 出 を
し た 者 の 数

(01)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

不 詳分 娩 後

妊　　娠　　週　　（月）　　数

統計法に基づく

一般統計調査
種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

０２１００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



妊　　婦 産　　婦

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

（01）

異常なし 既医療 要観察 要医療 （再掲）要医療 要精密 異常なし 要観察 要医療 （再掲）要医療

 精神面 身体面 　 精神面 身体面

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

 実　　施　　数 （03）

 （再掲）
 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （05）

 （再掲）
 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （07）

 （再掲）
 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （09）

 （再掲）
 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （11）

 （再掲）
 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （13）

 （再掲）
 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （15）

 （再掲）
 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （17）

 （再掲）
 医療機関等へ委託

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

（04）

（08）

９～12
ヶ月 （10）

乳　　児

精密健康
診査受診
実人員

妊婦Ｂ型肝炎検査実人員

Ｂ型肝炎
検　　査

幼
児

その他
（18）

１歳
６ヶ月 （12）

４～６
歳 （16）

３歳
（14）

事　後　指　導

妊　　婦

精密健康
診査受診
実人員

一般健康診査 一般健康診査

受　　診
実 人 員

受　　診
延 人 員

受　　診
実 人 員

受　　診
延 人 員

乳
児

 　　実　　施　　数

 （再掲）

 医療機関等へ委託
（02）

１～２
ヶ月

３～５
ヶ月 （06）

６～８
ヶ月

一般健康診査

受診結果
受　　診
実 人 員

受診結果

精密健康診査

対象人員
受　　診
実 人 員

受　　診
延 人 員

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

都道府県名         市区町村名 

平成 22 年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

０２２００ 

２(2) 母子保健（健康診査） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員 実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員 実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員 実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員 実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃

個別（01）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

妊　　　　　　　婦 産　　　　　　　婦 乳　　　　　　　児 幼　　　　　　　児 そ　　　の　　　他

電話相談

延 人 員

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

０２３００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

２(3)　母子保健（保健指導） 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁

（01）

 （再掲） （02）

 （再掲） （03）

産　　　　婦 新　　生　　児

（未熟児を除く。）

乳　　　　児

（新生児･未熟児を除く。）

幼　　　　児

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

 実　 施　 数

妊　　　　婦 そ　　の　　他未　　熟　　児

 医療機関等へ委託

乳児家庭全戸訪問
事業を併せて実施

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

０２４００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

２(4)　母子保健（訪問指導） 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



（再掲）
歯周疾患

検診

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑽

（01）

（再掲）
医療機関等へ委託

（02）

（03）

（再掲）
医療機関等へ委託

（04）

妊 産 婦 乳 幼 児 そ の 他 計

⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒆

（05）

（06）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

実 人 員 延 人 員

個
　
　
別

集
　
　
団

 実　施　数

 実　施　数

⒇

健診・保健指導延人員（訪問によるものを除く。）

(再掲)身体障害者(児)
　　　知的障害者(児)
　　　精神障害者

(再掲)身体障害者(児)
　　　知的障害者(児)
　　　精神障害者

⑼ ⑾

実 人 員そ の 他

 実　施　数

治　療

予防処置・治療延人員（訪問によるものを除く。）

予　　　防　　　処　　　置

計

訪問による予防処置・治療人員

(再掲)身体障害者(児)
　　　知的障害者(児)
　　　精神障害者

(再掲)身体障害者(児)
　　　知的障害者(児)
　　　精神障害者

訪問による健診・保健指導人員

延 人 員

（再掲）
医療機関等へ委託

⒅

健診・保健指導実人員
(訪問によるものを除く。)

1歳6ヶ月児 ３ 歳 児 妊 産 婦 乳 幼 児

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

０３０００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

３　歯科保健 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



栄養指導 （再掲）
病 態 別
栄養指導

（再掲）
訪問による

栄養指導

運動指導 （再掲）
病 態 別
運動指導

休養指導 禁煙指導 そ の 他 栄養指導 （再掲）
病 態 別
栄養指導

運動指導 （再掲）
病 態 別
運動指導

休養指導 禁煙指導 そ の 他

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂

 妊　産　婦 （01）

 乳　幼　児 （02）

 20 歳 未 満
(妊産婦・乳幼児を除く。)

（03）

 20 歳 以 上
 (妊産婦を除く。)

（04）

 妊　産　婦 （05）

 乳　幼　児 （06）

 20 歳 未 満
(妊産婦・乳幼児を除く。)

（07）

 20 歳 以 上
 (妊産婦を除く。)

（08）

実
　
　
　
施
　
　
　
数

（再掲）
医療機関
等へ委託

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

個　　別　　指　　導　　延　　人　　員 集　　団　　指　　導　　延　　人　　員

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

０４１００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

４(1)　健康増進（栄養・運動等指導） 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

((1)の再掲)新規者の受付経路

医 療 機 関 そ　の　他  

(1) (2) (3)  

人　　員      （01）

保　　　 健 づ く り ひきこもり 自 殺 関 連 　 犯 罪 被 害

自殺者の遺族

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

人　　員      （02）

ひきこもり

(2) の 再 掲

(1) (2) (3)

人　　員      （03）

保　　　 健 づ く り ひきこもり 自 殺 関 連 　 犯 罪 被 害

自殺者の遺族

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

人　　員      （04）

保　　　 健 づ く り ひきこもり 自 殺 関 連 　 犯 罪 被 害

自殺者の遺族

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

電話による相談　 (05)

電子ﾒｰﾙによる相談(06)

(1) (2) (3)

開催回数      （07）

延 人 員      （08）

心 の 健 康
そ　の　他

延　　　　人　　　　員

計
実　人　員

そ　の　他 計

(9)　の　再掲

（再掲）　訪　　問　　指　　導

（再掲）デイ・ケア

実　人　員 延　人　員

実　人　員

延　　　　　人　　　　　員

実　人　員

社 会 復 帰
老 人 精 神

（再掲）　相　　談

相談、デイ・ケア、訪問指導

思　春　期薬　　　 物アルコール

老 人 精 神
社 会 復 帰 アルコール 薬　　　 物 思　春　期

心 の 健 康
(9)　の　再掲

(8)　の　再掲

電　　話　　相　　談　　等　　延　　人　　員

普　及　啓　発

薬　　　 物 思　春　期
心 の 健 康

そ　の　他

精神障害者
(家族 )に対
する教室等

地域住民と
精神障害者
との地域交
流会

うつ病に関
する教室等
(1)の再掲

計
老 人 精 神

社 会 復 帰 アルコール

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

都道府県名         市区町村名 

平成 22 年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

０５１００ 

５(1) 精神保健福祉（相談等） 

 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



申請等 医　療 家庭看護 福祉制度 就　労 就　学 食事･栄養 歯　科 その他 計

医療機関 その他 の相談

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁

人　員（01）

実 人 員 延 人 員 実 人 員

⒂ ⒃ ⒄ ⒆

人　員（01）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

 相談、機能訓練、訪問指導

 （再掲）
　　新規者の受付経路

（再掲）　　相　　談

延　　　人　　　員

⒅ (21)⒇

実人員 実人員

電話相談
延 人 員

患者・家族に対する学習会

開 催 回 数 延 　人 　員延 人 員

（再掲）機能訓練 （再掲）訪問指導

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

０６０００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

６　難病 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



感染症 精　神 難　病 成人・ 栄　養・ 歯　科 医事・ 食　品 環　境 その他 計

思春期・ 婚　前・ 両(母) 育　児 その他 計 老　人 健康増進 薬　事

結　核 エイズ 未婚女性 新婚学級 親学級 学　級 地区組 健康危
学級 織活動 機管理

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ (21)

回　数（01）

延人員（02）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

（再　掲）

母　　　　子

（再　掲）

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

０８０００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

８　衛生教育 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



９　予防接種

第1期 第2期

第2期 男 女 男 女 初回接種 追加接種

追加接種 追加接種 第1回 第2回

第1回 (1) 第2回 (2) 第3回 (3) (4) 第1回 (5) 第2回 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(01)

(02)

接 (03)

(04)

(05)

種 (06)

(07)

(08)

者 (09)

(10)

(11)

数 (12)

(13)

(14)

(15)

(16)

麻しん・風しん(混合) 麻しん(単抗原)のみ 風しん(単抗原)のみ

第1期 第2期 第1期 第2期

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

第1期

男 女 男 女 男 女 男 女

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(25)

インフルエンザ 計

60歳以上 65歳以上

65歳未満

の者

(1) (2) (3)

(26)

(27)

急性灰白髄炎

初回接種

第3期

麻しん(単抗原)と風しん(単抗原)

第4期

      地　　域　　保　　健　　・　　健　　康　　増　　進　　事　　業　　報　　告

日本脳炎

第3期 第4期第1期

初回接種

第1回

計

接種者数

二   類   疾   病

麻しん又は風しん対象者数

一   類   疾   病

混合トキソイド使用（ＤＴ）

第　　1　　期

計

5　歳

6　歳

（再掲）個別

1　歳

（再掲）個別

（再掲）集団

対象者数

対象者数

（再掲）集団

接
種
者
数

13　歳

18　歳

1　歳

0　歳

5　歳

6　歳

12　歳

2　歳

9　歳

10　歳

7　歳

一   類   疾   病

一   類   疾   病

第2回

第4期

3　歳

4　歳

11　歳

第3期

沈降ジフテリア破傷風沈降精製百日せきジフテリア

破傷風混合ワクチン使用（ＤＰＴ）

第　　1　　期

第2期

第1期 第2期 第4期

第3期

第3期第2期

第4期

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

表番号

０９０００

市 区 町 村 符 号

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



住　民 市町村
市 町 村
以 外 の
行政機関

そ　の　他
(医療機関、
学校等)

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸

（01）

（02）

（03）

（04）

（05）

 微生物学的検査 （06）

 理化学的検査 （07）

 そ　の　他 （08）

 微生物学的検査 （09）

 理化学的検査 （10）

 そ　の　他 （11）

（12）

 HBs抗原、抗体検査 （13）

 梅毒血清検査 （14）

 そ　の　他 （15）

 生化学検査 （16）

 先天性代謝異常検査 （17）

 尿一般等 （18）

 神経芽細胞腫 （19）

 潜血反応 （20）

 寄生虫卵 （21）

 そ の 他 （22）

　　　　　　　地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

依 頼 等 に よ る 試 験 検 査
依頼等に
よらない
もの

細
菌
学
的
検
査

 赤　　　痢

 コ　レ　ラ

 チ　フ　ス

 結　　　核

 そ　の　他

検
　
査

生
化
学

尿
検
査

糞
便
検
査

食
中
毒

検
　
査

食
品
等

食
品
衛
生
関
係
検
査

 血液一般検査

検
　
査

血
清
等

臨
 
床
 
学
 
的
 
検
 
査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 統計法に基づく

一般統計調査

住　民 市町村
市 町 村
以 外 の
行政機関

そ　の　他
(医療機関、
学校等)

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸

 心電図 （23）

 眼　底 （24）

 間接撮影 （25）

 直接撮影 （26）

 断層撮影 （27）

（28）

 細菌学的検査 （29）

 理化学的検査 （30）

 生物学的検査 （31）

 細菌学的検査 （32）

 理化学的検査 （33）

 細菌学的検査 （34）

 理化学的検査 （35）

（36）

（37）

（38）

（39）

（40）

（41）

（42）

（43）

水　　道
原　　水

依 頼 等 に よ る 試 験 検 査
依頼等に
よらない
もの

臨
床
学
的
検
査

生理学的
検　　査

胸部Ｘ線
検　　査

 悪臭検査

 大気検査

 水質検査（公共用水域、工場

 そ　の　他

 そ　の　他

 そ　　の　　他

環
境
・
公
害
関
係
検
査

 等排水、浄化槽放流水等）

 騒音・振動

利用水等
(プール
水等を含
む。)

水
　
質
　
検
　
査

飲 用 水

 土壌・底質検査

 廃棄物関係検査

表番号

１２０００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

12　試験検査 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



（ 再 掲 ）
福 祉 関 係
機 関

基本的実施
方 針 に 関
す る 事 項

実施体制の
確 保 に 関
す る 事 項

サービス提
供の指針に
関する事項

事 業 評 価
に 関 す る
事 項

そ の 他 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 母子保健に関する会議 （01）

 健康増進に関する会議 （02）

 障害者福祉調整会議（精神等含む。） （03）

 そ　の　他 （04）

 都道府県主催の会議への参加 （05）

 保健所主催の会議への参加 （06）

 その他関係機関・団体主催の会議への参加 （07）

 （再掲）介護保険関連の会議 （08）

※「参加機関・団体数⑵」は延件数である。

市
町
村
主
催

参
　
　
加

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

参 加 機 関
・ 団 体 数

※

開 催 回 数

議　　　事　　　内　　　容　　　 （延 件 数）

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１３１００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

13(1)　連絡調整に関する会議 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



結　　核 エ イ ズ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

件　　　　数（01）

（再掲）

健康危機

管　　理

(13) (14) (15) (16) (17) (18)

件　　　　数（01）

医　　事
・ 薬 事

精神保健
福　　祉

（再　掲）
情　　報
システム 感 染 症 難　　病 介護保険

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

全　　　　　般 対　　　　人　　　　保　　　　健

地域診断 母子保健 健康増進

対　　物　　保　　健
計

そ の 他

食品衛生 環境衛生 そ の 他

歯科保健

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１３３００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

13(3)　調査・研究 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



常勤（実人員）
（年度末現在）

⑴

非常勤（延人員）
（年度活動分）

⑵

常勤（実人員）
（年度末現在）

⑴

非常勤（延人員）
（年度活動分）

⑵

（01） （15）

（02） （16）

（03） （17）

（04） （18）

（05） （19）

 派　　遣 （06） （20）

 交　　流 （07） （21）

 精神保健福祉士 （22）

（09）  精神保健福祉相談員 （23）

（10）  栄養指導員 （24）

（11）  食品衛生監視員 （25）

（12）  環境衛生監視員 （26）

（13）  医療監視員 （27）

（14） 診療放射線技師

（08）

（再掲）
計

 歯科衛生士

 そ の 他

 栄 養 士

 歯科医師

 獣 医 師

 助 産 師

 保 健 師

（再掲）

 看 護 師

 准看護師

 理学療法士

 作業療法士

 薬 剤 師

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

職　　　　　種 職　　　　　種

 医　　師

 臨床検査技師

 衛生検査技師

 管理栄養士

 診療エックス線技師

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１４１００
都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

14(1)　職員設置状況 平成　22　年度分（年度末現在）

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



　15(1)－01　健康増進事業等の対象者

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

40～44歳(01)

45～49歳(02)

50～54歳(03)

55～59歳(04)

60～64歳(05)

65～69歳(06)

70～74歳(07)

75歳以上(08)

   計   (09)

20～29歳(10)

30～39歳(11)

40～44歳(12)

45～49歳(13)

50～54歳(14)

55～59歳(15)

60～64歳(16)

65～69歳(17)

70～74歳(18)

75歳以上(19)

   計   (20)

　15(1)－02　健康手帳の交付状況

※本年度中の新規交付数を計上する。再交付及び更新は計上しない。

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

女

男

健 康 診 査 胃 が ん 肺 が ん 大 腸 が ん 子 宮 が ん 乳 が ん

都道府県名         市区町村名 

平成 22 年度分 

      男      ※(01)           

    （ 年  度 中 ） 

      女      ※(02)           

    （ 年  度 中 ） 

      計      ※(03)           

    （ 年  度 中 ） 

                      40 ～ 74 歳       75 歳 以 上          計             

                                           (1)                          (2)                       (3) 

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５１００ 

15(1) 健康増進（健康手帳の交付等） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(2)－01　個別健康教育の実施状況

市　町　村
実　　　施

⑴

医　療　機
関　委　託

⑵

市　町　村
実　　　施

⑶

医　療　機
関　委　託

⑷

市　町　村
実　　　施

⑸

医　療　機
関　委　託

⑹

市　町　村
実　　　施

⑺

医　療　機
関　委　託

⑻

高 血 圧 （01）

脂質異常症 （02）

糖 尿 病 （03）

喫 煙 （04）

計 （05）

　15(2)－02　集団健康教育の実施状況

個別健康教育を
終了した者

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

個別健康教育対象者(ア)

個別健康教育を
開始した者

個別健康教育を
終了した者

個別健康教育を
開始した者

個別健康教育対象者(イ)

統計法に基づく

一般統計調査

一 般 歯 周 疾 患 骨 粗 鬆 症 病 態 別 薬 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

開 催 回 数 （01）

参 加 延 人 員 （02）

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５２００

　15(2)　健康増進（健康教育） 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

SA
M
PL

E



　15(3)　健康増進（健康相談）

開 催 回 数 被 指 導 延 人 員

⑴ ⑵

高 血 圧 （01）

脂 質 異 常 症 （02）

糖 尿 病 （03）

歯 周 疾 患 （04）

骨 粗 鬆 症 （05）

女 性 の 健 康 （06）

病 態 別 （07）

（08）

（09）計

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

重
　
点
　
健
　
康
　
相
　
談

総 合 健 康 相 談

統計法に基づく

一般統計調査
種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５３００

平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

SA
M
PL

E



　15(4)－01　受診者及び保健指導区分等の状況

健康診査 訪　　問 介護家族 保健指導 服薬中のため 内臓脂肪 内臓脂肪

詳細な項目実施 訪　　問 非対象者 保健指導の対象 動機付け 積 極 的 症 候 群 症 候 群

　 (再掲) 健康診査 健康診査 　 から除外した者 支　　援 支　　援 予 備 群 該 当 者

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

個別(08)

集団(09)

個別(17)

集団(18)

　   計 　　 (07)

男

健診方式
（再掲）

 40 ～ 49 歳 (01)

 50 ～ 59 歳 (02)

 60 ～ 64 歳 (03)

 65 ～ 69 歳 (04)

 75 歳 以 上 (06)

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

保 健 指 導 区 分 別 実 人 員

 70 ～ 74 歳 (05)

保健指導対象者

受　診　者　数 （年度中） 内臓脂肪症候群

女  70 ～ 74 歳 (14)

 75 歳 以 上 (15)

　   計 　　 (16)

健診方式
（再掲）

 40 ～ 49 歳 (10)

 50 ～ 59 歳 (11)

 60 ～ 64 歳 (12)

 65 ～ 69 歳 (13)

15(4) 健康増進（健康増進法施行規則第４条の２に基づく健康診査） 

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５４００ 
都道府県名         市区町村名 

平成 22 年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

　15(4)－02　主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員

高血圧症個別健 高血圧症個別健 脂質異常症個別健 脂質異常症個別健 糖尿病個別健康 糖尿病個別健康

康教育対象者(ア) 康教育対象者(イ) 康教育対象者(ア) 康教育対象者(イ) 教育対象者(ア) 教育対象者(イ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

女

 70 ～ 74 歳 (12)

 75 歳 以 上 (13)

　   計 　　 (14)

 40 ～ 49 歳 (08)

 50 ～ 59 歳 (09)

 60 ～ 64 歳 (10)

 65 ～ 69 歳 (11)

　   計 　　 (07)

男

 40 ～ 49 歳 (01)

 50 ～ 59 歳 (02)

 60 ～ 64 歳 (03)

 65 ～ 69 歳 (04)

 75 歳 以 上 (06)

 70 ～ 74 歳 (05)

糖 尿 病
(再　掲）

血　　圧
(再　掲）

脂質異常
(再　掲）

貧　　血 肝 疾 患 腎 機 能 習慣的に 習慣的に

(疑いを含む｡) (疑いを含む｡) 障　　害 吸 っ て 吸っている

(疑いを含む｡) い な い  

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

 70 ～ 74 歳 (05)

女

 70 ～ 74 歳 (12)

 75 歳 以 上 (13)

　   計 　　 (14)

 40 ～ 49 歳 (08)

 50 ～ 59 歳 (09)

 60 ～ 64 歳 (10)

 65 ～ 69 歳 (11)

うちアル
コール性

(疑いを含む｡)
（再掲）

たばこ

　   計 　　 (07)

男

 40 ～ 49 歳 (01)

 50 ～ 59 歳 (02)

 60 ～ 64 歳 (03)

 65 ～ 69 歳 (04)

 75 歳 以 上 (06)

　15(4)－03　保健指導利用区分別延人員・利用実人員

年度中に 利　　用 年度中に 利　　用

全て終了 初回面接 実績評価 実 人 員 全て終了 初回面接 継続的支援 実績評価 実 人 員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 40 ～ 49 歳 (01)

 65 ～ 69 歳 (10)

 65 ～ 69 歳 (04)

　   計 　　 (06)

 50 ～ 59 歳 (02)

 60 ～ 64 歳 (09)
女

 70 ～ 74 歳 (11)

　   計 　　 (12)

 40 ～ 49 歳 (07)

 50 ～ 59 歳 (08)

利用区分別延人員

動機付け支援

年度を越えて保健指導を行う場合

積極的支援

年度を越えて保健指導を行う場合

 70 ～ 74 歳 (05)

男

利用区分別延人員

 60 ～ 64 歳 (03)

SA
M
PL

E



　15(5)　健康増進（歯周疾患検診・骨粗鬆症検診）

　15(5)－01　歯周疾患検診受診者の状況及び指導区分別状況

要　精　検　者 要　指　導　者 異 常 認 め ず

男
⑴ ⑶ ⑷ ⑸

40　　　　　歳 （01）

50　　　　　歳 （02）

60　　　　　歳 （03）

70　　　　　歳 （04）

計 （05）

　15(5)－02　骨粗鬆症検診受診者の状況及び指導区分別状況

受 診 者 数（女）
⑴

要　精　検　者
⑵

異 常 認 め ず
⑷

40　　　　　歳 （01）

45　　　　　歳 （02）

50　　　　　歳 （03）

55　　　　　歳 （04）

60　　　　　歳 （05）

65　　　　　歳 （06）

70　　　　　歳 （07）

計 （08）

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

受　　診　　者　　数

女
⑵

要　指　導　者
⑶

統計法に基づく

一般統計調査
種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５５００

平成　22　年度分

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



　15(6)　健康増進（機能訓練）

　15(6)－01　機能訓練実施状況及び被指導人員

実施施設数
⑴

実施回数
⑵

被指導実人員
⑴

被指導延人員
⑵

　15(6)－02　機能訓練従事者延人員

医　　　師
⑴

理学療法士
⑵

保　健　師
⑷

看　護　師
⑸

そ　の　他
⑹

計
⑺

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

作業療法士
⑶

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５６００

平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

SA
M
PL

E



　15(7)－01　訪問指導実施状況

被 訪 問 指 導 実 人 員
⑴

被 訪 問 指 導 延 人 員
⑵

（01）

（02）

（03）

（04）

計 （05）

口腔衛生指導（再掲） （06）

栄 養 指 導（再掲） （07）

（08）

（09）

　15(7)－02　訪問指導従事者の状況

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

個 別 健 康 教 育 対 象 者

閉 じ こ も り 予 防

要 指 導 者 等

そ の 他

寝 た き り 者

介 護 家 族 者

認 知 症 の 者

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５７００

　15(7)　健康増進（訪問指導） 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

医　　師
(1)

保 健 師
(2)

看 護 師
(3)

管理栄養士
及び栄養士

(4)

歯科衛生士
(5)

そ の 他
(6)

計
(7)

訪問指導従事者延人員

SA
M
PL

E



　15(8)－01　胃がん・大腸がん

検診回数

男 女 男 女 男 女 男 女

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

個 別 検 診

受 診 者 数（ 年 度 中 ）

集 団 検 診 個 別 検 診

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

胃  が  ん 大　腸  が  ん

受 診 者 数（ 年 度 中 ）

集 団 検 診

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０１ 

15(8) 健康増進（がん検診） 
都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－02　男－肺がん

集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

喀痰細胞診（喀痰細胞診のみ受診は除く）

喀痰容器配布回収状況

配 布 数
（年度中）

回収数（受診者数）
（ 年 度 中 ）

検診回数

80歳以上

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

50～54歳

55～59歳

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

問 診 者 数
（ 年 度 中 ）

40～44歳

45～49歳

喀痰細胞診対象者数
（胸部ｴｯｸｽ線検査受診
者中高危険群者数）
（ 年 度 中 ）

胸部エックス線検査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０２ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－03　女－肺がん

集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

40～44歳

45～49歳

喀痰細胞診対象者数
（胸部ｴｯｸｽ線検査受診
者中高危険群者数）
（ 年 度 中 ）

胸部エックス線検査

80歳以上

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

50～54歳

55～59歳

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

問 診 者 数
（ 年 度 中 ）

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

喀痰細胞診（喀痰細胞診のみ受診は除く）

喀痰容器配布回収状況

配 布 数
（年度中）

回収数（受診者数）
（ 年 度 中 ）

検診回数

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０３ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－04　子宮がん

検診回数 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

55～59歳

30～34歳

35～39歳

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

２年連続受診者数
（ 年 度 中 ）

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

頸　　部 体　　部

20～24歳

25～29歳

50～54歳

40～44歳

45～49歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０４ 

15(8) 健康増進（がん検診） 
都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－05　乳がん

検診回数 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

40～44歳

45～49歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

50～54歳

55～59歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

２年連続受診者数
（ 年 度 中 ）

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

２年連続受診者数
（ 年 度 中 ）

マンモグラフィのみ 視触診及びマンモグラフィ

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０５ 

15(8) 健康増進（がん検診） 
都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－06　胃がん－男（個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０６ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－07　胃がん－男（集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０７ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－08　胃がん－女（個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０８ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－09　胃がん－女（集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０９ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－10　大腸がん－男（個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

40～44歳

精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

偶発症の有無別人数

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１０ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－11　大腸がん－男（集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

40～44歳

精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

偶発症の有無別人数

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１１ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－12　大腸がん－女（個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

40～44歳

精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

偶発症の有無別人数

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１２ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－13　大腸がん－女（集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

40～44歳

精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

偶発症の有無別人数

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１３ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－14　肺がん－男（全て・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原 発 性 の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨 床 病 期

の が ん Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１４ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－15　肺がん－男（全て・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原 発 性 の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨 床 病 期

の が ん Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１５ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－16　肺がん－男（胸部エックス線検査・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数胸部エックス線検査の判定別人数

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１６ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－17　肺がん－男（胸部エックス線検査・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数胸部エックス線検査の判定別人数

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１７ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－18　肺がん－男（喀痰細胞診・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 配 布 数 回 収 数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

　 （年度中） （受診者数） 　 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

　 （年度中） 　 　 （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性のがん 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち の う ち 喀痰がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 細胞診のみで 臨床病期

の が ん 発見された者 Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

喀痰細胞診の判定別人数喀痰容器配布回収状況 精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１８ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－19　肺がん－男（喀痰細胞診・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 配 布 数 回 収 数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

　 （年度中） （受診者数） 　 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

　 （年度中） 　 　 （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性のがん 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち の う ち 喀痰がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 細胞診のみで 臨床病期

の が ん 発見された者 Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

喀痰細胞診の判定別人数喀痰容器配布回収状況 精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１９ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－20　肺がん－女（全て・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原 発 性 の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨 床 病 期

の が ん Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２０ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－21　肺がん－女（全て・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原 発 性 の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨 床 病 期

の が ん Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２１ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－22　肺がん－女（胸部エックス線検査・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数胸部エックス線検査の判定別人数

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２２ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－23　肺がん－女（胸部エックス線検査・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数胸部エックス線検査の判定別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２３ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－24　肺がん－女（喀痰細胞診・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 配 布 数 回 収 数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

　 （年度中） （受診者数） 　 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

　 （年度中） 　 　 （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性のがん 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち の う ち 喀痰がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 細胞診のみで 臨床病期

の が ん 発見された者 Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

喀痰細胞診の判定別人数喀痰容器配布回収状況 精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２４ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－25　肺がん－女（喀痰細胞診・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 配 布 数 回 収 数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

　 （年度中） （受診者数） 　 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

　 （年度中） 　 　 （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性のがん 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち の う ち 喀痰がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 細胞診のみで 臨床病期

の が ん 発見された者 Ⅰ 期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

喀痰細胞診の判定別人数喀痰容器配布回収状況 精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２５ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－26　子宮がん（頸部・個別検診・21年度の精密検査結果）

要 精 密

検診回数 受診者数 ２年連続 精検不要 要精検(1)要精検(2) 判定不能 検査者数 がんの疑 がん及び 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 （年度中） 異　常 が ん で が ん で 異形成で いのある 異 形 成 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 原発性の あった者 者または 以 外 の 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ちがんのうちがんのうち 　 未 確 定 疾 患 で 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原発性の 上 皮 内 微小浸潤 あった者

の が ん が　　ん が　　ん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

細胞診の判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

60～64歳

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

20～24歳

25～29歳

30～34歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

計

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５８２６

15(8)　健康増進（がん検診）

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

平成　22　年度分

SA
M
PL

E



　15(8)－27　子宮がん（頸部・集団検診・21年度の精密検査結果）

要 精 密

検診回数 受診者数 ２年連続 精検不要 要精検(1)要精検(2) 判定不能 検査者数 がんの疑 がん及び 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 （年度中） 異　常 が ん で が ん で 異形成で いのある 異 形 成 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 原発性の あった者 者または 以 外 の 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ちがんのうちがんのうち 　 未 確 定 疾 患 で 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 上 皮 内 微小浸潤 あった者

の が ん が　　ん が　　ん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

細胞診の判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

60～64歳

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

20～24歳

25～29歳

30～34歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

計

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５８２７

15(8)　健康増進（がん検診）

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

平成　22　年度分

SA
M
PL

E



　15(8)－28　子宮がん（体部・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性

の が ん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

40～44歳

精検受診の有無別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

70～74歳

75～79歳

80歳以上

計

25～29歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

30～34歳

35～39歳

65～69歳

偶発症の有無別人数

20～24歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２８ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－29　子宮がん（体部・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性

の が ん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

偶発症の有無別人数

20～24歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

80歳以上

計

25～29歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

30～34歳

35～39歳

65～69歳

40～44歳

精検受診の有無別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

70～74歳

75～79歳

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２９ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

都道府県名         市区町村名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－30　乳がん（マンモグラフィのみ・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ 要 精 密 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 リ ー １ リ ー ２ リ ー ３ リ ー ４ リ ー ５ 検査者数 異　常 が ん で が ん で がんの疑 がん以外 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の いのある の疾患で 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 者または あった者 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち 未 確 定

の が ん 早期がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

70～74歳

マンモグラフィの判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

75～79歳

40～44歳

45～49歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

80歳以上

計

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５８３０

15(8)　健康増進（がん検診）

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

平成　22　年度分

SA
M
PL

E



　15(8)－31　乳がん（マンモグラフィのみ・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ 要 精 密 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 リ ー １ リ ー ２ リ ー ３ リ ー ４ リ ー ５ 検査者数 異　常 が ん で が ん で がんの疑 がん以外 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の いのある の疾患で 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 者または あった者 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち 未 確 定

の が ん 早期がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

70～74歳

マンモグラフィの判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

75～79歳

40～44歳

45～49歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

80歳以上

計

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５８３１

15(8)　健康増進（がん検診）

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

平成　22　年度分

SA
M
PL

E



　15(8)－32　乳がん（視触診及びマンモグラフィ・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ 要 精 密 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 リ ー １ リ ー ２ リ ー ３ リ ー ４ リ ー ５ 検査者数 異　常 が ん で が ん で がんの疑 がん以外 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の いのある の疾患で 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 者または あった者 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち 未 確 定

の が ん 早期がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

70～74歳

マンモグラフィの判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

75～79歳

40～44歳

45～49歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

80歳以上

計

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５８３２

15(8)　健康増進（がん検診）

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

平成　22　年度分

SA
M
PL

E



　15(8)－33　乳がん（視触診及びマンモグラフィ・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ 要 精 密 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 リ ー １ リ ー ２ リ ー ３ リ ー ４ リ ー ５ 検査者数 異　常 が ん で が ん で がんの疑 がん以外 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の いのある の疾患で 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 者または あった者 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち 未 確 定

の が ん 早期がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

75～79歳

40～44歳

45～49歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

80歳以上

計

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

マンモグラフィの判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村

表番号

１５８３３

15(8)　健康増進（がん検診）

市 区 町 村 符 号

都道府県名　　　　　　　　　市区町村名　

平成　22　年度分

SA
M
PL

E



　15(9)-01　肝炎ウイルス検診の受診者数及び項目別の検査結果別人員

Ｃ型
(1)

Ｂ型
(2)

判定①
(3)

判定②
(4)

判定③
(5)

計
(6)

陽性
(7)

陰性
(8)

40歳    (01)

Ｃ型
(1)

Ｂ型
(2)

判定①
(3)

判定②
(4)

判定③
(5)

計
(6)

陽性
(7)

陰性
(8)

41～44歳(02)

45～49歳(03)

50～54歳(04)

55～59歳(05)

60～64歳(06)

65～69歳(07)

70歳以上(08)

    計  (09)

　15(9)-02  肝炎ウイルスに関する健康教育の実施

　15(9)-03　肝炎ウイルスに関する健康相談の実施

 

 

受診者

受診者

Ｃ型肝炎ウイルス検診

Ｃ型肝炎ウイルス検診

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

節　目　検　診

節　目　外　検　診

Ｂ型肝炎ウイルス検診

Ｂ型肝炎ウイルス検診

開催回数(01) 参加延人員(02) 

開催回数(01) 参加延人員(02) 

種別 ２ 政令市（特別区）以外の市町村 

都道府県名         市区町村名 

平成 22 年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５９００ 

15(9) 健康増進（肝炎ウイルス検診） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



定　　　期 定　期　外 精　　神 療　　育 悪性新生物 循環器疾患 そ　の　他

（再掲）

肝臓がん 前立腺がん 骨粗しょう症

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽

（01）

 （再掲） （02）

（再掲）保健所 （03）

（再掲）

一　　般 そ　の　他 計 事業所から

の　受　託

⑾ ⑿ ⒀ ⒁

（01）

 （再掲） （02）

（再掲）保健所 （03）

政　　令　　市
特　　別　　区

 受診延人員

結　　　核 生　　活　　習　　慣　　病

（再　　掲）

 受診延人員

 受診延人員

 医療機関等へ委託

 医療機関等へ委託

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

政　　令　　市
特　　別　　区

 受診延人員

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０１０００
政令市（特別区）名

１　健康診断 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号 保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



２(1)　母子保健（妊娠の届出）

満 11 週 以 内 満 12 週 ～ 19 週 満 20 週 ～ 27 週 満 28 週 ～ 分 娩 ま で
（ 第 ３ 月 以 内 ） （第４月～第５月） （第６月～第７月） （第８月～分娩まで）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

妊 娠 の 届 出 を
し た 者 の 数

(01)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

妊　　娠　　週　　（月）　　数

不 詳分 娩 後

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０２１００
政令市（特別区）名

平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



妊　　婦 産　　婦

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 　　実　　施　　数 （01）

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 　　実　　施　　数 （03）

 （再掲）

 医療機関等へ委託

異常なし 既医療 要観察 要医療 要精密 異常なし 要観察 要医療

　 精神面 身体面 　 精神面 身体面

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

 実　　施　　数 （05）

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （07）

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （09）

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （11）

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （13）

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 （15）

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (17)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (19)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (21)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (23)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (25)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (27)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (29)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (31)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (33)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

 実　　施　　数 (35)

 （再掲）

 医療機関等へ委託

保
健
所

（

再
掲
）

乳
児

１～２
ヶ月

３～５
ヶ月

９～12
ヶ月

（12）

（08）

乳
児

６～８
ヶ月

(20)

政
令
市
・
特
別
区

(26)

３～５
ヶ月

３歳

４～６
歳

１～２
ヶ月

(32)

(24)

精密健康診査

受　　診
実 人 員

受診結果

（再掲）要医療

（16）

特
別
区

政
令
市 （02）

(22)

１歳
６ヶ月

（14）

(18)

（04）

６～８
ヶ月

（10）

（06）

受　　診
延 人 員

受　　診
実 人 員

受　　診
延 人 員

精密健康
診査受診
実人員

精密健康
診査受診
実人員

一般健康診査

受　　診
実 人 員

妊婦Ｂ型肝炎検査実人員

Ｂ型肝炎
検　　査

事　後　指　導

妊　　婦 乳　　児

一般健康診査

その他

(34)

９～12
ヶ月

(28)

１歳
６ヶ月

受診結果

（再掲）要医療

(30)

４～６
歳

３歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

一般健康診査

対象人員
受　　診
実 人 員

受　　診
延 人 員

(36)

（

再
掲
）

保
健
所

幼
児

幼
児

その他

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 

２(2) 母子保健（健康診査） 

保 健 所 符 号 表番号 

０２２００ 
政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員 実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員 実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員 実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員 実 人 員 （再掲）
健 診 の
事後指導

延 人 員

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃

政令市
特別区

個別（01）

(再掲)
保健所

個別（02）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

妊　　　　　　　婦 産　　　　　　　婦 乳　　　　　　　児 幼　　　　　　　児 そ　　　の　　　他

電話相談

延 人 員

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０２３００
政令市（特別区）名

２(3)　母子保健（保健指導） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員 実 人 員 延 人 員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

（01）

 （再掲） （02）

 （再掲） （03）

（04）

 （再掲） （05）

 医療機関等へ委託

乳　　　　児

 (再掲)
保健所

 実　 施　 数

 医療機関等へ委託

新　　生　　児

（未熟児を除く。）

未　　熟　　児

 実　 施　 数

政令市
特別区

乳児家庭全戸訪問
事業を併せて実施

幼　　　　児産　　　　婦

（新生児･未熟児を除く。）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

妊　　　　婦 そ　　の　　他

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０２４００
政令市（特別区）名

２(4)　母子保健（訪問指導） 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号 保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

し 体 不 自 由 （01）

視 覚 障 害 （02）

聴覚・平衡機能障害 （03）

機 能 障 害 （04）

心 臓 機 能 障 害 （05）

腎 臓 機 能 障 害 （06）

そ の 他 （07）

計 （08）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

医　　療　　相　　談　　延　　人　　員 補　　　装　　　具　　　相　　　談　　　延　　　人　　　員

治療不能 治療不要 計
(2)～(4)

要 交 付 装着指導 不　　要

音声・言語・そしゃく

要 修 理 計
(6)～(9)

本年度初回

被　指　導

実　人　員

保　　健　　所
要治療

種別 ３ 政令市（特別区）   

保 健 所 符 号 表番号 

０２５００ 

２(5) 母子保健（療育指導－身体障害児） 

市 区 町 村 符 号 

政令市（特別区）名       

平成 22 年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



医療機関 その他 申請等 医　療 家　庭 福　祉 就　学 食事・ 歯　科 その他 計
の相談 看　護 制　度 栄　養

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁

政令市・特別区 人員（01）

（再掲）保健所 人員（02）

実人員 延人員 実人員 延人員

⒂ ⒃ ⒄ ⒅

政令市・特別区 人員（01）

（再掲）保健所 人員（02）

（再掲）
医療受診
券所持者

（再掲） 機能訓練 （再掲） 訪問指導

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

　相談、機能訓練、訪問指導 （再掲）　　　　　相　　　　　　　　　談

実人員

 （再掲）
 新規者の受付経路

実人員

延　　　　　　　人　　　　　　　員

電話相談

⒆

延 人 員

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０２６００
政令市（特別区）名

２(6)　母子保健（療育指導－長期療養児－相談等） 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号 保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



（再掲）
歯周疾患

検診

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑽

（01）

 （再掲）医療機関等へ委託 （02）

（03）

 （再掲）医療機関等へ委託 （04）

（05）

 （再掲）医療機関等へ委託 （06）

（07）

 （再掲）医療機関等へ委託 （08）

妊 産 婦 乳 幼 児 そ の 他 計

⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒆

（09）

（10）

（11）

（12）

集
　
団

政令市
特別区

(再掲)
保健所

３ 歳 児 (再掲)身体障害者(児)
　　　知的障害者(児)
　　　精神障害者

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

健診・保健指導延人員（訪問によるものを除く。） 訪問による健診・保健指導人員

 実　施　数

 （再掲）医療機関等へ委託

⒅

個
　
別

 実　施　数

予　　　防　　　処　　　置

個
　
別

集
　
団

 実　施　数

 実　施　数

1歳6ヶ月児

⑾

 （再掲）医療機関等へ委託

 実　施　数

予防処置・治療延人員（訪問によるものを除く。） 訪問による予防処置・治療人員

実 人 員 延 人 員

政令市
特別区

(再掲)
保健所

 実　施　数

⒇

健診・保健指導実人員
(訪問によるものを除く。)

⑼

乳 幼 児

(再掲)身体障害者(児)
　　　知的障害者(児)
　　　精神障害者

妊 産 婦

治　療

そ の 他 実 人 員計

(再掲)身体障害者(児)
　　　知的障害者(児)
　　　精神障害者

延 人 員(再掲)身体障害者(児)
　　　知的障害者(児)
　　　精神障害者

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０３０００
政令市（特別区）名

３　歯科保健 平成　22　年度分

保 健 所 符 号市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



栄養指導 （再掲）
病 態 別
栄養指導

（再掲）
訪問による

栄養指導

運動指導 （再掲）
病 態 別
運動指導

休養指導 禁煙指導 そ の 他 栄養指導 （再掲）
病 態 別
栄養指導

運動指導 （再掲）
病 態 別
運動指導

休養指導 禁煙指導 そ の 他

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂

 妊　産　婦 (01)

 乳　幼　児 (02)

 20 歳 未 満
(妊産婦・乳幼児を除く。)

(03)

 20 歳 以 上
 (妊産婦を除く。)

(04)

 妊　産　婦 (05)

 乳　幼　児 (06)

 20 歳 未 満
(妊産婦・乳幼児を除く。)

(07)

 20 歳 以 上
 (妊産婦を除く。)

(08)

 妊　産　婦 (09)

 乳　幼　児 (10)

 20 歳 未 満
(妊産婦・乳幼児を除く。)

(11)

 20 歳 以 上
 (妊産婦を除く。)

(12)

 妊　産　婦 (13)

 乳　幼　児 (14)

 20 歳 未 満
(妊産婦・乳幼児を除く。)

(15)

 20 歳 以 上
 (妊産婦を除く。)

(16)

実
　
施
　
数

特
　
　
　
別
　
　
　
区

政
　
　
　
令
　
　
　
市

（再掲）
医療機関
等へ委託

実
　
施
　
数

（再掲）
医療機関
等へ委託

(再掲)

保
　
健
　
所

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

個　　別　　指　　導　　延　　人　　員 集　　団　　指　　導　　延　　人　　員

統計法に基づく

一般統計調査

表番号

０４１００
政令市（特別区）名

４(1)　健康増進（栄養・運動等指導） 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号 保 健 所 符 号

種別 ３ 政令市（特別区）

SA
M
PL

E



１回100食以上又は １回300食以上又は

１日250食以上　　 １日750食以上　　

⑴ ⑵ ⑶ ⑷

栄養管理指導延施設数（01）

 喫食者への栄養・運動指導
　　　 　　（延人員）（02）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

保　　健　　所

特 定 給 食 施 設

その他の給食施設 計

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０４２００
政令市（特別区）名

４(2)　健康増進（給食施設等指導） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

医療機関 そ の 他
(1) (2) (3)

人　員(01)

人　員(02)

保　　健 づ く り ひきこもり 自 殺 関 連 　 犯 罪 被 害
自殺者の遺族

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
人　員(03)

人　員(04)

ひきこもり
(2)の再掲

(1) (2) (3)
人　員(05)

人　員(06)

保　　健 づ く り ひきこもり 自 殺 関 連 　 犯 罪 被 害
自殺者の遺族

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
人　員(07)

人　員(08)

 

保　　健 づ く り ひきこもり 自 殺 関 連 　 犯 罪 被 害
自殺者の遺族

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
電話による相談　 (09)

電子ﾒｰﾙによる相談(10)

電話による相談　 (11)

電子ﾒｰﾙによる相談(12)

(1) (2) (3)

思 春 期 計
心の健康

そ の 他薬　　物

政令市・特別区

(再掲)保健所

薬　　物 そ の 他

老人精神
社会復帰

電　　話　　相　　談　　等　　延　　人　　員

計

アルコール

心の健康

(再掲)保健所

政令市・特別区

(再掲)保健所

老人精神

政令市・特別区

実 人 員
((1)の再掲)新規者の受付経路

相談、デイ・ケア、訪問指導

社会復帰

（再掲）　相　　談
延　　　　人　　　　員

(9)　の　再掲計

政令市
特別区

(再掲)
保健所

老人精神実 人 員

政令市・特別区

(再掲)保健所

（再掲）　訪　　問　　指　　導
延　　　　　人　　　　　員

思 春 期 そ の 他薬　　物

実 人 員 延 人 員

（再掲）デイ・ケア

アルコール
心の健康実 人 員

政令市
特別区

(再掲)
保健所 延 人 員（16）

開催回数（13）

延 人 員（14）

開催回数（15）

地域住民と
精神障害者
との地域交
流会

うつ病に関
する教室等
(1)の再掲

(9)　の　再掲

普　及　啓　発

精神障害者
(家族)に対
する教室等

思 春 期社会復帰 アルコール

(8)　の　再掲

政令市（特別区）名 

平成 22 年度分 

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 

５(1) 精神保健福祉（相談等） 

保 健 所 符 号 表番号 

０５１００ 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



患　　者　　会 家　　族　　会 断　　酒　　会 職　　親　　会 そ　　の　　他 計

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹

支　援　件　数　（01）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

保　　健　　所

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０５２００
政令市（特別区）名

５(2)　精神保健福祉（組織育成） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃

政令市・特別区 人員（01）

（再掲）保健所 人員（02）

実人員 延人員 実人員 延人員

⒄ ⒅ ⒆ ⒇ (21)

政令市・特別区 人員（01）

（再掲）保健所 人員（02）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

（再掲）　相　　　　　　　　談

延　　　　　　人　　　　　　員

 相談、機能訓練、訪問指導

(再掲)新規者の受付経路

実人員

医療機関 その他

実人員

 （再掲）
 特定疾患
 医療受給
 者証所持
 者

政令市・特別区(03)

（再掲）保健所(04)

患者・家族に対する学習会

開催回数

(22)

電話相談
延 人 員

延人員

（再掲）機能訓練 （再掲）訪問指導

(23)

 （再掲）
 特定疾患
 登録者証
 所持者 医　療 家庭看護 福祉制度

申請等
の相談

就　労 計就　学
食事・
栄　養

歯　科 その他

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０６０００
政令市（特別区）名

６　難病 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号 保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



電　　　　話 来　　　　所 （再掲） 実　　人　　員 延　　人　　員 スクリーニング検査 確　 認 　検　 査

　医療社会事業員が

　関与した件数

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻

相　　　談　　　件　　　数

保
 
健
 
所

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

訪　　問　　指　　導 ＨＩＶ抗体検査のための採血件数

陽　 性　 件　 数

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０７０００
政令市（特別区）名

７　エイズ 平成　22　年度分

保 健 所 符 号市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



感染症 精　神 難　病 成人・ 栄　養・ 歯　科 医事・ 食　品 環　境 その他 計

思春期・ 婚　前・ 両(母) 育　児 その他 計 老　人 健康増進 薬　事

結　核 エイズ 未婚女性 新婚学級 親学級 学　級 地区組 健康危
学級 織活動 機管理

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ (21)

回　数 (01)

延人員 (02)

回　数 (03)

延人員 (04)

政令市
特別区

(再掲)
保健所

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

（再　掲）

母　　　　子

（再　掲）

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

０８０００
政令市（特別区）名

８　衛生教育 平成　22　年度分

保 健 所 符 号市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



　　政令市(特別区)名

平成　22　年度分
９　予防接種

第1期 第2期

第2期 男 女 男 女 初回接種 追加接種

追加接種 追加接種 第1回 第2回

第1回 (1) 第2回 (2) 第3回 (3) (4) 第1回 (5) 第2回 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(01)

(02)

接 (03)

(04)

(05)

種 (06)

(07)

(08)

者 (09)

(10)

(11)

数 (12)

(13)

(14)

(15)

(16)

麻しん・風しん(混合) 麻しん(単抗原)のみ 風しん(単抗原)のみ

第1期 第2期 第1期 第2期

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

第1期

男 女 男 女 男 女 男 女

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(25)

インフルエンザ 計

60歳以上 65歳以上

65歳未満

の者

(1) (2) (3)

(26)

(27)

      地　　域　　保　　健　　・　　健　　康　　増　　進　　事　　業　　報　　告

一   類   疾   病

沈降精製百日せきジフテリア 沈降ジフテリア破傷風 急性灰白髄炎 日本脳炎

破傷風混合ワクチン使用（ＤＰＴ） 混合トキソイド使用（ＤＴ） 第1回 第2回

第　　1　　期 第　　1　　期

初回接種 初回接種

0　歳

1　歳

2　歳

3　歳

4　歳

5　歳

6　歳

7　歳

9　歳

10　歳

第4期

11　歳

12　歳

計

（再掲）個別

（再掲）集団

対象者数

18　歳

一   類   疾   病

麻しん(単抗原)と風しん(単抗原)

第1期 第2期 第3期 第4期 第1期 第2期 第3期

第3期

第3期 第4期 第3期 第4期

1　歳

第4期第2期

5　歳

6　歳

麻しん又は風しん対象者数

二   類   疾   病

接種者数

対象者数

計

（再掲）個別

（再掲）集団

一   類   疾   病

接
種
者
数

13　歳

表番号

０９０００

市 区 町 村 符 号

種別 ３ 政令市（特別区） 統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



事 業 者 学 校 長 施 設 の 長 患 者 家 族 そ の 他

６ ヶ 月 未 満
６ ヶ 月 以 上
１ 歳 未 満

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼

被 注 射 者 数 （01）

被 判 定 者 数 （02）

陰 性 者 数 （03）

陽 性 者 数 （04）

（05）

（06）

（07）

（08）

（09）

結 核 患 者 （10）

潜 在 性 結 核 感 染 者 （11）

結 核 発 病 の お そ れ が
あ る と 診 断 さ れ た 者

（12）

Ｑ Ｆ Ｔ 検 査 者 数

被
発
見
者
数

反

　
応

　
検

　
査

ツ

ベ

ル

ク

リ

ン

Ｂ Ｃ Ｇ 接 種 者 数

間 接 撮 影 者 数

直 接 撮 影 者 数

か く た ん 検 査 者 数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

保　　健　　所

定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

市 町 村 長 又 は 特 別 区 の 区 長

乳 児

定　　　期　　　外

計

そ の 他

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

１０１００
政令市（特別区）名

10(1)　結核予防（健康診断及び予防接種の実施状況） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



電 話 来 所

（ 再 掲 ）
Ｄ Ｏ Ｔ Ｓ

（ 再 掲 ）
Ｄ Ｏ Ｔ Ｓ

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹

政令市・特別区 人　員 （01）

（再掲）保健所 人　員 （02）

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

相 談

訪 問 指 導

実 人 員 延 人 員延 人 員 延 人 員

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

１０２００
政令市（特別区）名

10(2)　結核予防（相談等） 平成　22　年度分

保 健 所 符 号市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



旅　館　等 興　行　場 公 衆 浴 場 理　容　所 美　容　所  クリーニング
 所

無店舗取次店

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺

調 査 ・ 監 視 指 導
延 施 設 数

 水 道 事 業
 (簡易水道事業
 を除く。)

簡 易 水 道
事　　　 業

水 道 用 水
供 給 事 業

専 用 水 道 簡 易 専 用
水 　　　道

そ の 他 の
水　　　 道

井　戸　等

⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁

調 査 ・ 監 視 指 導
延 施 設 数

化製場(準ずる
施設を含む。)

畜 舎 ・
家 き ん 舎

火　葬　場 墓　地　・
納　骨　堂

特定建築物 一般プール

⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ (21) (22)

調 査 ・ 監 視 指 導
延 施 設 数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

営　　業　　関　　係　　施　　設

保　　健　　所

計

飲　　料　　水　　施　　設

そ　　の　　他　　の　　施　　設

そ　の　他

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

１１０００
政令市（特別区）名

11　生活衛生 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号 保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



住　民 市町村 市 町 村 そ の 他 住　民 市町村 市 町 村 そ の 他

以 外 の （医療機 以 外 の （医療機

行政機関 関、学校 行政機関 関、学校

等） 等）

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸

（01） 心電図 （23）

（02） 眼　底 （24）

（03） 間接撮影 （25）

（04） 直接撮影 （26）

（05） 断層撮影 （27）

微生物学的検査 （06） （28）

理化学的検査 （07） 細菌学的検査 （29）

そ　の　他 （08） 理化学的検査 （30）

微生物学的検査 （09） 生物学的検査 （31）

理化学的検査 （10） 細菌学的検査 （32）

そ　の　他 （11） 理化学的検査 （33）

（12） 細菌学的検査 （34）

HBs抗原、抗体検査 （13） 理化学的検査 （35）

梅毒血清検査 （14） （36）

そ　の　他 （15） （37）

生化学検査 （16）

先天性代謝異常検査 （17）

尿一般等 （18） （39）

神経芽細胞腫 （19） （40）

潜血反応 （20） （41）

寄生虫卵 （21） （42）

そ の 他 （22） （43）

住　民 市町村 市 町 村 そ の 他 住　民 市町村 市 町 村 そ の 他

以 外 の （医療機 以 外 の （医療機

行政機関 関、学校 行政機関 関、学校

等） 等）

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸

（01） 心電図 （23）

（02） 眼　底 （24）

（03） 間接撮影 （25）

（04） 直接撮影 （26）

（05） 断層撮影 （27）

微生物学的検査 （06） （28）

理化学的検査 （07） 細菌学的検査 （29）

そ　の　他 （08） 理化学的検査 （30）

微生物学的検査 （09） 生物学的検査 （31）

理化学的検査 （10） 細菌学的検査 （32）

そ　の　他 （11） 理化学的検査 （33）

（12） 細菌学的検査 （34）

HBs抗原、抗体検査 （13） 理化学的検査 （35）

梅毒血清検査 （14） （36）

そ　の　他 （15） （37）

生化学検査 （16）

先天性代謝異常検査 （17）

尿一般等 （18） （39）

神経芽細胞腫 （19） （40）

潜血反応 （20） （41）

寄生虫卵 （21） （42）

そ の 他 （22） （43）

（

再
　
掲
）

　
保
　
　
　
健
　
　
　
所

依頼等による試験検査
依頼等に
よらない
もの

臨
床
学
的
検
査

そ　の　他

そ　　の　　他

胸部Ｘ
線検査

結　　　核

そ　の　他

そ　の　他

利用水等

(プール水

等を含

む｡)

チ　フ　ス

糞
便
検
査

土壌・底質検査

（

再
　
掲
）

　
保
　
　
　
健
　
　
　
所

コ　レ　ラ

騒音・振動

悪臭検査

水
　
質
　
検
　
査

水道
原水

食
品
等
検
査

飲用水

血液一般検査

臨
床
学
的
検
査

生理学
的検査

赤　　　痢

血
清
等
検
査

廃棄物関係検査

環
境
・
公
害
関
係
検
査

大気検査

検
　
査

生
化
学

水質検査（公共用水域、
工場等排水、浄化槽放
流水等）

尿
検
査

（38）

依頼等による試験検査
依頼等に
よらない
もの

（38）

廃棄物関係検査

環
境
・
公
害
関
係
検
査

そ　　の　　他

大気検査

騒音・振動

悪臭検査

土壌・底質検査

そ　の　他

水質検査（公共用水域、
工場等排水、浄化槽放
流水等）

水道
原水

飲用水

利用水等

(プール水

等を含

む｡)

水
　
質
　
検
　
査

生理学
的検査

胸部Ｘ
線検査

そ　の　他

臨
床
学
的
検
査

糞
便
検
査

臨
床
学
的
検
査

政
　
　
令
　
　
市
　
・
　
特
　
　
別
　
　
区

食
品
衛
生
関
係
検
査

食
中
毒

血液一般検査

血
清
等
検
査

検
　
査

生
化
学

尿
検
査

細
菌
学
的
検
査

政
　
　
令
　
　
市
　
・
　
特
　
　
別
　
　
区

細
菌
学
的
検
査

赤　　　痢

コ　レ　ラ

チ　フ　ス

結　　　核

そ　の　他

食
中
毒

食
品
等
検
査

食
品
衛
生
関
係
検
査

　　地域保健・健康増進事業報告

依頼等による試験検査 依頼等による試験検査
依頼等に
よらない
もの

依頼等に
よらない
もの

統計法に基づく

一般統計調査

表番号
政令市（特別区）名

１２０００
平成　22　年度分

12　試験検査

市 区 町 村 符 号 保 健 所 符 号

種別 ３ 政令市（特別区）

SA
M
PL

E



（ 再 掲 ）
福 祉 関 係
機 関

基本的実施
方 針 に 関
す る 事 項

実施体制の
確 保 に 関
す る 事 項

サービス提
供の指針に
関する事項

事 業 評 価
に 関 す る
事 項

そ の 他 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 母子保健に関する会議 （01）

 健康増進に関する会議 （02）

 障害者福祉調整会議（精神等を含む。） （03）

 地域・職域連携推進協議会 （04）

 そ　の　他 （05）

 都道府県主催の会議への参加 （06）

 保健所主催の会議への参加 （07）

 その他関係機関・団体主催の会議への参加 （08）

 （再掲）介護保険関連の会議 （09）

 保健所運営協議会 （01）

 保健所保健事業連絡協議会 （02）

 母子保健推進協議会 （03）

 保健所保健福祉サービス調整推進会議 （04）

 地域保健医療協議会等 （05）

 地域・職域連携推進協議会 （06）

 健康危機管理関連会議等 （07）

 そ　の　他 （08）

 都道府県主催の会議への参加 （09）

 市町村主催の会議への参加 （10）

 その他関係機関・団体主催の会議への参加 （11）

 （再掲）介護保険関連の会議 （12）

※「参加機関・団体数⑵」は延件数である。

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

参 加 機 関
・ 団 体 数

※

開 催 回 数

議　　　事　　　内　　　容　　　 （延 件 数）

政
令
市
・
特
別
区

保
　
　
　
健
　
　
　
所

主
催

特
別
区

政
令
市

参
　
　
加

保
 
健
 
所
 
主
 
催

参
　
　
加

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

１３１００
政令市（特別区）名

13(1)　連絡調整に関する会議 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号 保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



結　　核 エ イ ズ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

政令市・特別区 件数（01）

（再掲）保健所 件数（02）

（再掲）

健康危機

管　　理

(13) (14) (15) (16) (17) (18)

政令市・特別区 件数（01）

（再掲）保健所 件数（02）

医　　事
・ 薬 事

精神保健
福　　祉

（再　掲）
母子保健 健康増進 歯科保健 感 染 症

情　　報
システム地域診断

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

全　　　　　般 対　　　　人　　　　保　　　　健

難　　病 介護保険

対　　物　　保　　健
計

そ の 他

食品衛生 環境衛生 そ の 他

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

１３３００
政令市（特別区）名

13(3)　調査・研究 平成　22　年度分

市 区 町 村 符 号 保 健 所 符 号

SA
M
PL

E



常勤（実人員）
（年度末現在）

⑴

非常勤（延人員）
（年度活動分）

⑵

常勤（実人員）
（年度末現在）

⑴

非常勤（延人員）
（年度活動分）

⑵

（01） （01）

（02） （02）

（03） （03）

（04） （04）

（05） （05）

 派　　遣 （06）  市町村駐在 （06）

 交　　流 （07）  交　　流 （07）

（08） （08）

（09） （09）

（10） （10）

（11） （11）

（12） （12）

（13） （13）

（14） （14）

（15） （15）

（16） （16）

（17） （17）

（18） （18）

（19） （19）

（20） （20）

（21）  （再掲）医療社会事業員 （21）

 精神保健福祉士 （22）

 精神保健福祉士 （23）

 栄養指導員 （24）  精神保健福祉相談員 （24）

 食品衛生監視員 （25）  栄養指導員 （25）

 環境衛生監視員 （26）  食品衛生監視員 （26）

 医療監視員 （27）  環境衛生監視員 （27）

 医療監視員 （28）

 管理栄養士

 栄 養 士

 そ の 他

 診療放射線技師

 診療エックス線技師

 臨床検査技師

 衛生検査技師

 作業療法士

 歯科衛生士

政
　
令
　
市
　
・
　
特
　
別
　
区

 医　　師

 歯科医師

 獣 医 師

 薬 剤 師

 保 健 師

（再掲）

 助 産 師

 看 護 師

 准看護師

 作業療法士

計

 栄 養 士

 そ の 他

 診療放射線技師

 診療エックス線技師

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

職　　　　　種 職　　　　　種

 医　　師

 保 健 師

 臨床検査技師

（再掲）

 助 産 師

 歯科衛生士

 看 護 師

 獣 医 師

 薬 剤 師

 衛生検査技師

 管理栄養士

（再掲）

 准看護師

 理学療法士

（22）

 理学療法士

 精神保健福祉相談員 （23）

（

再
掲
）

保
　
　
健
　
　
所

計

（再掲）

 歯科医師

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

１４１００
政令市（特別区）名

14(1)　職員設置状況 平成　22　年度分（年度末現在）

保 健 所 符 号市 区 町 村 符 号

SA
M
PL

E



　15(1)－01　健康増進事業等の対象者

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

40～44歳(01)

45～49歳(02)

50～54歳(03)

55～59歳(04)

60～64歳(05)

65～69歳(06)

70～74歳(07)

75歳以上(08)

   計   (09)

20～29歳(10)

30～39歳(11)

40～44歳(12)

45～49歳(13)

50～54歳(14)

55～59歳(15)

60～64歳(16)

65～69歳(17)

70～74歳(18)

75歳以上(19)

   計   (20)

　15(1)－02　健康手帳の交付状況

※本年度中の新規交付数を計上する。再交付及び更新は計上しない。

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

女

男

健 康 診 査 胃 が ん 肺 が ん 大 腸 が ん 子 宮 が ん 乳 が ん

政令市（特別区）名 

平成 22 年度分 

      男      ※(01)           

    （ 年  度 中 ） 

      女      ※(02)           

    （ 年  度 中 ） 

      計      ※(03)           

    （ 年  度 中 ） 

                      40 ～ 74 歳       75 歳 以 上          計             

                                           (1)                          (2)                       (3) 

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５１００ 

15(1) 健康増進（健康手帳の交付等） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(2)－01　個別健康教育の実施状況

市　町　村
実　　　施

⑴

医　療　機
関　委　託

⑵

市　町　村
実　　　施

⑶

医　療　機
関　委　託

⑷

市　町　村
実　　　施

⑸

医　療　機
関　委　託

⑹

市　町　村
実　　　施

⑺

医　療　機
関　委　託

⑻

高 血 圧 （01）

脂質異常症 （02）

糖 尿 病 （03）

喫 煙 （04）

計 （05）

　15(2)－02　集団健康教育等の実施状況

個別健康教育対象者(ア) 個別健康教育対象者(イ)

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

個別健康教育を
開始した者

個別健康教育を
終了した者

個別健康教育を
開始した者

個別健康教育を
終了した者

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５２００ 

15(2) 健康増進（健康教育） 
政令市（特別区）名 

平成 22 年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

一 般 歯 周 疾 患 骨 粗 鬆 症 病 態 別 薬 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

開 催 回 数 （01）

参 加 延 人 員 （02）

SA
M
PL

E



　15(3)　健康増進（健康相談）

開 催 回 数 被 指 導 延 人 員

(1) (2)

高 血 圧 （01）

脂 質 異 常 症 （02）

糖 尿 病 （03）

歯 周 疾 患 （04）

骨 粗 鬆 症 （05）

女 性 の 健 康 （06）

病 態 別 （07）

（08）

（09）計

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

重
　
点
　
健
　
康
　
相
　
談

総 合 健 康 相 談

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５３００ 

政令市（特別区）名 

平成 22 年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(4)－01　受診者及び保健指導区分等の状況

健康診査 訪　　問 介護家族 保健指導 服薬中のため 内臓脂肪 内臓脂肪

詳細な項目実施 訪　　問 非対象者 保健指導の対象 動機付け 積 極 的 症 候 群 症 候 群

　 (再掲) 健康診査 健康診査 　 から除外した者 支　　援 支　　援 予 備 群 該 当 者

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

個別(08)

集団(09)

個別(17)

集団(18)

内臓脂肪症候群

女  70 ～ 74 歳 (14)

 75 歳 以 上 (15)

　   計 　　 (16)

健診方式
（再掲）

 40 ～ 49 歳 (10)

 50 ～ 59 歳 (11)

 60 ～ 64 歳 (12)

 65 ～ 69 歳 (13)

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

保 健 指 導 区 分 別 実 人 員

 70 ～ 74 歳 (05)

保健指導対象者

受　診　者　数 （年度中）

　   計 　　 (07)

男

健診方式
（再掲）

 40 ～ 49 歳 (01)

 50 ～ 59 歳 (02)

 60 ～ 64 歳 (03)

 65 ～ 69 歳 (04)

 75 歳 以 上 (06)

15(4) 健康増進（健康増進法施行規則第４条の２に基づく健康診査） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５４００ 
政令市（特別区）名 

平成 22 年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

　15(4)－02　主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員

高血圧症個別健 高血圧症個別健 脂質異常症個別健 脂質異常症個別健 糖尿病個別健康 糖尿病個別健康

康教育対象者(ア) 康教育対象者(イ) 康教育対象者(ア) 康教育対象者(イ) 教育対象者(ア) 教育対象者(イ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

糖 尿 病
(再　掲）

血　　圧
(再　掲）

脂質異常
(再　掲）

　   計 　　 (07)

男

 40 ～ 49 歳 (01)

 50 ～ 59 歳 (02)

 60 ～ 64 歳 (03)

 65 ～ 69 歳 (04)

 75 歳 以 上 (06)

 70 ～ 74 歳 (05)

女

 70 ～ 74 歳 (12)

 75 歳 以 上 (13)

　   計 　　 (14)

 40 ～ 49 歳 (08)

 50 ～ 59 歳 (09)

 60 ～ 64 歳 (10)

 65 ～ 69 歳 (11)

貧　　血 肝 疾 患 腎 機 能 習慣的に 習慣的に

(疑いを含む｡) (疑いを含む｡) 障　　害 吸 っ て 吸っている

(疑いを含む｡) い な い  

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

うちアル
コール性

(疑いを含む｡)
（再掲）

たばこ

　   計 　　 (07)

男

 40 ～ 49 歳 (01)

 50 ～ 59 歳 (02)

 60 ～ 64 歳 (03)

 65 ～ 69 歳 (04)

 75 歳 以 上 (06)

 70 ～ 74 歳 (05)

女

 70 ～ 74 歳 (12)

 75 歳 以 上 (13)

　   計 　　 (14)

 40 ～ 49 歳 (08)

 50 ～ 59 歳 (09)

 60 ～ 64 歳 (10)

 65 ～ 69 歳 (11)

　15(4)－03　保健指導利用区分別延人員・利用実人員

年度中に 利　　用 年度中に 利　　用

全て終了 初回面接 実績評価 実 人 員 全て終了 初回面接 継続的支援 実績評価 実 人 員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

動機付け支援

年度を越えて保健指導を行う場合

積極的支援

年度を越えて保健指導を行う場合

 70 ～ 74 歳 (05)

男

利用区分別延人員

 60 ～ 64 歳 (03)

女

 70 ～ 74 歳 (11)

　   計 　　 (12)

 40 ～ 49 歳 (07)

 50 ～ 59 歳 (08)

利用区分別延人員

 40 ～ 49 歳 (01)

 65 ～ 69 歳 (10)

 65 ～ 69 歳 (04)

　   計 　　 (06)

 50 ～ 59 歳 (02)

 60 ～ 64 歳 (09)

SA
M
PL

E



　15(5)－01　歯周疾患検診受診者の状況及び指導区分別状況

要　精　検　者 要　指　導　者 異 常 認 め ず

男
⑴ ⑶ ⑷ ⑸

40　　　　　歳 （01）

50　　　　　歳 （02）

60　　　　　歳 （03）

70　　　　　歳 （04）

計 （05）

　15(5)－02　骨粗鬆症検診受診者の状況及び指導区分別状況

受 診 者 数（女）
⑴

要　精　検　者
⑵

異 常 認 め ず
⑷

40　　　　　歳 （01）

45　　　　　歳 （02）

50　　　　　歳 （03）

55　　　　　歳 （04）

60　　　　　歳 （05）

65　　　　　歳 （06）

70　　　　　歳 （07）

計 （08）

受　　診　　者　　数

女
⑵

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

要　指　導　者
⑶

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５５００ 

15(5) 健康増進（歯周疾患検診・骨粗鬆症検診） 
政令市（特別区）名 

平成 22 年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



15(6)－01　機能訓練実施状況及び被指導人員

実施施設数
⑴

実施回数
⑵

被指導実人員
⑴

被指導延人員
⑵

15(6)－02　機能訓練従事者延人員

医　　　師
⑴

理学療法士
⑵

保　健　師
⑷

看　護　師
⑸

そ　の　他
⑹

計
⑺

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

作業療法士
⑶

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５６００ 

15(6) 健康増進（機能訓練） 
政令市（特別区）名 

平成 22 年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



15(7)－01　訪問指導実施状況

被 訪 問 指 導 実 人 員
⑴

被 訪 問 指 導 延 人 員
⑵

（01）

（02）

（03）

（04）

計 （05）

口腔衛生指導（再掲） （06）

栄 養 指 導（再掲） （07）

（08）

（09）

15(7)－02　訪問指導従事者の状況

要 指 導 者 等

個 別 健 康 教 育 対 象 者

そ の 他

閉 じ こ も り 予 防

介 護 家 族 者

寝 た き り 者

認 知 症 の 者

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５７００ 

15(7) 健康増進（訪問指導） 

政令市（特別区）名 

平成 22 年度分 

統計法に基づく

一般統計調査

医　　師
(1)

保 健 師
(2)

看 護 師
(3)

管理栄養士
及び栄養士

(4)

歯科衛生士
(5)

そ の 他
(6)

計
(7)

訪問指導従事者延人員 SA
M
PL

E



　15(8)－01　胃がん・大腸がん

検診回数

男 女 男 女 男 女 男 女

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

集 団 検 診 個 別 検 診

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

胃  が  ん 大　腸  が  ん

40～44歳

45～49歳

受 診 者 数（ 年 度 中 ）

集 団 検 診 個 別 検 診

受 診 者 数（ 年 度 中 ）

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０１ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－02　男－肺がん

集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

配 布 数
（年度中）

回収数（受診者数）
（ 年 度 中 ）

検診回数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

50～54歳

55～59歳

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

問 診 者 数
（ 年 度 中 ）

40～44歳

45～49歳

喀痰細胞診対象者数
（胸部ｴｯｸｽ線検査受診
者中高危険群者数）
（ 年 度 中 ）

胸部エックス線検査 喀痰細胞診（喀痰細胞診のみ受診は除く）

喀痰容器配布回収状況

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０２ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－03　女－肺がん

集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診 集団検診 個別検診

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

40～44歳

45～49歳

喀痰細胞診対象者数
（胸部ｴｯｸｽ線検査受診
者中高危険群者数）
（ 年 度 中 ）

胸部エックス線検査 喀痰細胞診（喀痰細胞診のみ受診は除く）

喀痰容器配布回収状況

配 布 数
（年度中）

回収数（受診者数）
（ 年 度 中 ）

検診回数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

50～54歳

55～59歳

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

問 診 者 数
（ 年 度 中 ）

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０３ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
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　15(8)－04　子宮がん

検診回数 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

55～59歳

30～34歳

35～39歳

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

２年連続受診者数
（ 年 度 中 ）

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

頸　　部 体　　部

20～24歳

25～29歳

50～54歳

40～44歳

45～49歳

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０４ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
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E



　15(8)－05　乳がん

検診回数 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診 集 団 検 診 個 別 検 診

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

40～44歳

45～49歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

50～54歳

55～59歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

２年連続受診者数
（ 年 度 中 ）

受 診 者 数
（ 年 度 中 ）

２年連続受診者数
（ 年 度 中 ）

マンモグラフィのみ 視触診及びマンモグラフィ

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０５ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－06　胃がん－男（個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０６ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－07　胃がん－男（集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０７ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－08　胃がん－女（個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０８ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－09　胃がん－女（集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８０９ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－10　大腸がん－男（個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

40～44歳

精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

偶発症の有無別人数

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１０ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－11　大腸がん－男（集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

40～44歳

精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

偶発症の有無別人数

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１１ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－12　大腸がん－女（個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

40～44歳

精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

偶発症の有無別人数

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１２ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－13　大腸がん－女（集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 早期がん 未 確 定 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち のうち粘

の が ん 早期がん 膜内がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

40～44歳

精密検査中／精密検査後

精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

偶発症の有無別人数

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１３ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－14　肺がん－男（全て・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１４ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－15　肺がん－男（全て・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１５ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－16　肺がん－男（胸部エックス線検査・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数胸部エックス線検査の判定別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１６ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－17　肺がん－男（胸部エックス線検査・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数胸部エックス線検査の判定別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１７ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－18　肺がん－男（喀痰細胞診・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 配 布 数 回 収 数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） (受診者数) 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性のがん 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち の うち 喀痰がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 細胞診のみで 臨床病期

の が ん 発見された者 Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

喀痰細胞診の判定別人数喀痰容器配布回収状況 精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１８ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－19　肺がん－男（喀痰細胞診・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 配 布 数 回 収 数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） (受診者数) 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性のがん 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち の うち 喀痰がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 細胞診のみで 臨床病期

の が ん 発見された者 Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

喀痰細胞診の判定別人数喀痰容器配布回収状況 精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８１９ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－20　肺がん－女（全て・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２０ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－21　肺がん－女（全て・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２１ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－22　肺がん－女（胸部エックス線検査・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数胸部エックス線検査の判定別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２２ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－23　肺がん－女（胸部エックス線検査・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要精密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 臨床病期

の が ん Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

精密検査受診の有無別人数胸部エックス線検査の判定別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２３ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－24　肺がん－女（喀痰細胞診・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 配 布 数 回 収 数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） (受診者数) 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性のがん 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち の うち 喀痰がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 細胞診のみで 臨床病期

の が ん 発見された者 Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

喀痰細胞診の判定別人数喀痰容器配布回収状況 精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２４ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－25　肺がん－女（喀痰細胞診・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 配 布 数 回 収 数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） (受診者数) 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性のがん 原発性の 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち の うち 喀痰がんのうち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 細胞診のみで 臨床病期

の が ん 発見された者 Ⅰ　　期

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

偶発症の有無別人数

40～44歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

喀痰細胞診の判定別人数喀痰容器配布回収状況 精密検査受診の有無別人数

精密検査受診者

45～49歳

50～54歳

55～59歳

80歳以上

計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２５ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－26　子宮がん（頸部・個別検診・21年度の精密検査結果）

要 精 密

検診回数 受診者数 ２年連続 精検不要 要精検(1)要精検(2) 判定不能 検査者数 がんの疑 がん及び 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 （年度中） 異　常 が ん で が ん で 異形成で いのある 異 形 成 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 原発性の あった者 者または 以 外 の 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ちがんのうちがんのうち 　 未 確 定 疾 患 で 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原発性の 上 皮 内 微小浸潤 あった者

の が ん が　　ん が　　ん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

細胞診の判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

60～64歳

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

20～24歳

25～29歳

30～34歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

計

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

１５８２６

15(8)　健康増進（がん検診）

市 区 町 村 符 号

政令市（特別区）名

平成　 22  年度分

SA
M
PL

E



　15(8)－27　子宮がん（頸部・集団検診・21年度の精密検査結果）

要 精 密

検診回数 受診者数 ２年連続 精検不要 要精検(1)要精検(2) 判定不能 検査者数 がんの疑 がん及び 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 （年度中） 異　常 が ん で が ん で 異形成で いのある 異 形 成 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の 原発性の あった者 者または 以 外 の 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ちがんのうちがんのうち 　 未 確 定 疾 患 で 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 上 皮 内 微小浸潤 あった者

の が ん が　　ん が　　ん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

細胞診の判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

60～64歳

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

20～24歳

25～29歳

30～34歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

計

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

統計法に基づく

一般統計調査

種別 ３ 政令市（特別区）

表番号

１５８２７

15(8)　健康増進（がん検診）

市 区 町 村 符 号

政令市（特別区）名

平成　22　年度分

SA
M
PL

E



　15(8)－28　子宮がん（体部・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性

の が ん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

55～59歳

精検受診の有無別人数

計

40～44歳

45～49歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

50～54歳

60～64歳

65～69歳

30～34歳

35～39歳

精密検査受診者

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

25～29歳

偶発症の有無別人数

20～24歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２８ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－29　子宮がん（体部・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 要 精 密 がんの疑 がん以外 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 検査者数 異　常 が ん で が ん で いのある の疾患で 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 者または あった者 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち 未 確 定 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性

の が ん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

初  回(31)

非初回(32)

  計  (33)

初  回(34)

非初回(35)

  計  (36)

初  回(37)

非初回(38)

  計  (39)

初  回(40)

非初回(41)

  計  (42)

偶発症の有無別人数

20～24歳

検診中／検診後 精密検査中／精密検査後精密検査受診者

80歳以上

計

25～29歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

30～34歳

35～39歳

65～69歳

40～44歳

精検受診の有無別人数

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

70～74歳

75～79歳

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８２９ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－30　乳がん（マンモグラフィのみ・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ 要 精 密 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 リ ー １ リ ー ２ リ ー ３ リ ー ４ リ ー ５ 検査者数 異　常 が ん で が ん で がんの疑 がん以外 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の いのある の疾患で 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 者または あった者 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち 未 確 定

の が ん 早期がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

70～74歳

75～79歳

80歳以上

計

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

マンモグラフィの判定別人数

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８３０ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－31　乳がん（マンモグラフィのみ・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ 要 精 密 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 リ ー １ リ ー ２ リ ー ３ リ ー ４ リ ー ５ 検査者数 異　常 が ん で が ん で がんの疑 がん以外 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の いのある の疾患で 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 者または あった者 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち 未 確 定

の が ん 早期がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

70～74歳

75～79歳

80歳以上

計

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

マンモグラフィの判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８３１ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査

SA
M
PL

E



　15(8)－32　乳がん（視触診及びマンモグラフィ・個別検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ 要 精 密 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 リ ー １ リ ー ２ リ ー ３ リ ー ４ リ ー ５ 検査者数 異　常 が ん で が ん で がんの疑 がん以外 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の いのある の疾患で 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 者または あった者 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち 未 確 定

の が ん 早期がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

70～74歳

75～79歳

80歳以上

計

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

マンモグラフィの判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８３２ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査
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　15(8)－33　乳がん（視触診及びマンモグラフィのみ・集団検診・21年度の精密検査結果）

検診回数 受診者数 ２年連続 カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ カ テ ゴ 要 精 密 未 受 診 未 把 握

（年度中） 受診者数 リ ー １ リ ー ２ リ ー ３ リ ー ４ リ ー ５ 検査者数 異　常 が ん で が ん で がんの疑 がん以外 重 篤 な 偶 発 症 重 篤 な 偶 発 症

（年度中） （年度中） 認めず あった者 あった者 原発性の いのある の疾患で 偶発症を に よ る 偶発症を に よ る

の う ち が ん の 者または あった者 確　　認 死亡あり 確　　認 死亡あり

原 発 性 う　　ち 未 確 定

の が ん 早期がん

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

初  回(01)

非初回(02)

  計  (03)

初  回(04)

非初回(05)

  計  (06)

初  回(07)

非初回(08)

  計  (09)

初  回(10)

非初回(11)

  計  (12)

初  回(13)

非初回(14)

  計  (15)

初  回(16)

非初回(17)

  計  (18)

初  回(19)

非初回(20)

  計  (21)

初  回(22)

非初回(23)

  計  (24)

初  回(25)

非初回(26)

  計  (27)

初  回(28)

非初回(29)

  計  (30)

地　域　保　健　・　健　康　増　進　事　業　報　告

マンモグラフィの判定別人数 精密検査受診の有無別人数 偶発症の有無別人数

精密検査受診者 検診中／検診後 精密検査中／精密検査後

70～74歳

75～79歳

80歳以上

計

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

政令市（特別区）名 

平成 22  年度分 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５８３３ 

15(8) 健康増進（がん検診） 

種別 ３ 政令市（特別区） 

統計法に基づく

一般統計調査
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　15(9)-01　肝炎ウイルス検診の受診者数及び項目別の検査結果別人員

Ｃ型
(1)

Ｂ型
(2)

判定①
(3)

判定②
(4)

判定③
(5)

計
(6)

陽性
(7)

陰性
(8)

40歳    (01)

Ｃ型
(1)

Ｂ型
(2)

判定①
(3)

判定②
(4)

判定③
(5)

計
(6)

陽性
(7)

陰性
(8)

41～44歳(02)

45～49歳(03)

50～54歳(04)

55～59歳(05)

60～64歳(06)

65～69歳(07)

70歳以上(08)

    計  (09)

　15(9)-02  肝炎ウイルスに関する健康教育の実施

　15(9)-03　肝炎ウイルスに関する健康相談の実施

 

 

受診者

Ｃ型肝炎ウイルス検診

Ｃ型肝炎ウイルス検診

地 域 保 健 ・ 健 康 増 進 事 業 報 告

節　目　検　診

節　目　外　検　診

Ｂ型肝炎ウイルス検診

Ｂ型肝炎ウイルス検診受診者

種別 ３ 政令市（特別区） 

市 区 町 村 符 号 表番号 

１５９００ 

15(9) 健康増進（肝炎ウイルス検診） 

政令市（特別区）名 

平成 22 年度分 

開催回数(01) 参加延人員(02) 

開催回数(01) 参加延人員(02) 

統計法に基づく

一般統計調査
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（別紙） 

平成２３年度特定保険医療材料価格調査実施要領 

 

１ 調査目的 

  健康保険法の規定により厚生労働大臣が定める「特定保険医療材料及びその購入価

格（材料価格基準）」の改正の基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査対象品目 

  特定保険医療材料 

 

３ 調査項目 

  調査対象品目の価格、数量等 

 

４ 調査期間及び提出期限 

  平成２３年５月から同年９月取引分を対象として、平成２３年１０月１日から同年

１０月２４日までの間に実施する。 

ただし、ダイアライザー、フィルム、歯科材料及び調剤報酬点数表に規定する特定 

保険医療材料については、平成２３年９月取引分のみを対象とする。 

調査客体は平成２３年１０月２４日までに都道府県に提出し、都道府県は同年１１ 

月４日までに厚生労働省に提出することとする 

 

５ 調査客体 

（１）販売サイド 

 病院、一般診療所、歯科診療所、歯科技工所及び保険薬局に対して直接特定保険

医療材料を販売する医療機器販売業者の全数を対象及び客体とする。 

   ただし、特定保険医療材料の取引が帳簿上だけであり、販売業者としての実態が

なく、主として、特定の医療機関等とのみ取引している販売業者は対象としない。 

                        （調査客体数 約６，４００客体） 

（２）購入サイド 

   ① 病院及び一般診療所（歯科診療所を除く。以下同じ。）の全数を対象とし、

以下のように抽出された病院及び一般診療所を客体とする。 

     ア 病院の全数から、層化無作為抽出法により４分の１の抽出率で抽出され 

た病院を客体とする。 

                                   （調査客体数 約２，２００客体）

イ 一般診療所の全数から、層化無作為抽出法により８０分の１の抽出率 

      で抽出された一般診療所を客体とする。 

                        （調査客体数 約１，３００客体） 

 



   ② 歯科診療所の全数から、層化無作為抽出法により６０分の１の抽出率で抽出

された歯科診療所を客体とする。 

                             （調査客体数  約１，１５０客体） 

   ③ 歯科技工所の全数から、層化無作為抽出法により６０分の１の抽出率で抽出

された歯科技工所を客体とする。                                                                 

（調査客体数  約  １１０客体） 

   ④ 保険薬局の全数から、層化無作為抽出方法により３０分の１の抽出率で抽出

された保険薬局。 

                       （調査客体数 約１，６００客体） 

 

６ 東日本大震災の影響による調査票配布時等の配慮 

    （１）調査客体となる医薬品販売営業所等及び病院等のうち、下記の区域等 

に所在するものに対しては、調査票の発送は行わない。 

①（社）日本損害保険協会が津波や火災によって甚大な被害（流失や焼 

失）のあった街区として認定した全損地域 

②郵便事業（株）によって郵便物等の配達困難地域となっている区域 

③原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第 15 条第 3 項 

の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣 

の指示の対象地域となった地域 

      ④同法第 20 条第 3 項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区 

域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域 

    （２）調査客体となる医薬品販売営業所等及び病院等のうち、東日本大震災 

に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23 年法律 

第 40 号）第 2 条第 3 項に規定する特定被災区域に所在するものに対して 

は、調査協力の了承を得た上で調査を実施する。 

 （３）有効回答の集計・分析の際に、被災区域に所在する調査客体からのデ 

ータを除いた集計を別途行うなどの措置を必要に応じ講ずる。 

 

７ 調査の実施方法 

  調査は、次の手順で実施するものとする。この場合、ア及びオについては厚生労働

省が、イ及びエについては都道府県が、ウについては調査客体自らが行うものとする。 

   ア 調査票等の作成 

   イ 調査客体に対する調査票等の配布 

   ウ 調査票の記入等 

   エ 調査客体からの調査票等の回収 

   オ 調査票等の集計 
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２ 病院報告 

(1) 報告の目的 

 全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、
医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。 

(2) 報告の沿革 

 この報告の前身は、昭和 20 年 10 月に発足した「病院週報」であるが、昭和 23 年６月に週報
から月報に改めるとともに、同年 11 月に医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）を定め
て報告の根拠を明確にし、昭和 24 年より医療法に基づく報告とした。 
 昭和 29 年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、昭和 48 年からは従
事者票を追加し、平成 10 年からは療養型病床群（現「療養病床」）を有する診療所からも報告
を求めている。 
なお、平成 13 年３月から報告の根拠は、医療法施行令（昭和 23 年政令第 326 号）となった。 

(3) 報告の種類、期間及び期日 

 患者票 （毎月報告）       平成 22 年 1 月 1 日～12 月 31 日 
 従事者票（病院のみ 年１回報告） 平成 22 年 10 月 1 日現在 

(4) 報告の対象 

 全国の病院（患者票、従事者票）、療養病床を有する診療所（患者票） 

(5) 報告の事項 

 患者票    在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等 
 従事者票   医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数 

(6) 報告の方法及び系統 

患者票    病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。 
従事者票   病院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。 
      
 厚生労働省      都道府県          保健所       病院・診療所 
               保健所設置市・特別区            

(7) 結果の集計 

 厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。 

 

３ 利用上の注意 

(1)  表章記号の規約 
 計数のない場合                                                           － 
 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合                            … 
統計項目があり得ない場合                                                      ・ 
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の１に達しない場合    0.0  
減少数又は減少率を意味する場合                                           △ 

(2)   概況本文と統計表の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が｢総数｣に合わない場合  
がある。 

(3)   本概況の人口 10 万対比率は、総務省統計局発表「平成22年国勢調査人口等基本集計」により算出し
た。 



㊙ 
別記様式第一   

統計法に基づく 

一般統計調査 
病  院  報  告 (患者票) 平成  年  月分 

 

都道府県名                          施 設 名                             

保 健 所 名                          所 在 地                             

 

※ 
保 健 所 符 号       

※
整 理 番 号             

 

区 分 
在 院 患 者 

延 数 

月 末 在 院 

患 者 数 

新 入 院 

患 者 数 

同一医療機関内の 
他の種別の病床から 
移 さ れ た 患 者 数 

退 院 

患 者 数 

同一医療機関内の 
他の種別の病床へ 
移 さ れ た 患 者 数 

  

総 数                         

 

精 神 病 床 (1)                         

感 染 症 病 床 (2)                         

結 核 病 床 (3)                         

療 養 病 床 (4)                             

一 般 病 床 (5)                         

 

区 分 
在 院 患 者 

延 数 

月 末 在 院 

患 者 数 

新 入 院 

患 者 数 

同一医療機関内の介護
療養病床以外(他の種別
の病床を含む｡）の病床
から移された患者数 

退 院 

患 者 数 

同一医療機関内の介護
療養病床以外(他の種別
の病床を含む｡）の病床
へ 移 さ れ た 患 者 数 

 
月 末 

病 床 数 

介 護 療 養 病 床 (6)                             

 

外 来 患 者 延 数                             

 

備  考  

 
注：１ ※印は保健所で記入すること。 

２ 「介護療養病床」とは、療養病床のうち、介護保険法第48条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設に係る病床をいうものであり、
「介護療養病床」(6)欄には、「療養病床」(4)欄のうち介護療養病床を利用する患者に係る数値を記入すること。 

３ 療養病床を有する診療所については、当該療養病床に関して「療養病床」(4)欄に、介護療養病床を有する場合は当該介護療養病床に関し
て「介護療養病床」(6)欄に記入すること。 
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㊙ 
別記様式第一の二    

統計法に基づく

一般統計調査 
 病  院  報  告 (従事者票) 平成  年分 

都道府県名                          病 院 名                             

保 健 所 名                          所 在 地                             

※１ 
保 健 所 符 号       

※１ 
  

整 理 番 号           

 

職 種 

常  勤 非 常 勤 ※２   常 勤 換 算 ※３ 

「常勤」従事者の人数 
「非常勤」従事者の常勤換算  職 種 「常勤」と「非常勤」従事者の常勤換算 

（小数点第2位四捨五入）結果   （小数点第2位四捨五入）結果 

（01） 医 師         .   （08） 看 護 業 務 補 助 者     .  

（02） 歯 科 医 師         .   （09） 理 学 療 法 士 （PT）     .  

             （10） 作 業 療 法 士 （OT）     .  

職 種 

実 人 員 常 勤 換 算 ※３  （11） 視 能 訓 練 士     .  

「常勤・非常勤」従事者の人数 
「常勤」と「非常勤」従事者の常勤換算  （12） 言 語 聴 覚 士     .  

（小数点第2位四捨五入）結果  （13） 義 肢 装 具 士     .  

（03） 薬 剤 師         .   （14） 歯 科 衛 生 士     .  

（04） 保 健 師         .   （15） 歯 科 技 工 士     .  

（05） 助 産 師         .   （16） 診 療 放 射 線 技 師     .  

（06） 看 護 師         .   （17） 診 療 エ ツ ク ス 線 技 師     .  

（07） 准 看 護 師         .   （18） 臨 床 検 査 技 師     .  

             （19） 衛 生 検 査 技 師     .  

備 考             （20） 臨 床 工 学 技 士     .  

             
（21） 

あ ん 摩 マ ツ サ ー ジ 
    .  

             指 圧 師 

             （22） 柔 道 整 復 師     .  

             （23） 管 理 栄 養 士     .  

             （24） 栄 養 士     .  

             （25） 精 神 保 健 福 祉 士     .  

             （26） 社 会 福 祉 士     .  

             （27） 介 護 福 祉 士     .  

             （28） そ の 他 の 技 術 員     .  

             
（29） 

医 療 社 会 事 業 
    .  

             従 事 者 

注 １） 「※１」印は保健所で記入すること。  （30） 事 務 職 員     .  

注 ２） 「※２」「※３」印は記入要領を参照の上、記入すること。  （31） そ の 他 の 職 員     .  
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平成 24 年度 保健師活動領域調査実施要綱 

 

Ⅰ 目的 

   この調査は、統計法（平成 19 年法律第 53 号）に基づく一般統計調査として、実施する

ものであり、都道府県及び市区町村に所属する保健師の活動領域を把握すると共に、地域

保健福祉活動（介護保険業務及び特定健診・特定保健指導業務を含む）に従事する全ての

保健師の業務内容、業務量の現状を把握し、保健師の確保、保健師活動に関する実態の把

握並びに企画調整の参考資料とする。本調査は、領域調査と活動調査からなり、領域調査

は毎年度、活動調査は平成 21年度から 3年毎に実施しており、今年度は両調査を実施する。 

Ⅱ 実施方法 

1. 担当者登録 

別紙１担当者登録票において、平成２４年５月１６日（水）までに調査担当者の登録を 

行う。 

 

２．領域調査 

 １）対象 

     都道府県、市区町村に所属する全ての常勤保健師と地域保健福祉事業に従事する非常勤 

保健師を対象とする。 

  

２）調査対象日 

平成２４年５月１日時点とする。 

 

４） 調査票  

（１）様式１-１： 都道府県常勤保健師用 調査回答用紙 

          （ 都道府県用 領域調査回答番号一覧を参照し記入） 

（２）様式１-２： 都道府県非常勤保健師用 調査回答用紙 

（３）様式２-１： 保健所設置市・特別区常勤保健師用 調査回答用紙 

          （ 保健所設置市・特別区用 領域調査回答番号一覧を参照し記入 ） 

（４）様式２-２： 保健所設置市・特別区非常勤保健師用 調査回答用紙  

（５）様式３-１： 市町村常勤保健師用 調査回答用紙 

          （ 市町村用 領域調査回答番号一覧を参照し記入 ） 

（６）様式３-２： 市町村非常勤保健師用 調査回答用紙 

（７）様式 ４  ： 特定健診・特定保健指導に携わる保健師の活動体制に関する調査 

 

  ５）調査の流れ 

 

 

 

 

 

（１）都道府県  

①調査担当者の登録したメールアドレスにて、厚生労働省保健指導室から送付される調査

厚生労働省 

保健所設置市・特別区 

市町村（保健所設置市除く） 都道府県 
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票（エクセルファイル）を、受理する。 

②管下市町村に、調査依頼の文書・実施要綱・調査票等を送付する。 

③様式１-１の調査票に都道府県に所属する全ての常勤保健師の状況を記載する。 

④様式１-２の調査票に都道府県の地域保健福祉事業に従事する全ての非常勤職員の状 

況を記載する。 

⑤管下市町村の調査票（様式３-1 及び３-２、様式４）のとりまとめを行い、都道府県分 

と市町村分の調査票一式を電子メールで厚生労働省に送付する。 

 

（２）保健所設置市・特別区 

①調査担当者の登録したメールアドレスにて、厚生労働省保健指導室から送付される調 

査票（エクセルファイル）を受理する。 

②様式２-１の調査票に保健所設置市・特別区に所属する全ての常勤保健師の状況を記載 

する。 

③様式２-２の調査票に保健所設置市・特別区の地域保健福祉事業に従事する全ての非常 

勤保健師の状況を記載する。 

④様式４の調査票に特定健診・特定保健指導に携わる保健師の状況を記載する。 

⑤記入した調査票（様式２-１及び２-２、様式４）を電子メールで厚生労働省に送付す 

る。 

（３）市町村 

①都道府県から送付される調査依頼の文書・実施要綱・調査票等を受理する。 

②様式３-１の調査票に市町村に所属する全ての常勤保健師の状況を記載する。 

③様式３-２の調査票に市町村の地域保健福祉事業に従事する全ての非常勤保健師の状 

況を記載する。 

④様式４の調査票に特定健診・特定保健指導に携わる保健師の状況を記載する。 

⑤記入した調査票（様式３-１及び３-２、様式４）を電子メールで都道府県に送付する。 

 

６）調査票（エクセルファイル）の提出方法 

  以下の方法でエクセルファイルを作成し、電子メールで厚生労働省に提出する。 

（１）都道府県 

①「【都道府県名】様式１」、「【都道府県名】様式３-１」、「【都道府県名】様式３-２」、

「【都道府県名】様式４」をファイル名とする４つのファイルを作成する（提出時に

は、【 】内に都道府県名を入れる。以下同じ。）。 

②「【都道府県名】様式１」には、様式１-１及び１-２のシートを別にして記載する。

該当する保健師がいない調査票も、シートは作成すること。また、シート名は様式名

（様式１-１、様式１-２等）を記載すること。 

③管下の市町村が作成し、回収した調査票（様式３-１、３－２及び４）については、「【都

道府県名】様式３－１」、「【都道府県名】様式３－２」及び「【都道府県名】様式４」

の各ファイルに、市町村別にシートで分けて記載する。また、シート名は市町村名と

すること。該当する保健師のいない市町村も、シートは作成すること。 

 

（２）保健所設置市・特別区 

①「【都道府県名市区名】様式２」、「【都道府県名市区名】様式４」をファイル名とする

２つのファイルを作成する。 

②「【都道府県名市区名】様式２」には、様式２－１及び２－２のシートを別にして記

載する。該当する保健師のいない調査票も、シートは作成すること。また、シート名

は、様式名（様式２-１、様式２-２等）を記載すること。 

③「【都道府県名市区名】様式４」には、様式４を記載する。 
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７）提出期限 

 ７月中旬目途に委託業者から連絡 

 

３．活動調査 

１）対象 

調査対象は、厚生労働省が無作為抽出で選定した別紙２の自治体に従事する全ての保健 

師(常勤、非常勤)である。 

   

２）調査対象期間 

平成２４年６月及び１０月の２か月間とする。 

 

３）調査票 

（１）様式１－１ ： 都道府県用【概況票】 

（２）様式１－２ ： 都道府県用【個人票：６月調査用】 

 ： 都道府県用【個人票：１０月調査用】 

（３）様式２－１ ： 保健所設置市・特別区用【概況票】 

（４）様式２－２ ： 保健所設置市・特別区用【個人票：６月調査用】 

 ： 保健所設置市・特別区用【個人票：１０月調査用】 

（５）様式３－１ ： 市町村用【概況票】 

（６）様式３－２ ： 市町村用【個人票：６月調査用】 

      ： 市町村用【個人票：１０月調査用】 

 

５）調査の流れ 

 

 

 

 

（１）都道府県 

①調査担当者の登録したメールアドレスにて、厚生労働省保健指導室から送付される調

査票（エクセルファイル）を、受理する。 

②調査対象となる市町村に、調査依頼の文書・実施要綱・記入要綱・調査票等

を送付する。 

③都道府県が調査対象となっている場合は、調査票（様式１-１及び１-２）に

記入の上、結果を取りまとめる。 

④管下の調査対象市町村分については、調査票（様式３-１及び３-２）を取り

まとめ、調査回答様式一式を電子メールで厚生労働省に送付する。  

 

（２）保健所設置市・特別区  

①調査担当者の登録したメールアドレスにて、厚生労働省保健指導室から送付される調

査票（エクセルファイル）を、受理する。 

②調査対象となっている場合は、調査票（様式２-１及び２-２）に記入の上、

結果を取りまとめ、調査回答様式一式を電子メールで厚生労働省に送付する。 

  

（３）市町村 

①調査対象となる市町村は、都道府県から送付される調査依頼の文書・実施要

綱・記入要綱・調査票等を受理する。 

 

厚生労働省 

都道府県 

該当する保健所設置市・特別区 

該当する 

市町村（保健所設置市除く） 



 

 4 

②調査票（様式３-１及び３-２）に記入の上、結果を取りまとめ、電子メール

で都道府県に送付する。 

 

６）調査票（エクセルファイル）の提出方法 

   以下の方法でエクセルファイルを作成し、電子メールで厚生労働省に提出する。  

（１）都道府県 

①「【都道府県名】様式１（常勤）」、「【都道府県名】様式１（非常勤）」をファイル名と

する２つのファイルを作成する（提出時には、【 】内に都道府県名を入れる。以下

同じ。）。 

②「【都道府県名】様式１（常勤）」には、常勤保健師に関する様式１-１及び１-２のシ

ートを別にして記載する。「【都道府県名】様式１（非常勤）」には、非常勤保健師に

関する様式１-１及び１-２のシートを別にして記載する。どちらのファイルも、様

式１-１のシート名は、「様式１-１」と記載し、様式１-２のシート名は、様式名を

入れず個人別に「１」から連番を記入する。 

 

※ ６月調査と１０月調査の対象が、同一人物であるとは限らないため、様式１-２

のシート番号は、６月調査分と１０月調査分で、各個人について同一の番号であ

る必要はない。 

※ シート数が多くなり、ひとつのファイルに収まらず、ファイルが複数になる場合

は、「【都道府県名】様式１（常勤）ファイル１」のようにファイル名の最後に「フ

ァイル１」から始まる連番を記入する。 

 

③ 管下の該当する市町村分については、市町村別にファイルを取りまとめ、都道府県

のファイルと併せて厚生労働省に提出する。なお、調査対象とならなかった都道府

県については、管下の該当市町村分のみ取りまとめて送付する。 

④ ファイルの容量が大きくてメールでの送信ができない場合は、CD-ROM 等の電磁気媒

体に保存して郵送する。 

 

（２）保健所設置市・特別区 

①「【都道府県名市区名】様式２（常勤）」、「【都道府県名市区名】様式２（非常勤）」を

ファイル名とする２つのファイルを作成する。 

②「【都道府県名市区名】様式２（常勤）」には、常勤保健師に関する様式２-１及び２-

２のシートを別にして記載する。「【都道府県名市区名】様式２（非常勤）」には、非

常勤保健師に関する様式２-１及び２-２のシートを別にして記載する。どちらのフ

ァイルも、様式２-１のシート名は、「様式２-１」と記載し、様式２-２のシート名

は、様式名を入れず個人別に「１」から連番を記入する。 

※ ６月調査と１０月調査の対象が、同一人物であるとは限らないため、様式２-２

のシート番号は、６月調査分と１０月調査分で、各個人について同一の番号であ

る必要はない。 

※ シート数が多くなり、ひとつのファイルに収まらず、ファイルが複数になる場合

は、「【都道府県名市区名】様式２（常勤）ファイル１」のようにファイル名の最

後に「ファイル１」から始まる連番を記入する。 

 

（３）市町村 

①「【都道府県名市町村名】様式３」をファイル名とするファイルを作成する。 

②「【都道府県名市町村名】様式３」には、様式３-１及び３-２のシートを別にして記

載する。様式３-１のシート名は、「様式３-１」と記載し、様式３-２のシート名は、

様式名を入れず「常勤１」のように個人別に常勤・非常勤の区別と「１」から連番を
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記入する。 

※ ６月調査と１０月調査の対象が、同一人物であるとは限らないため、様式３-２

のシート番号は、６月調査分と１０月調査分で、各個人について同一の番号であ

る必要はない。 

※ シート数が多くなり、ひとつのファイルに収まらず、ファイルが複数になる場合

は、「【都道府県名市町村名】様式３（常勤）ファイル１」のようにファイル名の

最後に「ファイル１」から始まる連番を記入する。 

 

７）提出期日 

   ６月調査分  ： ７月中旬目途に委託業者から連絡 

    １０月調査分：  ７月中旬目途に委託業者から連絡 

 

 

Ⅲ お問い合わせ・担当者登録・提出先 

     厚生労働省健康局がん対策・健康増進課保健指導室 

      ［ 住所：〒１００-８９１６   東京都千代田区霞が関１－２－２ ］ 

      TEL：０３－５２５３－１１１１（内線２３９２、２３３６） 

      メールアドレス：3hoken@mhlw.go.jp 

      本調査に関する質問等の問い合わせは原則、電子メールで受け付ける。 

mailto:hoken@mhlw.go.jp


別紙１担当者登録票

自治体番号 自治体名 担当者名 所属 電話番号 メールアドレス

・自治体番号は（別表）自治体番号表をご参照ください

・3hoken＠mhlw.go.jpまでお送りください。



（別表）自治体番号表
自治体番号 自治体名 自治体番号 自治体名 自治体番号 自治体名 自治体番号 自治体名

1 北 海 道 48 札 幌 市 68 函 館 市 117 千 代 田 区

2 青 森 県 49 仙 台 市 69 旭 川 市 118 中 央 区

3 岩 手 県 50 さいたま市 70 青 森 市 119 港 区

4 宮 城 県 51 千 葉 市 71 盛 岡 市 120 新 宿 区

5 秋 田 県 52 横 浜 市 72 秋 田 市 121 文 京 区

6 山 形 県 53 川 崎 市 73 郡 山 市 122 台 東 区

7 福 島 県 54 相 模 原 市 74 い わ き 市 123 墨 田 区

8 茨 城 県 55 新 潟 市 75 宇 都 宮 市 124 江 東 区

9 栃 木 県 56 静 岡 市 76 前 橋 市 125 品 川 区

10 群 馬 県 57 浜 松 市 77 高 崎 市 126 目 黒 区

11 埼 玉 県 58 名 古 屋 市 78 川 越 市 127 大 田 区

12 千 葉 県 59 京 都 市 79 船 橋 市 128 世 田 谷 区

13 東 京 都 60 大 阪 市 80 柏 市 129 渋 谷 区

14 神 奈 川 県 61 堺 市 81 横 須 賀 市 130 中 野 区

15 新 潟 県 62 神 戸 市 82 富 山 市 131 杉 並 区

16 富 山 県 63 岡 山 市 83 金 沢 市 132 豊 島 区

17 石 川 県 64 広 島 市 84 長 野 市 133 北 区

18 福 井 県 65 北 九 州 市 85 岐 阜 市 134 荒 川 区

19 山 梨 県 66 福 岡 市 86 豊 橋 市 135 板 橋 区

20 長 野 県 67 熊 本 市 87 岡 崎 市 136 練 馬 区

21 岐 阜 県 88 豊 田 市 137 足 立 区

22 静 岡 県 89 大 津 市 138 葛 飾 区

23 愛 知 県 90 豊 中 市 139 江 戸 川 区

24 三 重 県 91 高 槻 市

25 滋 賀 県 92 東 大 阪 市

26 京 都 府 93 姫 路 市

27 大 阪 府 94 尼 崎 市

28 兵 庫 県 95 西 宮 市

29 奈 良 県 96 奈 良 市

30 和 歌 山 県 97 和 歌 山 市

31 鳥 取 県 98 倉 敷 市

32 島 根 県 99 福 山 市

33 岡 山 県 100 下 関 市

34 広 島 県 101 高 松 市

35 山 口 県 102 松 山 市

36 徳 島 県 103 高 知 市

37 香 川 県 104 久 留 米 市

38 愛 媛 県 105 長 崎 市

39 高 知 県 106 大 分 市

40 福 岡 県 107 宮 崎 市

41 佐 賀 県 108 鹿 児 島 市

42 長 崎 県 109 小 樽 市

43 熊 本 県 110 八 王 子 市

44 大 分 県 111 町 田 市

45 宮 崎 県 112 藤 沢 市

46 鹿 児 島 県 113 四 日 市 市

47 沖 縄 県 114 呉 市

115 大 牟 田 市

116 佐 世 保 市
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平成 24 年度 保健師活動領域調査(活動調査) 実施対象自治体 

１．選定自治体 

  (1) 都道府県（全４７都道府県中、１１都道府県） 

宮城県 茨城県 千葉県 富山県 長野県 三重県 兵庫県 島根県 徳島県 熊本県 沖縄県 

 

(2) 保健所設置市（全６９市中、１７市） 

北海道 

旭川市 

秋田県 

秋田市 

群馬県 

前橋市 

千葉県 

千葉市 

東京都 

町田市 

神奈川県 

藤沢市 

長野県 

長野市 

愛知県 

名古屋市 

三重県 

四日市市 

大阪府 

堺市 

兵庫県 

神戸市 

奈良県 

奈良市 

広島県 

広島市 

香川県 

高松市 

福岡県 

福岡市 

長﨑県 

佐世保市 

鹿児島県 

鹿児島市 
       

 

(3) 特別区（全２３区中、５区） 

新宿区 江東区 杉並区 板橋区 江戸川区 

  

(4) 市町村(保健所設置市除く)    

① 人口５千人未満（全２３０市町村中、５５市町村）       

北海道東北 

 

 

北海道 

鹿部町 

北海道 

島牧村 

北海道 

真狩村 

北海道 

泊町 

北海道 

仁木町 

北海道 

浦臼町 

北海道 

北竜町 

北海道 

上川町 

北海道 

剣淵町 

北海道 

幌加内町 

北海道 

初山別村 

北海道 

中頓別村 

北海道 

利尻富士町 

北海道 

滝上町 

北海道 

豊浦町 

北海道 

更別村 

青森県 

今別町 

青森県 

佐井村 

岩手県 

野田村 

秋田県 

大潟村 

福島県 

北塩原村 

福島県 

川内村 
        

関東甲信越 群馬県 

南牧村 

東京都 

檜原村 

東京都 

三宅村 

神奈川県 

清川村 

山梨県 

道志村 

長野県 

南牧村 

長野県 

平谷村 

長野県 

天龍村 

長野県

木祖村 

長野県 

生坂村 

長野県 

小川村 
           

東海北陸 岐阜県 

七宗町 

愛知県 

東栄町 
        

近 畿 京都府 

南山城村 

奈良県 

御杖村 

奈良県 

十津川村 

奈良県 

東吉野村 

和歌山県 

古座川町 
     

中国四国 鳥取県 

江府町 

島根県 

知夫村 

徳島県 

佐那河内村 

高知県 

東洋町 

高知県 

大豊町 

高知県 

三原村 
    

九 州 熊本県 

南小国町 

熊本県 

五木村 

宮崎県 

西米良村 

宮崎県 

五ヶ瀬町 

鹿児島県 

宇検村 

沖縄県 

渡嘉敷村 

沖縄県 

南大東村 

沖縄県 

与那国町 
  

 

 

② 人口５千人以上１万人未満（全２４６市町村中、５９市町村） 

北海道東北 

 

 

 

北海道 

福島町 

北海道 

江差町 

北海道 

蘭越町 

北海道 

由仁町 

北海道 

当麻町 

北海道 

増毛町 

北海道 

小清水町 

北海道 

安平町 

北海道 

様似町 

北海道 

鹿追町 

北海道 

池田町 

北海道 

浜中町 

北海道 

標津町 

青森県 

横浜町 

岩手県 

西和賀町 

岩手県 

九戸村 

宮城県 

女川町 

秋田県 

井川町 

山形県 

大石田町 

山形県 

鮭川村 

別紙２ 
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北海道東北 山形県 

三川町 

福島県 

只見町 

福島県 

矢祭町 

福島県 

浅川町 

福島県 

双葉町 
     

関東甲信越 群馬県 

長野原町 

埼玉県 

横瀬町 

千葉県 

長南町 

東京都 

大島町 

新潟県 

弥彦村 

山梨県 

南部町 

長野県 

立科町 

長野県 

中川村 

長野県

喬木村 

長野県 

筑北村 

長野県 

信濃町 
         

東海北陸 岐阜県 

関ヶ原町 

岐阜県 

白川町 

愛知県 

設楽町 

三重県 

御浜町 
      

近 畿 滋賀県 

甲良町 

大阪府 

田尻町 

奈良県 

三宅町 

奈良県 

下市町 

和歌山県 

日高町 
     

中国四国 鳥取県 

日南町 

島根県 

吉賀町 

広島県 

大崎上島町 

徳島県 

美波町 

高知県 

越知町 
     

九 州 福岡県 

久山町 

福岡県 

吉富町 

佐賀県 

大町町 

熊本県 

小国町 

熊本県 

津奈木町 

宮崎県 

木城町 

鹿児島県 

南大隅町 

鹿児島県 

龍郷町 

鹿児島県 

和泊町 
 

 

③ 人口１万人以上２万人未満（全２９７市町村中、７１市町村） 

北海道東北 北海道 

赤平市 

北海道 

森町 

北海道 

長沼町 

北海道 

斜里町 

北海道 

日高町 

北海道 

厚岸町 

青森県 

深浦町 

青森県 

鶴田町 

青森県 

六戸町 

青森県 

五戸町 

岩手県 

金ケ崎町 

岩手県 

軽米町 

宮城県 

村田町 

宮城県 

松島町 

秋田県 

五城目町 

山形県 

中山町 

山形県 

遊佐町 

福島県

猪苗代町 

福島県 

棚倉町 

福島県

富岡町 

関東甲信越 

 

 

茨城県 

美浦村 

栃木県

市貝町 

栃木県 

那珂川町 

群馬県 

中之条町 

群馬県 

明和町 

埼玉県 

嵐山町 

埼玉県 

小鹿野町 

千葉県 

東庄町 

千葉県 

白子町 

神奈川県 

松田町 

新潟県 

聖籠町 

山梨県 

市川三郷町 

長野県 

佐久穂町 

長野県 

南箕輪村 

長野県 

池田町 
     

東海北陸 富山県 

朝日町 

福井県 

高浜町 

岐阜県

川辺町 

静岡県 

森町 

三重県 

川越町 

三重県 

大紀町 
    

近 畿 滋賀県 

竜王町 

京都府 

丹波町 

大阪府 

太子町 

兵庫県 

神河町 

奈良県 

河合町 

和歌山県 

日高川町 
    

中国四国 鳥取県 

湯梨浜町 

鳥取県 

南部町 

島根県 

邑南町 

岡山県 

勝央町 

広島県 

世羅町 

山口県 

平生町 

徳島県 

板野町 

香川県 

土庄町 

愛媛県 

久万高原町 

高知県 

室戸市 

高知県 

四万十町 
         

九 州 福岡県 

鞍手町 

福岡県 

広川町 

佐賀県 

吉野ヶ里町 

長崎県 

波佐見町 

熊本県 

長州町 

熊本県 

甲佐町 

熊本県 

錦町 

大分県 

玖珠町 

宮崎県 

都農町 

鹿児島県 

垂水市 

鹿児島県 

肝付町 

沖縄県 

恩納村 

沖縄県 

中城村 
       

 

 

④ 人口２万人以上５万人未満（全４１５市町村中、１００市町村） 

北海道東北 北海道 

稚内市 

北海道 

名寄市 

北海道 

富良野市 

北海道 

余市町 

北海道 

音更町 

青森県

黒石市 

青森県

おいらせ町 

岩手県 

遠野市 

岩手県 

八幡平市 

宮城県 

角田市 

宮城県

柴田町 

宮城県 

大和町 

秋田県 

鹿角市 

秋田県 

にかほ市 

山形県 

寒河江市 

山形県 

東根市 

山形県 

庄内町 

福島県 

会津美里町 
  

関東甲信越 

 

茨城県 

北茨城市 

茨城県 

かすみがうら市 

茨城県 

茨城町 

茨城県 

阿見町 

栃木県 

さくら市 

栃木県 

壬生町 

群馬県 

みなかみ町 

埼玉県 

伊奈町 

埼玉県

川島町 

埼玉県 

宮代町 
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関東甲信越 

 

 

 

千葉県 

勝浦市 

千葉県 

南房総市 

千葉県 

栄町 

神奈川県 

南足柄市 

神奈川県 

二宮町 

新潟県 

加茂市 

新潟県 

阿賀野市 

山梨県 

北社市 

山梨県 

河口湖町 

長野県 

大町市 

長野県 

辰野町 
         

東海北陸 富山県 

砺波市 

富山県 

入善町 

石川県 

能美市 

石川県 

志賀町 

岐阜県 

美濃市 

岐阜県 

飛騨市 

岐阜県 

海津市 

岐阜県 

垂井町 

岐阜県 

池田町 

静岡県 

御前崎市 

静岡県 

函南町 

静岡県

吉田町 

愛知県

東郷町 

愛知県 

大治町 

愛知県 

南知多町 

三重県 

鳥羽市 

三重県 

明和町 
   

近 畿 京都府 

宮津市 

兵庫県 

洲本市 

兵庫県 

加西市 

兵庫県 

淡路市 

兵庫県 

多可町 

兵庫県 

香美町 

奈良県 

宇陀市 

奈良県 

田原本町 

和歌山県 

有田市 

和歌山県 

白浜町 

 

 
         

中国四国 島根県 

境港市 

島根県 

雲南市 

岡山県 

新見市 

岡山県 

美作市 

広島県 

庄原市 

広島県 

海田町 

山口県 

柳井市 

徳島県 

阿波市 

徳島県 

北島町 

香川県 

三木町 

愛媛県 

八幡浜市 

愛媛県 

東温市 

高知県 

南国市 

高知県 

四万十市 
      

九 州 福岡県 

中間市 

福岡県 

みやま市 

福岡県 

須惠町 

福岡県 

岡垣町 

福岡県 

みやこ町 

佐賀県 

小城市 

長崎県 

島原市 

長崎県 

壱岐市 

長崎県 

長与町 

熊本県 

水俣市 

熊本県 

大津町 

大分県 

津久見市 

大分県 

大野市 

宮崎県 

小林市 

宮崎県 

三股町 

鹿児島県 

阿久根市 

鹿児島県 

南さつま市 

鹿児島県 

伊佐市 

沖縄県 

読谷村 

沖縄県 

八重瀬町 

 

⑤ 人口５万人以上１０万人未満（全２７１市町村中、６５市町村） 

北海道東北 北海道 

登別市 

青森県 

五所川原市  

岩手県 

北上市 

宮城県 

名取市 

秋田県 

能代市 

秋田県 

大仙市 

福島県 

須賀川市 

福島県 

伊達市 
  

関東甲信越 茨城県 

常総市 

茨城県 

鹿嶋市 

茨城県 

神栖市 

栃木県 

真岡市 

群馬県 

館林市 

群馬県 

安中市 

埼玉県 

飯能市 

埼玉県 

蕨市 

埼玉県 

桶川市 

埼玉県 

坂戸市 

埼玉県 

吉川市 

千葉県 

東金市 

千葉県 

袖ヶ浦市 

千葉県 

香取市 

東京都 

福生市 

東京都 

羽村市 

神奈川県 

綾瀬市 

新潟県 

燕市 

山梨県 

富士吉田市 

長野県 

岡谷市 

長野県 

茅野市 

長野県 

安曇野市 
        

東海北陸 富山県 

氷見市 

石川県 

加賀市 

福井県 

坂井市 

岐阜県 

可児市 

静岡県 

裾野市 

愛知県 

蒲群市 

愛知県 

大府市 

愛知県 

豊明市 

愛知県 

清須市 
 

近 畿 滋賀県 

近江八幡市 

滋賀県 

野洲市 

京都府 

舞鶴市 

京都府 

長岡京市 

京都府 

木津川市 

大阪府 

摂津市 

大阪府 

四條畷市 

兵庫県 

芦屋市 

兵庫県 

南あわじ市 

奈良県 

天里市 

和歌山県 

橋本市 
         

中国四国 島根県 

浜田市 

岡山県 

総社市 

山口県 

萩市 

徳島県 

鳴門市 

香川県

さぬき市 
     

九 州 福岡県 

田川市 

福岡県 

賞群市 

福岡県 

那珂川町 

長崎県 

大村市 

熊本県 

山鹿市 

熊本県 

合志市 

大分県 

宇佐市 

鹿児島県  

日置市 

沖縄県 

糸満市 
 

 

 

⑥ 人口１０万人以上２０万人未満（全１５５市町村中、３６市町村） 

北海道東北 北海道 

釧路市 

北海道 

江別市 

秋田県 

横手市 
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関東甲信越 茨城県 

古河市 

栃木県 

足利市 

群馬県 

桐生市 

埼玉県 

深谷市 

埼玉県 

新座市 

埼玉県 

ふじみ野市 

千葉県 

佐倉市 

千葉県 

我孫子市 

東京都 

武蔵野市 

東京都 

小金井市 

東京都 

国分寺市 

神奈川県 

鎌倉市 

神奈川県 

座間市 

長野県

上田市 
      

東海北陸 岐阜県 

多治見市 

静岡県 

島田市 

静岡県 

藤枝市 

愛知県 

刈谷市 

愛知県 

小牧市 

三重県 

松坂市 
    

近 畿 滋賀県 

長浜市 

大阪府 

池田市 

大阪府 

河内長野市 

大阪府 

箕面市 

兵庫県 

三田市 
     

中国四国 島根県 

出雲市 

広島県 

東広島市 

山口県 

防府市 

愛媛県 

西条市 
      

九 州 福岡県 

飯塚市 

佐賀県 

唐津市 

宮崎県 

都城市 

鹿 児 島 県 

霧島市 
      

 

 ⑦ 人口２０万人以上（全４４市中、１１市） 

福島県 

福島市 

群馬県 

太田市 

埼玉県 

春日部市 

千葉県 

市川市 

東京都 

調布市 

神奈川県 

大和市 

長野県 

松本市 

愛知県 

春日井市 

大阪府 

枚方市 

兵庫県 

明石市 

佐賀県 

佐賀市 

              ＊人口２０万人以上の市町村は全体数が少ないため、全国単位で抽出 

  

【 参考 】 

１．選定方法 

1)都道府県・保健所設置市・特別区・人口２０万人以上の市 

 各種別の自治体数の２５％をエクセルのランダム表を用いて、無作為抽出する。 

（端数は切り捨て） 

 

2)市町村（人口２０万人以上の市を除く） 

 ① 北海道東北・関東甲信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州の６ブロックに各市町村を

振り分ける。 

 

【ブロック別都道府県 一覧】 

北海道東北 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県    

関東甲信越 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 新潟県 

東海北陸 福井県 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県    

近 畿 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県     

中国四国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県  

九 州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県   

  

② ブロック毎に、６段階の人口規模別に振り分ける。 

  ⅰ）人口５千人未満         ⅳ）人口２万人以上５万人未満 

  ⅱ）人口５千人以上１万人未満    ⅴ）人口５万人以上１０万人未満    

    ⅲ）人口１万人以上２万人未満    ⅵ）人口１０万人以上２０万人未満 

 

③ 各種別の自治体数の２５％をエクセルのランダム表を用いて、無作為抽出する。 

（端数は切り捨て） 

 

 



様式１－１   都道府県用　【概況票】

都道府県名

人 人
（常勤＋非常勤）

保　健　師　活　動　領　域　調　査　（活動調査）

非常勤
                       内　訳

常勤保  健  師  数
（個人票枚数:様式１－

２） 人

統計法に基づく国の統計

調査です。調査票情報の

秘密の保護に万全を期し

ます。 



都道府県用 活動調査回答番号一覧

①　所属区分を下記より選んで、調査票(様式1－2）に番号を記入してください。

都道府県所属区分 番号

保健部門 1

保健福祉部門 2

福 老人福祉担当課 3

祉 児童福祉担当課 4

部 障害者福祉担当課 5

門 その他 （→具体名を記入） 6

医療部門 7

介護保険部門 8

国民健康保険部門 9

職員の健康管理部門 10

その他 （→具体名を記入） 11

12

※保健所とは、名称に関係なく保健所機能をもつ機関をいう。

        （例：保健福祉事務所、健康プラザ）

保健福祉部門 14 →　※保健・福祉分野全ての業務を行っている場合は当欄に記入する。

介護保険部門 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25その他 （→具体名を記入）

発達障害（児・者）支援センター

児童相談所

その他の児童福祉施設

13 →

健康増進施設等

本
　
　
　
庁

保
健
所

精神保健福祉センター

教育委員会・教育庁等

女性相談所

身体障害・知的障害者施設等

福祉事務所

介護・老人福祉施設等

企画調整部門

都道府県用 



都道府県用（個人票）

　　 　　

３）以下の表を日別に記入してください。
   【留意事項】１．時間数は１時間単位で記入をし、８時間を超える業務時間も計上する(0.5単位等の小数での記入は不可）。 ※注  ←  自動計算枠
　 ２．再掲項目は、重複する業務の場合には主な業務内容のいずれかに計上する（重複計上はしない）。

３．「実働時間合計」・「時間外勤務」欄及び小計・総計欄等は、自動計算のため手入力は不可。（数式は保護されており、変更は出来ません。）  ←  件数記入枠

４．休日出勤をした場合には、週ごとに土・日の「実働時間（時間外）」欄に、合計時間数を記入。　
５．非常勤職員は、規定の勤務時間に関わらず、一日全ての実働時間を記入すること（時間外勤務時間の再掲・勤務日数の集計はしないため、実際と異なる値（自動計算欄）が出ても差し支えない）。

　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OK OK OK OK OK OK OK OK

　※ 「エラーチェック」欄は、平日実働時間(小計)数と再掲の時間数の合計が矛盾している場合（実働＜再掲の合計）に「エラー」表示となる。「ＯＫ」となるように入力を確認し、訂正すること。

　　【平日実働時間(時間外含む)＋休日実働時間】

　　（自動計算）

【 休日実働時間 】

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

時間
0

　① ６月の勤務日数 （平日）

その
他

業務
管理

①常勤　　　②非常勤 　　【 平日実働時間（時間外含まない）÷８時間 】

２）所属している主たる部署を1つ選んで、番号を記入してください（複数回答不可、回答番号一覧参照）。

0

　② ６月の総実働時間数

時間

（「その他」の場合、具体名を記入）　→

１）該当する職員の勤務形態を選んで、番号を記入してください。

日

　　③ ６月の休日総実働時間数

コーディネート
（会議・会議以外）

教育・研修 実働時間
合計

（自動計算）

業務
連絡

・
事務

0.00 (常勤のみ）

研修
参加

　個別 地域 研修
企画

人材育
成・実
習指導

機能
訓練

 総　　　　計
エラーチェック

 平日実働時間（小計）

精神保健業務

感染症業務
難病業務

再
掲

休日実働時間（小計）

②難病
③感染症

実働時間（時間外）

実働時間
①精神

③感染症

再
　
掲

①精神
②難病

③感染症
実働時間

実働時間

再
　
掲

③感染症
実働時間

③感染症

②難病
再
　
掲

②難病

再
　
掲

③感染症
実働時間

①精神
②難病

③感染症

②難病

③感染症 0

0

0

①精神

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地区管理

（月）

6/26

（火）

様式１－２

保      健      福      祉      事      業

実働時間（時間外）

①精神

実働時間（時間外）

①精神
②難病

6/29

（金）
②難病

①精神
②難病

再
　
掲

③感染症

①精神

①精神

実働時間

実働時間

②難病

①精神

再
　
掲

③感染症
実働時間

③感染症

②難病

再
　
掲

再
　
掲

②難病

③感染症

再
　
掲

実働時間
①精神

再
　
掲

③感染症

再
　
掲

②難病

②難病

実働時間
①精神
②難病

③感染症

実働時間
①精神
②難病

実働時間（時間外）

③感染症

実働時間

　家庭
　訪問

健康
相談

保健
指導

デイ
ケア

健康
教育

健康
診査

（金）

実働時間
①精神
②難病

（火）

実働時間（時間外）

②難病
③感染症

実働時間
①精神

6/4

（月）

再
　
掲

再
　
掲

再
　
掲

6/5

6/7

実働時間
①精神

③感染症
実働時間

①精神
②難病

6/6

(水）

③感染症

（月）

6/12

（火）

6/13

（木）

6/8

（金）

6/11

（金）

再
　
掲

再
　
掲

再
　
掲

(水）

6/14

（木）

6/15

実働時間
①精神

6/22

（金）

②難病
③感染症

6/28

6/20

(水）

6/21

（木）

実働時間

6/27

(水）

（木）

0

0

6/18

（月）

6/19

（火）

6/25

再
　
掲

再
　
掲

再
　
掲

③感染症
実働時間

①精神

再
　
掲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

予防
接種

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OK

実働時間
①精神
②難病

③感染症

実働時間
①精神

0

0
0

0

0

0

0

保　健　師　活　動　領　域　調　査　（活動調査）

0

0

その
他

調査・
研究

地区
管理

地区
組織
活動

派遣元自治体名を記入してください。＊震災後の支援で他自治体から派遣されている人は○を記入してください。

0

0

0

6/1



都道府県用（個人票）

　　

３）以下の表を日別に記入してください。
   【留意事項】 １．時間数は１時間単位で記入をし、８時間を超える業務時間も計上する(0.5単位等の小数での記入は不可）。 ※注  ←  自動計算枠
　 ２．再掲項目は、重複する業務の場合には主な業務内容のいずれかに計上する（重複計上はしない）。

３．「実働時間合計」・「時間外勤務」欄及び小計・総計欄等は、自動計算のため手入力は不可。（数式は保護されており、変更は出来ません。）  ←  件数記入枠

４．休日出勤をした場合には、週ごとに土・日（一部、祝日を含む）の「実働時間（時間外）」欄に、合計時間数を記入。　
５．非常勤職員は、規定の勤務時間に関わらず、一日全ての実働時間を記入すること（時間外勤務時間の再掲・勤務日数の集計はしないため、実際と異なる値（自動計算欄）が出ても差し支えない）。

　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日・祝 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OK OK OK OK OK OK OK OK

　※ 「エラーチェック」欄は、平日実働時間(小計)数と再掲の時間数の合計が矛盾している場合（実働＜再掲の合計）に「エラー」表示となる。「ＯＫ」となるように入力を確認し、訂正すること。

0

0

その
他

調査・
研究

地区
管理

　個別 地域 研修
企画

研修
参加

その
他

0

0
OK

実働時間
①精神
②難病

③感染症

実働時間

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10/29

（月）

10/30

(火）

0

0

0

0

0

0

10/23

(火）

実働時間

10/24

(水）

再
　
掲

再
　
掲

再
　
掲

10/18

（木）

10/19

(金）

10/22

（月）

再
　
掲

再
　
掲

実働時間
①精神
②難病

③感染症

②難病
③感染症

（水）

再
　
掲

再
　
掲

再
　
掲

（金）

10/15

（月）

10/17

実働時間
①精神

10/3

(水）

10/4

（木）

(水）

10/11

10/5

(金）

10/9

10/10

再
　
掲

再
　
掲

③感染症

②難病
(火）

10/1

（月）

実働時間

再
　
掲

再
　
掲

①精神
②難病

③感染症
実働時間

　家庭
　訪問

健康
相談

保健
指導

①精神
②難病

③感染症

①精神
②難病

③感染症

実働時間

③感染症

実働時間（時間外）

実働時間
①精神
②難病

②難病

再
　
掲

①精神

③感染症

10/25

実働時間
①精神
②難病

③感染症

①精神

再
　
掲

（木）

10/12

（木）

10/26

(金）

実働時間

再
　
掲

③感染症
実働時間

①精神
②難病

様式１－２

保      健      福      祉      事      業

健康
診査

10/2

(火）

再
　
掲

0

0

0

再
　
掲

0

0

実働時間
①精神

0

実働時間
①精神
②難病

③感染症

②難病
③感染症

実働時間

実働時間（時間外）

実働時間

再
　
掲

①精神

②難病
③感染症

①精神

③感染症

①精神
②難病

再
　
掲

②難病

再
　
掲

再
　
掲

③感染症

①精神

実働時間（時間外）

実働時間
①精神
②難病

②難病
③感染症

実働時間

①精神
②難病

③感染症

①精神

 総　　　　計
エラーチェック

 平日実働時間（小計）

精神保健業務

感染症業務
難病業務

再
掲

機能
訓練

地区
組織
活動

②難病

休日実働時間（小計）

【 休日実働時間 】

時間

③感染症

地区管理

人材育
成・実
習指導

(常勤のみ）

　　（自動計算）

0

　②１０月の総実働時間数

予防
接種

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

２）所属している主たる部署を1つ選んで、番号を記入してください（複数回答不可、回答番号一覧参照）。

デイ
ケア

１）該当する職員の勤務形態を選んで、番号を記入してください。 　①１０月の勤務日数 （平日）

　　【平日実働時間(時間外含む)＋休日実働時間】

0

コーディネート
（会議・会議以外）

教育・研修

　　③１０月の休日総実働時間数

業務
連絡

・
事務

実働時間（時間外）

実働時間
合計

（自動計算）

③感染症
実働時間

業務
管理

0

健康
教育

保　健　師　活　動　領　域　調　査　（活動調査）

(火）
②難病 0

③感染症

10/31
実働時間 0

再
　
掲

①常勤　　　②非常勤

0

0

0

①精神

(水）
②難病

③感染症

（「その他」の場合、具体名を記入）　→

10/16

①精神

実働時間

実働時間

派遣元自治体名を記入してください。＊震災後の支援で他自治体から派遣されている人は○を記入してください。

日

　　【 平日実働時間（時間外含まない）÷８時間 】

時間

0.00



様式２－１   保健所設置市・特別区用　【概況票】

都道府県名

市区名

人 人
（常勤＋非常勤）

保　健　師　活　動　領　域　調　査　（活動調査）

                                内　訳
常勤保  健  師  数

（個人票枚数:様式２－２）

非常勤

人

統計法に基づく国の統計

調査です。調査票情報の

秘密の保護に万全を期し

ます。 



保健所設置市・特別区用　活動調査回答番号一覧

①　所属区分を下記より選んで、調査票(様式2－2）に番号を記入してください。

設置市・特別区所属区分 番号

1 →  ※　保健所が本庁の衛生部局として組織されている場合には保健所とし、13～15に記載する。

2

福 老人福祉担当課 3

祉 児童福祉担当課 4

部 障害者福祉担当課 5

門 その他 （→具体名を記入） 6

7

8

9

10

11

12

→  ※  保健所とは、名称に関係なく保健所機能をもつ機関をいう。

        （例：保健福祉事務所、健康プラザ）

14 →  ※　保健・福祉分野全ての業務を行っている場合は当欄に記入する。(17,21も同）

15

→  ※　市町村保健センター機能と福祉センター機能が統合されている組織につい
　　　ては16～19欄に記入する。

17

18

19

20 →  ※　市町村保健センター類似施設とは、老人福祉センター（Ａ型）、母子保健センター、健康増進

21 　　　センター、地域福祉センター、国保健康管理センター、農村健診センター等をいう。

22

23

24

25 →  ※　健康増進センター以外で健康増進関連の施設に勤務する者がいれば記入する。

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

身体障害・知的障害者施設等

在宅介護支援センター

その他の児童福祉施設

その他 （→具体名を記入）

発達障害（児・者）支援センター

保育所

児童相談所

子ども家庭支援センター

介護・老人福祉施設等

市町村保健
ｾﾝﾀｰ類似施
設及び保健
ｾﾝﾀｰ以外の
施設

保健部門

保健福祉部門

保健福祉部門

その他 （→具体名を記入）

精神保健福祉センター

デイサービスセンター等

地域包括支援センター

本
　
　
　
庁

その他 （→具体名を記入）

保健福祉部門

介護保険部門

市町村保健
センター

健康増進施設等

保健部門

医療部門

介護保険部門

国民健康保険部門

16

介護保険部門

介護保険部門

福祉事務所

保
健
所

保健部門

職員の健康管理部門

教育委員会等学校教育部門

保健福祉部門

その他 （→具体名を記入）

13企画調整部門

保健所設置市・特別区用 



保健所設置市・特別区用（個人票）

3）下記の表を日別に記入してください。
　 【留意事項】 １．時間数は１時間単位で記入をし、８時間を超える業務時間も計上する(0.5単位等の小数での記入は不可）。 ※注  ← 自動計算枠

２．再掲項目は、重複する業務の場合には主な業務内容のいずれかに計上する（重複計上はしない）。

３．「実働時間合計」・「時間外勤務」欄及び小計・総計欄等は、自動計算のため手入力は不可。（数式は保護されており、変更は出来ません。）  ← 件数記入枠

４．休日出勤をした場合には、週ごとに土・日の「実働時間（時間外）」欄に、合計時間数を記入。　

５．非常勤職員は、規定の勤務時間に関わらず、一日全ての実働時間を記入すること（時間外勤務時間の再掲・勤務日数の集計はしないため、実際と異なる値（自動計算欄）が出ても差し支えない）。

　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

実働時間（小計）

実働時間（小計）

6/14

（木）

6/15

6/11

（月）

6/12

（火）

6/13

6/5

（火）

6/6

（水）

6/7

（木）

6/8

（金）

（金）

（水）

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

実働時間

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

再
　
　
掲

①精神

②難病

実働時間

再
　
　
掲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

0

0

0

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

②難病

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

実働時間

0

0

0

0

③感染症

④母子

実働時間

（金）

6/4

0

0

0

0

④母子

⑤成人

⑦介護

0

再
　
　
掲

実働時間

①精神

0

0

0

0

0

②難病

③感染症

実働時間
合計

（自動計算）

0

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

地域 研修
企画

健康
教育

デイ
ケア

機能
訓練

教育・研修

（月）

0

0

0

⑤成人

0

⑦介護

実働時間

再
　
　
掲

①精神

⑦介護

　家庭
　訪問

保健
指導

その
他

調査・
研究

健康
相談

健康
診査

保      健      福      祉      事      業 地区管理

6/1

0

0

業務
管理

地区
組織
活動

予防
接種

コーディネート
（会議・会議以外）

0

0

0

0

0

0

0

人材育
成・実
習指導

　個別

0
時間

0

業務
連絡

・
事務

研修
参加

その
他

0

日

　② ６月の総実働時間数

(常勤のみ）

（自動計算）

　　【平日実働時間(小計)＋休日実働時間(小計)】

地区
管理

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

時間

【休日実働時間(小計)】

　　 ③ ６月の休日総実働時間数

0.00

保　健　師　活　動　領　域　調　査　（活動調査）

　① ６月の勤務日数 (平日)
　　【 平日実働時間(時間外含めない)÷８時間 】

１）該当する職員種別を選んで、番号を記入してください。

①常勤　　　②非常勤

様式２－２

実働時間（小計）

２）所属している主たる部署を1つ選んで、番号を記入してください（複数回答不可、回答番号一覧参照）。

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

（「その他」の場合、具体名を記入）　→

＊震災後の支援で他自治体から派遣されている人は○を記入してください。

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

派遣元自治体名を記入してください。



　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

実働時間
合計

（自動計算）

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

地域 研修
企画

健康
教育

デイ
ケア

機能
訓練

教育・研修

　家庭
　訪問

保健
指導

その
他

調査・
研究

健康
相談

健康
診査

保      健      福      祉      事      業 地区管理
業務
管理

地区
組織
活動

予防
接種

コーディネート
（会議・会議以外）

人材育
成・実
習指導

　個別

業務
連絡

・
事務

研修
参加

その
他

地区
管理

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK OK OK OK OK OK OK OK

　※ 「エラーチェック」欄は、平日実働時間(小計)数と再掲の時間数の合計が矛盾している場合（実働＜再掲の合計）に「エラー」表示となる。「ＯＫ」となるように入力を確認し、訂正すること。

（火）

エラーチェック

②難病

6/25

（月）

0

0

0

0

⑥特定健診・特定保健指導

6/26

0

0

0

0

OK

6/27

実働時間

④母子

0

再掲

0

0

⑤成人

0

総　　計

実働時間（小計）

再
　
　
掲

6/20

（水）

（金）

6/22

休日実働時間（小計）

0

0

0

①精神

0

0

0

0

③感染症

（金）

（水）

6/28

（木）

6/29

6/21

（木）

（月）

6/19

（火）

6/18

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人
⑥特定健診・特定保健指導

⑦介護

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

実働時間

実働時間

成人保健業務

介護保険業務

⑤成人

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

0

感染症業務

母子保健業務

難病業務

0

0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

0

精神保健業務

0

⑦介護 0

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

0

0

0

特定健診・特定保健指導業務 0

平日実働時間（小計） 0

0

0

0

実働時間（小計）



保健所設置市・特別区用（個人票）

３）下記の表を日別に記入してください。
１．時間数は１時間単位で記入をし、８時間を超える業務時間も計上する(0.5単位等の小数での記入は不可）。 ※注  ← 自動計算枠

２．再掲項目は、重複する業務の場合には主な業務内容のいずれかに計上する（重複計上はしない）。

３．「実働時間合計」・「時間外勤務」欄及び小計・総計欄等は、自動計算のため手入力は不可。（数式は保護されており、変更は出来ません。）  ← 件数記入枠

４．休日出勤をした場合には、週ごとに土・日（一部、祝日を含む）の「実働時間（時間外）」欄に、合計時間数を記入。　

５．非常勤職員は、規定の勤務時間に関わらず、一日全ての実働時間を記入すること（時間外勤務時間の再掲・勤務日数の集計はしないため、実際と異なる値（自動計算欄）が出ても差し支えない）。

　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日・祝 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

⑥特定健診・特定保健指導 0

【休日実働時間(小計)】

　　 ③１０月の休日総実働時間数

機能
訓練

10/1

（月）

　家庭
　訪問

保健
指導

0.00
日

　②１０月の総実働時間数

(常勤のみ）

　　【平日実働時間(小計)＋休日実働時間(小計)】

（自動計算）　　【 平日実働時間(時間外含めない)÷８時間 】

１）該当する職員種別を選んで、番号を記入してください。

①常勤　　　②非常勤

２）所属している主たる部署を1つ選んで、番号を記入してください（複数回答不可、回答番号一覧参照）。

　①１０月の勤務日数 (平日)

時間

健康
相談

健康
診査

保      健      福      祉      事      業 地区管理 教育・研修
その
他

コーディネート
（会議・会議以外）

健康
教育

デイ
ケア

地区
管理

　個別その
他

研修
企画

人材育
成・実
習指導

0

00
時間

業務
連絡

・
事務

研修
参加

業務
管理

0

地域

再
　
　
掲

①精神

②難病

実働時間

実働時間

再
　
　
掲

①精神

③感染症

②難病

③感染症

④母子

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

調査・
研究

地区
組織
活動

予防
接種

0

0

0

0

0

0

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

0

0

0

0

0

0

0

実働時間
合計

（自動計算）

0

0

0

0

⑤成人

0

④母子

⑤成人

実働時間

再
　
　
掲 0

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑦介護

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人
⑥特定健診・特定保健指導

⑦介護

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人
⑥特定健診・特定保健指導

⑦介護

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

実働時間

再
　
　
掲

①精神

0

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

⑤成人
⑥特定健診・特定保健指導

③感染症

④母子

⑤成人

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑦介護

実働時間

⑥特定健診・特定保健指導

⑦介護

実働時間

再
　
　
掲

①精神

⑤成人

10/2

（火）

10/3

（水）

10/4

（月）

10/9

（木）

10/5

（金）

⑥特定健診・特定保健指導

⑦介護

10/12

（金）

10/15

（火）

10/10

（水）

10/16

（火）

様式２－２

0

0

0

0

0

0

⑦介護 0

実働時間

再
　
　
掲

①精神 0

②難病

③感染症

実働時間（小計）

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

保　健　師　活　動　領　域　調　査　（活動調査）

（「その他」の場合、具体名を記入）　→

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導

＊震災後の支援で他自治体から派遣されている人は○を記入してください。 派遣元自治体名を記入してください。

⑦介護

実働時間（小計）

⑥特定健診・特定保健指導

10/11

（木）

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

④母子

⑤成人

0

0

0



　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

機能
訓練

　家庭
　訪問

保健
指導

健康
相談

健康
診査

保      健      福      祉      事      業 地区管理 教育・研修
その
他

コーディネート
（会議・会議以外）

健康
教育

デイ
ケア

地区
管理

　個別その
他

研修
企画

人材育
成・実
習指導

業務
連絡

・
事務

研修
参加

業務
管理

地域調査・
研究

地区
組織
活動

予防
接種

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

実働時間
合計

（自動計算）

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK OK OK OK OK OK OK OK

　※ 「エラーチェック」欄は、平日実働時間(小計)数と再掲の時間数の合計が矛盾している場合（実働＜再掲の合計）に「エラー」表示となる。「ＯＫ」となるように入力を確認し、訂正すること。

0

感染症業務

母子保健業務

難病業務

①精神

再掲

成人保健業務

介護保険業務

⑤成人

精神保健業務

平日実働時間（小計） 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

①精神

②難病

⑥特定健診・特定保健指導

③感染症

実働時間

再
　
　
掲

再
　
　
掲

①精神

再
　
　
掲

②難病

実働時間

③感染症

③感染症

④母子

⑤成人

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

実働時間

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

10/17

（月）

10/23

（火）

10/24
0

0

（水）

10/18

（木）

（水）

10/19

（金）

10/22

0

0

0

0

再
　
　
掲

①精神

総　　計
エラーチェック OK

休日実働時間（小計）

0

0

③感染症

④母子

③感染症

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導

⑦介護

⑦介護

④母子

⑤成人

0

0

0

0

0

実働時間（小計）

④母子

実働時間

再
　
　
掲

0

④母子 0

⑤成人
（木）

10/25
②難病 0

実働時間

⑥特定健診・特定保健指導

10/26

実働時間 0

再
　
　
掲

0

0

0

②難病

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神

（金）
⑤成人 0

実働時間（小計）

（月）

②難病 0

③感染症 0

④母子

10/29

10/30

⑦介護 0

実働時間 0

0

⑤成人 0

再
　
　
掲

①精神

0

②難病 0

0

(火）

④母子 0

⑤成人 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

10/31

⑥特定健診・特定保健指導 0

実働時間 0

0

③感染症

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

0

0

0

0

⑦介護 0

⑤成人

①精神

②難病 0

0

0

0

0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

②難病

③感染症

④母子

⑤成人

0

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

実働時間

再
　
　
掲

①精神

②難病

0

0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

③感染症 0

④母子 0

0

特定健診・特定保健指導業務 0

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

再
　
　
掲

①精神

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導

③感染症 0

①精神

0

②難病 0

0

0



様式３－１   市町村用　【概況票】

都道府県名

市町村名

人 人
（常勤＋非常勤）

所属部署名

担 当 者 名

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番号

E-mail アドレス

                             内　訳
常勤 非常勤保  健  師  数

（個人票枚数:様式３－２）

保　健　師　活　動　領　域　調　査　（活動調査）

取りまとめ担当

人

統計法に基づく国の統

計調査です。調査票情

報の秘密の保護に万全

を期します。 



市町村用　活動調査回答番号一覧

①　所属区分を下記より選んで、調査票（様式3－2）に番号を記入してください。

市町村所属区分 番号

1 →　※　市町村合併等により、本庁から支所に名称変更になった場合には1～12に記入する。

2 →　※　保健・福祉分野全ての業務を行っている場合は当欄に記入する。(14、18も同)

福 老人福祉担当課（係） 3

祉 児童福祉担当課(係） 4

部 障害者福祉担当課（係） 5

門 その他 （→具体名を記入） 6

7

8

9

10

11

12

13 →  ※　市町村保健センター機能と福祉センター機能が統合されている組織につい

14 　　　ては17～19欄に記入する。

15

16

17 →  ※　市町村保健センター類似施設とは、老人福祉センター（Ａ型）、母子保健センター、健康増進

18 　　　センター、地域福祉センター、国保健康管理センター、農村健診センター等をいう。

19

20

21

22 →  ※　健康増進センター以外で健康増進関連の施設に勤務する者がいれば記入する。

23

24

介護・老人福祉施設等 25

在宅介護支援センター 26

27

28

29

30

31

32

33

訪問看護ステーション

その他

その他の児童福祉施設

身体障害・知的障害者施設等

病院・診療所

健康増進施設等

福祉事務所

地域包括支援センター

デイサービスセンター等

保育所

子ども家庭支援センター

市町村保
健センター

保健部門

保健福祉部門

介護保険部門

その他 （→具体名を記入）

市町村保
健ｾﾝﾀｰ類
似及び保
健ｾﾝﾀｰ以
外の施設

保健部門

保健福祉部門

介護保険部門

その他 （→具体名を記入）

本
　
　
　
　
　
　
庁

保健部門

保健福祉部門

医療部門

介護保険部門

国民健康保険部門

職員の健康管理部門

教育委員会等学校教育部門

その他　（→具体名を記入）

市町村用 



市町村用（個人票）

3）下記の表を日別に記入してください。
　 【留意事項】１．時間数は１時間単位で記入をし、８時間を超える業務時間も計上する(0.5単位等の小数での記入は不可）。 ※注  ← 自動計算枠

２．再掲項目は、重複する業務の場合には主な業務内容のいずれかに計上する（重複計上はしない）。

３．「実働時間合計」・「時間外勤務」欄及び小計・総計欄等は、自動計算のため手入力は不可。（数式は保護されており、変更は出来ません。）  ← 件数記入枠

４．休日出勤をした場合には、週ごとに土・日の「実働時間（時間外）」欄に、合計時間数を記入。　

５．非常勤職員は、規定の勤務時間に関わらず、一日全ての実働時間を記入すること（時間外勤務時間の再掲・勤務日数の集計はしないため、実際と異なる値（自動計算欄）が出ても差し支えない）。

　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0実働時間（小計）

②難病 0

③感染症 0

（金）

④母子 0

⑤成人 0

6/15

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（木）

④母子 0

⑤成人 0

6/14

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導

②難病 0

③感染症 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

6/13

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（火）

④母子 0

⑤成人 0

6/12

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（月）

④母子 0

⑤成人 0

6/11

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

②難病 0

③感染症 0

（金）

④母子 0

⑤成人 0

6/8

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（木）

④母子 0

⑤成人 0

6/7

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

6/6

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

②難病 0

③感染症 0

（火）

④母子 0

⑤成人 0

6/5

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（月）

④母子 0

⑤成人 0

6/4

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

研修
企画

②難病 0

③感染症 0

④母子 0

⑤成人 0

6/1

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

（金）
⑥特定健診・特定保健指導 0

人材育
成・実
習指導

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

　家庭
　訪問

保健
指導

健康
相談

健康
診査

健康
教育

デイ
ケア

予防
接種

実働時間
合計

（自動計算）

保      健      福      祉      事      業 地区管理 コーディネート
（会議・会議以外）

その
他

調査・
研究

地区
管理

　個別機能
訓練

地区
組織
活動

0
時間

0
時間

地域

教育・研修
業務
管理

業務
連絡

・
事務

研修
参加

その
他

日 (常勤のみ）

　② ６月の総実働時間数 　　 ③ ６月の休日総実働時間数
　　【平日実働時間(小計)＋休日実働時間(小計)】 【休日実働時間(小計)】

保　健　師　活　動　領　域　調　査　（活動調査）

様式３－２

１）該当する職員種別を選んで、番号を記入してください。

（自動計算）
①常勤　　　②非常勤 　① ６月の勤務日数 (平日)

　　【 平日実働時間(時間外含めない)÷８時間 】

２）所属している主たる部署を1つ選んで、番号を記入してください（複数回答不可、回答番号一覧参照）。
0.00

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

実働時間（小計）

（「その他」の場合、具体名を記入）　→

＊震災後の支援で他自治体から派遣されている人は○を記入してください。 派遣元自治体名を記入してください。

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

0

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

実働時間（小計）

0

0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0



　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

研修
企画

人材育
成・実
習指導

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

　家庭
　訪問

保健
指導

健康
相談

健康
診査

健康
教育

デイ
ケア

予防
接種

実働時間
合計

（自動計算）

保      健      福      祉      事      業 地区管理 コーディネート
（会議・会議以外）

その
他

調査・
研究

地区
管理

　個別機能
訓練

地区
組織
活動

地域

教育・研修
業務
管理

業務
連絡

・
事務

研修
参加

その
他

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK OK OK OK OK OK OK OK

　※ 「エラーチェック」欄は、平日実働時間(小計)数と再掲の時間数の合計が矛盾している場合（実働＜再掲の合計）に「エラー」表示となる。「ＯＫ」となるように入力を確認し、訂正すること。

休日実働時間（小計）

総　　計 0
エラーチェック OK

難病業務 0

感染症業務 0

母子保健業務 0

成人保健業務 0

介護保険業務

平日実働時間（小計） 0

再掲

精神保健業務 0

0

特定健診・特定保健指導業務 0

②難病 0

③感染症 0

（金）

④母子 0

⑤成人 0

6/29

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

②難病 0

③感染症 0

（木）

④母子 0

⑤成人 0

6/28

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

6/27

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（火）

④母子 0

⑤成人 0

6/26

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（月）

④母子 0

⑤成人 0

6/25

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（金）

④母子 0

⑤成人 0

6/22

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（木）

④母子 0

⑤成人 0

6/21

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導

②難病 0

③感染症 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

6/20

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（火）

④母子 0

⑤成人 0

6/19

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

②難病 0

③感染症 0

（月）

④母子 0

⑤成人 0

6/18

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導

実働時間（小計）

0

0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

0

0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

実働時間（小計）

0

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

0



市町村用（個人票）

３）下記の表を日別に記入してください。
１．時間数は１時間単位で記入をし、８時間を超える業務時間も計上する(0.5単位等の小数での記入は不可）。 ※注  ← 自動計算枠

２．再掲項目は、重複する業務の場合には主な業務内容のいずれかに計上する（重複計上はしない）。

３．「実働時間合計」・「時間外勤務」欄及び小計・総計欄等は、自動計算のため手入力は不可。（数式は保護されており、変更は出来ません。）  ← 件数記入枠

４．休日出勤をした場合には、週ごとに土・日（一部、祝日を含む）の「実働時間（時間外）」欄に、合計時間数を記入。　

５．非常勤職員は、規定の勤務時間に関わらず、一日全ての実働時間を記入すること（時間外勤務時間の再掲・勤務日数の集計はしないため、実際と異なる値（自動計算欄）が出ても差し支えない）。

　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日・祝 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

②難病 0

③感染症 0

（火）

④母子 0

⑤成人 0

10/16

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（月）

④母子 0

⑤成人 0

10/15

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（金）

④母子 0

⑤成人 0

10/12

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導

②難病 0

③感染症 0

（木）

④母子 0

⑤成人 0

10/11

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

10/10

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（火）

④母子 0

⑤成人 0

10/9

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（金）

④母子 0

⑤成人 0

10/5

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導

②難病 0

③感染症 0

（木）

④母子 0

⑤成人 0

10/4

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

②難病 0

③感染症 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

10/3

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導 0

②難病 0

③感染症 0

（火）

④母子 0

⑤成人 0

10/2

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

研修
企画

②難病 0

③感染症 0

④母子 0

⑤成人 0

10/1

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

（月）
⑥特定健診・特定保健指導 0

人材育
成・実
習指導

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

　家庭
　訪問

保健
指導

健康
相談

健康
診査

健康
教育

デイ
ケア

予防
接種

実働時間
合計

（自動計算）

保      健      福      祉      事      業 地区管理 コーディネート
（会議・会議以外）

その
他

調査・
研究

地区
管理

　個別機能
訓練

地区
組織
活動

0
時間

0
時間

地域

教育・研修
業務
管理

業務
連絡

・
事務

研修
参加

その
他

日 (常勤のみ）

　②１０月の総実働時間数 　　 ③１０月の休日総実働時間数
　　【平日実働時間(小計)＋休日実働時間(小計)】 【休日実働時間(小計)】

保　健　師　活　動　領　域　調　査　（活動調査）

様式３－２

１）該当する職員種別を選んで、番号を記入してください。

（自動計算）
①常勤　　　②非常勤 　①１０月の勤務日数 (平日)

　　【 平日実働時間(時間外含めない)÷８時間 】

２）所属している主たる部署を1つ選んで、番号を記入してください（複数回答不可、回答番号一覧参照）。
0.00

（「その他」の場合、具体名を記入）　→

＊震災後の支援で他自治体から派遣されている人は○を記入してください。 派遣元自治体名を記入してください。

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

0

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

実働時間（小計）

0

0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

実働時間（小計）

0



　　　件　数 件数
（実） （延） （実）

研修
企画

人材育
成・実
習指導

時間外勤務

一日の勤務時間数が
８時間を超過した値

（自動計算）

　家庭
　訪問

保健
指導

健康
相談

健康
診査

健康
教育

デイ
ケア

予防
接種

実働時間
合計

（自動計算）

保      健      福      祉      事      業 地区管理 コーディネート
（会議・会議以外）

その
他

調査・
研究

地区
管理

　個別機能
訓練

地区
組織
活動

地域

教育・研修
業務
管理

業務
連絡

・
事務

研修
参加

その
他

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

土・日 0

該当なし

該当なし

該当なし

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK OK OK OK OK OK OK OK

　※ 「エラーチェック」欄は、平日実働時間(小計)数と再掲の時間数の合計が矛盾している場合（実働＜再掲の合計）に「エラー」表示となる。「ＯＫ」となるように入力を確認し、訂正すること。

休日実働時間（小計）

総　　計 0
エラーチェック OK

難病業務 0

感染症業務 0

母子保健業務 0

成人保健業務 0

介護保険業務

平日実働時間（小計） 0

再掲

精神保健業務 0

0

特定健診・特定保健指導業務 0

②難病 0

③感染症 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

10/31

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

(火）

④母子 0

⑤成人 0

10/30

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

②難病 0

③感染症 0

（月）

④母子 0

⑤成人 0

実働時間（小計）

10/29

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導

②難病 0

③感染症 0

（金）

④母子 0

⑤成人 0

10/26

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（木）

④母子 0

⑤成人 0

10/25

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導

②難病 0

③感染症 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

10/24

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護

②難病 0

③感染症 0

（火）

④母子 0

⑤成人 0

10/23

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（月）

④母子 0

⑤成人 0

10/22

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

②難病 0

③感染症 0

（金）

④母子 0

⑤成人 0

10/19

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導 0

②難病 0

③感染症 0

（木）

④母子 0

⑤成人 0

10/18

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護 0

②難病 0

③感染症 0

（水）

④母子 0

⑤成人 0

10/17

実働時間 0

再
　
　
掲

①精神 0

⑦介護

⑥特定健診・特定保健指導 0

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

実働時間（小計）

0

0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

0

0

⑦介護 0

⑥特定健診・特定保健指導 0

⑦介護 0







都道府県常勤保健師用　調査回答用紙 （平成２４年５月１日現在）

都道府県名

調査票枚数 　　　　　　全　　　　　　　枚

【調査１】　 ① 貴自治体に所属する全常勤保健師数を記入してください。

人

②

人

【調査２】

人

【調査３】 別紙「都道府県用　領域調査用回答番号一覧」を参照の上、以下の欄に記入してください。

＜調査対象人数（上記【調査１】①の人数）＞

0 人

＊ 一人につき一行ずつデータを記入して下さい。

＊ 記入行が足りない場合は、ページを追加してください。

＊ 「調査番号」は連番になります。ページを追加した場合は、「調査番号」が連番になるように記入してください。

②職位

番号記載欄
内容記載欄

（番号6,11,28,34「その他」を選んだ場合
に具体名を記入）

記号記載欄 記号記載欄
内容記載欄

（記号え「その他」を選んだ場合に
具体名を記入）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ページ

保 健 師 活 動 領 域 調 査 （領域調査）

様式１-１

調査
番号

①所属区分 ③給与等人件費会計別
【調査１】②
に該当する
人は○を記

入

貴自治体における常勤保健師の退職者数を記入してください（期間：平成23年4月１日～平成24年3月31日）。

①のうち、貴自治体で他の自治体等から受け入れている常勤保健師数を記入してください。

統計法に基づく国の統計調

査です。調査票情報の秘密

の保護に万全を期します。 

 



都道府県用　領域調査回答番号一覧

①　所属区分を下記より選んで、調査票に番号を記入してください。

都道府県所属区分 番号

保健部門 1

保健福祉部門 2

福 老人福祉担当課 3

祉 児童福祉担当課 4

部 障害者福祉担当課 5

門 その他 （→具体名を記入） 6

医療部門 7

介護保険部門 8

国民健康保険部門 9

職員の健康管理部門 10

その他 （→具体名を記入） 11

12

※保健所とは、名称に関係なく保健所機能をもつ機関をいう。

        （例：保健福祉事務所、健康プラザ）

保健福祉部門 14

介護保険部門 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 → 　※  海外勤務等は当欄に記入する。

②　職位を下記より選んで、調査票に記号を記入してください。

職位 記号   注： 出先（地方機関）については、本庁における

  部局長級 Ａ        職位で記入のこと。

  次長級 Ｂ
  課長級 Ｃ
  課長補佐級 Ｄ

  係長級 Ｅ

  係員 Ｆ

③　給与等人件費会計を下記より選んで、調査票に記号を記入してください。

給与等人件費会計別 記号
普通会計 あ
特別会計 い

企業会計 う

その他（→具体名を記入） え

→

健康増進施設等

教育委員会・教育庁等

その他 （→具体名を記入）

福祉事務所

介護・老人福祉施設等

児童相談所

その他の児童福祉施設

企画調整部門

市町村へ

都道府県警察の健康管理部門
他
の
団
体
・

自
治
体
へ
の
出
向
等

女性相談所

身体障害・知的障害者施設等

13

一部事務組合・広域連合

介護保険関連等の第３セクター

本
　
　
　
庁

保
健
所

精神保健福祉センター

国・他の都道府県へ

→　※保健・福祉分野全ての業務を行っている場合は当欄に記入する。

その他 （→具体名を記入）

発達障害（児・者）支援センター

病院・診療所

訪問看護ステーション

保健師等養成所(大学を含む）

都道府県用 



 様式１-２ 　都道府県非常勤保健師用　調査回答用紙

　地域保健福祉事業に従事した非常勤職員      

※各自治体１枚記入してください

  都道府県名

  非常勤職員の総労働時間（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）を

以下の計算式により人日に換算してください。

 （産休、育休、病休など休業者の代替として勤務している職員は除きます。）

　該当がない場合は、「該当なし」欄に○をつけてください。　　　

　　　　↓

常勤保健師の１日あたりの所定労働時間

（例）勤務時間が７時間４５分の場合は「７．７５」、８時間の場合は「８」

時間

保 健 師 活 動 領 域 調 査 （領域調査）

非常勤職員の総労働時間

人日

該当なし

÷ 時間　　＝
#DIV/0!

統計法に基づく国の統計調

査です。調査票情報の秘密

の保護に万全を期します。 



保健所設置市・特別区常勤保健師用　調査回答用紙 （平成２４年５月１日現在）

都道府県名

市・区名

調査票枚数 　　　　　　全　　　　　　　枚

【調査１】　 ① 貴自治体に所属する全常勤保健師数を記入してください。

人

②

人

【調査２】

人

【調査３】 別紙「保健所設置市・特別区用　領域調査用回答番号一覧」を参照の上、以下に記入してください。

＜調査対象人数（上記【調査１】①の人数）＞

0 人

＊ 一人につき一行ずつデータを記入して下さい。

＊ 記入行が足りない場合は、ページを追加してください。

＊ 「調査番号」は連番になります。ページを追加した場合は、「調査番号」が連番になるように記入してください。

②職位

番号記載欄
内容記載欄

（番号6,12,19,23,40,46「その他」を選
んだ場合に具体名を記入）

記号記載欄 記号記載欄
内容記載欄

（記号え「その他」を選んだ場合に
具体名を記入）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ページ

①のうち、貴自治体で他の自治体等から受け入れている常勤保健師数を記入してください。

保 健 師 活 動 領 域 調 査 （領域調査）

様式２-１　

調査
番号

①所属区分 ③給与等人件費会計別

【調査１】②に
該当する人は

○を記入

貴自治体における常勤保健師の退職者数を記入してください（期間：平成23年4月１日～平成24年3月31日）。

統計法に基づく国の統

計調査です。調査票情

報の秘密の保護に万全

を期します。 



保健所設置市・特別区用　領域調査回答番号一覧

①　所属区分を下記より選んで、調査票に番号を記入してください。

設置市・特別区所属区分 番号

1 →  ※　保健所が本庁の衛生部局として組織されている場合には保健所とし、13～15に記載する。

2

福 老人福祉担当課 3

祉 児童福祉担当課 4

部 障害者福祉担当課 5

門 その他 （→具体名を記入） 6

7

8

9

10

11

12

→  ※  保健所とは、名称に関係なく保健所機能をもつ機関をいう。

        （例：保健福祉事務所、健康プラザ）

14 →  ※　保健・福祉分野全ての業務を行っている場合は当欄に記入する。(17,21も同）

15

→  ※　市町村保健センター機能と福祉センター機能が統合されている組織につい
　　　ては16～19欄に記入する。

17

18

19

20 →  ※　市町村保健センター類似施設とは、老人福祉センター（Ａ型）、母子保健センター、健康増進

21 　　　センター、地域福祉センター、国保健康管理センター、農村健診センター等をいう。

22

23

24

25 →  ※　健康増進センター以外で健康増進関連の施設に勤務する者がいれば記入する。

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 → 　※  社会福祉協議会、海外勤務等は当欄に記入する。

41

42

43

44

45

46

②　職位を下記より選んで、調査票に記号を記入してください。

職位 記号   注： 出先（地方機関）については、本庁における

  部局長級 Ａ        職位で記入のこと。

  次長級 Ｂ

  課長級 Ｃ

  課長補佐級 Ｄ

  係長級 Ｅ

  係員 Ｆ

③　給与等人件費会計を下記より選んで、調査票に記号を記入してください。

給与等人件費会計別 記号

普通会計 あ

特別会計 い
企業会計 う
その他（→具体名を記入） え

福祉事務所

保
健
所

保健部門

保健福祉部門

保健福祉部門

職員の健康管理部門

教育委員会等学校教育部門

その他 （→具体名を記入）

企画調整部門

健康増進施設等

保健部門

医療部門

介護保険部門

国民健康保険部門

16

介護保険部門

介護保険部門

保健福祉部門

13

デイサービスセンター等

保健師等養成所（大学を含む）

発達障害（児・者）支援センター

保育所

児童相談所

本
　
　
　
庁

その他 （→具体名を記入）

保健福祉部門

介護保険部門

市町村保健
センター

その他 （→具体名を記入）

精神保健福祉センター

国・都道府県・他の都道府県

市町村へ

身体障害・知的障害者施設等

在宅介護支援センター

介護・老人福祉施設等

市町村保健
ｾﾝﾀｰ類似施
設及び保健
ｾﾝﾀｰ以外の
施設

保健部門

一部事務組合・広域連合

子ども家庭支援センター

その他 （→具体名を記入）

地域包括支援センター業務受託団体

他
の
団
体
・

自
治
体
へ
の
出
向
等

介護保険関連等の第３セクター

地域包括支援センター

その他の児童福祉施設

その他 （→具体名を記入）

病院・診療所

訪問看護ステーション

保健所設置市・特別区用 



 様式２-２ 　保健所設置市・特別区非常勤保健師用

　調査回答用紙
　　地域保健福祉事業に従事した非常勤職員  

※各自治体１枚記入してください

都道府県
市・区名

  非常勤職員の総労働時間（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）を

以下の計算式により人日に換算してください。

 （産休、育休、病休など休業者の代替として勤務している職員は除きます。）

　該当がない場合は、「該当なし」欄に○をつけてください。　　　

　　　　↓

該当なし

保 健 師 活 動 領 域 調 査 （領域調査）

非常勤職員の総労働時間 常勤保健師の１日あたりの所定労働時間

時間 ÷ 時間　　＝
#DIV/0!

人日

（例）勤務時間が７時間４５分の場合は「７．７５」、８時間の場合は「８」

統計法に基づく国の統

計調査です。調査票情

報の秘密の保護に万全

を期します。 



市町村常勤保健師用　調査回答用紙 （平成２４年５月１日現在）

都道府県名

市町村名

調査票枚数 　　　　　　全　　　　　　　枚

【調査１】　 ① 貴自治体に所属する全常勤保健師数を記入してください。

人

②

人

【調査２】

人

【調査３】 別紙「市町村用　領域調査用回答番号一覧」を参照の上、以下に記入してください。

＜調査対象人数（上記【調査１】①の人数）＞

0 人

＊ 一人につき一行ずつデータを記入して下さい。

＊ 記入行が足りない場合は、ページを追加してください。

＊ 「調査番号」は連番になります。ページを追加した場合は、「調査番号」が連番になるように記入してください。

②職位

番号記載欄
内容記載欄

（番号6,12,16,20,33,39「その他」を
選んだ場合に具体名を記入）

記号記載欄 記号記載欄
内容記載欄

（記号え「その他」を選んだ場合に
具体名を記入）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ページ

①のうち、貴自治体で他の自治体等から受け入れている常勤保健師数を記入してください。

保 健 師 活 動 領 域 調 査 （領域調査）

様式３-１

調査
番号

①所属区分 ③給与等人件費会計別

【調査１】②に
該当する人
は○を記入

貴自治体における常勤保健師の退職者数を記入してください（期間：平成23年4月１日～平成24年3月31日）。

統計法に基づく国の統計

調査です。調査票情報の

秘密の保護に万全を期し

ます。 



市町村用　領域調査回答番号一覧

①　所属区分を下記より選んで、調査票に番号を記入してください。

市町村所属区分 番号

1 →　※　市町村合併等により、本庁から支所に名称変更になった場合には1～12に記入する。

2 →　※　保健・福祉分野全ての業務を行っている場合は当欄に記入する。(14、18も同)

福 老人福祉担当課（係） 3

祉 児童福祉担当課(係） 4

部 障害者福祉担当課（係） 5

門 その他 （→具体名を記入） 6

7

8

9

10

11

12

13 →  ※　市町村保健センター機能と福祉センター機能が統合されている組織につい

14 　　　ては17～19欄に記入する。

15

16

17 →  ※　市町村保健センター類似施設とは、老人福祉センター（Ａ型）、母子保健センター、健康増進

18 　　　センター、地域福祉センター、国保健康管理センター、農村健診センター等をいう。

19

20

21

22 →  ※　健康増進センター以外で健康増進関連の施設に勤務する者がいれば記入する。

23

24

介護・老人福祉施設等 25

在宅介護支援センター 26

27

28

29

30

31

32

33 → 　※  社会福祉協議会、海外勤務等は当欄に記入する。

一部事務組合・広域連合 34

介護保険関連等の第３セクター 35

36

国・都道府県・他の都道府県 37

他の市町村へ 38

その他 （→具体名を記入） 39

②　職位を下記より選んで、調査票に記号を記入してください。

職位 記号   注： 出先（地方機関）については、本庁における

  部局長級 Ａ        職位で記入のこと。

  次長級 Ｂ

  課長級 Ｃ

  課長補佐級 Ｄ

  係長級 Ｅ

  係員 Ｆ

③　給与等人件費会計を下記より選んで、調査票に記号を記入してください。
給与等人件費会計別 記号

普通会計 あ
特別会計 い
企業会計 う
その他（→具体名を記入） え

本
　
　
　
　
　
　
庁

保健部門

保健福祉部門

医療部門

介護保険部門

国民健康保険部門

職員の健康管理部門

教育委員会等学校教育部門

その他　（→具体名を記入）

市町村保
健センター

保健部門

保健福祉部門

介護保険部門

その他 （→具体名を記入）

市町村保
健ｾﾝﾀｰ類
似及び保
健ｾﾝﾀｰ以
外の施設

保健部門

保健福祉部門

介護保険部門

その他 （→具体名を記入）

健康増進施設等

福祉事務所

地域包括支援センター

デイサービスセンター等

保育所

子ども家庭支援センター

その他の児童福祉施設

身体障害・知的障害者施設等

病院・診療所

訪問看護ステーション

他
の
団
体
・

自
治
体
へ
の
出
向
等

その他

地域包括支援センター業務受託団体

市町村用 



 様式３-２ 　市町村非常勤保健師用　調査回答用紙

　地域保健福祉事業に従事した非常勤職員  

　　

※各自治体１枚記入してください

都道府県
市町村名

  非常勤職員の総労働時間（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）を

以下の計算式により人日に換算してください。

 （産休、育休、病休など休業者の代替として勤務している職員は除きます。）

　該当がない場合は、「該当なし」欄に○をつけてください。　　　

時間　　＝
#DIV/0!

　　　　↓
＊小数点第１位を繰り上げた数字

人日

（例）勤務時間が７時間４５分の場合は「７．７５」、８時間の場合は「８」

該当なし

保 健 師 活 動 領 域 調 査 （領域調査）

非常勤職員の総労働時間 常勤保健師の１日あたりの所定労働時間

時間 ÷

統計法に基づく国の統

計調査です。調査票情

報の秘密の保護に万全

を期します。 



様式４

２．平成２４年５月１日現在で、特定健診・特定保健指導に携わる常勤保健師及び今年度中に携わることが
　　予定されている常勤保健師の合計配置人数を所属区分ごとに記載してください。

特定健診・特定保健指導に携わる保健師の活動体制に関する調査

１．①～②の該当する項目に○をし、自治体名を記入してください。※自治体名は都道府県名から記入してください。

①保健所設置市・特別区　　／　　②市町村　 自治体名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保 健 師 活 動 領 域 調 査 （領域調査）

所属区分
　　人数

うち専任者数

※所属区分は保健師活動領域調査（保健所設置市・特別区にあっては様式２－１、市町村にあっては様式３－１）の
別紙「領域調査回答番号一覧」を参照し、番号を記載してください。また、併任の場合も記載願います。

※領域調査回答番号一覧より、「その他」に該当する項目を選んだ場合には、番号と併せて具体名を同じ欄に記入し
てください。

※対象者は専任であるか否かに関わらず、主として特定健診・特定保健指導に関わる常勤保健師であり、
　一時的な補助は除きます。

※「うち専任者数」欄には、所属区分ごとに特定健診・特定保健指導に係る業務のみ実施している者の人数を
記載してください。

統計法に基づく国の統

計調査です。調査票情

報の秘密の保護に万全

を期します。 







( 1 ) 

Ⅰ  調 査 の 概 要 

 

１ 調査の目的 

  この調査は、全国の無医地区等の実態及び医療確保状況の実態を調査し、へき地保健

 医療体制の確立を図るための基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査の対象 

  全国の無医地区及び無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要

 な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区（以下「無医地区に

 準じる地区」という。）を有する市町村とする。 

 

３ 調査事項 

  無医地区等の状況、最寄医療機関までの交通事情及び無医地区等の内情等を調査する。 

 

４ 調査機関 

  この調査は、厚生労働省医政局長が各都道府県知事及び無医地区等を有する市町村長

 の協力を得て行うものとする。 

 

５ 調査票等の作成者 

  この調査票等は、原則として次の区分により各都道府県知事及び市町村長が作成する。

 市町村長は、調査票等の作成にあたっては、必要に応じ都道府県又は所轄の保健所長と

 協議等を行い、責任をもって作成する。 

 （１）市町村長が作成するもの …………………………… 第１表、第２表、第３表 

 （２）都道府県知事が作成するもの ……………………… 第４表、地図 

 

６ 調査日及び調査票等の提出期限 

 （１）この調査日は、平成２１年１０月末現在とする。 

 （２）市町村長は平成２２年１月２０日までに調査票等を都道府県知事に送付すること。 

 （３）都道府県知事は、提出された調査票について必要な審査を行い、無医地区等の整

理記号・番号等を付し、また、併せてへき地保健医療対策に関する都道府県の意見

・要望等及び地図を作成し、各１部を平成２２年２月１日までに厚生労働省医政局

長あて提出すること。（紙媒体にて提出すること） 

 

 

 

 

 

 

 



( 2 ) 

 

７ 用語の定義 

 （１）「無医地区」 

     本調査で無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起

    点として、おおむね半径４㎞の区域内に５０人以上が居住している地区であって、

    かつ容易に医療機関を利用することができない地区をいう。 

  （注）ア この定義でいう「医療機関」とは、病院及び一般診療所をいい、へき地診

      療所等で定期的に開診されている場合を含む。 

     （ア）診療日の多少にかかわらず、定期的に開診していれば無医地区とはなら

       ない。 

     （イ）診療所はあるが、医師の不在等の理由から、「休診届」がなされている

       場合は無医地区として取り扱う。 

     イ この定義でいう「おおむね半径４㎞の区域」のとり方は地図上の空間距離

      を原則とするが、その圏内に存在する集落間が、山、谷、海などより断絶さ

      れている場合は分割して差し支えない。（１５，１６ページ例参照） 

     ウ この定義でいう「容易に医療機関を利用することができない」場合とは、

      夏期における交通事情が次の状況にある場合をいう。 

     （ア）地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機

       関がない場合 

     （イ）地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機

       関はあるが、１日３往復以下であるか、または４往復以上であるが、これ

       を利用しても医療機関まで行くために必要な時間（徒歩が必要である場合

       は徒歩に必要な時間を含む）が１時間をこえる場合。 

     （ウ）ただし、上記（ア）または（イ）に該当する場合であっても、タクシー、

       自家用車（船）の普及状況、医師の往診の状況等により、受療することが

       容易であると認められる場合は除く。 

       （たとえば、道路事情（舗装状況、幅員等）、地理的条件（都市の郊外的

       存在）、近在医師の往診が容易である等医療機関がないことについて、住

       民の不便、不安感がないというような事情を考慮して判断すること。） 

 

 （２）「無医地区に準じる地区」 

     無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要な地区と各都

    道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区をいう。 

  （注）この定義でいう、「各都道府県知事が判断し」とは、無医地区の定義には該当

    しないが、無医地区として取り扱うべき特殊事情として次に掲げる要件のいずれ

    かに該当する場合に、無医地区に準じる地区として適当と認められる地区である

    か判断する。 



( 3 ) 

 

     ア 半径４㎞の地区内の人口が５０人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶さ

      れていて、容易に医療機関を利用することができないため、巡回診療が必要

      である。 

     イ 半径４㎞の地区内に医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね３日以下)

      又は診療時間が短い(概ね４時間以下)ため、巡回診療等が必要である。 

     ウ 半径４㎞の地区内に医療機関はあるが眼科、耳鼻いんこう科などの特定の

      診療科目がないため、特定診療科についての巡回診療等が必要である。 

     エ 地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関

      があり、かつ、１日４往復以上あり、また、所要時間が１時間未満であるが、

      運行している時間帯が朝夕に集中していて、住民が医療機関を利用すること

      に不便なため、巡回診療等が必要である。 

     オ 豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運

      行数が少なくなり、住民が不安感を持つため、巡回診療等が必要である。 



 
統計法に基づく 
一般統計調査 

 

第１表の１                                     医 
無医地区等調査 調査票（平成２１年１０月末日現在）  

整理記号・番号 
 

                          都 道 府 県 名        
 
二次医療圏名        符号 

      
 
所轄保健所名        符号   
 
市 町 村 名        符号 

       
 
     フ   リ   ガ   ナ                                                          （カタカナで記入） 
(1)無 医 地 区 名 

 

(2)メ ッ シ ュ コ ー ド            

(3)調査対象となる事情 
 ａ 無医地区の定義に該当する 
 ｂ  無医地区に準じる定義に該当する 
     （                                                            ） 

(4)法 律 適 用 状 況 
 
ａ 過  疎    ｂ 山 村  ｃ 豪 雪  ｄ 特 豪  

 ｅ 離 島  ｆ 沖 縄  ｇ 奄 美  ｈ 適用外 
(5)総 世 帯 数                 世帯 (6)高 齢 者 世 帯 数                世帯 
(7)電 話 保 有 世 帯 数                 世帯 (8)自動車(船)保有世帯数                世帯 
(9)地区内人口等の状況  
   （    ）内は、 
   １６年度調査 
   時の人口を記入 

 区分  １ 人 口 （平成２１年  月  日現在） ２ねたきり者数  
 (再掲) 

３就労者数  
 (再掲) 総  数 0～14才 15～64才 65～69才 70才以上 

  男        人       人       人       人       人       人       人 
  女        人       人       人       人       人       人       人 

  計 
(       )  
       人 

(      )  
      人 

(      )  
      人 

(      )  
      人 

(      )  
      人 

      人  
      世帯 

 
      人 

(10)国保加入者の状況  １加入者数(21年10月末現在)          人 (11)地区内の中心的場所 
 
    への自動車の乗入 

 ａ  可 
 
 ｂ 不 可  ２ 受診件数(21年１０月分)          件 

 
(12)救 急 患 者 の   
    搬 送 方 法 等 

 １ 搬 送 方 法  ａ 救急車  ｂ その他（          ） 
 ２ 最寄病院に収容されるまでの時間                    分 
 ３ 最寄診療所に収容されるまでの時間                    分 
 ４ 搬送が不可能になる時間及び日数         時間         日 

(13)無医地区となっている主な理由  
      (人口500人以上の無医地区) 

 ａ 医師の確保ができない     ｂ 財政上医療機関の設置不能  
 ｃ 巡回診療で十分        ｄ 患者輸送車で十分  
 ｅ 最寄医療機関があるので不必要 
 ｆ その他 （                            ） 

 
(14)平成20年度巡回  
    診療、健康診断  
    等の実施状況 

 １ 巡回診療 
 実施主体 

ａ 都道府県 ｂ 市 町 村 ｃ へき地医療拠点病院  
ｄ 最寄病院 ｅ その他（      ） 

 実施回数 
 15年度        回 

受診者延数 
 15年度         人 

 20年度        回  20年度         人 

 減の理由 
 ａ 無医地区の対象人数の減 
 ｂ 巡回診療を行う体制の減 
 ｃ その他（                 ） 

 眼科、耳鼻いんこう科 
 の巡回診療体制の有無 

 眼科   ａ 有    ｂ 無 
 耳鼻   ａ 有    ｂ 無 

 ２ 患者輸送 
 運行日数  週      日 1日当たり往復回数            往復 
 1日平均利用者数                人 

 料金徴収   ａ 有   ｂ 無  患者以外の乗合  ａ 可  ｂ 不可 
 ３ 健康診断  
   （高齢者医療 
  確保法特定） 

 実施機関  ａ 都道府県  ｂ 市 町 村   ｃ 検診団体  
 ｄ その他（              ） 

 実施回数           回  受診者延数              人 



 

第１表の２                                     医 
 
                         無医地区名    整理記号・番号 

        
   

 ４ 健康診断  
    (上記3以外) 

 実施機関 
 ａ 都道府県  ｂ 市 町 村   ｃ 検診団体  
 ｄ その他（              ） 

 

 実施回数           回  受診者延数              人 

 ５ 健康教育 
 実施機関  ａ 都道府県 ｂ 市 町 村  ｃ その他(        ) 
 実施回数              回 

 ６ 健康相談  実施機関  ａ 都道府県 ｂ 市 町 村  ｃ その他(        ) 
 実施回数              回  相談者延数               人 

 
(15)最 寄 病 院  

 １ 名  称 

     

 

 

  
 ２ 所 在 地 

  
 ３ 病床数        床      

 

 ４ 設置主体 
 ａ 都道府県  ｂ 市 町 村   ｃ 公的四団体  ｄ 医療法人  
 ｅ 個  人  ｆ その他（         ） 

 ５ 医 師 数 
 常 勤         人  
 非常勤         人 

６ 自動車(船)利用の  
   場合の距離・時間 

          ㎞  
         分 

 ７ 患者輸送事業 
  
          一日    往復 
 ａ 有                          ｂ 無 
          片道        分 

  
８ 診療体制  休日診療体制 

 ａ 毎休日  ｂ 輪番制に参加  ｃ 未実施  
 ｄ その他（                      ） 

 夜間診療体制 
 ａ 毎 日  ｂ 輪番制に参加  ｃ 未実施  
 ｄ その他（                     ） 

 ９ 実施診療科 
 ａ 内 科   ｂ 小児科    ｃ 外 科   ｄ 産 科 
 ｅ 眼 科   ｆ 耳鼻咽喉科 
 ｇ その他（                     ） 

 10 支援の可能性 
 ａ 巡回診療  ｂ 診療所への代診医派遣  ｃ 画像診断  
 ｄ その他（                     ） 

 11 往診回数                 回(２１年１０月分) 

(16)最 寄 診 療 所  
 １ 名  称 

     

 

  
 ２ 所 在 地 

  
３ 病床数        床      

 

 ４ 設置主体 
 ａ 都道府県  ｂ 市 町 村   ｃ 公的四団体  ｄ 医療法人  
 ｅ 個  人  ｆ その他（         ） 

 ５ 一週当り診療日数           日 （    曜日） 

 ６ 診療時間 
    平 日      ：  ～  ： 
    土曜日      ：    ～    ： 
    日祭日      ：    ～    ： 

 ７ 医師数等  常 勤       人、非常勤       人、平均年齢  歳 
 ８ 自動車(船)利用の場合の距離･時間            ㎞     分 

 ９ 患 者 輸 送 事 業 
  
          一日    往復 
 ａ 有                          ｂ 無 
          片道        分 

 10 支援病院からの体制   代診医の派遣体制   ａ 有   ｂ 無 
 11 往  診  回  数             回(２１年１０月分) 

 
 
 
 



 

第１表の３                                     医 
 
                         無医地区名    整理記号・番号 

        
 
 
(17)最寄医療機関まで 
  公共交通機関を 
    利用する場合の 
    時間等 

最寄医療機関 
の種別 
 
 ａ 病  院 
 
 ｂ 診 療 所 

 区  分   距   離   時   間   往 復 便 数  
 徒  歩        ． ㎞            分  
 バ   ス         ． ㎞            分  一日        往復 
 鉄  道         ． ㎞            分  一日        往復 
 船          ． ㎞            分  一日        往復 
 その他 
(       )         ． ㎞            分  一日        往復 

計         ． ㎞            分  
 区  分   豪 雪 地 帯 等 の 場 合 の 冬 期 利 用 状 況 
 バ   ス  ａ 可 ｂ 不可  （  月  旬 ～   月  旬） 
 鉄  道  ａ 可 ｂ 不可  （  月  旬 ～   月  旬） 

船  ａ 可 ｂ 不可  （  月  旬 ～   月  旬） 
 その他  ａ 可 ｂ 不可  （  月  旬 ～   月  旬） 

(18)へき地医療拠点病院  ａ 有 
      

 
   

 
 ｂ 無 

 １ 病 院 名   
 ２ 病院まで  
    の距離等 

 ａ 公共交通機関利用の場合     ． ㎞  分 
 ｂ 自動車（船）利用の場合        ． ㎞  分 

(19)最寄総合診療病院  
 １ 病 院 名 

     

 

 ２ 病院まで  
    の距離等 

 ａ 公共交通機関利用の場合        ． ㎞    分 
 ｂ 自動車（船）利用の場合           ． ㎞    分 

(20)へき地保健指導所  ａ 有 
 
 ｂ 無 

 １ 保健師  ａ 常 勤    人  ｂ 非常勤    人 
 ２ 訪問指導延件数(20年度)                  件 

 ３ 訪問指導のための交通手段 
 ａ 徒 歩  ｂ 自動車  
 ｃ その他（       ） 

(21)保健師の活動体制  ａ 過疎四法による保健師  ｂ 市町村保健師  ｃ 保健所保健師  
 ｄ 市町村保健師と保健所保健師と共同 ｅ その他（        ） 

 訪問指導延件数(20年度)            件  再掲 
  
寝たきり   

          件 

  
看  護   
          件 

(22)在宅医療 
 訪問看護  実施主体 

 ａ 公立・公的  ｂ 医療法人  ｃ 社会福祉法人  
 ｄ その他（          ） 

 対象人員            人 延件数(21年１０月分)              件 

(23)老人関連施設 
 ａ デイサービスセンター  ｂ 養護老人ホーム  ｃ 特別養護老人ホーム  
 ｄ その他（               ） 

 
 
 
 







( 1 )

Ⅰ 調 査 の 概 要

１ 調査の目的

この調査は、全国の無歯科医地区等の実態及び歯科医療確保状況の実態を調査し、へ

き地歯科保健医療体制の確立を図るための基礎資料を得ることを目的とする。

２ 調査の対象

全国の無歯科医地区及び無歯科医地区には該当しないが、無歯科医地区に準じた歯科

医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区

（以下「無歯科医地区に準じる地区」という。）を有する市町村とする。

３ 調査事項

無歯科医地区等の状況、最寄医療機関までの交通事情及び無歯科医地区等の内情等を

調査する。

４ 調査機関

この調査は、厚生労働省医政局長が各都道府県知事及び無歯科医地区等を有する市町

村長の協力を得て行うものとする。

５ 調査票等の作成者

この調査票等は、原則として次の区分により各都道府県知事及びその指導の下に市町

村長が作成する。市町村長は、調査票等の作成にあたっては、必要に応じ都道府県又は

所轄の保健所長と協議等を行い、責任をもって作成する。

（１）市町村長が作成するもの …………………………… 第１表、第２表、

（２）都道府県知事が作成するもの ……………………… 第３表、地図

６ 調査日及び調査票等の提出期限

（１）この調査日は、平成２１年１０月末現在とする。

（２）市町村長は平成２２年２月１５日までに調査票等を都道府県知事に送付すること。

（３）都道府県知事は、提出された調査票について必要な審査を行い、無歯科医地区等

の整理記号・番号等を付し、また、併せてへき地保健医療対策に関する都道府県の

意見・要望等及び地図を作成し、各１部を平成２２年２月２５日までに厚生労働省

医政局長あて提出すること。（紙媒体にて提出すること）



( 2 )

７ 用語の定義

（１）「無歯科医地区」

本調査で無歯科医地区とは、歯科医療機関のない地域で、当該地区の中心的な

場所を起点として、おおむね半径４㎞の区域内に５０人以上が居住している地区

であって、かつ容易に歯科医療機関を利用することができない地区をいう。

（注）ア この定義でいう「歯科医療機関」とは、医療法施行令第５条の１１第１項

第２号の規定による歯科（小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科）を標榜す

る病院及び歯科診療所をいう。

（ア）診療日の多少にかかわらず、定期的に開診していれば無歯科医地区とは

ならない。

（イ）歯科診療所はあるが、歯科医師の不在等の理由から、「休診届」がなさ

れている場合は無歯科医地区として取り扱う。

イ この定義でいう「おおむね半径４㎞の区域」のとり方は地図上の空間距離

を原則とするが、その圏内に存在する集落間が、山、谷、海などより断絶さ

れている場合は分割して差し支えない。（１１，１２ページ例参照）

ウ この定義でいう「容易に医療機関を利用することができない」場合とは、

夏期における交通事情が次の状況にある場合をいう。

（ア）地区の住民が歯科医療機関まで行くために利用することができる定期交

通機関がない場合

（イ）地区の住民が歯科医療機関まで行くために利用することができる定期交

通機関はあるが、１日３往復以下であるか、または４往復以上であるが、こ

れを利用しても歯科医療機関まで行くために必要な時間（徒歩が必要である

場合は徒歩に必要な時間を含む）が１時間をこえる場合。

（ウ）ただし、上記（ア）または（イ）に該当する場合であっても、タクシー、

自家用車（船）の普及状況により、受療することが容易であると認められる

場合は除く。

（たとえば、道路事情（舗装状況、幅員等）、地理的条件（都市の郊外的存

在）、歯科医療機関がないことについて、住民の不便、不安感がないという

ような事情を考慮して判断すること。）

（２）「無歯科医地区に準じる地区」

無歯科医地区には該当しないが、無歯科医地区に準じた歯科医療の確保が必要

な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区をいう。

（注）この定義でいう、「各都道府県知事が判断し」とは、無歯科医地区の定義には

該当しないが、無歯科医地区として取り扱うべき特殊事情として次に掲げる要件

のいずれかに該当する場合に、無歯科医地区に準じる地区として適当と認められ

る地区であるか判断する。



( 3 )

ア 半径４㎞の地区内の人口が５０人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶さ

れていて、容易に歯科医療機関を利用することができないため、歯科巡回診

療が必要である。

イ 半径４㎞の地区内に歯科医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね３日以

下)又は診療時間が短い(概ね４時間以下)ため、歯科巡回診療等が必要である。

ウ 地区の住民が歯科医療機関まで行くために利用することができる定期交通

機関があり、かつ、１日４往復以上あり、また、所要時間が１時間未満であ

るが、運行している時間帯が朝夕に集中していて、住民が歯科医療機関を利

用することに不便なため、歯科巡回診療等が必要である。

オ 豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運

行数が少なくなり、住民が不安感を持つため、歯科巡回診療等が必要である。



統計法に基づく
一般統計調査

歯第１表の１

（平成２１年１０月末日現在）無歯科医地区等調査調査票

整理記号・番号 都道府県名

二次医療圏名 符号 所轄保健所名

市 町 村 名 符号 符号

（カタカナ記入）フ リ ガ ナ

(１)無 歯 科 医 地 区 名
(２)メ ッ シ ュ コ ー ド

ａ 無歯科医地区の定義に該当する
(３)調査対象となる事情 ｂ 無歯科医地区に準じる定義に該当する

（ ）
ａ 過 疎 ｂ 山 村 ｃ 豪 雪 ｄ 特 豪

(４)法 律 適 用 状 況
ｅ 離 島 ｆ 沖 縄 ｇ 奄 美 ｈ 適用外

(５)総 世 帯 数 世帯 (６)高 齢 者 世 帯 数 世帯
(７)電 話 保 有 世 帯 数 世帯 (８) 世帯自動車(船)保有世帯数

寝たきり者数 就労者数(９)地区内人口等の状況 １ 人口（平成21年 月 日現在） ２ ３
（再掲） （再掲）区分

総 数 ０～14才 15～64才 65～69才 70才以上
( )内は、 男 人 人 人 人 人 人 人
16年度調査時 女 人 人 人 人 人 人 人
の人口を記入 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 人

計
人 人 人 人 人 人世帯

(10)国保加入者の状況 １ 加入者数 人 (11） a 可(平成21年10月末現在) 地区内の中心的場所へ

２ 受診件数 件 b 不 可(平成21年10月分) の自動車の乗入

(12) ａ 歯科医師の確保ができない ｂ 財政上歯科医療機関の設置不能無歯科医地区となって

ｃ 巡回歯科診療で十分 ｄ 最寄歯科医療機関があるので不必要いる主な理由

ｅ その他 （ ）（人口500人以上の無歯科医地区）

(13)平成20年度歯科巡回 a 都道府県 b 市町村
１ 歯科巡回診療 実施主体

診療・歯科健康教育 c その他 （ ）
15年度 回

等の実施状況 実施回数
20年度 回
15年度 回

受診者延数
20年度 回
a 無歯科医地区の対象人数の減

減の理由 b 歯科巡回診療を行う体制の減
c その他（ ）

２ 離 島 歯 科 a 都道府県 b 市町村
実施主体

診療班による c その他（ ）
15年度 回 15年度 回

歯科診療 実施回数 派遣延日数
20年度 回 20年度 回
15年度 回

受診者数
20年度 回
a 無歯科医地区の対象人数の減

減の理由 b 歯科巡回診療を行う体制の減
c その他（ ）

３ 歯科健康教育 実施機関 a 都道府県 ｂ市町村 c その他( )
実施回数 回

４ 歯科健康相談 実施機関 a 都道府県 ｂ市町村 c その他( )
実施回数 回



歯第１表の２

無歯科医地区名 整理記号・番号

(14) 最寄歯科医療機関
１ 名 称

の状況

２ 所 在 地

a 都道府県 ｂ 市 町 村 ｃ公的四団体 ｄ医療法人
３ 設 置 主 体

e 個 人 ｆ その他（ ）
４ ａ 病院 ｂ 一般診療所 ５ （ ）最寄り歯科医 1週当り歯科診療

ｃ 歯科診療所 日療機関の種別 日数

６ 歯科診療時間 平 日 ： ～ ：
土曜日 ： ～ ：
日祭日 ： ～ ：

７ 歯科医師数等 常 勤 人 ８ 自動車(船) ㎞
非常勤 人 利用の場合
平均年齢 歳 分

９ 歯科診療体制 休日歯科 a 毎休日 b 未実施
診療体制 c その他（ ）
夜間歯科 a 毎休日 b 未実施
診療体制 c その他（ ）

(15) 最寄歯科医療機関 区 分 距 離 時 間 往 復 便 数
まで公共交通機関 徒 歩 . ㎞ 分
を利用する場合の バ ス . ㎞ 分 一日 往復
時間等 鉄 道 . ㎞ 分 一日 往復

船 . ㎞ 分 一日 往復
そ の 他

（ ） . ㎞ 分 一日 往復
計 . ㎞ 分

区 分 豪雪地等の場合の冬季利用状況
バ ス a 可 b 不可（ 月 旬 ～ 月 旬）
鉄 道 a 可 b 不可（ 月 旬 ～ 月 旬）

船 a 可 b 不可（ 月 旬 ～ 月 旬）
そ の 他 a 可 b 不可（ 月 旬 ～ 月 旬）

(16) へき地歯科保健医療
の充実または歯科医
師確保のため市町村
独自で行っている事
業

(17) へき地歯科保健医療
に関する市町村長の
意見、要望等
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